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「幸福実感日本一」への挑戦
新しい三重を一緒に
創っていきましょう！

　「幸福とは、行為の結果であり、誰かが与えてくれるものではない。」
というアリストテレスの言葉があります。待っているだけでは幸福は
やって来ません。自分のため、あるいは誰かのために、自らが行動を起
こすことで、幸福を実感することができるのではないでしょうか。自立
し、行動すること、すなわち、アクティブ・シチズンであることが幸福
実感への第一歩であると考えます。

　今、私たちの社会には、大きな枠組みの変化が起こっています。大規
模な自然災害の頻発、人口減少社会と超高齢社会の本格的な到来や世界
経済のグローバル化による影響など、時代の分水嶺

れい
とも言うべき転換期

を迎えています。このような厳しい現実を前に、安易にバラ色の未来を
描くことはできません。まさに、県民の皆さん一人ひとりが自ら行動し、
ともに支えあうことによってこそ、新しい三重を創造することができる
のではないでしょうか。

　私は、分水嶺
れい
の先にある社会、新しい三重は、行政が主体的に担うも

のではなく、県民の皆さんと一緒になって創りあげていくものだと考え
ています。それを「県民力による『協創』の三重づくり」と名付け、県民の
皆さん一人ひとりの力を結集し、新しい三重を創っていくべきという強
い思いを込めて「みえ県民力ビジョン」を策定しました。

　県民の皆さん、力を合わせて「『幸福実感日本一』の三重」を創っていきま
しょう。

　　平成24年４月
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「みえ県民力ビジョン」とは
　「みえ県民力ビジョン」は、長期的な視点から、三重のあ
るべき姿を展望し、県政運営の基本姿勢や政策展開の方向
性を示す、平成 24（2012）年度からのおおむね10年先を
見据えた県の戦略計画です。社会経済情勢の変化に対応し、
県民の皆さんと力を合わせて新しい三重づくりをめざそう
とするものです。
　また、「みえ県民力ビジョン」を着実に推進するための取
組内容をまとめた、平成 24（2012）年度から4年間の中期
の戦略として、「みえ県民力ビジョン・行動計画」を同時に
策定しました。

　本冊子は、「みえ県民力ビジョン」と「みえ県民力ビジョン・
行動計画」で構成しています。
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基本理念
県民力でめざす
「幸福実感日本一」
の三重

第１編
みえ県民力ビジョン
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　平成23（2011）年３月に発生した東日本大震災、９月
に発生した紀伊半島大水害注）3 により、私たちは自然の脅
威を見せつけられました。東日本大震災では、強大な津
波等により死者・行方不明者は２万人にも及び、被災地へ
の直接的な被害額は、約16.9 兆円にのぼりました。原子
力発電所の事故を併発し、放射性物質による汚染が拡大
して、多くの住民が避難を余儀なくされています。
　私たちは、このような大災害に直面し、命の尊さ、家族や地域との絆の重要性を再認識し
ました。
　私たちには、災害は必ず起こるものとして意識し、行政の力や堤防などの施設に頼りすぎる
ことなく、互いに助け合うとともに、一人ひとりが備えに当たることが求められています。
　また、原子力発電所の事故の影響で、エネルギー政策の根本的な見直しを迫られるとともに、
資源には限りのあることをあらためて認識させられました。地球規模の環境問題への対応が、
持続可能な発展を続けるための国際的な課題となってきましたが、地球温暖化を防止するため
の方策についても見直しを求められています。

　国の推計によれば、日本の人口は、減少局面にあるとみられています。今後、私たちは、
人口減少社会の本格的な到来と向き合うことになります。人口の減少と並行した少子高齢化
の一段の進行は、地域コミュニティや経済、産業など、私たちの社会のあらゆる面に大きな
影響を及ぼす懸念があります。現在の社会保障制度をはじめ、人口が増加することを前提に
作られた仕組みを見直すなど、人口減少と超高齢社会に的確に対応していくことが必要です。

私たちの
置かれている状況
～パラダイム注）1の転換～

　私たちの社会には、大きな枠組み
の変化が起こっており、日本は明治
維新、第二次世界大戦の終戦に次ぐ
「第三の分水嶺

れい注）2」ともいうべき大
きな転換期を迎えています。

	基本理念　県民力でめざす「幸福　実感日本一」の三重

第１章

第１編

紀伊半島大水害（県熊野庁舎周辺）
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　平成20（2008）年に、リーマンショック注）4 に端を発する世界同時不況に見舞われ、また、
東日本大震災後には、欧米諸国の財政・経済の先行きの不透明さが、過去最高水準の円
高を引き起こしています。日本の経済や産業は、国内だけではなく海外の情勢に大きな影
響を受けるようになっており、もはや世界市場の一部となっていることを認識する必要があ
ります。グローバル競争への対応を一段と進め、知識集約型産業への転換を図ることと併
せて、危機に強い地域循環型の産業を育成するなど、強じんで多様な産業構造に変えてい
くことが求められます。

　行政の面においても、こうしたパラダイムの転換を十分に認識し、政策を柔軟に見直し
ていくことが求められます。現金給付によるセーフティネットのように全国一律の仕組みと、
地域の多様性を重視し、その自主性に委ねる仕組みの整理が必要です。
　国および地方の債務残高注）5 は1,000 兆円を超え、将来の世代、私たちの子や孫の世
代への負担を考えたとき、もはや放置できない状態にあります。加えて、東日本大震災か
らの復興に多大の経費を要することなどから、財政面で厳しい制約があるとの前提に立っ
て、真に行政が取り組むべきものへ転換することについて、合意形成を図っていくことが
必要です。

　このような厳しい現実を前に、私たちは安易にバラ色の未来を描くことはできません。
現実を直視した上で、私たちが自ら行動することで社会を変革し、転換期に対応していく
ことが求められています。

注）1　パラダイム：ある時代や分野において支配的規範となる
「物の見方やとらえ方」のこと。

注）2　分水嶺：異なる水系の境界線をさす地理用語。ここでは
時代の転換点の意味で用いています。

注）3　紀伊半島大水害：平成 23（2011）年９月に発生した台風
12号に伴う豪雨による大災害について、その貴重な教訓を
次代に継承するため、三重県・奈良県・和歌山県において
統一的な名称として用いることとしたもの。県内では、死
者２名、行方不明者１名、1,227 棟にのぼる家屋損壊、道路・
河川堤防等の公共施設の損傷など、甚大な被害が発生しま
した。〔平成 24 年１月21日現在〕

注）4　リーマンショック：平成 20（2008）年９月に米国の投資
銀行であるリーマン・ブラザーズの破綻が世界的な金融危
機の引き金となったことをさした表現。

注）5			国および地方の債務残高：ここでは、経済の実態把握お
よび国際比較に資するため、世界共通の基準（ＳＮＡ）に
基づき、一般政府（中央政府、地方政府および社会保障基
金）の金融負債残高を体系的に集計した数値である一般政
府総債務（内閣府経済社会総合研究所）を用いています。

　三重県では東日本大震災を受け、「地
震から命を守る」を最も優先すべきテー
マとし、「備えるとともに、まず逃げる」

ことを基本方針に、緊急かつ
集中的に取り組むべき対策を
定めた「三重県緊急地震対策
行動計画」を全国に先駆けて
策定しています。自分の命を
守るのは自分です。生きるた
めに備えましょう。

大規模な地震から
生きるために！

COLUMN
コラムコラム
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　名古屋、大阪の両大都市圏にまたがる三重は、東西文化の交わるところに位置し、南北に
長く多彩な県土、豊かな自然の恵みを有しています。縦横に発達した街道交通の要衝として県
内各地がにぎわい、人、情報、文化等の交流の場が形成され、それぞれの地に住む人びとが
先人から受け継いだ自然、歴史、文化等を育んでいる、多様性に満ちた地域です。
　一方、県北部と県南部とでは、地理的・経済的な要因等を背景として、さまざまな面で格
差が生じており、こうした地域間格差の解消が求められています。

　三重は、古くから幾たびも大規模な自然災害に見舞われながら、これを克服してきました。
　江戸時代末期の嘉永７（1854）年に発生した伊賀上野地震をはじめとして、昭和19（1944）
年の東南海地震、昭和21（1946）年の南海地震、あるいは昭和34（1959）年の伊勢湾台
風などにより、大きな被害を受けてきました。
　このような大規模な自然災害に見舞われるたび、私たちの先人は、力を合わせて、地域の
復旧・復興に取り組み、災害から得た教訓を次代へ伝えてきました。
　近年、大規模地震および津波の発生、台風の大型化等が懸念され、局地的大雨が頻発す
る中、こうした自然災害への対策を講じていくことが喫緊の課題となっています。

　三重は、政治、経済の分野のほか、文化やスポーツの分野でも、世界的に著名な人物を輩
出してきました。
　近年では、三重出身の選手がオリンピックやパラリンピックで金メダルを獲得するなど、ア
スリートの活躍は私たちに夢と感動を与えてくれています。
　一方で、全国学力・学習状況調査の結果などから、三重の小・中学生の学力、体力の向上や、
国際的に通用する人材の育成など、次代を担う人づくりの重要性が増しています。また、県民
の皆さんに活力を与え、地域の一体感を醸成する上で、スポーツの持つ力に注目が集まってい
ます。

　私たちは、このような転換期
において、三重が持つ力や課題
を十分に認識した上で、新しい
三重づくりに取り組んでいく必
要があります。

三重の持つ力
と課題第２章
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　江戸時代から木綿の産地であった伊勢平野は、
戦前から紡績産業の一大集積地でしたが、高度
経済成長期に、石油化学コンビナートの整備や
企業誘致によって、ものづくりの拠点として発展
し、その後も、戦略的な企業誘致に積極的に取
り組んだ結果、2000 年代半ばには半導体や液
晶関連産業などの大規模投資が相次ぎました。
県経済は好調に推移し、１人あたり県民所得が平
成19（2007）年には全国で５番目になりました。
　しかし、平成20（2008）年秋に発生した世界
同時不況の影響により、一転して同年の１人あたり県民所得は全国一の下落率となりました。
雇用においても、平成21（2009）年６月の有効求人倍率は過去最低の0.40倍にまで低下
しました。
　三重には、素材・部材産業から加工組立産業に至る生産・研究施設の集積や高い技術
力で全国や世界に高いシェアを誇る中小企業が多く存在することから、このような強みを
生かすことで、県内産業の競争力を高め、強じんな構造にしていくことが重要です。

　また、三重は、恵まれた自然環境を背景にして、おいしい食べ物に恵まれており、伊勢エビ、
アワビなどの海産物や松阪牛などのブランド産品を生産しています。
　一方で、農林水産業の就業者数は、平成２（1990）年の６万７千人から平成17（2005）
年には４万５千人へと３割以上減少するとともに高齢化が進行しており、担い手問題が一段
と深刻化しています。

　三重には、全国シェア１位の工業製品や
農産物などが数多くあります。主なものだ
けでも以下のとおりです。
・錠、かぎの出荷金額日本一（平成21年）
・なばな（主として葉茎を食するもの）の
　収穫量日本一（平成 20年）
・ケーブルテレビインターネット世帯普及率
		日本一（平成 23年）
・河川平均水質ランキング日本一（宮川・		
		平成 22年）
・日本一短い地名、駅名「津」

三重の日本一COLUMN
コラムコラム

三重県ホームページ「みえDataBox」より

四日市コンビナート
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　さらに、三重は、「おかげ参り」など古くから国内の人びと
を集めた伊勢をはじめ、魅力ある観光地と多くの観光資源
を有しています。20年に一度、遷宮に向けた諸行事が行わ
れる伊勢志摩地域や「熊野古道」が世界遺産登録された東紀
州地域など、独自の魅力を有する地域がたくさんあり、また、
全国的にも有名な複合レジャー施設等も存在しています。
　広域的な交流・連携や経済活動を支える高速道路網の整
備が進められ、平成18（2006）年には紀勢自動車道の一
部が、平成 20（2008）年には新名神高速道路が開通したこ
となどにより、県内への観光入込客数は順調に増加してきま
した。
　東日本大震災や紀伊半島大水害などの影響から観光入込客数の減少が懸念されますが、
遷宮以降も観光産業が県内経済をけん引する産業として発展するように取組を進める必要が
あります。

　このように三重は、さまざまな力を持った魅力に満ちた地域です。地域の持つ力、三重の
力を再認識し、さらにその力を伸ばしていくとともに、国内外に認められるように情報発信
していくことで、大きな時代の転換期において私たちが直面する課題を克服できるのではな
いでしょうか。

おはらい町（伊勢市）
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県民力による「協創」
の三重づくりへ

　私たちは、パラダイム転換を伴
う時代の分水嶺

れい
に立ち、将来に

対する不安や閉塞感を抱いてい
ます。ここで立ち止まっていては、
私たちに明るい未来はありませ
ん。分水嶺

れい
の先にある社会、新

しい三重を創造するために、勇気
と気概を持って、スタートを切る
必要があります。

安全・安心への備え
　新たな世界に向かって存分に自分の能力を発揮
するためには、命と暮らしの安全・安心を確保す
ることが前提になります。
　東日本大震災や紀伊半島大水害などの災害で明
らかになったように、自然災害から命を守るために
は、技術を過信してはならず、また、他人任せに
することはできません。私たちは、自分たちの命
は自分たちで守る、という意識を持った上で、歴史の中で育まれてきた先人の知恵や周りの人
びとの力を借りながら、あるいはまた、周りの人びとへ自分の力を提供しながら、力を合わせ
て取り組むことが求められています。
　また、私たちの人生には、さまざまなリスク、不安要素があります。病気や事故、犯罪、老
後の生活など、人それぞれの不安を抱えており、自分たちの能力を発揮するために、その不安
をなくしていくことが求められます。特に、人口減少と超高齢社会を迎え、かつてのような高
度経済成長は見込めない中で、命と暮らしの安全・安心を支える仕組みについて、世代を問わ
ず私たち自身のこととして考え、国にも働きかけて、将来にわたって持続可能なものとなるよ
うにしていくことが必要です。

第3章

消防団の訓練（三重県消防操法大会）
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今ある力の発揮と新しい力の開拓

自立し、行動する
県民（アクティブ・シチズン注）6…）へ

　私たちには、新しい三重を創るために、今ある力を最大限発揮することが求められてい
ます。
　第２章で見たように、三重はさまざまな資源に恵まれた魅力ある地域です。
　こうした恵まれた資源や人びとの知恵や能力など、今ある力を再認識し、生かしていくこ
とが必要です。また、私たち自身が気づいていない資源を発掘し、新たな力を開拓してい
くことも大切です。価値あるものを創り出すだけではなく、積極的に国内外へ発信し、さ

らにその価値を理解してもらう必要があります。
　私たちは、このように今ある力を発揮し、新
しい力を開拓することで、「すごいやんか！」と思
えるような地域の魅力や価値を見いだし、磨き
上げ、日本をリードしていく役割を果たしていく
ことができるようになります。このことは、視
点を変えれば、新しい三重づくりの中で、私た
ち一人ひとりが、いきいきと活動することがで
きる社会ということができます。

　安全・安心を脅かすものに備え、今ある力を発揮し、新しい力を開拓することによって、
新しい三重を創るために、私たち一人ひとりが力を注いでいくことが必要です。
　しかし、一人ひとりの力には限界があります。さまざまな事情により社会で十分に力を
発揮できないでいる人たちや社会的に弱い立場に置かれた人たちもいます。こうした人び
とが社会の一員として多様な人びととつな
がりを持ち、共に生きることのできる社会
に変えていく必要があります。
　私たちは、誰もが自分の夢や希望を持ち、
その思いを実現するために生きています。
夢や希望を持って人生を主体的によくして
いこうとする力や、住んでいる地域をよくし
ていこうとする力を発揮できたときに、私
たちの人生は輝きます。

海女小屋体験

緑化活動
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　平成23年11月９日に、法政大学大学
院政策創造研究科の坂本光司教授研究室
が発表した「47都道府県の幸福度に関す
る研究成果※」によると、１位が福井、２
位が富山、３位が石川…と続く中、三重は
９位でした。その他にも各種研究機関等
により幸福度の研究が進められています！
※研究成果は、「生活・家族」「労働・企業」「安全・安心」「医療・
健康」の４つの部門から、地域住民の幸福度を端的に示している
と思われる40 の指標を抽出・加工し、総合的に評価・分析され
ています。

幸福度に関する注目
が高まっています

COLUMN
コラムコラム

　私たちは自立し、行動する県民（アクティブ・シチズン）でありたいと思います。
　「自立し、行動する」とは、一人で生きることではなく、自らの判断と責任のもとで、公
共心を持って社会の一員として生きていくことです。地域社会や企業などの一員として、
進んで責任を果たしていくことです。
　身の回りの家族や地域の絆を大切なものととらえ、その中で自分にできることに取り組
んでいきます。私たち一人ひとりが夢の実現に向け、希望を持って生きていくことができ
るように、私たちがみんなで支え合うことにより、さまざまな課題に取り組んでいく必要
があります。
　私たちは、人生のさまざまな局面で、家族として、ご近所や同じ地域に住む者として、
性別や年齢などにとらわれず、県民としてのいろいろな力を発揮し、助け合い、支え合っ
ていきます。
　三重には、全国に先駆けて、県民がそれぞれの役割分担のもとに協働し、「公

おおやけ
」を担っ

てきた実績注）7 があります。その積み重ねを生かし、さらに深化させ、私たちそれぞれが
「公」を担う主体として自立し、行動することによって、新しい三重を創ることができると
考えます。

注）6　アクティブ・シチズン：社会における自らの役割と責任
を自覚し、積極的に社会に参画する住民をあらわす言葉で
す。アメリカ合衆国の第35代大統領であるＪ.Ｆ.ケネディ
が、大統領就任演説の中で、「祖国があなたに何をしてくれ
るのかを尋ねてはなりません。あなたが祖国のために何が
できるかを考えて欲しい。」とアクティブ・シチズンである
必要性を訴えた言葉が有名です。

注）7　「公」を担ってきた実績：三重県では、平成 10（1998）
年に、全国に先駆けて「みえパートナーシップ宣言」を行い、
いち早く県民と行政との協働に取り組んできました。
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県民力による「協創」の三重づくり
　私たちが創りあげようとする新しい三重は、次の三つのことがイメージされる社会です。
　まずは、さまざまな生活のリスクに対して、社会全体で備える仕組みが整い、住み慣
れた地域で安心して暮らせることです。このことがあって、私たちは自らの夢や希望の実
現に向けて行動することができます。
　次に、私たち一人ひとりが、人生のステージに応じて、自らの未来を切り拓

ひら
くために必

要な能力を身につけ、個性や能力を発揮して自由に生き方を選択し、地域の中で活動で
きることです。
　最後に、三重という地域が強みを生かして発展し、私たちの生活や地域の活力を支え
る産業が活発であり、働きがいのある仕事に就くことができることです。

　私たちは、それぞれが「公」を担う主体として自立し、行動することで、協働による成
果を生み出し、新しいものを創造していくことを「協創」と呼び、みんなで力を合わせて
新しい三重を創る「県民力による『協創』の三重づくり」を進めていきたいと考えます。

「協創」について
　私たちは、これまで個人、企業、地域の団体といったさまざまな立場で、行政との役割
分担のもと、「公」の領域を共に担う「協働」を進めてきました。
　さまざまな分野で「協働」が進められてきましたが、行政が主導した活動の「場」と役
割分担のもとに参画することにとどまっている場合も少なくなく、私たちそれぞれの主体的
な活動には至っていないものもあります。
　これからは、これまで実践を重ね、蓄積してきた「協働」の現場での経験と課題をもと
に、私たちが「公」を担う主体として自立し、行動することで、協働による成果を生み出し、
新しいものを創造していく段階に進んでいく必要があるとの思いから「協創」という言葉を
使用しています。
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新しい豊かさ
モデル
～「幸福実感日本一」の三重

　私たちは自立し、行動する県民として、「協創」
により新しい三重をみんなで創っていきます。新
しい三重づくりは、私たち一人ひとりにとってど
のような意味を持つのでしょうか。

　私たちは、どんな時代にあっても幸福でありたいと願っています。人は、社会との関わりの
中で、自らの求めるもの、こうあって欲しいという思いが満たされたとき、幸福を感じること
ができます。求めるものは、時代背景により変化するため、私たちの幸福観も変わっていきます。
　戦後の長い間、私たちはモノを所有すること、つまり、物質的な豊かさに幸福を感じ、それ
は日本経済が大きく成長していく中で満たされてきました。
　その後、「物の豊かさから心の豊かさへ」といわれたように、私たちの価値観は変化し、多
様化しました。また、いわゆるバブル経済崩壊後、右肩上がりの成長が望めなくなった社会
経済情勢の変化の中で、人びとの幸福に対する考え方も変化していきました。
　物質的な豊かさだけでは得られない幸福とは何か、私たちは試行錯誤してきたと言えるで
しょう。そのような中で発生した東日本大震災は、一人ひとりの生き方や社会のあり方につい
ても、根本からの見直しを迫るものとなりました。

幸福の考え方の変化

第４章
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　一人ひとりの価値観、考え方により、求める幸福の形、内容はさまざまです。しかし、
幸福とは自分の夢や希望を持ち、その実現に向けて行動し、自らの生き方に価値を見い
だすことで得られるものであり、身近な人や社会とのつながりの中で、自分の存在が認め
られることによって実感できるものだと、私たちは考えます。
　私たち一人ひとりが幸福を実感するために必要なことは、
・自らと家族や仲間の、命と暮らしの安全の確保に最善を尽くした上で、
・個性や能力を発揮して自由に生き方を選択し、自らの夢や希望に向かって挑戦を続
け（失敗をすれば再挑戦をし）、
・自分の住む地域やふるさとに誇りを持ち、社会に貢献し人の役に立つ喜びを感じ、
・いきいきと働き、生活の豊かさを実感する
ことではないでしょうか。
　一人ひとりがこうして夢や希望の実現に向けて行動するためには、個人を支える社会の
側に、失敗しても何度でも挑戦し続けられるような仕組みが確保されていること、全ての
人が社会に参画できるよう必要な支援が得られること、仲間や地域のために主体的に行
動しようとする人びとをお互いに支え合う仕組みが整っていることが必要です。

幸福を実感するために

新しい豊かさモデル
～「幸福実感日本一」の三重をめざして

　私たちは、新しい三重づくりを、安全・安心を脅かすものに備え、今ある力の発揮と新
しい力の開拓によって可能となるものと位置づけ、県民力による「協創」で行うことを提
案しました。
　こうした三重づくりに、私たちが自立し行動する主体として、自分自身の人生をデザイ
ンし、それぞれの立場で参画すること、そのこと自体で幸福を実感することができると
考えます。
　新しい豊かさとは、自ら力を発揮する機会を見いだし、主体的に社会づくりに関わるこ
とで、すなわち、アクティブ・シチズンとして活動することによって得られるものではない
でしょうか。そして、私たちのこのような生き方こそが、時代の分水嶺

れい
の先の新しいモデ

ルになると考えます。

　私たちみんなで力を合わせ、県民力を結集して、「日本一、幸福が実感できる」と胸を
張ることができる新しい三重、すなわち「県民力でめざす『幸福実感日本一』の三重」
を創っていきましょう。
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県政運営の基本姿勢
　第１編で示された基本理念の実現に向けて、県民の皆さんが主体となって新しい
三重づくりが進むように、県政を運営していきます。県民の皆さんとしっかり「協創」
の取組を進めることができ、幸福実感が高まるように、県政運営の基本姿勢やあ
り方を変えます。

 第１節　県民との「協創」の取組を進めるために
　これからの県政は、県民の皆さんを、サービスの受け手（顧客）としてとらえるのと同じ重み
で、新しい三重づくりの主体としてとらえます。県民一人ひとりが社会の担い手として参画し、
活動でき、その上で成果を生み出せるように、事業を展開していく必要があります。

社会への参画をサポートします
　県民一人ひとりが自らの意欲と能力に応じて、積極的に社会に参画することができるよう、自立し行動
する県民となるための支援を行います（県民力養成支援）。
　さまざまな事情から社会で十分に力を発揮できないでいる県民の皆さんも、自分らしく生き、社会で活
動することができるよう、社会全体で支え、全ての県民の皆さんとの「協創」の取組を進めることをめざし
ます。

絆づくりをサポートします
　県民の皆さんがさまざまなつながり、絆のもとに、社会で活
動することが広がるよう、仲間で一緒に社会をよくする取組への
支援を行います（県民力拡大支援）。
　企業や団体の行う社会貢献活動、ＮＰＯや社会起業家による
取組など、さまざまな主体の行う「公」を担う活動を結びつけ、
活動の輪を広げていきます。

活躍できる場を増やします
　県民の皆さんが主体として活躍できる場が増えるよう、これまで県が主導してきた場を開放していくなど、
県の事業のあり方を見直します（県民力発揮支援）。
　参画のモチベーションが高まり、持続的な活動につながるよう、県民の皆さんと一緒に取り組んだ事業
の成果についても共有する取組を進めます。

基本理念を実現するための　県政の展開第２編
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 第２節　県民に成果を届けるために
　県政は、県民の皆さんのニーズに的確かつ迅速に応えた上で、その成果が実感されるもの
にならなければなりません。県民の皆さんへの成果を第一に考え、より高めていくため、課題
が発生している現場の実態を把握するとともに、課題に応じて最も適した行政主体がその役
割を担えるよう、市町、他府県、国との関係を変えていきます。

現場重視で事業を進めます
　県政のさまざまな課題は、県民の皆さんの生活の現場に存在します。県民の皆さんに最も身近な自治
体である市町や県民の皆さんとの直接対話の機会などを通じて、より現場に近いところでのニーズ把握に
努めます。また、課題ごとに、どんな関係者（ステークホルダー）がいるのかを的確に把握し、県の内部だ
けでなく、関係する県民の皆さんと協議しながら、事業を進めていきます。
　県が取り組んだ事業の成果については、積極的に情報発信し、より多くの県民の皆さんに知っていただ
くとともに、それに対するご意見を受け止め、より成果を上げることのできる事業へと改善していきます。

市町との連携を強化します
　住民に最も身近な自治体である市町との連携をより強化していきます。
　市町が地域の実情に応じて、より適切な行政サービスを提供することができるよう、県から市町への権
限移譲を進めるとともに、県に必要とされる専門性を高めるなどして、市町の実情に応じた支援を行います。
　また、市町の区域を越える課題について、県としての役割を果たすために関係市町と連携して、調整役
を担ったり、連携の核となるなどの取組を進めます。
　なお、地理的・経済的に不利な条件にある地域の多い県南部については、若者をはじめあらゆる世代の
住民が住み続けることができるよう、市町と連携して活性化に取り組みます。

県域を越える広域行政を進めます
　県境を越えて広域化する経済活動や県民生活の実態などをふまえ、他府県との交流･連携を進めます。
とりわけ、防災、観光、医療など県民の皆さんにとって、よりよい成果を得る上で有効な分野においては、
広域的な防災訓練の実施や観光ルートの提案、ドクターヘリの共同運航などに積極的に取り組みます。
　また、無料職業紹介、相談業務など国の事業のうち、県が
行うことで県民の皆さんによりよいサービスを提供すること
ができるものについては、既存の役割分担にこだわらず、事務・
権限の移譲を積極的に求めていきます。

基本理念を実現するための　県政の展開
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	第３節　県民の信頼をより高めるために
　県政に対する信頼をより高め、自立し行動する県民の皆さんと共
に新しい三重を創っていくために、県もまた、自立した地域経営を
実現する必要があります。

職員力の向上を進めます
　県民の皆さんとの信頼関係を高め、「協創」の取組を進めるには、職員の
さらなる意欲と能力の向上が求められます。職員一人ひとりが、県民の皆さ
んと共感できる感性、リスクを素早く察知する感性を持ち、自ら発信し、行
動できるように、職員力の向上に向けた人づくりを進めます。

持続可能な財政運営に努めます
　社会情勢の変化に対応し、県民の皆さんのニーズにあった事業を展開するため、徹底した無駄の排除と、
「選択と集中」による戦略的な取組の推進を図ります。また、将来世代に負担を先送りしない持続可能な
財政基盤の確立に向けた取組を進めます。

県政運営の仕組みを見直します
　県政を着実に推進するため、県政運営の仕組みについて、時代の変化に適応しているか、また、県民
の皆さんに成果を届けられるものになっているかなどの観点から不断の改善に取り組みます。
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政策展開の
基本方向と政策

　基本理念の実現に向けて、次のとおり＜政策展開の基本方向＞（三つの柱）を定
めるとともに、その下に16の＜政策＞を位置づけて、県政を推進していきます。

第２章

Ⅰ「守る」 
～命と暮らしの安全・安心を実感できるために～

～強みを生かした経済の躍動を実感できるために～～人と地域の夢や希望を実感できるために～

1　危機管理
～災害等の危機から命と暮らしを守る社会～

2　命を守る
～健康な暮らしと安心できる医療体制～

3　暮らしを守る
～誰もが安全で安心して暮らせる地域社会～

4　共生の福祉社会
～地域の中で誰もが共に支え合う社会～

5　環境を守る持続可能な社会
～自然を大切にし、環境への負荷が少ない社会～

1　農林水産業
～食や暮らしと地域経済を支える農林水産業～

2　強じんで多様な産業
～地域に活力と雇用を生み出す産業構造への転換～

3　雇用の確保
～誰もが働ける社会～

4　世界に開かれた三重
～観光産業の振興と国際戦略の展開～

5　安心と活力を生み出す基盤
～県民の生活や経済活動を支える基盤の整備～

1　人権の尊重と多様性を認め合う社会
～一人ひとりが尊重され、
　　　　　　　誰もが参画できる社会～

2　教育の充実
～一人ひとりの個性と能力を育む教育～

3　子どもの育ちと子育て
～子どもが豊かに育つことができる社会～

4　スポーツの推進
～夢と感動を育む社会～

5　地域との連携
～誰もが魅力を感じ、活力のある地域～

6　文化と学び
～地域の誇りと心の豊かさを育む社会～

Ⅱ「創る」 Ⅲ「拓
ひ ら

く」 
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Ⅰ
「
守
る
」 ～
命
と
暮
ら
し
の
安
全
・
安
心
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

　豊かな自然環境の中で、人と人、人と地域、人と自然
のつながりを大切にし、命と暮らしの安全・安心が実感
できる三重をめざします。

　県民の皆さんが「公」を担う主体として持てる力を発揮し、アクティブ・シチズ
ンとして活動するためには、まず、日常生活における不安が解消され、安全で
安心な生活が確保されていることが必要です。
　地域における県民の皆さんの自主的な活動や、さまざまな主体が力を合わせ、
「協創」の取組を進めることにより、命と暮らしの安全・安心が確保された社会
を実現することは、「幸福実感日本一」の三重を創るための重要な柱の一つです。

Ⅰ－１…危機管理
… …～災害等の危機から命と暮らしを守る社会～
　県民の皆さんの命や生活に甚大な影響を及ぼす事象の発生に備える危機
管理の観点から、災害は必ず起こることを前提に、地震・津波や風水害など
の防災対策に取り組むとともに、食の安全・安心を確保し、感染症や食中毒
の発生・拡大を防止する取組を進めます。
　特に、防災対策については、「減災」の考え方を重視し、「自助」「共助」
を軸とした県民力による地域防災力の向上と、それを支える施設整備や体制
づくりなど、「公助」の取組を進めます。

Ⅰ－２…命を守る
… ～健康な暮らしと安心できる医療体制～
　県内の全ての地域において、県民の皆さんが必要とする医療サービスを
受けることができ、生涯にわたって健康な暮らしを続けることができるよう、
県民の皆さんの命を守るという視点から、医師の不足・偏在の解消など地域
医療体制の整備に取り組むとともに、死亡原因の第１位であるがんに関する
対策や県民の皆さんのこころと身体の健康づくりの取組を進めます。
　特に、救急医療等を中心的に担う若手医師の確保・育成のため、医師のキャ
リア形成支援と医師不足病院における医師確保支援を一体的に行う仕組み
づくりに取り組みます。
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Ⅰ－３…暮らしを守る　
…… ～誰もが安全で安心して暮らせる地域社会～
　犯罪、交通事故、消費者トラブル、薬物の乱用など、日常生活の中で遭遇する可能
性のあるさまざまなリスクに対して、県民の皆さんの暮らしを守るという視点から、県
民の皆さんや地域、行政等の関係機関が一体となって備えることのできる社会づくりを
進めます。

Ⅰ－４…共生の福祉社会
… ～地域の中で誰もが共に支え合う社会～
　高齢者や障がい者、生活に困窮する人が、住み慣れた地域で必要な福祉サービス等
を利用しながら自立し社会参画できる仕組みや、地域活動に関わるさまざまな主体が
協力し、ライフステージに応じた質の高い福祉サービス等を維持できる仕組みづくりを
推進します。
　特に、障がい者施策については、障がい者が自らの決定・選択により、社会のあら
ゆる分野の活動に参画できるよう、社会全体で支える取組を進めます。

Ⅰ－５…環境を守る持続可能な社会
… ～自然を大切にし、環境への負荷が少ない社会～
　県民の皆さんの自主的な活動やさまざまな主体が連携した取組により、温室効果ガ
スの排出抑制や、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用等を推進するとともに、野生
動植物の保護・管理や、里地・里山・里海などの自然環境の保全を進めます。
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Ⅱ
「
創
る
」 ～
人
と
地
域
の
夢
や
希
望
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

　一人ひとりが個人として尊重され、個性や能力を発揮して
夢や希望の実現に挑戦でき、生きがいと地域の活力を実感
できる三重をめざします。

　県民力による「協創」の三重づくりを担うのは、人です。人は社会の成長を支え、
豊かさを生み出しています。人と人、人と地域が結びつき、力を合わせ、活動の
輪を大きく広げていくことで、夢や希望を実感できる豊かな社会が生まれます。
　社会を支える人づくりや人びとの活動の場づくりは、活力ある地域の源泉であ
り、「幸福実感日本一」の三重を創るための重要な柱の一つです。

Ⅱ－１…人権の尊重と多様性を
… 認め合う社会
　　　　　…… ～一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会～
　性別や年齢、障がいの有無、国籍などにとらわれず、県民一人ひとりが個
人として尊重され、誰もが互いに支え合いながら社会におけるさまざまな活
動に参加できるよう、県民意識の醸成や仕組みづくりを推進します。
　これからの社会において重視される多様性を認め合うという視点から、男
女共同参画や多文化共生などの取組を進めます。

Ⅱ－２…教育の充実
… ～一人ひとりの個性と能力を育む教育～
　全ての子どもたちが一人ひとりの個性に応じて能力を伸ばし、学力と社会へ
の参画力、豊かな心を身につけるとともに、自立する力や共に生きる力を育
むことができるよう、県民総参加による教育の取組を進めます。
　これからの社会の担い手である子どもたちへの教育は最重要課題であるこ
とから、＜政策＞として位置づけ、学力の向上、地域に開かれた学校づくり、
特別支援教育の充実、学校における防災教育・防災対策の推進に取り組み
ます。
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Ⅱ－３…子どもの育ちと子育て　
… …～子どもが豊かに育つことができる社会～
　子どもが豊かに育つよう、家庭、地域、学校、企業、行政など、子どもに関わる全
ての人びとが、子どもの目線に立ち、成長段階に応じた支援に連携して取り組むととも
に、安心して子どもを生み育てられる子育て支援策の推進等を図ります。
　「三重県子ども条例」の制定をふまえて、子どもが豊かに育つことのできる地域社会
の実現に向けた取組を＜政策＞として位置づけ、子どもの育ちを支える家庭・地域づく
り、子育て支援策の推進、児童虐待の防止と社会的養護の推進に取り組みます。

Ⅱ－４…スポーツの推進
… …～夢と感動を育む社会～
　スポーツをとおして、人びとに夢と感動を与え、県民の皆さんの一体感の醸成につな
げるとともに、人と人、地域と地域との絆づくりを進め、活力に満ちた三重を創ってい
くため、＜政策＞として位置づけ、学校や地域におけるスポーツや競技スポーツの推進
に取り組みます。
　特に、本県における国民体育大会の開催を視野に入れ、競技力の向上に向けた取組
を進めます。

Ⅱ－５…地域との連携
… …～誰もが魅力を感じ、活力のある地域～
　地域住民、企業、ＮＰＯ、県・市町等のさまざまな主体が結びつき、みんなで力を
合わせて、特色ある地域資源の磨き上げや、新しい地域資源の開拓等に取り組み、個
性豊かで活力ある持続可能な地域づくりを進めます。
　特に、若者の人口流出、過疎化・高齢化の進んでいる南部地域の活性化に取り組み
ます。

Ⅱ－６…文化と学び…

… ～地域の誇りと心の豊かさを育む社会～
　新県立博物館や県立図書館などの「文化と知的探求の拠点	注）8」を活用することで、
魅力ある学びの場や文化・芸術にふれる機会の充実を図り、県民の皆さんが生涯にわ
たって学び続けられる社会づくりを進めます。

政
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注）8　文化と知的探求の拠点：県立の図書館や博物館、美術館、文化会館など、モノや情報という形で知識や知恵などが
集積し、専門性が高く、文化との接点を有し、知的探求を支援する拠点としての性格が強い文化・生涯学習施設のこと。

第
２
編

第
２
節　
「
創
る
」～
人
と
地
域
の
夢
や
希
望
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章

25



第３節
　地域の資源や特性を生かし、新しい産業構造を拓

ひら
くこと

により、多様な就業機会に恵まれた経済の躍動を実感でき
る三重をめざします。

　働いて収入を得るなど経済的な安定は、人びとの生活に豊かさをもたらす土
台であり、自立し、行動する県民の皆さんの活動を支えることにつながります。
県民の皆さんの生活や地域の活力を支えるのは産業であり、三重の産業が国
内外に向けて、力強く展開されることで、経済の躍動が生まれ、多様な就業機
会が創出されます。地域の資源や特性を生かした産業を磨き上げ、経済成長と
就業機会を生み出していくことは、「幸福実感日本一」の三重を創るための重要
な柱の一つです。

Ⅲ－１…農林水産業
… …～食や暮らしと地域経済を支える農林水産業～
　生産・流通体制の整備や意欲ある経営体の育成・確保などに取り組むとと
もに、新商品の開発基盤の構築や販路の拡大などを推進することにより、「も
うかる農林水産業」への転換をめざします。
　特に、本県の「食」の魅力等を生かした「みえフードイノベーション注）9」の
創出に取り組みます。

Ⅲ－２…強じんで多様な産業
… ～地域に活力と雇用を生み出す産業構造への転換～
　三重の強みを生かして、新しい時代を担う産業や成長産業を中心とした強
じんで多様な産業構造をつくるとともに、中小企業や地域資源を活用した多
様なビジネス創出への支援などを総合的に行うことで、地域経済の活性化と
地域の活力の向上を図り、多様な就業機会の創出をめざします。
　特に、成長が期待される環境・エネルギー関連産業の自立的な集積に向
けた取組を進めます。
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Ⅲ－３…雇用の確保
… ～誰もが働ける社会～
　働く意欲のある人が、自己の能力や適性に応じて働くことができるよう、地域の実情
に応じたさまざまな雇用支援や職業能力の開発を推進するとともに、ワーク・ライフ・
バランスの実現など、誰もが働き続けることができる環境づくりを促進します。
　特に、産業振興と連携した人材育成や就労支援と若年者の安定した就労に向けた重
点的な支援に取り組みます。

Ⅲ－４…世界に開かれた三重
… ～観光産業の振興と国際戦略の展開～
　グローバル化に対応し、国際競争の中で存在感のある三重を確立するための取組を
＜政策＞として位置づけ、三重が誇る魅力や強みを国内外へ発信することや観光産業
の振興による誘客促進、県内企業の海外販路拡大の支援などを進めます。

Ⅲ－５…安心と活力を生み出す基盤
… ～県民の生活や経済活動を支える基盤の整備～
　道路や港湾などの交流・連携基盤の整備を計画的に進めるとともに、都市基盤の整
備やゆとりある住まいづくり、安定した水資源の確保や土地の計画的利用に取り組むこ
とで、県民の皆さんの利便性や安定した生活の確保、国内外との交流・連携活動や地
域の経済活動の活性化をめざします。
　特に、県民の皆さんの命と地域を支える基盤としての幹線道路等の整備を進めます。

政
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注）9　みえフードイノベーション：農林水産資源
を活用し、生産者や食品産業事業者、ものづ
くり企業等の多様な業種や、大学、研究機関、
市町、県などの産学官のさまざまな主体の知
恵や技術を結集し融合することで、地域が抱
える課題を解決し、新たな商品やサービスを
革新的に生み出す仕組みのこと。
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参考資料
時代潮流と現状認識
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（１）　世界の中の日本
直近の20年間に生じた変化
○　日本は、1980 年代に国民１人あたりＧＤＰが世界第二位となり、経済的な豊かさを達成す

るとともに、先進諸国の中でも格差の少ない社会を実現したといわれました。しかし、1990
年代になると、終身雇用や年功序列など日本型経営に揺らぎがみられはじめ、近年では正規
労働者と非正規労働者の二極化が進んでいます。とりわけ、若い世代では、ニート注）１やフリー
ター注）2、ワーキングプア注）3 の存在が社会問題になり、格差や貧困が拡大しつつあるといわ
れています。

○　急速な少子高齢化の進行や、先行き不透明な社会経済情勢を背景にして、将来に対する
不安感や閉塞感が広がっています。中高年男性を中心とした自殺者の増加や高齢者の孤独死、
児童虐待などが社会問題化するに至っています。

○　大きな地震が発生するとともに、世界的な異常気象のも
と局地的大雨等が頻発し、自然災害に対する私たちの不安
は増大しています。また、食の安全性や地域医療に対する
不安も増しているほか、殺人や強盗などの凶悪犯罪も後を
絶ちません。

○　経済の面においては、グローバル化が一層進みつつあります。情報通信技術の革新により
情報は瞬時に世界中に広がり、世界経済はボーダレス化しています。一方で、投機的資金に
より不安定化する世界金融など、これまでにはなかった新たなリスクも生じています。

○　産業の面においては、サービス産業が拡大するなど産業構造の転換が進んでいます。中
国など新興工業国の発展により、これまで日本が得意としてきた先端工業分野における市場
シェアも奪われつつある中、次の成長産業が見いだせていない状況です。中小企業において
も、グローバル化の波の中、新興工業国との厳しい競争に直面しています。

参考資料　時代潮流と現状認識

注）１　ニート：（Not in Education, Employment or Training, NEET）とは、教育、労働、職業訓練のいずれにも参加していない状態
をさした造語。日本では、15 歳から 34 歳の若年無業者をさすことが多い。

注）２　 フリーター：正社員以外の就労形態（アルバイトやパートタイマーなど）で生計を立てている人をさす言葉。
注）３　ワーキングプア：明確な定義はないが、ここでは正社員として、あるいは正社員並みにフルタイムで働いても生活の維持が困難な

就労者の社会層の意味で用いている。
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○　教育の面においては、家庭や地域の教育力の低下が社会全体の問題として取り上げられる
ようになるとともに、「ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）注）4」等の結果から、日本の
子どもたちの学力レベルの低下が指摘されています。

○　環境の面においては、平成４（1992）年の持続可能
な開発を掲げた地球サミットを契機に、開発重視から環
境と開発の調和へと世界でも価値観が大きく転換しまし
た。日本では、「エコ」という言葉に象徴されるように、
ＣＯ２の削減など地球環境問題が産業面での課題である
だけでなく、家庭生活でも身近な課題となっています。
また、平成 22（2010）年に名古屋市で開催された生物
多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）を契機に生
物多様性の保全に対する関心も高まりをみせています。

○　地域社会においては、近所づきあいが疎遠になるなど、コミュニティのつながりが薄くなっ
ているといわれています。近年では、「無縁社会」ともいわれるような社会的な孤立が指摘さ
れ、ひきこもりなどが社会問題となる一方で、インターネットを通じた新しいつながり方が生
まれています。

○　行政に目を転じると、高度経済成長期以降、国土の均衡ある発展と地方の雇用創出を目
的に国が進めてきた公共事業を通じた地方への再分配政策は、財政的な制約もあって、その
役割は小さくなっています。

○　地方のことは地方で決めるとの考え方のもと、地方分権改革が一定程度進むとともに、平
成の大合併の結果、市町村数が大幅に減少しました。しかし、その一方で、地方の役割に見
合った財源配分がなされていないという課題が残されています。

○　近年の国政の混迷によって、国の政治・行政に対する国民の信頼は大きく損なわれていま
す。こうした中で、国および地方の債務残高は 1,000 兆円を超え、財政の硬直化と将来の
負担増が懸念される状況となっています。

注）4　ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）：ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の参加国が共同して国際的に実施している 15 歳児を対象
とする学習到達度調査のこと。
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本格的な人口減少社会へ
○　国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、日本の総人口は、長期の人口減少過程

に入り、平成 42（2030）年には、平成 22（2010）年人口の約 91％である１億 1,662 万人
まで人口減少が進むと推計されています。

○　人口減少が進み、生産年齢人口も減少することから、産業の生産力低下につながることが
懸念されているほか、経済・財政面では消費の低迷、税収減などにつながるおそれも指摘さ
れています。

○　世帯構成は、単独世帯が３割を超え、世帯種別では最も多くなっています。両親と子ども
二人という標準世帯の割合は減少しており、今後も高齢化が進む中、高齢者単独世帯が増加
すると予測されています。

○　合計特殊出生率注）5 は 1.39（平成 22 年）と近年、若干の回復傾向を示しつつも、晩婚化、
非婚化が進む中で、依然、少子化傾向が続いています。

○　人口減少や少子高齢化が進み、今後、税収減や社会保障関係費の増加が見込まれる中、
戦後を支えてきた社会保障制度などの再構築が避けられません。

（２）　東日本大震災をふまえての現状認識　
○　平成 23（2011）年３月に発生した東日本大震災

に直面し、私たちは改めて自然への畏敬の念を抱
くとともに、自然と共生していくことの大切さや命
の重さを実感しました。

○　想定を超える大津波が防波堤等を乗り越え、人家や市街地を飲み込む映像を目の当たりに
して、自然の巨大な力に対する人の技術の無力さを痛感しました。

○　災害という危機に直面することで、人と人が共に生きることや絆の重要性を再認識しまし
た。世代を超えて、社会に関わり、地域に貢献し、共に助け合うことの意義も改めて見いだ
しました。

○　国内外の供給網（サプライチェーン）が寸断され、物流や部品供給が途絶えるなど経済活
動に大きな影響が出ました。企業間の水平分業注）6 は効率的である反面、災害によって分業

注）5　   合計特殊出生率：人口統計上の指標で、一人の女性が一生に産む子どもの平均数のこと。
注）6　   水平分業：企業が製品の開発・製造の各段階で外部に発注して製品化すること。
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が成り立たなくなるという弱点があることがわかりました。被災しても全国や世界から復旧を
切望されるような独自技術を持つことが大切である一方で、地域内で循環するような産業構
造を構築することも必要です。

○　原子力発電所の事故によって、エネルギー需給の仕組みを見直す大きな岐路に立たされて
います。再生可能エネルギーの導入促進のみならず、私たちのライフスタイルにも変化が求め
られています。

○　大震災を経て、私たち住民に最も身近な市町村の役割の重要さを再認識するとともに、行
政域を越えた広域連携の重要性が明らかとなりました。復旧・復興の過程では、国と一体に
なった対策が必要とされるとともに、都道府県が広域的、専門的な観点から市町村の取組を
支援していくことが求められています。

○　行政が持つ経営資源には限りがある中で、大震災の復旧・復興と、今後の自然災害に備
えた防災力の強化に集中投資が必要なことから、その他の分野における予算の確保が従来
以上に厳しくなる見通しとなっています。

（３）　三重の現状と課題
　　国勢調査に基づく三重の人口は、平成 17（2005）年の186 万 6,963 人をピークに減少局

面に入り、平成 22（2010）年の人口は、185 万 4,724 人となっています。今後、三重の人
口は減少を続け、平成 42（2030）年には、平成 22（2010）年人口の約 90％である170 万
人程度まで減少することが予測されています。（図１）

［出典：総務省「平成 22 年国勢調査」、平成 27 年以降は県の独自推計］

Ｓ40 Ｓ45 Ｓ50 Ｓ55 Ｓ60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

（万人） （増加率）
8.0％

7.0％

6.0％

5.0％

4.0％

3.0％

2.0％

1.0％

0.0％

ー1.0％

ー2.0％

図１　人口、人口増加率の推移

人口（三重県） 人口増加率（全国） 人口増加率（三重県）

151 154
163163

2.0％ 1.9％

5.4％

3.7％

3.6％

2.6％ 2.7％

0.9％
0.5％

2.0％ 1.9％

5.4％

3.7％

4.6％

7.0％

5.5％
5.2％

0.2％
0.7％

1.1％
1.6％

2.1％

3.4％

4.6％

7.0％

5.5％
5.2％

3.6％

2.6％ 2.7％

0.9％
0.5％

ー0.7％ー0.7％

0.2％
0.7％

1.1％
1.6％

2.1％

3.4％

169
175 179 184 186 186 183 180 175 170

187

推　計

時
代
潮
流
と
現
状
認
識

参
考
資
料

3

33



年少人口（0～ 14歳） 生産年齢人口（15～ 64歳） 老年人口（65歳以上）

図２　年齢３区分別人口の推移
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［出典：総務省「平成22年国勢調査」、平成27年以降は県の独自推計］
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○　三重の人口を年齢３区分別に見ると、少子高齢化の進行により、年少人口（０～14 歳）お
よび生産年齢人口（15 ～ 64 歳）の割合が低下し、老年人口（65 歳以上）の割合が増加して
きており、平成 42（2030）年には、県内の高齢化率（65 歳以上の人口の割合）は約 32.5％
まで増加することが予測されています。（図２）

　　とりわけ、県南部の市町においては少子高齢化が進んでいる状況です。（表１）

※総数には年齢不詳人口を含んでいます。
　このため、３区分別人口の合計とは一致しません。
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表１　市町別年齢３区分別人口

総　数
平成 22 年　人口（割合）

0 ～ 14 歳 15 ～ 64 歳 65 歳以上
三重県 1,854,724 253,174 13.7% 1,142,275 62.0% 447,103 24.3%
津市 285,746 37,466 13.2% 175,473 62.0% 69,937 24.7%

四日市市 307,766 44,026 14.4% 196,593 64.2% 65,609 21.4%
伊勢市 130,271 16,967 13.1% 78,666 60.8% 33,681 26.0%
松阪市 168,017 22,749 13.6% 103,016 61.6% 41,525 24.8%
桑名市 140,290 20,392 14.7% 88,084 63.6% 29,981 21.7%
鈴鹿市 199,293 30,510 15.5% 127,780 64.9% 38,500 19.6%
名張市 80,284 10,560 13.2% 51,424 64.2% 18,066 22.6%
尾鷲市 20,033 2,168 10.8% 10,645 53.2% 7,201 36.0%
亀山市 51,023 7,311 14.4% 32,400 63.9% 10,957 21.6%
鳥羽市 21,435 2,468 11.5% 12,541 58.6% 6,374 29.8%
熊野市 19,662 2,078 10.6% 10,301 52.5% 7,252 36.9%

いなべ市 45,684 6,345 13.9% 29,043 63.6% 10,282 22.5%
志摩市 54,694 6,212 11.4% 30,835 56.4% 17,588 32.2%
伊賀市 97,207 12,164 12.5% 58,146 59.9% 26,733 27.5%

木曽岬町 6,855 797 11.6% 4,466 65.1% 1,592 23.2%
東員町 25,661 3,373 13.2% 16,946 66.2% 5,289 20.7%
菰野町 39,978 6,123 15.4% 24,553 61.8% 9,051 22.8%
朝日町 9,626 2,025 21.1% 5,801 60.5% 1,757 18.3%
川越町 14,003 2,312 16.7% 9,035 65.3% 2,487 18.0%
多気町 15,438 1,935 12.6% 8,961 58.5% 4,417 28.8%
明和町 22,833 3,307 14.5% 13,829 60.6% 5,668 24.9%
大台町 10,416 1,170 11.2% 5,552 53.3% 3,689 35.4%
玉城町 15,297 2,444 16.0% 9,367 61.3% 3,475 22.7%
度会町 8,692 1,166 13.4% 5,160 59.4% 2,365 27.2%
大紀町 9,846 943 9.6% 4,947 50.4% 3,930 40.0%

南伊勢町 14,791 1,300 8.8% 7,101 48.0% 6,387 43.2%
紀北町 18,611 1,984 10.7% 9,779 52.7% 6,781 36.6%
御浜町 9,376 1,252 13.4% 4,974 53.1% 3,150 33.6%
紀宝町 11,896 1,627 13.7% 6,857 57.8% 3,379 28.5%

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ［出典：総務省「平成 22 年国勢調査」］
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図３　地域内総生産

［出典：三重県「平成20年度市町民経済計算」］
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［出典：三重県「平成20 年度市町民経済計算」］

○　県南部は、地理的・経済的に不利な条件にある地域が多く、とりわけ、中山間地域におい
ては、集落機能の維持が困難になる集落が増加しています。（図３、図４）
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○　世帯の状況を見ると、単独世帯が増加傾向となっており、平成 22（2010）年に一般世帯
構成の約 27％を占めるに至っています。とりわけ、65 歳以上の高齢者単独世帯は、平成
22(2010) 年に６万世帯を超え、平成 42（2030）年には約８万世帯と一般世帯の約 12％を
占める見込みとなっています。

　暮らしの面においては、総じて私たちの暮らしを取り巻く不安が高まっています。

○　東海、東南海、南海の３地震が連動する大規模地震および津波の発生が懸念されています。
リアス式海岸が続く県南部は言うに及ばず、伊勢湾台風（昭和 34 年）の前後に整備された
堤防の多い伊勢湾沿岸部にとって、地震、津波への対策を講じていくことは喫緊の課題となっ
ています。

○　平成 23（2011）年の台風12 号による紀伊半島大水害は、県内に、死者２名、行方不明
者１名、1,227 棟にのぼる家屋損壊、道路・河川堤防等の公共施設の損傷など、甚大な被
害をもたらしました（平成 24 年１月 21日現在）。近年、台風の大型化等が懸念され、局地
的大雨が頻発しており、土砂災害、洪水など風水害からの被害を軽減するための対策の重要
性が高まっています。

○　菓子や米などの食品偽装問題が明らかになり、食の安全への信頼が揺らぎました。食の分
野でも進むグローバル化がリスクを増大させており、事業者側の安全管理と行政のチェック
体制が課題となっています。そのため、県では、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」
を制定するとともに、食の安全を確保するための啓発や監視指導体制の強化に取り組みまし
た。

○　平成 21（2009）年の新型インフルエンザの発生に伴い、行政からの情報提供のあり方が
問われ、高病原性鳥インフルエンザ 注）7 の発生も含め、感染症への不安が高まっています。

○　医師等の不足・偏在や救急医療体制など地域医療への不安も高まる中、私たち県民の中
からも、地域の医療のあり方を考え、適正な受診行動を行うなどして、地域全体で医師や看
護師を支え、地域医療を守っていこうという動きが生じています。

注）7　高病原性鳥インフルエンザ：鳥インフルエンザのうち、感染した鳥が死亡し、全身症状などの特に強い病原性を引き起こすタイプ
をさす。
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○　核家族化や地域の絆の希薄化などを背景に、子育てに悩みや不安を抱える保護者が増えて
おり、児童虐待等に関する相談も年々増加しています。その中で平成 22（2010）年、県内
でも重篤な児童虐待事件が発生しました。このため、県では児童相談所の機能の充実や市
町との連携強化などに取り組んでいます。

○　凶悪犯罪が依然として後を絶ちません。また、交通事故の発生状況（人口 10 万人あたり
死者数）は、平成 22（2010）年の全国ワースト２位から平成 23（2011）年には、全国ワー
スト16位と大きく減少したものの、引き続き交通事故をなくすための取組が必要です。さらに、
産業廃棄物の大規模な不法投棄も問題になっています。

○　スポーツの面では、平成 21（2009）年には、世界新体操選手権三重県大会が開催された
ほか、Ｆ１日本グランプリの鈴鹿市での開催が再開されるなど世界的に注目されるイベントが
相次いでいます。また、三重出身の選手がオリンピックやパラリンピックで金メダルを獲得す
るなど県民の皆さんに夢と感動を与える明るい話題が続いています。

　産業や経済の面においては、世界経済の影響を強く受けています。

○　三重は名古屋、大阪の両大都市圏にまたがるなど地理的条件に恵まれるとともに、行政
においても、バレー構想など戦略的な企業誘致に積極的に取り組んできました。その結果、
2000 年代半ばに半導体や液晶関連など製造業の大規模投資が相次ぎ、県経済は好調に推
移し、１人あたり県民所得が平成 19（2007）年に全国で５番目になりました。しかし、平成
20（2008）年秋に発生した世界同時不況の影響により、県内の経済成長は急激に悪化し、
１人あたり県民所得は全国一の下落率となりました。（図５）

　　雇用の面では、平成 21（2009）年６月の有効求人倍率は過去最低の 0.40 倍にまで低下し、
その後、緩やかな回復基調にあるものの、依然、厳しい状況が続いています。（図６）

○　三重には、高い技術力で全国や世界に高いシェアを誇る中小企業が多く存在します。この
ような中小企業の振興を図っていくことが県内産業の競争力を高め、強じんな構造にしてい
くために重要です。
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図５　県内総生産と経済成長率

［出典：三重県「平成21年度三重県民経済計算結果」］
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図６　有効求人倍率の推移（季節調整値）

［出典：厚生労働省「一般職業紹介状況」］
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○　産業構造の転換が進むに伴い、産業別従事者の割合にも変化が生じています。公共事
業の減少で建設業従事者が減少する一方で、福祉分野の従事者は増加しています。農林
水産業においては、就業者数が平成２（1990）年の６万７千人から平成 17（2005）年には
４万５千人へと３割以上減少するとともに高齢化が進行しており、担い手問題が一段と深刻
化しています。
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図７　産業別の就業割合
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○　平成 25（2013）年に予定されている第 62 回神宮式年遷宮に向けた諸行事が行われてい
る伊勢志摩地域や集客交流が進んだ東紀州地域をはじめとして、三重の観光地としての魅力
は増しています。県内には、全国的にも有名な遊園地やテーマパーク等の施設も存在しており、
三重の観光レクリエーション入込客数は、増加傾向にあります。

○　東紀州地域においては、平成 16（2004）年に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に
登録されたほか、熊野古道センター（平成 19 年）や里

リ ゾ ー ト
創人熊

くま
野
の

倶
く ら ぶ

楽部（平成 21年）などの
中核施設がオープンし、紀勢自動車道が延伸したことなどにより、東紀州地域への来訪者数
は順調に伸びてきましたが、平成 23（2011）年の紀伊半島大水害の影響で激減しました。

○　交通インフラの面では、平成６（1994）年に関西国際空港、平成 17（2005）年には中部
国際空港が開港し、世界や全国をつなぐ交通の基盤づくりが進みました。

○　また、平成 18（2006）年には紀勢自動車道の一部が、平成 20（2008）年には新名神高
速道路が開通するなど、県内の幹線道路の整備が進められ、中部圏・近畿圏をつなぐ産業、
文化、観光面での交流・連携の拡大が図られています。
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○　行政の面においては、三重県の県債残高（一般会計ベース）は、1990 年代半ばと 2000
年代後半に急増し、約１兆 1,853 億円（平成 22 年度末一般会計ベース）となっています。
また、平成 22（2010）年度の最終補正予算後の、歳出の総額は 6,804 億円（普通会計ベース）
で、ほぼ半分の 3,359 億円を人件費や公債費などの義務的経費が占めています。今後の財
政状況はさらに厳しくなり、政策的な経費に充てることのできる予算額は大幅に減少すると
予測されます。

○　県内では合併により69市町村が29市町に再編されました。財政基盤が強化される一方で、
行政サービスのきめ細かさが低下したとの声も、新市町中心部から離れた周辺地域の住民か
らは聞かれます。また、合併後も県南部を中心に財政基盤の弱い小規模の市町が存在してい
ます。このような中で、県と市町との行政間での役割分担が改めて問われる状況にあります。

○　県政に関わる分野では、平成 10（1998）年、全国に先駆けて「みえパートナーシップ宣言」
を行い、いち早く県民と行政との協働に取り組むとともに、地域資源を生かした地域づくり
に取り組んできました。

　このように、三重を取り巻く環境が大きく変化していますが、三重の強みを伸ばすとともに、
私たちを取り巻く不安や不満の要因を克服していくことで、幸福を実感し、「すごいやんか！」と
思える三重を創り出すことができると考えています。
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政
策
体
系

第１編 　政策体系は、「みえ県民力ビジョン」で示す基本理念を実現
するために、県が行う取組を目的と手段の関係で整理した
ものです。
　＜政策展開の基本方向＞（三つの柱）のもとに、＜政策＞
－＜施策＞－＜基本事業＞－＜事務事業＞の階層で、県の
取組等を網羅し、体系的に整理しています。
　「みえ県民力ビジョン」でお示しした	＜政策展開の基本方
向＞（三つの柱）および＜政策＞に加え、この「行動計画」で
は＜施策＞の内容を、構成する＜基本事業＞とあわせてお
示ししています。

　＜施策＞には、県民の皆さんにとっての成果をあらわす
指標（「県民指標」）と、県（行政）が取り組んだことの効果が
わかる指標（「県の活動指標」）を設定しています。
　＜施策＞は、数値目標の達成状況や＜基本事業＞の取組
状況等を総合的に判断して、＜施策＞を担当する副部長ま
たは次長が評価を行い、毎年度「成果レポート」として取り
まとめ、＜施策＞の成果と改善方向を公表します。

施策の指標の考え方
　＜施策＞の進行管理を的確に行うとともに、県民の皆さん
に取組の進捗状況をお示しするため、「県民指標」、「県の活動指
標」について、それぞれの性質をふまえた実現可能かつ挑戦的
な目標値を掲げ、数値目標としています。

第１章　政策体系とは
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図　「みえ県民力ビジョン」の政策体系

政策 施策

施策

基本事業

基本事業

基本事業

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

16政策 56施策

おおむね10年間の体系
（「みえ県民力ビジョン」に記載）

「みえ県民力ビジョン・
行動計画」の施策、基本
事業の目標を達成する
ために、年度ごとに具
体化する事業

４年間の体系
（「みえ県民力ビジョン・行動計画」に記載）

政策展開の
基本方向
（三つの柱）

■県民指標
　「県民指標」は、各＜施策＞のこの計画における目標（「平成 27年度末での到達目標」）
をふまえ、当該＜施策＞において、さまざまな主体の取組によって得られる最終的な成
果を、県民の皆さんの立場からあらわそうとしたものです。
　＜施策＞の進行管理において、基本的な指標として活用します。

■県の活動指標
　「県の活動指標」は、各＜施策＞の目標を達成するために、県が＜施策＞を構成する＜基
本事業＞として取り組んだことの直接的な事業効果をあらわす指標です。
　＜施策＞は複数の＜基本事業＞から成り立っていますので、＜基本事業＞の効果が相
まって＜施策＞の成果につながります。このため、＜施策＞の進行管理において、「県民
指標」を補足する指標として用います。

　なお、「県民指標」として県民の皆さんにとっての成果をあらわす指標に適当なものが
ない場合には、県（行政）が主体として取り組んだことの効果がわかる指標を設定してい
ます。
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Ⅰ
「
守
る
」 

Ⅰ－１　危機管理
　　～災害等の危機から命と

暮らしを守る社会～

Ⅰ－3　暮らしを守る
　　～誰もが安全で安心して

暮らせる地域社会～

Ⅰ－5　�環境を守る持続可
能な社会

　　～自然を大切にし、
　　環境への負荷が少ない社会～

Ⅰ－2　命を守る
　　～健康な暮らしと安心できる

医療体制～

Ⅰ－4　共生の福祉社会
　　～地域の中で誰もが共に

支え合う社会～

111� 防災・減災対策の推進……………………… 54
112� 治山・治水・海岸保全の推進……………… 58
113� 食の安全・安心の確保……………………… 60
114� 感染症の予防と体制の整備………………… 62

131� 犯罪に強いまちづくり……………………… 70
132� 交通安全のまちづくり……………………… 72
133� 消費生活の安全の確保……………………… 74
134� 薬物乱用防止等と医薬品の安全確保……… 76

151� 地球温暖化対策の推進……………………… 88
152� 廃棄物総合対策の推進……………………… 90
153� 自然環境の保全と活用……………………… 92
154� 大気・水環境の保全………………………… 94

121� 医師確保と医療体制の整備………………… 64
122� がん対策の推進……………………………… 66
123� こころと身体の健康対策の推進…………… 68

141� 介護基盤整備などの高齢者福祉の充実…… 78
142� 障がい者の自立と共生……………………… 80
143� 支え合いの福祉社会づくり………………… 84

～
命
と
暮
ら
し
の
安
全
・
安
心
を

　
　
　
　
　
　
実
感
で
き
る
た
め
に
～

● 政策体系一覧

第２章　施策の概要
　この章では、56の＜施策＞について、記載しています。記載にあたっては、＜政策展開の基
本方向＞（三つの柱）ごとに節を分けた上で、16の＜政策＞順にまとめています。

Ⅰ「守る」
～命と暮らしの　
安全・安心を

実感できるために～

Ⅲ「拓
ひ ら

く」…
～強みを生かした
経済の躍動を

実感できるために～

Ⅱ「創る」…
～人と地域の夢や
希望を実感
できるために～
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Ⅱ
「
創
る
」 
Ⅲ
「
拓ひ

ら

く
」 

Ⅱ－１　人権の尊重と多様
　　　　性を認め合う社会
　　～一人ひとりが尊重され、

誰もが参画できる社会～

Ⅲ－１　農林水産業
　　～食や暮らしと地域経済を

支える農林水産業～

Ⅱ－3　子どもの育ちと子育て
　　～子どもが豊かに育つことが

できる社会～

Ⅲ－3　雇用の確保
　　～誰もが働ける社会～

Ⅱ－5　�地域との連携
　　～誰もが魅力を感じ、

活力のある地域～

Ⅲ－5　�安心と活力を生み
出す基盤

　　～県民の生活や経済活動を
支える基盤の整備～

Ⅱ－2　教育の充実
　　～一人ひとりの個性と

能力を育む教育～

Ⅲ－2　強じんで多様な産業
　　～地域に活力と雇用を

生み出す産業構造への転換～

Ⅱ－4　スポーツの推進
　　～夢と感動を育む社会～

Ⅱ－6　文化と学び
　　～地域の誇りと心の豊かさを育む社会～

Ⅲ－4　世界に開かれた三重
　　～観光産業の振興と国際戦略の展開～

211� 人権が尊重される社会づくり…………… 100
212� 男女共同参画の社会づくり……………… 102
213� 多文化共生社会づくり…………………… 104
214� ＮＰＯの参画による「協創」の社会づくり…106

311� 農林水産業のイノベーションの促進…… 144
312� 農業の振興………………………………… 148
313� 林業の振興と森林づくり………………… 152
314� 水産業の振興……………………………… 156

231� 子どもの育ちを支える家庭・地域づくり…116
232� 子育て支援策の推進……………………… 118
233� 児童虐待の防止と社会的養護の推進…… 120

331� 雇用への支援と職業能力開発…………… 170
332� 働き続けることができる環境づくり…… 174

251� 南部地域の活性化………………………… 126
252� 東紀州地域の活性化……………………… 128
253�「美し国おこし・三重」の新たな推進…… 130
254� 農山漁村の振興…………………………… 132
255� 市町との連携による地域活性化………… 136

351� 道路網・港湾整備の推進………………… 182
352� 公共交通網の整備………………………… 184
353� 快適な住まいまちづくり………………… 186
354� 水資源の確保と土地の計画的な利用…… 190

221� 学力の向上………………………………… 108
222� 地域に開かれた学校づくり……………… 110
223� 特別支援教育の充実……………………… 112
224� 学校における防災教育・防災対策の推進…114

321� 三重の強みを生かした事業環境の整備と企業誘致の推進…158
322� ものづくり三重の推進…………………… 160
323� 地域の価値と魅力を生かした産業の振興…162
324� 中小企業の技術力向上支援と科学技術の振興…164
325� 新しいエネルギー社会の構築…………… 166

241� 学校スポーツと地域スポーツの推進…… 122
242� 競技スポーツの推進……………………… 124

261� 文化の振興………………………………… 138
262� 生涯学習の振興…………………………… 140

341� 三重県営業本部の展開…………………… 176
342� 観光産業の振興…………………………… 178
343� 国際戦略の推進…………………………… 180

～
人
と
地
域
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夢
や
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※　行政運営の取組については、第３編第１章をご覧ください。

第
１
編

49

施
策
の
概
要

第
２
章



←　県民の皆さんとめざす、おおむね 10年後の長期的な目標を記載しています。

←…　めざす姿と現状との間のギャップや課題を解消するため、「みえ県民力ビジョン」
の基本理念をふまえ、これまでの取組から何をどのように変えていくのかを記載
しています。　　　　

県民の
皆さんと
めざす姿

←……　この施策に取り組むにあたって、これまでの取組をふまえて現在の状況や解決しな
ければならない課題を記載しています。

←…　変革の視点をふまえ、到達目標を実現するために、県がこの施策で４年間に取り組む
ことを記載しています。

施策○○○ ○○○○○○○○○○

現
状
と
課
題

●施策の各ページの見方

↑　施策の番号と名称を記載しています。
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←…　県民の皆さんに
とっての成果をあら
わす指標を示してい
ます。

←…　この数値目標の意味、内
容、用語の説明などを記載
しています。注）3

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

←…　現在（最
新の実績）
の数値を
示してい
ます。注）1

←…　平成27
年度にお
ける目標
値を示し
ています。
　注）2

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅰ－１　○○○

←　施策の行動計画期間内（４年後）の目標を記載しています。

主担当部局：○○○○○

平成 27年度末での到達目標

□□□□□
○○○○○

…
（主担当：○○○○）
　

○○○○○○○○○○○

←�　県が取り組ん
だことの効果が
わかる指標を示し
ています。

←�　現在（最
新の実績）
の数値を
示してい
ます。注）1�

←�　平成27
年度にお
ける目標
値を示し
ています。

　注）2�

←�　この数値目標の意
味、内容、用語の説
明などを記載してい
ます。注）3�

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策体系におけるこの施策の位置づけ（施策が属する政策）を示しています。↓

この施策を担当する部局名を記載しています。↑

←　この施策を構成する
基本事業の番号と名
称を記載しています。

←…　この基本事業を担
当する部課名を記載
しています。

↑…　この基本事業の具体的な取組を
記載しています。

注）1　現時点で、平成23年度の現状値の把握が困難な指標について、把握可能な最新年度の数値を用いた場合は「（○○年度）」と記載しています。

注）2　	平成 27年度の取組結果を評価する時点（平成 28年５月頃を予定）で、平成 27年度実績の把握が困難な指標については、把握可能な最
新年度の実績により評価することとし、評価に用いる対象年度について「（○○年度）」と記載しています。

注）3　目標項目の選定理由や目標値の設定理由については、行動計画参考資料 3数値目標一覧（Ｐ 310）をご覧ください。　　
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危機管理
～災害等の危機から命と暮らしを守る社会～

命を守る
～健康な暮らしと安心できる医療体制～

111� 防災・減災対策の推進
112� 治山・治水・海岸保全の推進
113� 食の安全・安心の確保
114� 感染症の予防と体制の整備

政策

Ⅰー1

施　
策

暮らしを守る
～誰もが安全で安心して暮らせる地域社会～

131� 犯罪に強いまちづくり
132� 交通安全のまちづくり
133� 消費生活の安全の確保
134� 薬物乱用防止等と
　　　医薬品の安全確保

政策

Ⅰー3

施　
策

121� 医師確保と医療体制の整備
122� がん対策の推進
123� こころと身体の健康対策の推進

政策

Ⅰー2

施　
策
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共生の福祉社会
～地域の中で誰もが共に支え合う社会～

141� �介護基盤整備などの
　　　高齢者福祉の充実
142� 障がい者の自立と共生
143� 支え合いの福祉社会づくり

政策

Ⅰー4

施　
策

施　
策

環境を守る持続可能な社会
～自然を大切にし、環境への負荷が少ない社会～

151� 地球温暖化対策の推進
152� 廃棄物総合対策の推進
153� 自然環境の保全と活用
154� 大気・水環境の保全

政策

Ⅰー5
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　県民の皆さんや県、市町および防災関係機関などのさまざまな主体が、自然
災害の厳しさを共有し、防災・減災に向けてそれぞれの役割を果たすとともに、
「協創」の取組が進み、災害に強い社会が形成されています。

　「災害は必ず起こる」を前提に、自らの身の安全は自ら守る「自助」および自らの地
域は皆で守る「共助」の重要性を県民の皆さんと共有し、防災・減災対策をこれまで
以上に実効性のあるものにしていく必要があります。県は、県民の皆さんの命を守
ることを最優先に広域的な災害に対する対応力の向上を図るとともに、市町の防災
力強化に向けた取組を支援し、総合的な防災・減災対策を推進します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■	東日本大震災では、国内観測史上最高のマグニチュード 9.0 が観測され、想定をはるかに
超える巨大津波により、多くの尊い命が奪われました。本県においても、東海・東南海・
南海地震の発生による甚大な被害が想定されており、地震・津波対策を早急に見直し、県
自らの災害対応力を強化していくことが求められています。

■	紀伊半島を中心に記録的な大雨をもたらした紀伊半島大水害は、本県に甚大な被害を及ぼ
しました。このような広域に被害を及ぼす台風や近年増加傾向にある局地的大雨等による
風水害を未然に防ぐための総合的な対策を充実・強化し、計画的に推進していく必要があ
ります。

■	防災に関する支援・受援に関する広域連携の重要性が高まるとともに、県は広域的、専門
的な観点から市町が行う防災・減災対策の取組を支援していくことが求められています。

■	東日本大震災を契機に防災に関する意識が高まる一方で、実際の具体的な対策をとる行動
には結びついていない現状にあります。県は、「自助」「共助」の活動を促進し、地域防災力
の向上をめざしていく必要があります。

■	緊急かつ集中的に取り組むべき津波避難対策や耐震化対策等を「三重県緊急地震対策行動
計画」に基づき、早急に実施します。また、「三重県新地震対策行動計画（仮称）」を新たに
策定するとともに、「三重県地域防災計画」の見直しや「三重風水害等対策アクションプロ
グラム」の検証等を行い、自然災害全般に対する総合的な防災・減災対策を計画的に推進
します。

■	市町や防災関係機関と連携した災害対策の体制の充実を図り、防災に向けた広域的な連
携を促進するとともに、災害時における医療体制の整備や人員・物資などの交通（輸送）
の確保、住宅の耐震化促進に向けた取組を進めます。

■	地域防災の核となる人材の育成や防災教育を推進するとともに、防災意識の向上を図り、
実際の行動に結びつけるための取組を進めます。また、企業防災の取組を支援するとと
もに、これまで以上に男女共同参画の視点を取り入れ、災害に強い地域づくりを進めます。

■	消防の広域化、広域運用に資する取組を支援するとともに、産業保安に関する事故を未
然に防止するための取組を推進します。

施策 111 防災・減災対策の推進
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率先して防災活動
に参加する県民の
割合

過去１年間に地域・職場での防災活
動に参加したことがある県民の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

38.1％
（22年度）

50.0％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅰ－１　危機管理

　東日本大震災で明らかとなった課題や問題点をふまえ
た防災計画が策定されるとともに、「自助」「共助」「公助」
による防災・減災対策が行われ、災害を最小限に抑える
体制づくりが進んでいます。また、防災教育が充実し、
人材が育成され、県民の皆さんの自主的な防災活動が進
み、地域の災害対応力が強化されています。

主担当部局：防災対策部

平成 27年度末での到達目標

11101
新たな防災・減災対策の計画的
な推進…
（主担当：防災対策部防災企画・地域支援課）

　「三重県新地震対策行動計画（仮称）」の策定
や地域防災計画の見直し等を行い、新たな防
災・減災対策を総合的かつ計画的に推進します。

新地震対策行動計
画（仮称）の進捗率 － 100％

新地震対策行動計画（仮
称）の主要な行動項目の
進捗率

11102
災害対応力の充実・強化
… （主担当：防災対策部災害対策課）
　災害対策本部の機能強化や防災拠点施設の
見直し、実践的な実動訓練の実施などにより、
災害発生時に迅速かつ的確に対応できる体制
を整備し、災害対応力の充実・強化を図ります。

県・市町・防災関
係機関等が連携し
て実施する防災訓
練の回数

５回 ８回

総合防災訓練・防災拠点
訓練・図上訓練など、県、
市町、防災関係機関等が
連携して実施する防災訓
練の回数

11103…
「協創」による地域防災力の向上… …
… （主担当：防災対策部防災企画・地域支援課）
　防災に関する正しい知識を共有するととも
に、地域ぐるみの防災対策を推進し、地域防
災力の向上を図ります。

自主防災組織の実
践的な訓練実施率 23.1％ �50.0％

図上訓練や津波避難訓
練、避難所運営訓練など
の実践的な訓練を実施し
た自主防災組織の県内全
組織数に対する割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

津波避難訓練
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 111

11104
迅速な対応に向けた防災情報の
共有化

（主担当：防災対策部防災対策総務課）
　防災情報の共有化を推進し、災害発生時に
迅速かつ的確に活用できるようにします。

県防災情報メール
配信サービスの登
録者数

24,000人
（22年度）

50,000 人 県の「防災みえ.ｊｐ」メー
ル配信サービスの登録
者数

11105
災害医療体制の整備
…（主担当：健康福祉部医療対策局地域医療推進課）
　災害拠点病院等の耐震化、災害医療を支え
る人材育成などの取組を進め、災害時の医療
提供体制の確保を図ります。

災害拠点病院等の
耐震化率

54.3％
（22年度）

82.9％
県内の災害拠点病院お
よび二次救急医療機関
において、全ての建物の
耐震性が確保されている
割合

11106…
安全な建築物の確保… …
… （主担当：県土整備部住宅課）
　住宅の耐震化に向けた取組を支援し、地震
などの災害に対する建築物の安全性の確保を
図ります。

耐震基準を満たし
た住宅の割合　

80.9％
（22年度）

�90.0％
「現行の建築基準法の構
造規定に適合した住宅」
と「既存不適格住宅を耐
震化した住宅」の合計の
住宅総数に占める割合

11107
緊急輸送ルートの整備
… （主担当：県土整備部道路建設課）
　緊急輸送道路に指定されている県管理道路
の整備を進め、非常事態に対応した交通（輸
送）の確保を図ります。

緊急輸送道路に指
定されている県管
理道路の改良率

91.2％ 94.5％
第１次および第２次緊急
輸送道路に指定されてい
る県管理道路（91 路線）
の改良率

11108…
消防力向上への支援… …
… （主担当：防災対策部消防・保安課）
　消防機関、消防関係団体に係る活動を支援
し、消防職員・消防団員による迅速かつ的確
な予防活動および消防活動の促進を図ります。

消防設備等の充
足率

83.0％
（22年度）

84.0％
総務省消防庁の基準に基
づいて市町が算定した消
防設備および消防水利の
整備目標数に対する現有
数の割合

11109
高圧ガス等の保安の確保
… （主担当：防災対策部消防・保安課）
　高圧ガス等を取り扱う事業者に対して、保
安検査、立入検査等を実施し、適正な保安の
確保を図ります。

高圧ガス等施設に
おける事故発生防
止率

99.6％
（22年度）

100％ 許認可をしている高圧ガ
ス等施設において、事故
が防止された施設の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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私たち、みんなで創ったビジョンです！
　「みえ県民力ビジョン」の策定にあたっては、
県民の皆さんはもちろん、県内の企業や団体、
大学生や高校生、三重県議会、市町、若手県
職員など、多くの方々から、新しい三重づく
りに向けた、たくさんのご意見やご提案をお
寄せいただきました。心よりお礼申し上げます。

　シリーズ・コラムとして全 10回にわたり、
パブリック・コメントに寄せられたご意見や、大学生との意見交換の様子、県の若手職員
によるワークショップでの提案など、「みえ県民力ビジョン」策定にあたって進めてきた、さ
まざまな取組をご紹介させていただきます。

シリーズ・コラム １

ＮＥＸＴ
83 ページへ
どうぞ



　土砂災害、洪水、高潮、津波など自然災害からの被害を軽減させる「減災」の
観点から、地域の実情をふまえた施設整備や適切な維持管理が行われるととも
に、県民の皆さんの主体的な警戒避難に資する取組が進み、災害に対して安全・
安心な社会づくりが進んでいます。

　東日本大震災で明らかとなった地震・津波対策や、県内で甚大な被害をもたらし
た平成 16（2004）年、23（2011）年の土砂災害・風水害対策に係る課題をふまえ、
災害防止のための施設整備や維持管理を進めるとともに、効果の早期発現の観点か
らの被害軽減に向けたソフト対策の充実・強化、地震・津波に対する新たな取組を
進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■	局地的な集中豪雨による土砂災害や山地災害、中小河川での浸水被害の発生や、台風の大
型化による高潮被害の懸念など、自然災害に対する県民の皆さんの不安は依然として高い
一方、県内の河川や海岸の堤防整備などハード対策の水準は依然として低く、効率的・効
果的な整備が求められています。

■	東海・東南海・南海地震が連動する大規模な地震発生が想定されていることから、海抜が
低い地域などにおける堤防基礎地盤の液状化対策や河口部の水門の耐震対策などにより、
地震や津波に対し、海岸保全施設や河川施設等の機能を確保することが求められています。

■	堤防などのハード対策のみによる防災には限界があることから、人的被害の軽減を図るた
め、ソフト対策のさらなる充実が求められています。

■	これまで整備し老朽化してきている治山・治水・海岸保全施設や土砂堆積により機能が低
下している河川について、適正な維持管理が求められています。

■		県民の皆さんの生命、財産を守る河川・海岸堤防や治山・砂防施設の整備などのハード
対策については、緊急に必要となるものに重点化、効率化を図り、早期に効果を発現さ
せます。

■	大規模な地震・津波による被害を軽減するため、堤防や水門・排水機場等の補強や耐震化、
避難に資する防潮扉の動力化等を進めます。

■	自然災害から住民の生命を守ることを最優先とし、的確な避難に資するソフト対策とし
て、水位計、潮位計、ライブカメラ等の設置や浸水想定区域図の作成を行うとともに、
市町と連携して土砂災害警戒区域の指定等の取組を進めます。

■	これまで整備してきた施設が十分に機能を発揮できるように、老朽化した施設の修繕や
河川の堆積土砂の撤去など適切な維持管理を行います。

施策 112 治山・治水・海岸保全の
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自然災害への対策
が講じられている人
家数

河川、砂防、海岸、治山事業により
自然災害から守られる人家数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

232,200戸
（22年度）

237,100戸
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅰ－１　危機管理

治山・治水・海岸保全の 推進

　自然災害から県民の皆さんの生命・財産を守るための対策に着実に取り組む中、近年の災害
による教訓をふまえ、緊急に対策が必要な施設の整備・改修や維持管理が行われているとともに、
被害軽減に向けた市町・住民への的確な水防情報の提供など警戒避難に資するソフト対策が充
実しています。

主担当部局：県土整備部

平成 27年度末での到達目標

11201
洪水防止対策の推進…

（主担当：県土整備部河川・砂防課）
　洪水、高潮、津波による災害から、県民の
皆さんの生命・財産を守るため、河川堤防等
の整備、堆積土砂の撤去、水位計の設置等に
取り組みます。

河川整備延長
462.4km
（22年度）

464.3km 整備を行った県管理河川
延長

11202
土砂災害対策の推進
… （主担当：県土整備部河川・砂防課）
　土石流、がけ崩れ、地すべり等の土砂災害
から、県民の皆さんの生命・財産を守るため、
砂防施設の整備、土砂災害警戒区域の指定等
に取り組みます。

土砂災害保全戸数
17,719戸
（22年度）

18,260戸 施設整備により土砂災害
から守られている人家戸数

11203…
海岸保全対策の推進… …

（主担当：県土整備部港湾・海岸課）
　高潮、波浪、津波による災害から、県民の
皆さんの生命・財産を守るため、海岸堤防の
整備、防潮扉の動力化等に取り組みます。

海岸整備延長
281.7km
（22年度）

288.4km 整備を行った海岸保全施
設延長

11204
治山対策の推進
… （主担当：農林水産部治山林道課）
　山崩れや土石流等の山地災害から、県民の
皆さんの生命・財産を守るため、治山施設の
整備に取り組みます。

山地災害保全集落数
1,487集落
（22年度）

1,571集落 施設整備等により山地災
害から守られている集落数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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　農水産物の生産や食品の製造・加工から流通・消費に至る全ての過程におい
て、安全管理の定着、高度化が図られ、食の安全・安心が確保された社会が構
築されています。さらに、高病原性鳥インフルエンザ注）１等の食に関わる課題
に対し、県民の皆さんへの影響を最小限に抑えられる体制が整備されています。

　Ｈ
ハ サ ッ プ
ＡＣＣＰ手法注）３を用いた「三重県食品の自主衛生管理認定制度」により、食品製

造業に加え飲食店営業も対象としてこれまで以上に幅広い食品関連事業者等の自主
的な取組を促進します。また、家畜伝染病の未然防止や、まん延に備えた危機管理
体制を構築するため、強化された飼養衛生管理基準の遵守を全農家に徹底します。

■	消費者の食の安全・安心への関心が高い中、食品衛生対策を総合的に推進しているものの、
食中毒は依然として発生しているため、食品事業者の自主衛生管理の促進や消費者への啓
発などの対策のほか、食の安全・安心について県民の皆さんを含め幅広い分野の方々と連
携して取り組むことが必要です。

■	原子力発電所事故に起因する放射性物質による農水産物への影響をはじめ、高病原性鳥イ
ンフルエンザや口蹄疫注）２などの食に関するさまざまな問題が発生しています。

■	食の安全・安心に対する消費者の関心が高まり、農薬、動物用医薬品、飼料、肥料等の適
正使用管理が必要です。

■	Ｈ
ハ サ ッ プ
ＡＣＣＰ手法を用いた「三重県食品の自主衛生管理認定制度」により、幅広い食品関連

事業者等の自主的な取組を促進します。また、食品等の生産から販売に至る各段階で、
食中毒の発生頻度等をふまえて、危害発生リスクが高いと考えられる施設の重点監視・
指導および検査を実施します。

■	食の安全・安心への消費者、事業者および生産者の相互理解を深めるため、食の安全性
に関する情報を公開し、意見交換の場を充実します。

■	県内に流通する食品の安全・安心を確保するため、引き続き残留農薬、残留抗菌性物質、
放射性物質等の総合的な検査を実施するとともに、分析技術等の向上に努めます。

■	高病原性鳥インフルエンザ等家畜伝染病に係る監視指導体制を強化するとともに、農水
産物の生産工程管理および衛生管理の推進、農薬・肥料等生産資材の適正な流通・使用
指導を進めます。

施策 113 食の安全・安心の確保

変
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めざす姿

第
１
編

60

第
１
節　
「
守
る
」…

～
命
と
暮
ら
し
の
安
全・安
心
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章

現
状
と
課
題

取組
方向



県の活動指標

11301
食品の安全・安心の確保… …
… （主担当：健康福祉部食品安全課）
　食品の製造から消費に至る一貫した監視指
導体制や食品事業者の自主管理体制を整備し、
食品の安全・安心の確保を図ります。

11302
農水産物の安全・安心の確保
… （主担当：農林水産部農産物安全課）
　家畜伝染病等の監視指導体制を強化すると
ともに、生産工程管理および衛生管理を推進
し、農水産物の安全・安心の確保を図ります。

主な取組内容
（基本事業）

自主衛生管理
（ＨＡＣＣＰ手法）
導入取組施設数

147 施設
（22年度）

172 施設
食品の製造・加工工程に
ＨＡＣＣＰの考え方に基
づいた自主衛生管理シス
テムを導入した食品製造
施設数

高病原性鳥インフル
エンザ等家畜伝染
病のまん延防止率

100％
（22年度）

100％

「家畜伝染病予防法」にお
いて発生予防やまん延防
止等を図ることとされて
いる家畜伝染病について、
県内で発生した場合の初
動防疫での沈静化成功率

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

　農水産物の生産や食品の製造・加工から消費に至る一貫した監視指導を行うことにより、安
全で安心して食べられる食品が供給されています。また、食に関する危機管理体制の整備が進
められています。

主担当部局：健康福祉部

平成 27年度末での到達目標

注）１　高病原性鳥インフルエンザ：鳥インフルエンザのうち、感染した鳥が死亡し、全身症状などの特に強い病原性を引き起こすタイプをさす。
注）２　	口蹄疫（こうていえき）：牛や豚など、偶蹄（ぐうてい）類の家畜にのみ感染するウイルス性の伝染病で、伝染力が強いため特定家畜伝染

病に指定されている。
注）３　	ＨＡＣＣＰ（ハサップ）手法：製造工程の各段階で発生する可能性のある危害を予測・分析し、衛生管理上重要なポイント（加熱工程等）

を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理手法。

政策　Ⅰ－１　危機管理

食品検査における
適合率

食品検査の対象食品のうち、「食品衛
生法」の規格基準および「農薬取締
法」の使用基準等に適合している食
品と、不適合であったが適合するよ
うに改善した食品の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

100％
（22年度）

100％
県民指標
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　県民一人ひとりが感染予防に自主的に取り組むとともに、感染症が発生した
際は、地域社会全体が的確な情報に基づき、速やかに感染拡大防止対策をとる
ことにより、社会機能が維持できています。

　感染症対策をさらに推進するためには、発生の兆しを早期探知し情報共有してい
くことが重要であり、医療機関、保育所、学校等の関係機関とのネットワーク構築
に取り組みます。また、新たな感染症への対応を迅速かつ的確に行うことができる、
より高い専門知識を持った人材の育成に取り組み、その感染症情報化コーディネー
ター等が中心になって、よりわかりやすい情報を関係機関に速やかに提供して、感
染症の予防対策を進めていきます。

■	これまでは、感染症の発生を早期に探知する仕組みが整備されておらず、関係機関間での
迅速な情報共有も進んでいなかったことから、感染症の予防および拡大防止のために、よ
り迅速かつ的確な感染症対策の取組が必要となっています。

■	近年、インターネット情報が氾濫していることから、これまで以上に感染症に対する正し
い知識や情報を的確に提供するとともに、感染予防の啓発を進めていく必要があります。

■	新たな感染症の発生や腸管出血性大腸菌Ｏ１５７などによる集団発生が危惧されているこ
とから、迅速かつ的確な予防対策を講じることができる人材の確保が必要となっています。

■	エイズ（ＡＩＤＳ）等の感染拡大防止には、早期発見、早期治療が重要とされていますが、
検診受診者数は減少傾向にあることから、県民の皆さんが積極的に検査を受けられるよう
啓発していく必要があります。

■		医療機関、保育所、学校等が感染症情報システムを活用し、各施設において感染予防対
策を推進できるよう支援します。

■	感染症情報システムに基づく情報を公開することにより、県民一人ひとりが感染状況を
把握し、感染予防対策がとれるよう支援します。

■	高い専門知識を持った感染症情報化コーディネーターを育成し、コーディネーター等が
医療機関、保育所、学校等の関係機関と連携して、感染症予防に関する普及啓発を実施
するとともに、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７などによる感染症の集団発生防止に努めます。

■	感染拡大防止のために、早期発見が重要であるエイズ（ＡＩＤＳ）等については、県民の
皆さんが積極的に検査が受けられるよう啓発するとともに、人権に配慮した相談・無料
検査を実施します。

施策 114 感染症の予防と体制の
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感染症の予防と体制の 整備

　県民一人ひとりの感染予防に対する意識を高めるとともに、感染症の発生の兆しを早期探知
できる新たな感染症情報システムが、全ての医療機関、保育所、学校等で活用されることにより、
関係機関や保護者等が、地域の発生状況を監視して、発生時には速やかに感染拡大防止対策が
とられています。

主担当部局：健康福祉部

平成 27年度末での到達目標

政策　Ⅰ－１　危機管理

感染症の集団発生
事例数

「感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律」に基づく一、
二、三類感染症の県内における集団
発生の事例数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

２件
（22年度）

０件
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

11401
感染症予防普及啓発の推進…

（主担当：健康福祉部薬務感染症対策課）
　感染症予防に向けた啓発や発生に関する情
報提供を行うことで、県民一人ひとりが感染
症に対する正しい理解を深め、感染症の拡大
防止につなげます。

感染症情報システム
を活用している施設
の割合

－� 100％

全ての保育所、幼稚園、
小中学校、高等学校お
よび各種専修学校のうち、
感染症情報システムを活
用している施設の割合

11402
感染症危機管理体制の整備
… （主担当：健康福祉部薬務感染症対策課）
　感染症情報化コーディネーターを中心に、
迅速かつ的確に原因究明を行い、効果的な予
防対策を実施することで、感染症の拡大から
県民の皆さんを守ります。

感染症情報化コー
ディネーター数（累
計）

－ 100人 県が育成した感染症情報
化コーディネーター数

11403…
感染症対策のための相談・検査
の推進
… （主担当：健康福祉部薬務感染症対策課）
　エイズ（ＡＩＤＳ）等に関する相談・検査を
推進し、これらの感染症のまん延を防止します。

ＨＩＶ抗体検査件数
993件

（22年度）
�1,100 件

保健所においてＨＩＶ
（エイズ（ＡＩＤＳ）の原
因となるウイルス）抗体
検査を行った件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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　県内の全ての地域において、医師や看護師等の医療従事者の確保や、地域間、
診療科目間等の医師の偏在解消が行われることと併せて、県民一人ひとりが医
療機関を適切に受診することで、必要なときに安心できる質の高い医療サービ
スを受けられる環境が整っています。

　これまでの行政・医療機関が主体となった取組に加え、県民の皆さん自らが、地
域医療に対する理解を深め、一人ひとりができることに取り組むことにより、地域
の医療を守る行動等につなげていくとともに、医師や看護師等の医療従事者にとっ
ても魅力のある医療機関や医療体制づくりを進めていきます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■	医師や看護師等の不足・偏在などにより、地域における二次救急の輪番制の維持が困難な状
況となっており、地域医療に従事する医師等の育成と定着促進や医療機関の機能分担・機能
連携を進めるとともに、救急医療を安定的に確保するための対策を行う必要があります。

■	「かかりつけ医」を持たないことなどから安易に救急車を利用することが多く、県民一人ひ
とりの地域医療に対する理解の促進と適切な受診行動が求められています。

■	安全 ･安心な医療を確保するため、医療に関する相談に適切に対応するとともに、医療機
関の情報提供を進める必要があります。

■	医師や看護師等の不足などにより、一部の県立病院において、役割・機能が十分に発揮で
きていない状況にあることから、県立病院改革を着実に進める必要があります。

■	市町国民健康保険は、医療費が高い高齢者や低所得者などの被保険者が多く、小規模保険
者もあり、財政基盤が不安定になりやすいことから、広域化に向けた環境整備や後期高齢
者医療制度も含めた財政支援の拡充など、制度の見直しが求められています。

■		医師の不足・偏在の解消に向けて、医師のキャリア形成支援と医師不足病院の医師確保
支援を一体的に行う仕組みを構築することなどにより、特に若手医師の確保・定着に重
点的に取り組むなど、医師や看護師等の医療従事者の確保対策を積極的に進めます。

■	救急医療体制を確保するため、ドクターヘリの運航や二次救急医療機関への支援など、
市町等と連携して、初期、二次および三次救急医療体制を整備・充実します。

■	医療機関のさらなる機能分担・機能連携を推進するとともに、県民一人ひとりができる
ことに取り組めるよう、企業、関係団体等と連携して啓発活動を進めます。

■	医療相談窓口における相談対応や医療機関への立入検査等を継続的に実施するとともに、
医療機関の基本情報などを提供します。

■	県立病院においては、良質で満足度の高い医療を提供できるよう、県立病院改革を着実
に進め、適切な経営計画に基づく健全な病院経営を行います。また、県立志摩病院の指
定管理者に対し適切な管理監督を行います。

■	市町国民健康保険について、「三重県国民健康保険広域化等支援方針」に基づき、市町に
対して県単位の広域化に向けた支援等を行うとともに、後期高齢者医療制度についても、
三重県後期高齢者医療広域連合に対して財政支援等を行います。

施策 121 医師確保と医療体制の
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人口10万人あたり
の病院勤務医師数

人口10万人あたりの県内病院に勤
務する常勤医師数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

118.6人
（22年度）

124.0人
（26 年度）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅰ－２　命を守る

整備

　減少傾向にある救急医療等を担う若手医師の確保に向けた仕組みを構築することなどにより、
医師の不足・偏在解消に向けた取組や、看護職員の確保に向けた取組が進むなど、救急医療や
へき地医療等を含む地域医療体制の整備が進んでいます。

主担当部局：健康福祉部医療対策局

平成 27年度末での到達目標

12101
医療分野の人材確保…
（主担当：健康福祉部医療対策局地域医療推進課）
　医療機関における人材の確保や地域偏在等
の解消等に努めます。また、医師や看護師等
の医療従事者にとっても、魅力のある医療機
関や医療体制づくりを進めます。

県内の病院で後期
臨床研修を受ける
医師数

167人 217人
県内の臨床研修病院等
で後期臨床研修を受けて
いる医師数

12102
救急・へき地等の医療の確保
…（主担当：健康福祉部医療対策局地域医療推進課）
　医療を必要とする人が場所や時間を問わず
適切な医療を受けられる環境を整備します。
また、県民の皆さんの地域医療に対する理解
を深め、地域の医療を守る行動等につなげて
いけるよう取り組みます。

県内看護師養成施
設卒業者の県内就
業者数

637人
（22年度）

665人 県内看護師養成施設卒業
者のうち、県内の医療機
関等に就業した看護師数

12103…
医療の質の向上
… （主担当：健康福祉部医療対策局医療企画課）
　医療の安全確保や医療に関する情報提供、
相談体制の充実を図ります。

救急医療情報シス
テムに参加する時
間外診療可能医療
機関数

460 機関
（22年度）

�585 機関 県の救急医療情報システ
ムに参加し、時間外診療
を行っている医療機関数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

12104
県立病院による良質で満足度の
高い医療サービスの提供

（主担当：病院事業庁県立病院課）
　医療を必要とする人に対して、県立病院の役割
に沿った良質で満足度の高い医療を提供します。

県立病院患者満足度
78.0％

（22年度）
80.0％

県立病院の患者を対象に
実施するアンケートにお
いて「自分の親しい友人
や家族が病気になったと
き、この病院を推薦する」
と回答する患者の割合

医療相談件数
689 件

（22年度）
741件 三重県医療安全支援セ

ンターにおける相談件数

12105
適正な医療保険制度の確保
… （主担当：健康福祉部地域福祉国保課）
　国民健康保険制度および後期高齢者医療制
度が安定的に運営されるよう支援します。

市町が運営する国
民健康保険の財政
健全化率

27.6％
（22年度）

69.0％
（26 年度）

市町が運営する国民健康
保険のうち、一般会計か
らの赤字補てんがない市
町の割合
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　がんの予防・早期発見から治療・予後までのそれぞれの段階に応じたがん対
策が進み、がんにかかる人やがんで亡くなる人が減少しています。

　がんの中でも、検診による死亡減少効果が高いとされる乳がん、子宮頸がん、大
腸がんについて重点的に検診受診率の向上を図るとともに、がんの発症予防が可能
な肝臓がんの肝炎段階での早期治療を推進します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■	がんは県内における死亡原因の第１位で、県内のがんによる死者は年間５千人を超え、過
去 10年間で約２割増加しています。そのため、生活習慣の改善などによる予防や、がん
検診による早期発見に対する県民の皆さんの意識の向上を図ることが必要です。

■	がん医療に係る施設や設備、人材の充実を図るとともに、関係機関による医療連携体制の
強化が必要です。

■	がん患者およびその家族の不安、悩みを軽減するため、相談体制や情報提供の充実が必要
です。

■	科学的な根拠に基づくがん対策を実施するためには、県内におけるがん罹患状況等の正確
な把握が必要です。

■	検診効果の高い乳がん、子宮頸がん、大腸がんを重点としたがん検診受診率向上が図ら
れるよう、県民の皆さん、ＮＰＯ、企業、医療機関、市町等との連携により、県民の皆
さんが、がん検診の重要性に対する理解を深める取組を実施します。また、肝臓がん予
防のため、発症の原因となるウイルス性肝炎の早期治療に向けた取組を拡充します。

■	がん治療の充実を図るため、がん診療連携拠点病院をはじめとするがん治療に携わる医
療機関の施設、設備、人材の充実を支援するとともに、切れ目のない医療連携体制の充
実を図ります。

■	がん患者の療養生活の質の向上のため、医療機関が行う手術、放射線治療および化学療
法を効果的に組み合わせた治療や緩和ケアの実施を支援します。また、がん患者とその
家族のための相談体制・情報提供の充実を図ります。

■	がん対策を効果的に推進するため、地域がん登録により得られた罹患率、生存率等のデー
タを活用し、科学的な根拠に基づく取組を進めます。

施策 122 がん対策の推進

現
状
と
課
題
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75 歳未満の人口
10万人あたりのが
んによる死亡者数
（年齢調整後）

国が策定したがん対策推進基本計画
の主目標の一つであり、がんによる
75歳未満の死亡状況について、年
齢構成の異なる地域間の死亡状況が
比較できるよう年齢構成を調整した
県の人口10万人あたりの死亡者数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

77.4人

（22年）

66.0人
以下

(26 年 )

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅰ－２　命を守る

　県民の皆さん、ＮＰＯ、企業、医療機関、市町等が連携してがん対策に取り組むことにより、
がんに対する意識やがん検診受診率および検診精度の向上が見られ、がんの予防・早期発見が
進んでいます。また、がんに対する医療体制や、がん患者とその家族に対する相談支援体制な
どを強化することにより、がん患者の療養生活の質が向上しています。

平成 27年度末での到達目標

12201
がん予防・早期発見の推進…
（主担当：健康福祉部医療対策局健康づくり課）
　県民の皆さん、ＮＰＯ、企業、医療機関、
市町等と連携し、がん検診の重要性に対する
普及啓発や、肝臓がん予防のためのウイルス
性肝炎の早期治療などのがんの予防・早期発
見の取組を推進します。

がん検診受診率
（乳がん、子宮頸が
ん、大腸がん）

乳がん
14.0％

子宮頸がん
19.0％

大腸がん
18.2％

（21年度）�

乳がん
35.0％

子宮頸がん
35.0％

大腸がん
35.0％

（26 年度）

乳がん、子宮頸がんおよ
び大腸がんに係るがん検
診受診率

12202
がん治療・予後対策の推進
…（主担当：健康福祉部医療対策局健康づくり課）
　がん治療を行う医療機関の施設、設備、人
材の充実や緩和ケアの実施などを支援するこ
とにより、がんに対する適切な治療を推進す
るとともに、がん患者とその家族のための相
談体制・情報提供の充実を図ります。

がん診療に携わる
医師に対する緩和
ケア研修修了者数

436人
（22年度）

1,050人 厚生労働省の示す開催
指針に基づく緩和ケア研
修を修了した医師数

主担当部局：健康福祉部医療対策局

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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　健康づくりから病気の予防・早期発見・治療・予後までの一連の健康対策が
進み、県民一人ひとりに、適正な生活習慣が身につくことにより、生涯を通じ
て健康的な生活を送っています。また、県民の皆さんが生活習慣病や難病等の
病気のときも、適切な治療や支援を受けています。

　依然として多くの県民の皆さんが罹患している生活習慣病やうつ病などのこころ
の病気を防ぐために、ライフステージに応じた効果的な健康対策を推進します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■	糖尿病や高血圧症、歯周病などの生活習慣病に依然として多くの県民の皆さんが罹患して
いることから、日常における健康づくりから病気の予防、早期発見に対する県民の皆さん
の意識の向上を図るとともに、関係機関による医療連携体制や予後に係る取組の強化が必
要です。

■	本県の自殺者数は毎年 400 人前後と高い水準で推移しています。自殺は、失業、多重債
務等の社会的要因や健康などの個人的な属性が複雑に関係し、うつ病などを発症している
ケースが多いことから、総合的なうつ・自殺対策を進める必要があります。

■	難病患者が年々増えていることや平成 21（2009）年に臓器移植法が改正されたことなど
に伴い、難病患者等に対する医療費助成や骨髄バンク・臓器移植の普及啓発などについて、
引き続き推進していくことが必要です。

■	運動・食事・禁煙・口腔ケアなど個人の適正な生活習慣の定着を支援するため、県民の
皆さん、ＮＰＯ、企業、学校、市町等と連携して地域全体で県民の皆さんの健康づくり
を進めます。

■	新たな法律の制定など、歯科口腔保健を取り巻く環境の変化をふまえた取組を進めます。
■	うつ・自殺などこころの健康問題に関する正しい知識の普及啓発や相談を実施するとと
もに、家庭、職場、地域などの絆を生かして、うつなどこころの悩みを持つ人を相談に
つなげる取組や関係機関・団体による自殺対策ネットワークの構築を行います。

■	特定健康診査の受診率向上などの取組を進めることで、病気の予防・早期発見につなげ
るとともに、生活習慣病患者にとって、安心して療養できる体制の整備を進めます。

■	難病患者等への療養支援や生活支援を行うとともに、骨髄バンクや臓器移植についての
普及啓発や臓器提供体制整備の推進に取り組みます。

施策 123 こころと身体の健康対策

現
状
と
課
題
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健康寿命

国が定めた国民健康づくり運動「健
康日本 21」の目的の一つであり、県
民の皆さんが日常的に介護を必要と
せず自立して心身ともに健康的な日
常生活を送ることができる期間

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

男
77.1歳
女
80.4歳
（22年）

男
78.1歳
女
81.5歳
(26 年 )

県民指標

の推進

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅰ－２　命を守る

　地域の実情に応じて、県民の皆さん、ＮＰＯ、企業、学校、市町等が連携してこころと身体
の健康づくりに取り組むことにより、自殺者数の減少や特定健康診査受診率の向上、歯科疾患
の改善がみられ、県民一人ひとりの健康の増進と生活習慣の改善が進んでいます。また、生活
習慣病患者や難病患者等に対する切れ目のない医療連携体制の充実や医療費助成などにより、
安心して療養できる体制の整備が進んでいます。

平成 27年度末での到達目標

12301
健康づくり活動の推進…
（主担当：健康福祉部医療対策局健康づくり課）
　県民の皆さん、ＮＰＯ、企業、学校、市町
等と連携して、運動・食事・禁煙・口腔ケア
など、個人の適正な生活習慣が定着するため
の活動を支援し、県民一人ひとりの生活習慣
の改善を推進します。

8020運動推進員数
260人

（22年度）�
330 人

80 歳で 20 本以上自分
の歯を残すことにより、
生涯にわたり自分の歯で
ものを噛むことをめざす
8020運動の推進員数

12302
こころの健康づくりの推進
…（主担当：健康福祉部医療対策局健康づくり課）
　県民一人ひとりのこころの健康を保ち、健
やかに生活できるよう、自殺対策情報セン
ターを核として相談等に係る人材の育成や関
係機関・団体による自殺対策ネットワークの
構築などのうつ・自殺対策を推進します。

自殺対策に係る
ネットワーク組織
を設置している地
域数

２地域
（22年度）

９地域
自殺対策の推進のために、
各地域（保健所単位）で
ネットワーク組織を設置
している地域数（県全体
で９地域）

12303…
生活習慣病・難病対策の推進… …
…（主担当：健康福祉部医療対策局健康づくり課）
　ライフステージに応じた生活習慣病対策を
進めることで、重症化予防につなげます。ま
た、難病患者等への適切な医療提供・療養支
援を推進します。

特定健康診査受診率
40.2％

（21年度）
55.0％

（26年度）

三重県保険者協議会に所
属する医療保険者が行う
特定健康診査（生活習慣
病に関する健康診査）の
受診率

主担当部局：健康福祉部医療対策局

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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　地域社会における絆と人びとの高い規範意識が相まって、犯罪の起きにくい
社会が構築されています。また、社会全体で犯罪被害者等に対する支援が行わ
れています。

　これまでの自主防犯活動に対する支援に加え、新たに次代を担う若者の自主防犯
活動等への参画を促進するなど、その裾野を拡大し、地域における絆を再構築する
とともに、規範意識の向上を図り、犯罪に強いまちづくりを推進します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■	これまで地域の安全を確保するため、犯罪の検挙と抑止に取り組んできた結果、県内の刑
法犯認知件数は、平成 14（2002）年をピークに減少傾向にあるものの、県民に強い不安を
与える凶悪犯罪・侵入犯罪、県民の身近で発生する街頭犯罪、暴力団等による組織犯罪等は、
依然として後を絶たず、県民の皆さんの不安を解消するには至っておりません。

■	このような現状において、刑法犯認知件数の減少傾向を定着させ、県民の皆さんが「安全・
安心」を実感できる地域社会を実現するため、自主防犯活動に対する支援等地域と一体と
なった犯罪抑止活動や凶悪犯罪、街頭犯罪等に対する検挙活動を一層推進する必要があり
ます。

■	犯罪に強いまちづくりを推進するため、犯罪の被害に遭いにくい生活環境の確保、子ど
もや女性の安全の確保、自主防犯活動団体のさらなる活性化などに取り組みます。

■	犯罪の徹底検挙と抑止のため、初動捜査活動の強化、科学捜査活動の高度化などを図る
ほか、各種法令による指導・警告等の活動を推進します。

■	暴力団等による組織犯罪に対処するため、暴力団排除条例を活用した社会全体での暴力
団排除に取り組むほか、違法行為の取締り、薬物・銃器の根絶など、総合的な対策を推
進します。

■	社会全体で犯罪被害者等を支援する機運を醸成するため、「命の大切さを学ぶ教室」を開催
するほか、幅広く広報・啓発活動を実施します。

■	警察活動を支える基盤を強化するため、交番・駐在所等の施設や各種捜査支援システム
などの整備を図ります。

施策 131 犯罪に強いまちづくり

現
状
と
課
題

　県民に強い不安を与える凶悪犯罪や県民の身近で発生する街頭犯罪等が、地域と一体となっ
た犯罪抑止活動、検挙活動等により減少しています。また、社会全体で犯罪被害者等を支援す
る機運が高まっています。

平成 27年度末での到達目標
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刑法犯認知件数

刑法犯（道路上の交通事故に係る危
険運転致死傷、業務上（重）過失致死
傷および自動車運転過失致死傷を除
く）について、１年間に被害の届出
や告訴・告発を受理等した件数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

22,215件 21,000 件
以下

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅰ－ 3　暮らしを守る

13101
みんなで進める犯罪に強いまち
づくりの推進
　　　　　　（主担当：警察本部生活安全部）
　警察、自治体、地域住民、ボランティア団
体などが連携した犯罪抑止活動等により、県
民の身近で発生する犯罪を減少させます。

街頭犯罪等の認知
件数

3,641 件
�
3,200 件

以下

街頭犯罪等（空き巣、忍
込み、自動車盗、車上狙
い、ひったくり、路上強
盗、強姦、強制わいせつ、
略取誘拐）について、１年
間に被害の届出や告訴・
告発を受理等した件数

13102
犯罪の徹底検挙と抑止のための
活動強化　　　
… （主担当：警察本部刑事部）
　検挙その他の各種対策の強化により、県民
が強い不安を感じる凶悪犯罪・侵入犯罪をは
じめとする各種犯罪を減少させます。

凶悪犯の検挙率 71.6％ 80.0％
凶悪犯（殺人、強盗、放火、
強姦）について、１年間
に認知した件数に対する
検挙した件数の割合

主な侵入犯罪の検
挙人員 194人 210人

主な侵入犯罪（侵入強盗、
侵入窃盗、住居侵入）に
ついて、１年間に検挙し
た人数

13103…
組織犯罪対策の推進… …
… （主担当：警察本部刑事部）
　検挙その他の各種対策の強化により、暴力
団等の組織を背景に敢行される犯罪を減少さ
せます。

暴力団検挙人員 250人 280人 暴力団構成員等を１年間
に検挙した人数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：警察本部

13104
犯罪被害者等支援対策の充実

（主担当：警察本部警務部）
　犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族・
遺族等を社会全体で支援する機運を高めます。

犯罪被害者等支援
の理解者数

1,726 人
（22年度）

3,500 人

「命の大切さを学ぶ教室」
の受講者（中学生・高校
生・大学生）に対するア
ンケート調査において、
犯罪被害者等に対する支
援の重要性について理解
を深めた旨回答した人数

13105
県民の安全を守る活動基盤の整備
… （主担当：警察本部警務部）
　交番・駐在所等の活動拠点や各種捜査支援
システムなど、警察活動を支える基盤の整備
を図ります。

交番・駐在所施設
の充実度

36.3％
（22年度）

42.8％
交番・駐在所のうち、相
談室および来訪者用トイ
レが設置された施設の占
める割合
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　県民一人ひとりが、「交通事故を起こさない、交通事故に遭わない」という交
通安全意識の高揚に加え、「地域で支え合い、地域の安全は地域で確保する」と
いう意識を持って行動することで、交通事故が減少しています。
　また、交通安全施設等の整備が進み、誰もが安全で快適に通行できる道路交
通環境が整備されています。

　子どもや高齢者に重点を置いた交通安全教育・啓発など、地域の主体的な交通安
全活動を進めるとともに、死亡事故の抑止に向けた取締り等を行います。

県民の
皆さんと
めざす姿

■	県内の交通事故による死者数および負傷者数は長期的に見た場合には減少傾向にあります
が、年間約 14,000 人（１日あたり約 40人）の方が死傷しており、県民の皆さんが安全に
安心して暮らしていくには未だ厳しい情勢にあることから、交通安全対策の強化が求めら
れています。

■	少子高齢社会の進展に伴い、高齢者が当事者となる交通事故が増加傾向にあるほか、次代
を担う子どもを交通事故から守ることは社会的要請であることから、子どもや高齢者等の
交通事故抑止対策の推進が課題となっています。

■	交通事故総数や負傷者数の減少に向けて、交通安全意識や交通マナーの向上のための教育・
啓発や交通安全施設の整備、交通指導取締りなど、ソフト・ハード両面から交通安全対策
を一層強力に推進することが求められています。

■	県民一人ひとりが交通安全について互いに注意を呼びかけあい、「地域の安全は地域で確
保する」という意識が醸成されるよう、さまざまな主体と連携し、それぞれの特性を生か
した交通安全教育や啓発活動を推進します。

■	子どもや高齢者が、安全で安心して生活できる交通環境の実現に向けた交通安全対策を
推進するとともに、地域や職域で交通安全活動に取り組む指導者を育成することにより
地域の主体的な交通安全活動を支援します。

■	信号機の新設・改良、歩道や照明灯の整備、交差点改良等を計画的に推進するとともに、
飲酒運転や信号無視等の悪質・危険な違反、シートベルトやチャイルドシートの正しい
着用・使用の徹底に重点を置いた取締りや啓発活動を推進します。

施策 132 交通安全のまちづくり

現
状
と
課
題

第
１
編

72

第
１
節　
「
守
る
」…

～
命
と
暮
ら
し
の
安
全・安
心
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章

変
革
の
視
点

取組
方向



交通事故死者数 交通事故発生から24 時間以内の死
者数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

95人 75人
以下

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　市町、学校、関係団体等さまざまな主体との連携が進み、それぞれの特性を生かした交通安
全教育や啓発活動が行われ、交通事故をなくすという地域主体の交通安全活動の輪が広がり、
交通事故による死者数が減少しています。

平成 27年度末での到達目標

13201
交通安全意識と交通マナーの向
上に向けた啓発・教育の推進…
（主担当：環境生活部交通安全・消費生活課）

　県民一人ひとりが交通安全意識等を高め、
交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践
ができるよう、地域の実情に応じた交通安全
教育を推進します。

交通事故死傷者数
13,908 人 11,800 人

以下
交通事故による死者数と
負傷者数の合計

13202
安全で快適な交通環境の整備
… （主担当：警察本部交通部）
　歩行者や運転者が安全で快適に通行できる
よう、信号機をはじめとした交通安全施設を
整備します。

信号機の整備箇所
数（累計）

3,091 か所
（22年度）

3,250 か所

新設道路の交差点、子ど
もや高齢者、障がい者等
の交通弱者の利用が多い
道路および交通事故多発
箇所等、緊急性・必要性
の高い交差点等における
信号機の整備箇所数

13203…
交通秩序の維持… …
… （主担当：警察本部交通部）
　安全で快適な交通社会の形成に向け、交通
指導取締り、捜査活動等を推進します。

シートベルトの着
用率 95.9％ 98.0％ 一般道路における運転者

のシートベルト着用率

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：環境生活部

政策　Ⅰ－ 3　暮らしを守る
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　事業者から安全で安心な商品やサービスが提供されるとともに、消費者団体、
地域住民、事業者団体、教育機関、市町等のさまざまな主体の連携により、消
費者啓発や消費者教育、情報提供が行われ、県民一人ひとりが消費生活に関す
る正しい知識や情報を得て、自主的かつ合理的な消費活動を行っています。

　消費者団体、事業者団体、教育機関、市町等さまざまな主体と連携することにより、
身近なところでの消費者啓発や情報提供、相談体制を充実させるとともに、地域で
支え合う意識を醸成し、消費者トラブルの未然防止や、県民の皆さんの自主的解決
の支援に取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■		商取引が多様化・複雑化し、消費者と事業者との間において情報量の差が大きくなってい
ることから、新たな消費者トラブルが発生し、高齢者の被害が増加しています。このため、
消費者トラブルの未然防止および解決のための支援が求められています。

■	消費者庁の設置、消費者安全法の施行により、国や県、市町が役割分担し、一体となって
消費者行政に取り組んでいくため、市町の消費生活相談窓口をさらに充実することが必要
です。

■	安全で安心できる消費生活を守るためには、消費者団体、事業者団体、市町等と連携し、
幅広く啓発活動を行う必要があります。また、事業者自らの消費者の信頼を確保する取組
を促進することが課題となっています。

■	さまざまな主体が参画するネットワークの拡大を進め、連携して啓発活動を行うことに
より、消費者トラブルの未然防止、拡大防止を図ります。特に、高齢者の被害を防止す
るため、市町や消費者団体等による地域での啓発活動を促進します。

■	県消費生活センターは、県内の消費者行政の中核センターとして、消費者事故等に関す
る情報集約や情報提供、専門的な相談対応を行うとともに、市町の消費生活相談員等の
人材育成や広域的連携による相談体制充実への助言等を行います。

■	悪質な商取引について、市町や警察、近隣府県、関係団体等と連携して事業者指導を行
うとともに、ネットワークを活用して事業者団体の自主行動基準策定への働きかけを行
うなど、取引の適正化を図ります。

施策 133 消費生活の安全の確保

現
状
と
課
題
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消費生活情報を県
民が利用している
件数

消費生活に関する講座、研修会、
情報提供事業の情報を利用してい
る件数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

53,833件
（22年度）

56,000 件
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　身近なところで、さまざまな主体の連携による消費者啓発や消費者教育、情報提供が行われ、
地域で支え合う意識が高まることにより、消費者トラブルの予防や解決など県民の皆さんの自
主的な取組が広がっています。

平成 27年度末での到達目標

13301
消費者の自立のための支援…
（主担当：環境生活部交通安全・消費生活課）

　県民一人ひとりが、自主的かつ合理的な消
費活動を行うため、消費者団体、事業者団体、
教育機関、市町等と連携・協働し、正しい知識、
情報を得る機会を充実します。

消費生活講座が役
に立つと回答した
受講者の割合

96.4％
（22年度）

100％ 県が実施する「出前講座」
等が「役に立つ」と回答し
た受講者の割合

13302
消費者被害の防止・救済
… （主担当：環境生活部交通安全・消費生活課）
　相談体制を充実し、県民の皆さんが自主的
に事業者との消費者トラブルを回避し、また
は解決することができるよう支援を行います。

消費生活相談の解
決につながる助言
を行った割合

96.7％
（22年度）

100％
消費生活相談のうち、消
費者トラブルの解決につ
ながる助言や、仲介によ
る解決を行った割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：環境生活部

政策　Ⅰ－ 3　暮らしを守る
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　さまざまな主体との連携により、薬物乱用防止や動物愛護について地域全体
で取り組んでいます。また、医薬品や医療機器などの品質管理体制の整備によ
り、医薬品等の安全が確保された社会が構築されています。

　民間団体、学校、市町等と連携して薬物乱用防止活動を推進することで、県民一
人ひとりの薬物乱用を許さない意識の醸成を図るほか、協力団体等の拡大などに取
り組むとともに動物愛護管理業務を推進するため、動物愛護管理センターの機能の
充実等に取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■		薬物事犯の検挙者数は減少しておらず、大麻や合成麻薬の若年層による乱用も懸念されて
おり、幅広い分野の方々と連携して薬物乱用防止に取り組んでいくことが必要です。

■	平成 21（2009）年度に一般用医薬品のリスクに応じた分類とそれに伴う医薬品販売時の情
報提供の強化などを盛り込んだ新たな医薬品販売制度が導入されました。それに加えて県
民の皆さんの医薬品等に対する関心が高まっていることから、事業者による製造から販売
までの適正な品質確保や県民の皆さんへの医薬品等に関する情報提供がなお一層求められ
ています。

■	動物に関する苦情や相談件数は毎年 10,000 件以上とここ数年減少しておらず、減少に向
けて関係団体と連携して動物愛護精神の高揚に向けた啓発活動に取り組むことが必要です。

■		薬物乱用防止に向けて民間団体、学校、市町等と連携して、また協力団体をさらに拡大
するなどにより、地域の実情に応じた薬物乱用防止活動を行うとともに引き続き再乱用
防止対策や麻薬等を取り扱う施設の監視指導などに取り組みます。

■	医薬品製造業者や販売業者等に対する監視指導等を実施するとともに、県民の皆さんに
対して医薬品等の副作用や服用方法などに関する正しい知識の情報提供を進めます。

■	県内に流通する医薬品等の安全を確保するため、引き続き医薬品成分試験等の試験検査
を実施するとともに、分析技術等の向上に努めます。

■	犬や猫の譲渡事業や動物愛護教室の開催など、関係団体等と連携した動物愛護精神の高
揚に向けた広報・啓発のほか、動物による危害発生防止に取り組みます。

施策 134 薬物乱用防止等と医薬品

現
状
と
課
題
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薬物乱用防止講習会
の参加者数（累計）

県等が行う薬物乱用防止講習会に参
加した人数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

145,197人
（22年度）

395,200人県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

薬物乱用防止等と医薬品 の安全確保

　多くの関係機関等と連携して普及啓発活動を行うことにより、薬物乱用防止や動物愛護に対
する意識が向上しています。また、医薬品や医療機器などの製造から販売に至る一貫した監視
指導を行うことにより、安全な医薬品等が供給されています。

主担当部局：健康福祉部

平成 27年度末での到達目標

13401
薬物乱用防止対策の推進…

（主担当：健康福祉部薬務感染症対策課）
　民間団体、学校、市町等の関係機関が連携
して、薬物乱用防止に関する啓発活動、取締
りおよび再乱用防止に取り組み、県民の皆さ
んの薬物乱用を防止します。

薬物乱用防止事業
の協力者数

2,839 人
（22年度）

3,194 人 県と連携して薬物乱用防
止に関する啓発活動など
を推進する協力者数

13402
医薬品等の安全な製造・供給の
確保
… （主担当：健康福祉部薬務感染症対策課）
　医薬品製造業者等に対する監視指導を行う
とともに、県民の皆さんに対して医薬品等の
正しい情報を提供します。

医薬品等の検査件
数に対する不適合
医薬品等の割合

０％
（22年度）

０％ 医薬品等の検査件数に対
する承認規格等に適合し
ていない医薬品等の割合

13403
生活衛生営業の衛生水準の確保… …
… （主担当：健康福祉部食品安全課）
　関係機関と連携して自主衛生管理の導入を
進め、理・美容所、公衆浴場などの生活衛生
営業者の衛生水準の向上を図ります。

生活衛生営業施設
における健康被害
発生件数

０件
（22年度）

０件 生活衛生営業施設におけ
る感染症による健康被害
の件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

13404
人と動物との共生環境づくり
… （主担当：健康福祉部食品安全課）
　動物愛護や適正な管理に係る効果的な取組
を推進するとともに、民間団体等との連携体
制を確立し、動物による危害発生防止に取り
組みます。

犬・猫の引取り数
3,799 頭
（22年度）

�3,285 頭
以下

やむを得ず飼養できなく
なって保健所へ引き取ら
れた犬・猫および飼い主
不明として保健所に持ち
込まれた犬・猫の頭数

政策　Ⅰ－ 3　暮らしを守る
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　利用者のニーズに応じて介護サービス等が継続的に提供され、地域住民等に
よる地域における見守りなどが行われることで、高齢者が地域で自立し、安心
して暮らせるとともに、生きがいを持って「支え合いの地域社会」の担い手とし
て活動しています。

　介護基盤の整備については、これまで特別養護老人ホームの整備数を目標にして
きましたが、今後は、施設サービスを必要とする入所待機者の解消を目標とし、市
町と連携して整備を進めます。
　また、高齢者の地域活動への支援については、これまで老人クラブなどの活動を
中心に実施してきましたが、今後は広く高齢者が行う地域貢献活動等を支援するこ
とにより、元気な高齢者が地域で活躍できる場づくりを進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■	高齢化の進展に伴い、一人暮らし高齢者や認知症高齢者、介護が必要な高齢者の増加が見
込まれています。

■	介護基盤の整備については、市町と連携して進めているところですが、施設サービスへの
ニーズが高いことから、特別養護老人ホームの入所待機者は依然として多数となっていま
す。また、介護サービスを支える人材の育成や資質向上が必要となっています。

■	今後ますます増加する認知症高齢者への対応として、早期の段階からの適切な診断と対応、
認知症に関する正しい知識と理解に基づく本人や家族への支援が必要であるとともに、地
域における支援体制の整備が必要です。

■	地域における支え合いの絆が希薄化してきていることから、元気な高齢者が地域社会にお
ける支え合いの担い手となることが期待されています。

■	介護度が重度で在宅生活をしている特別養護老人ホームの入所待機者の解消をめざし、
市町と連携して、特別養護老人ホームをはじめとする介護基盤の整備を進めるとともに、
介護従事者の人材育成、資質向上を図ります。

■	地域包括ケア注）1 を推進するため、地域包括支援センター注）2 の機能強化に努めます。
■	認知症の人やその家族に対する支援体制を整備するため、「多くの人が認知症を正しく知
る」ための啓発や、予防から医療、見守り、相談などの総合的な取組を関係者と連携して
進めます。

■	元気な高齢者が地域社会における支え合いの担い手として活躍できるよう、地域貢献活
動に取り組む老人クラブをはじめとする高齢者団体への支援など、高齢者の社会参加に
向けた取組を推進します。

施策 141 介護基盤整備などの高齢者

現
状
と
課
題

　施設への入所申込を行っている高齢者が多い中、介護度が重度で在宅生活をしている入所待
機者のための介護基盤の整備が進むとともに、地域包括ケアの取組や認知症対策の実施により、
高齢者や認知症の人が安心して暮らせる環境整備が進んでいます。
　また、高齢者が生きがいを持って地域貢献活動などを行っています。

平成 27年度末での到達目標
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変
革
の
視
点

取組
方向



介護度が重度で在宅
の特別養護老人ホー
ムの入所待機者数

県内で在宅生活をしている高齢者の
うち、介護度が重度の特別養護老人
ホームの入所待機者数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

2,240人
（22年度）

０人
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅰ－ 4　共生の福祉社会

介護基盤整備などの高齢者 福祉の充実 主担当部局：健康福祉部

14101
介護保険事業の円滑な運営と
サービスの質の向上…

（主担当：健康福祉部長寿介護課）
　介護保険事業の安定的な運営を支援すると
ともに、質の高いサービスが提供されるよう
介護従事者の人材育成、資質向上を図ります。

主任ケアマネジャー
登録数 566人� 846 人

ケアマネジャーに対する
指導的役割等を担う主任
ケアマネジャー登録数

14102
介護基盤の整備促進
… （主担当：健康福祉部長寿介護課）
　施設サービスを必要とする高齢者が円滑に
入所できるよう特別養護老人ホーム等の介護
基盤の整備を支援します。

特別養護老人ホー
ム（広域型）および
介護老人保健施設
整備定員数 (累計 )

12,985 床
（22年度）

16,497 床
特別養護老人ホーム（広
域型：定員 30 人以上）
および介護老人保健施設
の整備定員数

14103
在宅生活支援体制の充実… …
… （主担当：健康福祉部長寿介護課）
　地域包括ケアを推進するため、地域包括支
援センターの機能強化に努めるとともに、総
合的な認知症対策を進めます。

認知症サポーター数
（累計）

49,385 人
（22年度）

�80,000人
（26年度）

認知症の人や家族を見守
り、支援する認知症サ
ポーター数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

14104
高齢者の社会参加環境づくり
… （主担当：健康福祉部長寿介護課）
　老人クラブ活動の支援などを通じて、高齢
者が地域社会における支え合いの担い手とし
て活躍できるよう支援します。

地域貢献活動等に
関する研修会に参
加する高齢者数

724人
（22年度）

930人
高齢者が地域社会を担う
一員として行う取組を支
援する「長寿社会活動・
地域交流推進事業」研修
会の参加者数

注）1　	地域包括ケア：高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを
切れ目なく提供する包括的な支援。

注）2　	地域包括支援センター：高齢者の地域生活を支援するため、介護や介護予防のほか、保健・医療・福祉、権利擁護、虐待防止などさま
ざまな問題に対して、総合的な相談およびマネジメントを担う地域包括ケアの中核機関。各市町または市町から委託された社会福祉法
人等が設置運営を行う。
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　障がい者が、必要な支援を受けながら、障がいのない人と等しく自らの決定・
選択に基づき、社会のあらゆる分野の活動に参加、参画できる仕組みを構築す
ることで、地域において自立した生活を営み、県民一人ひとりが相互に人格と
個性を尊重し合い共生する社会が実現しています。

　障害者制度改革の流れをふまえ、新たな「社会モデル注）2」の視点に立ち、障がい者
が、自らの決定・選択に基づき、社会のあらゆる分野の活動に参加、参画できるよう、
県民の皆さんと共に、社会全体で支える取組を進めます。また、幼年期から老年期に
至るまでの生涯を通じた障がい者の地域生活支援を途切れなく行うため、福祉、医療、
教育、労働など、さまざまな分野との連携を強化して、総合的な施策の推進を図ります。

県民の
皆さんと
めざす姿

■		障がい者が地域で自立した生活をしていくためには、グループホームやケアホーム等の居
住の場や、日中活動の場の確保が求められていますが、現状では十分に確保できていると
はいえず、引き続き整備を続ける必要があります。

■	工賃倍増や職場実習等に取り組んできましたが、福祉的就労における工賃は依然として低
く、現行の枠組みでは限界があるため、就労の場の確保や多様な働き方の選択肢が提供さ
れる必要があります。

■	障害者制度改革に向けた動きの中で、多様なサービスが提供可能となりましたが、個々の
障がい者のニーズに対応したサービスの組み合わせや地域での利用可能なサービスの選択
など、個人の課題にきめ細かく対応できる相談体制の充実が必要です。

■	精神障がいのある人への支援に関しては、特に長期入院者の社会的入院を解消するため、
地域で生活できるための仕組みづくり等が求められています。

■	障がい者への情報保障注）1 や社会参加の機会が十分ではなく、地域で自分らしく生活でき
ない障がい者が少なくないため、障がい者が安心して社会参加できる環境整備が必要です。

■		障がい者の暮らしの場を確保するため、グループホームやケアホームを整備するととも
に、日中活動の場を確保するための施設整備を推進します。

■	これまでの就労に向けた支援に加え、共同受注窓口注）3 の運営や社会的事業所注）4 の設置
の支援など、多様な働き方を見据えた事業を展開します。

■	障害保健福祉圏域ごとの総合相談支援センター注）5 を充実し、障がい児療育、就業生活支
援、地域移行などに係る支援を行うとともに、県内全域を対象に、自閉症・発達障がい、
高次脳機能障がいおよび重症心身障がい等の障がいに関する広域・専門的な相談支援を
実施します。

■	精神障がいのある人が、地域生活へ移行し、継続して生活できるよう、アウトリーチ（訪
問支援）注）6 の一層の強化のほか、精神科救急システム体制の整備などを進めます。

■	障がい者のスポーツへの参加意欲の向上と機会の充実を図るとともに、全国大会や国際
大会で活躍できるアスリートを育てられる環境づくりを進めます。

■	障がいの特性に応じた情報コミュニケーションに係る支援と社会参加のための環境整備
を進めます。

施策 142 障がい者の自立と共生

現
状
と
課
題
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グループホーム等に
おいて地域で自立し
た生活をしている障
がい者数（累計）

グループホーム、ケアホームおよび
福祉ホーム等、障がい者の地域生活
を支援する居住系サービス事業を利
用し、障がいの程度に関わらず地域
で生活をしている障がい者数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

1,064人
（22年度）

1,476人
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　障がい者のハード・ソフト両面での居住の場や日中活動の場を整備するとともに、一般就労
に加え、新たな働き方を見据えた取組を進めることにより、地域で自立した生活をしている障
がい者が増えています。

平成 27年度末での到達目標

14201
障がい者福祉サービスの基盤整
備の推進…

（主担当：健康福祉部障がい福祉課）
　障がい者が地域で自立して暮らすことので
きるよう、日中活動の場やグループホーム等
の整備など、サービス基盤の整備を進めます。

障がい者の日中活
動を支援する事業
の利用者数

4,438 人
（22年度）

5,438 人
日中活動系の障害福祉
サービス（生活介護、就
労移行支援、就労継続支
援等）を利用している障
がい者数

14202
障がい者福祉サービスの充実
… （主担当：健康福祉部障がい福祉課）
　障がい者一人ひとりのニーズに応じた支援や、
自立・就労に向けた支援など、生活全般にわた
る障がい者福祉サービスの提供を行います。

雇用契約に基づく
就労へ移行した障
がい者数

50人
(22 年度 )

75 人

障がい者就労安心事業、
知的障がい者就労スキル
アップ講座、県の機関に
おける職場実習事業等を
通じて、雇用契約に基づ
く就労へ移行した障がい
者数

14203…
障がい者の相談支援体制の整備
… （主担当：健康福祉部障がい福祉課）
　障がい者のニーズにきめ細かく対応できる
相談支援体制の充実を図ります。

総合相談支援セン
ターへの登録者数

4,650 人
(22 年度 )

5,750 人
障害保健福祉圏域ごとに
設置した総合相談支援セ
ンターに支援を希望して
登録した障がい者数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：健康福祉部

政策　Ⅰ－ 4　共生の福祉社会政策　Ⅰ－ 4　共生の福祉社会
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施策 142

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

14205
障がい者の社会参加環境づくり

（主担当：健康福祉部障がい福祉課）
　障がい者のスポーツ ･文化活動への参加機
会の充実、情報コミュニケーションに係る支
援など社会参加のための環境整備を進めます。

県障がい者スポー
ツ大会参加者数

1,373 人
（22年度）

1,600 人 県が主催する障がい者ス
ポーツ大会への参加者数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　	情報保障：音声や文字・映像で情報を取得することが困難な障がい者に対し、社会生活を行う上で必要な情報を障がい者の求める方法
で情報提供すること。

注）2　	社会モデル：障害は個人の能力障害、機能障害に起因するものではなく、社会の障壁によって作り出されるものであるという考え方（社
会の障壁には道路・建物などの物理的なものだけではなく、情報や文化、法律や制度、さらには市民意識上の障壁等も含まれている）で、
障害者制度改革のベースとなっている国連障害者権利条約の基本的な考え方。これに対して、個人に起因するという従来の概念を「医学
モデル」という。

注）3　共同受注窓口：授産施設等の福祉就労事業所で働く障がい者の工賃引き上げを図るため、共同して受注、品質管理等を行う仕組み。
注）4　	社会的事業所：障がいのある人もない人も共に働く、企業等への一般就労や授産施設等における福祉的就労とは異なる、一定の社会的

支援のもとに経済活動を行う事業体。
注）5　	総合相談支援センター：県内９つの障害保健福祉圏域ごとに設置した相談支援機関。障がい種別を問わないワンストップでのサービス

提供を基本としている。県、市町が社会福祉法人等へ委託して事業を実施している。
注）6　	アウトリーチ（訪問支援）：入院という形に頼らず地域で生活することを前提として、在宅精神障がい者等の生活を、保健・医療・福祉

の多職種チームによる訪問を中心とした活動により支援していくこと。

14204
精神障がい者の保健医療の確保
… （主担当：健康福祉部障がい福祉課）
　休日・夜間における精神科救急医療体制を
整備するなど、精神障がい者やその家族が安
心して暮らせる体制づくりを進めます。

社会的入院から地
域移行した精神障
がい者数（累計）

316人
（22年度）

560人

病状安定後も、	退院後の
受け皿がないことなどか
ら社会的入院となって
いる精神障がい者のうち、
「精神障害者地域移行支
援事業」により退院した
精神障がい者数
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パブリック・コメントをありがとうございます！
　「みえ県民力ビジョン」の策定にあたって、「県民
等の意見を行政に反映させる手続きに関する指
針」（パブリックコメント制度）に基づき、ビジョ
ンの中間案および最終案に対して、県民の皆さん
からご意見やご提案をいただきました。

　基本理念「県民力でめざす『幸福実感日本一』の
三重」に対するご意見だけでなく、「県職員もアクティブ・シチズンであってほしい」、「職員
間で失敗を共有し、同じ失敗を繰り返さないよう努力してほしい」といったご意見もいた
だきました。
　県職員も一人の県民として、率先してアクティブ・シチズンとなれるよう、意識改革を
進めていきます。

シリーズ・コラム ２
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　地域住民による支え合いの体制づくりが進み、福祉分野における必要な人材
が確保されることで、高齢者や障がい者、生活困窮者などが、その人の状況に
応じて、必要な福祉サービス等を利用し、誰もが安心して暮らせる地域社会が
構築されています。

　高齢者等が地域で安心して暮らせるよう、従来の日常生活への支援に加えて、成
年後見制度などの権利擁護の取組を強化します。
　また、新たに、歩行の困難な方が車いす使用者用駐車区画等を利用しやすくなる
ようパーキングパーミット制度注）1 を導入するとともに、さまざまな主体をつなぐ
ネットワークづくりを進めることにより、ユニバーサルデザインの意識づくりに取
り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■	地域における絆の希薄化等により、これまで以上に、高齢者や障がい者、生活困窮者など
のうち福祉的支援を必要とする人びとを、社会全体で支え合う体制づくりが必要です。

■	高齢化の進展に伴い、福祉サービスを提供する法人等や利用者が増加する中、福祉・介護
人材の安定的な確保と資質の向上や、効率的、効果的な指導監査の実施による社会福祉法
人等の適正な運営を確保することが必要です。

■	ユニバーサルデザインの考え方の浸透に向けた取組が十分に進んでいないため、ユニバー
サルデザインアドバイザー、市町、社会福祉協議会、学校、地域の団体、企業等が連携し
てユニバーサルデザインの意識づくりに取り組む必要があります。

■	依然として厳しい雇用経済情勢等を背景に、生活困窮者が増加しており、生活の保障と自
立に向けた支援が求められています。

■	戦傷病者や戦没者遺族への支援については、対象者の高齢化に伴い、よりきめ細かな配慮
が必要です。

■		社会福祉協議会、民生委員・児童委員やボランティア等の活動を支援し、住民が互いに
支え合う地域社会づくりを推進するとともに、高齢者等が地域で安心して暮らせるよう
権利擁護の取組を進めます。

■	福祉人材センターや教育機関等関係機関と連携し、福祉・介護人材の確保・養成を図る
とともに、運営に課題のある社会福祉法人等を優先的に指導監査を行います。

■	さまざまな主体と連携して、パーキングパーミット制度の定着に向けた普及啓発活動や
学校での出前授業など、地域における身近なユニバーサルデザインの取組を進めるとと
もに、さまざまな主体をつなぐネットワークが構築されるよう働きかけます。

■	生活困窮に陥った方への適切な生活保護の実施と、被保護者の経済的自立や社会生活の
自立に向けた支援を進めます。

■	戦傷病者や戦没者遺族に対して、よりきめ細かな支援を行います。

施策 143 支え合いの福祉社会づくり
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福祉サービス利用
援助を活用する人数

三重県地域福祉権利擁護センターが
実施する福祉サービス利用援助事業
の契約人数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

936人
（22年度）

1,450人
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　地域住民がボランティアに参加するなど、地域福祉活動が活発化するとともに、福祉・介護
人材の確保・養成等を進めることにより、地域の高齢者や障がい者、生活困窮者などのうち福
祉的支援を必要とする人びとに対し、質の高い福祉サービスの提供や利用のための支援が行わ
れています。

平成 27年度末での到達目標

14301
地域福祉活動と権利擁護の推進…

（主担当：健康福祉部地域福祉国保課）
　民生委員・児童委員やボランティアの活動
を支援し、地域住民による地域福祉活動を推
進するとともに、高齢者や障がい者の権利擁
護を図ることで必要な福祉サービスを利用し
ながら地域で生活できるよう支援します。

民生委員・児童委
員活動件数

552,213 件
（22年度）

562,000 件
福祉サービスを必要と
する人の立場に立って
相談・支援を行う民生
委員・児童委員の年間
活動件数

14302
福祉分野の人材確保・養成
… （主担当：健康福祉部地域福祉国保課）
　新たな人材の確保や求人と求職のマッチング
支援、研修等を通じた資質の向上と定着支援
などの取組を進めます。

介護関係職の求人
充足率

27.4％
（22年度）

40.0％ 県内の介護関係職に係る
求人の充足数を年間の新
規求人数で除した割合

14303…
福祉サービスの適正な確保
… （主担当：健康福祉部福祉監査課）
　社会福祉法人や介護保険事業者等が法令等
を遵守した健全な運営を行うよう、効率的、効
果的な監査を実施することにより、利用者への
適切なサービスの提供を確保します。

適正な運営を行っ
ている社会福祉法
人の割合

78.0％
（22年度）

80.5％
社会福祉法人に対して原
則として年１回実施する
指導監査において適正と
認められた法人の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：健康福祉部

政策　Ⅰ－ 4　共生の福祉社会政策　Ⅰ－ 4　共生の福祉社会
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施策 143

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

14304
ユニバーサルデザインのネット
ワークづくりの推進

（主担当：健康福祉部健康福祉総務課）
　さまざまな主体によるネットワークづくり
を推進し、これらの主体が中心となったユニ
バーサルデザインの意識づくりを進めます。

さまざまな主体の
連携によるユニ
バーサルデザイン
の取組実施数

30件
（22年度）

120件

ユニバーサルデザイン
アドバイザー、市町、
社会福祉協議会、学校、
地域の団体、企業等が
連携してユニバーサル
デザインの課題に取り
組んだ事例数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　	パーキングパーミット制度：身体に障がいのある方や妊産婦の方などで、歩行が困難な方に対して利用証を交付することにより、車い
す使用者用駐車区画等を利用しやすくし、外出を支援することを目的とした制度。

14305
生活困窮者の生活保障と自立支援
… （主担当：健康福祉部地域福祉国保課）
　失業等のため生活に困窮する方に対して貸
付を行うなどの生活支援を実施するとともに、
生活保護の適切な実施と生活保護受給者の自
立支援を進めます。

生活困窮者等の就
労・増収達成率

41.9％
（22年度）

50.0％
（26年度）

就労支援プログラムを活
用した生活保護受給者の
うち、就労または増収を
達成した者の割合

14306
戦傷病者等の支援

（主担当：健康福祉部地域福祉国保課）
　戦争犠牲者への慰霊を行うとともに、戦没者
遺族や戦傷病者に必要な支援を行います。

戦傷病者等の支援
事業への参加者数

1,145 人
（22年度）

1,145 人 戦傷病者や戦没者遺族の
ための各種支援事業への
参加者数
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大学生と知事の意見交換！　その１
　「みえ県民力ビジョン」には、次代を担う若
い人たちからの意見も反映させています。
　そのひとつが、「みえの現場・すごいやんか
トーク大学編」です。地域活動などに取り組む
県内の学生の皆さんと知事が直接、意見交換
を行いました。

　皇學館大学を皮切りに、三重県立看護大学、鈴鹿国際大学、高田短期大学、近畿大学工
業高等専門学校、鈴鹿医療科学大学、四日市大学、四日市看護医療大学、三重大学で開催
しました。延べ 104 名の学生が参加し、日頃の自分たちの生活や活動を通じて課題に思
うことや、10年後「こんな三重になったらすごいやんか！」という具体的な意見をたくさ
んいただきました！

シリーズ・コラム ３
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　低炭素社会の実現に向けた県民一人ひとりの日常生活や事業者の事業活動に
おける温室効果ガス排出削減の取組によって、温室効果ガス排出量の削減が進
んでいます。

　さまざまな主体の個々の取組に加え、まちづくりの観点から、地域の特性を生か
して、各主体が一体となって取り組むことで、より効果的な温室効果ガスの排出削
減をめざします。

県民の
皆さんと
めざす姿

■		三重県域における平成 20（2008）年度の温室効果ガスの排出量は、基準年度（平成２
（1990）年度）に比べると 9.7％増（森林吸収量を含む）と大きく増加しています。排出量の
内訳を二酸化炭素でみると、産業部門が 59％、運輸部門が 15％と排出量の大部分を占め
る一方、伸び率（対 1990 年度比）では、民生業務部門（オフィス、店舗等）が 68％、民生
家庭部門が 20％と大きな伸びを示しています。

■	平成 23年３月に発生した東日本大震災とそれに伴う原発事故により、エネルギー問題が
大きくクローズアップされる中、電力を中心に県民の皆さん、事業者とも省エネが大きな
課題となっています。

■	地球温暖化対策については、省エネ等の取組の効果が見えにくいため、意識の高まりが必
ずしも行動につながっていない状況にあります。

■	温室効果ガスの排出削減は、各主体において取り組まれていますが、個々の取組にとどまっ
ており、地域などでの一体的な取組が求められています。

■	「三重県新エネルギービジョン」をふまえ策定した「三重県地球温暖化対策実行計画」に基
づき、温室効果ガス排出削減の取組を推進していきます。

■	今後、エネルギー問題等も含めた総合的な観点から地球温暖化対策を進めていく必要が
あり、そのための条例の制定を検討していきます。

■	大規模事業者に対しては、地球温暖化対策計画書制度の改善等により、自主的な取組を
促進していきます。

■	中小事業者に対しては、三重県版小規模事業所向け環境マネジメントシステム（Ｍ－ＥＭ
Ｓ）の普及拡大を図り、環境経営の促進を通じて温室効果ガスの排出削減につなげていき
ます。

■	県民の皆さんに対しては、地球温暖化防止活動推進員が行う普及啓発活動を通じて、家
庭での節電取組や省エネ家電の導入、リフォーム等による効果を「見える化」することに
より、意識の高まりを行動につなげていきます。

■	地域の特性を生かしながら、県民の皆さん、事業者、行政等が役割を分担し、地域が一
体となって電気自動車等を活用するなど低炭素社会をふまえたまちづくりを進めること
により、温室効果ガスの排出削減を進めます。

■	三重県環境学習情報センターを拠点に環境教育を推進していきます。

施策 151 地球温暖化対策の推進
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温室効果ガス排出
量の基準年度比（森
林吸収量を含む）

三重県域から排出される二酸化炭素
などの温室効果ガス排出量の基準年
度（平成２（1990）年度）比。なお、「三
重県地球温暖化対策実行計画」では、
平成32（2020）年度の目標値は基準
年度比で、－10％としています。

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

＋9.7％

（20 年度）

＋1.5％
以下

（25年度）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅰ－ 5　環境を守る持続可能な社会

　意識を行動に移すきっかけを提供することにより、ライフスタイルの転換が進み、省エネ等
の温室効果ガス排出削減の取組が浸透しています。事業者においても環境経営が促進され、事
業活動の中で、温室効果ガス排出削減の取組が広がっています。
　また、県民の皆さん、事業者が一体となった地域ぐるみでの取組が活発化しています。

主担当部局：環境生活部

平成 27年度末での到達目標

15101
温室効果ガス排出削減の取組推進…

（主担当：環境生活部地球温暖化対策課）
　「三重県地球温暖化対策実行計画」を着実に
推進し、温室効果ガスの排出削減を進めます。

大規模事業所におけ
る温室効果ガスの排
出量の増減比率

０％

（22年度）�

＋ 2.4％
以下

（26年度）

「三重県生活環境の保全
に関する条例」に基づく
地球温暖化対策計画書
の対象事業者の温室効
果ガス排出量の平成 22
（2010）年度に対する増
減比率

15102
環境経営の促進
… （主担当：環境生活部地球温暖化対策課）
　事業者の環境マネジメントシステムの普及
拡大を図り、環境負荷の低減を促進します。

三重県版小規模事
業所向け環境マネ
ジメントシステム
（Ｍ－ＥＭＳ）認証
事業所数（累計）

217件
（22年度）

420件
三重県版小規模事業所向
け環境マネジメントシス
テム（Ｍ - ＥＭＳ）認証事
業所数

15103…
環境行動の促進… …
… （主担当：環境生活部地球温暖化対策課）
　県民の皆さんのライフスタイルの変革を促
進し、温室効果ガスの排出削減を進めます。

環境活動参加者数
4,010 人
（22年度）

6,000 人

環境行動を促進するため
に地球温暖化防止活動推
進センターが地球温暖化
防止活動推進員等により、
実施する講座等への参加
者数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

15104
環境教育の推進
… （主担当：環境生活部地球温暖化対策課）
　子どもたちを中心に環境教育を行い、地球
温暖化防止等の環境行動の定着を図ります。

環境教育参加者数
28,557 人
（22年度）

29,000 人
環境教育を推進するた
めに環境学習情報セン
ターが行う講座やイベ
ント等の環境教育に参
加した人数

第
１
編

89

第
１
節　
「
守
る
」…

～
命
と
暮
ら
し
の
安
全・安
心
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章



　私たちの生活や事業活動から生じる廃棄物について、県民の皆さんや事業者
などのさまざまな主体の連携により、発生抑制、再使用、再生利用が進み、環
境への負荷が最小限に抑えられ、また、再使用・再生利用ができない廃棄物が
適正に処理されている循環型社会の構築が進んでいます。

　市民団体による小学生への環境教育・環境学習を充実するなど、「もったいない」と
いう環境意識を高めます。また、地域自らによる監視の目を加えることで、不法投
棄を許さない社会づくりを進めるとともに、リスクコミュニケーションのもとでの
不適正な処理事案の迅速な是正により地域住民の安全・安心を確保します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■		住民、事業者、行政などさまざまな主体が連携した３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の
取組によって、ごみの総排出量は減少していますが、一般廃棄物の約３割（重量ベース）を
占める生ごみの資源化は、一部地域での実施にとどまっていることから、県民の皆さんへ
の普及啓発も含め、その取組が一層促進されることが課題となっています。また、東海・
東南海・南海地震など、今後発生が予想される大災害による災害廃棄物の円滑な処理が求
められています。

■	産業廃棄物の３Ｒについては、排出事業者等に対して指導・啓発を行ってきましたが、再
生利用率が全国平均に比べて低い状況にあります。また、産業廃棄物の適正処理を一層進
めるため、排出事業者責任の徹底や廃棄物処理業者の優良化が求められています。

■	不法投棄事案の件数は減少傾向にあるものの、依然として行為者不明な事案が後を絶たず、
手口も悪質・巧妙化しています。また、過去の不適正処理事案による生活環境保全上の支
障等（人の健康または生活環境に係る被害が生じている、またはそのおそれがある状態）の
除去が求められています。

■		「もったいない」を基本とした環境意識を高揚するための普及啓発を行うとともに、食
品由来の廃棄物の地域資源としての活用を図るため、市町域を越えた取組を進めるな
ど、市町の特性をふまえ、地域の住民やＮＰＯ、事業者等の連携のもとでのごみゼロ社
会づくりを促進します。また、災害時の廃棄物処理体制の一層の充実・強化を図ることで、
県民の皆さんの安全・安心な暮らしを守ります。ＲＤＦ焼却・発電事業については、安
全で安定した運転を確保し、一般廃棄物の適正処理がなされるよう努めます。

■	排出事業者に対する３Ｒ促進を含めた管理計画の策定指導、発生抑制等に対する支援、
リサイクル製品の普及促進や産業廃棄物系バイオマスのリサイクルに向けた取組により、
産業廃棄物の３Ｒと適正処理を進めます。また、電子マニフェストの普及や優良産業廃
棄物処理事業者の育成・活用により排出事業者が一層処理責任を果たすことによって、
県民の皆さんの廃棄物処理に関する安心感を高めます。

■	産業廃棄物の処理に対する監視指導を強化するとともに、地域住民による自主的な監視
活動を促進して幅広い監視の目を光らせるとともに、過去の不適正処理事案について、
地元等とのリスクコミュニケーションを行いながら、計画的かつ迅速な是正により、県
民の皆さんの安全・安心を高めます。

施策 152 廃棄物総合対策の推進
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廃棄物の最終処分量 最終処分された一般廃棄物と産業
廃棄物の総量

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

367千トン

（22年度）

306千トン
以下

（26 年度）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　従来の再使用・再生利用の取組に加えて、排出事業者責任の一層の徹底や県民の皆さんの環
境配慮に関する意識醸成、さまざまな主体の連携による地域での廃棄物（生ごみ等）の循環利用
を図ることによって、焼却や埋立処分される廃棄物が減少しています。また、産業廃棄物の不
適正処理に対する監視指導の強化と、地域自らによる監視の取組が広がることによって不法投
棄を許さない社会づくりが進むとともに、過去の不適正処理事案が迅速に是正されてきています。

平成 27年度末での到達目標

15201
ごみゼロ社会づくりの推進…
（主担当：環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課）
　ごみゼロ社会の実現に向けて市町と連携し
て生ごみ等の資源化を進めるとともに、今後、
大規模な災害が発生した場合に災害廃棄物の
処理が円滑に行われるよう関係機関との連携
を充実していきます。

１人１日あたりの
ごみ排出量（一般
廃棄物の排出量）

964
g/ 人・日

（22年度）

913
g/ 人・日

以下
（26年度）

一般廃棄物年間排出量を
人口および 365 日で除
した数値

15202
産業廃棄物の適正処理・再生利
用の推進
…（主担当：環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課）
　産業廃棄物の適正処理に関する体制整備を
進めるとともに、排出事業者における再生利
用への取組を促進します。

産業廃棄物の再生
利用率

38.8％
（22年度）

42.2％
（26年度）

産業廃棄物の排出量に対
する再生利用量（排出事
業者および処理業者で再
生利用された量）の割合

15203…
不法投棄等の早期発見・未然防
止、不適正処理の是正の推進
（主担当：環境生活部廃棄物対策局廃棄物監視・指導課）
　産業廃棄物の過去の不適正処理事案の是正を進
めるとともに、さまざまな主体との連携および監
視体制の強化により不法投棄の早期発見・未然防
止や不適正処理の是正を進めます。

産業廃棄物の不法
投棄総量

462トン
（22年度）

370トン
以下

新たに発見された産業廃
棄物の不法投棄の総量

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：環境生活部廃棄物対策局

政策　Ⅰ－ 5　環境を守る持続可能な社会
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　県民生活や事業活動の中で自然環境への配慮が浸透し、生物多様性をはじめ
とする自然環境を県民の皆さんやＮＰＯ、事業者などさまざまな主体が自主的
に保全・再生する社会が形成され、三重県の豊かな自然が継承されています。
また、県民の皆さんと自然とのふれあいや野生鳥獣との共存が進み、自然資源
の持続可能な活用により自然からの恩恵が享受されています。

　農林水産業等への被害の大きい野生鳥獣の保護管理のあり方を見直し、捕獲に係
る制限緩和などにより適正な生息密度に誘導します。また、生物多様性の調査や計
画策定を専門家や県民の皆さんと共に行うことで、さまざまな主体の自発的な自然
を守る行動を促進して、自然との共生を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■		里地・里山が利用されなくなったことや干潟の減少などにより、生物多様性などの自然環
境の質が低下していることから、希少野生動植物種をはじめとする自然環境の現状を明ら
かにして、みんなで保全する活動を行い、希薄になりつつある人と自然とのつながりを再
生していくことが求められています。

■	野生鳥獣による農林水産業等への被害や、希少植物の食害が社会問題となっており、増え
すぎた野生鳥獣を適正な生息密度に誘導することが求められています。

■	優れた自然景観や希少野生動植物の生息環境などを保全するため、開発などに伴う負荷の
低減が求められています。

■	近年のアウトドアブームや、エコツーリズム注）1 の広がりに対応した、利用しやすく安全
な自然公園施設等の整備や効果的な情報発信が求められています。また、自然歩道等の自
然の中の施設について、利用者と共に管理を行う仕組みも求められています。

■		県民の皆さんの参加を得て、県内の希少野生動植物の現状把握を行い「三重県レッドデー
タブック注）2」を更新します。また、専門知識や必要な情報の提供などを行い、ＮＰＯ等
が行う希少野生動植物の保全活動、里地・里山・里海や河川などにおける自然環境保全
活動を支援します。

■	身近な自然環境や生物の多様性から、私たちが享受している恩恵や、その利用を持続可
能なものとすることの必要性について普及啓発を行います。

■	農林産物被害の大きいニホンジカやイノシシ、ニホンザルについて、捕獲頭数の制限緩
和などにより捕獲を促進し、適正な生息密度への誘導と被害の軽減を進めます。

■	自然公園や三重県自然環境保全地域等を適正に管理し、優れた自然の保全や生態系の維
持回復を進めます。

■	県民の皆さんに自然とのふれあいの場を提供するため、自然公園施設の整備や利用者に
わかりやすい情報発信、自然環境に配慮した河川や海岸等の整備・保全を進めます。

施策 153 自然環境の保全と活用
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生物多様性の保全
活動実施箇所

絶滅のおそれのある野生動植物種の
保護活動および里地里山の保全活
動の実施箇所数の合計

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

34か所 74か所
県民指標

主担当部局：農林水産部

政策　Ⅰ－ 5　環境を守る持続可能な社会

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　生物多様性をはじめとする自然環境の保全の方向性の明確化や、保全活動のサポート機能を
充実することで、県民の皆さんや事業者、ＮＰＯによる生態系や希少野生動植物、里地・里山・
里海の自主的な保全活動が活発に行われています。また、こうした取組をとおして、県民の皆
さんが自然とのふれあいや地域への愛着を深めながら暮らすとともに、増えすぎた野生鳥獣の
生息密度が減少し、適正な状態で管理されています。

平成 27年度末での到達目標

15301
生物多様性保全の推進…

（主担当：農林水産部みどり共生推進課）
　県内の希少野生動植物の現状を明らかにし
て情報発信するとともに、さまざまな主体に
よる生息環境の保全活動等を促進します。

ニホンジカの推定
生息頭数

51,800 頭
（22年度）

10,000 頭 県内に生息するニホンジ
カの推定生息頭数

15302
自然環境の維持・回復
… （主担当：農林水産部みどり共生推進課）
　事業活動等による自然環境への影響を軽減
して優れた自然の保全を図るとともに、生態
系の維持回復を進めます。

自然環境の新たな
保全面積（累計） － 163ha

新たに「自然公園特別地
域」、「自然環境保全地域
特別地区」に指定された
面積および新たに「里地
里山保全活動計画注）3」の
認定を受けた面積の合計

15303…
自然とのふれあいの促進
… （主担当：農林水産部みどり共生推進課）
　利用しやすい施設整備や情報発信により、
県民の皆さんが自然とふれあう機会の提供を
進めるとともに満足度の向上を図ります。

自然とのふれあい
の場の満足度

80.1％
(22 年度 )

85.0％
自然公園内の園地など人
と自然のふれあいの場の
整備状況に関する利用者
の満足度

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　	エコツーリズム：地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、
保全につながっていくことをめざしていく仕組み。

注）2　レッドデータブック：絶滅のおそれのある野生動植物の種をリストアップし、現状および保護対策をまとめた報告書。
注）3　里地里山保全活動計画：三重県自然環境保全条例に基づく里地里山における自然環境の保全活動に関する計画で知事が認定するもの。
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　自動車排出ガスや生活排水など身近な暮らしの環境問題に対する意識が高ま
り、県民の皆さんやさまざまな主体が協力して大気や水環境の保全に積極的に
取り組んでいます。
　また、大気や河川、海域の環境基準が達成され、県民の皆さんが良好な大気・
水環境のもとで健康的な生活を営んでいます。

　良好な大気環境、美しい川や海は、地域で守るという意識の醸成を図ることにより、
県民の皆さんや民間団体等による大気保全や水質改善などの主体的な環境活動とそ
の連携を促し、大気や水質の環境保全につなげていきます。また、生活排水処理施
設については、事業ごとの実施という観点を超えて、一体的に、地域の実情をふま
えた適切な手法で整備を進めるとともに、単独処理浄化槽からの転換を促進します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■		県内の大気環境は、おおむね良好な状態に保たれていますが、二酸化窒素に関しては、Ｎ
Ｏｘ・ＰＭ法注）1 対策地域の一部で、自動車排出ガスによる影響が大きく、大気環境基準
を達成していません。

■	健康に影響を与える光化学スモッグ注）2 は、その濃度上昇に備えるための予報注）3 が、毎年、
発令されています。

■	河川の水質は、近年環境基準（ＢＯＤ注）4）の達成率が 90％以上で推移しており改善傾向に
あります。一方、海域の水質については、伊勢湾において赤潮や貧酸素水塊が発生するな
ど、環境基準（ＣＯＤ注）5）の達成率は 50％前後で推移しており、水質汚濁の主な要因となっ
ている工場・事業場排水や生活排水について、さらなる汚濁負荷の削減による水質改善が
求められています。

■	海岸域では、河川を経由して流入したごみが多量に漂着しており、砂浜等の景観の悪化が
課題となっているほか、漁業や生態系への影響が懸念されています。こうした課題の解決
に向けて、県民の皆さん、民間団体、企業等による、森・川・海のつながりを意識した流
域圏でのネットワークづくりや、環境保全活動の拡大・活性化が求められています。

■		ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域については、平成 32（2020）年度に大気環境基準を達成するた
　		め、ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画に基づき、事業者や関係団体の協力を得ながら、大気環
境への負荷が少ない自動車への転換を促進するとともに、流入車対策等を実施します。

■	光化学スモッグによる被害の未然防止のため、予報等の情報伝達を速やかに行うととも
に、工場等における排出ガス対策を実施します。

■	伊勢湾の水質改善に向け、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削
減計画」（第７次）に基づき、工場・事業場等からの汚濁負荷を一層削減します。

■	生活排水対策については、浄化槽、下水道、集落排水施設等の効率的・効果的な整備が
求められていることから、地域の実情に応じた適切な手法による整備とするほか、浄化
槽では単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換および市町村設置型浄化槽の整備を
特に促進します。

■	伊勢湾の海底に堆積した底泥の調査結果をふまえ、大学等研究機関と連携することによ
り、貧酸素水塊の対策に向けた調査・研究を推進します。

■	海岸漂着物対策については、「三重県海岸漂着物対策推進計画」に基づき、海岸管理者、県
民の皆さん、民間団体、企業等の協力体制を構築し、美しい海岸を保全していきます。また、
愛知県や岐阜県など、伊勢湾流域圏での発生抑制対策が求められることから、関係機関
等との連携を進めます。

施策 154 大気・水環境の保全
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大気環境および水
環境に係る環境基
準の達成率

大気環境測定地点および河川・海域
水域における環境基準の達成割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

93.9％
（22年度）

97.0％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　県民や事業者の皆さんによる、自動車排出ガスによる
局地的な大気汚染の解消への取組が進み、大気環境測定
地点における大気環境基準が達成されるとともに、生活
排水処理アクションプログラムの目標の達成等により、
河川や海域における水質が維持または改善しています。
　また、地域において森 ･川 ･海のつながりを意識しな
がら、さまざまな主体による連携した取組が活発に行わ
れるようになっています。

平成 27年度末での到達目標

15401
大気・水環境への負荷の削減…

（主担当：環境生活部大気・水環境課）
　コンプライアンスの徹底とともに、立入検
査等により工場・事業場の環境意識を高める
ことにより、工場・事業場からの環境負荷の
削減を進めます。

大気・水質の排出
基準適合率

98.3�％
（22年度）

100�％

工場・事業場への立入検
査において、大気中へ排
出されるばい煙等および
公共用水域へ排出される
排出水（いずれもダイオ
キシン類含む）が大気汚
染防止法、水質汚濁防止
法等の排出基準に適合し
ている割合

15402
自動車環境対策の推進
… （主担当：環境生活部大気・水環境課）
　流入車対策等を進めるとともに、大気環境
への負荷が少ない自動車の比率を高めます。

ＮＯｘ・ＰＭ法対
策地域内の大気環
境基準達成率

93.3�％
（22年度）

100�％
ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域
内の大気環境測定地点に
おける二酸化窒素、浮遊
粒子状物質の大気環境基
準を達成した地点の割合

15403…
生活排水対策の推進
… （主担当：環境生活部大気・水環境課）
　浄化槽、下水道、集落排水施設等の生活排
水処理施設の整備率を高めます。

生活排水処理施設
の整備率

78.0�％
（22年度）

82.8�％
（26年度）

浄化槽、下水道、集落排
水施設等の生活排水処理
施設により生活排水の処
理が可能な人口の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：環境生活部

政策　Ⅰ－ 5　環境を守る持続可能な社会

伊勢湾　森・川・海のクリーンアップ大作戦
（津市香良洲海岸）
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施策 154

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

15404
伊勢湾の再生

（主担当：環境生活部大気・水環境課）
　海岸漂着物の発生抑制および回収の広域的
な取組である「伊勢湾　森・川・海のクリーン
アップ大作戦」を３県１市の連携により実施す
るなど、さまざまな主体による森・川・海に
おける環境保全活動の活性化を進めます。

水環境の保全活動に
参加した県民の数

18,776 人
（22年度）

26,500 人「伊勢湾　森・川・海の
クリーンアップ大作戦」
に参加した県民の数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　	ＮＯｘ・ＰＭ法：「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」のこと。自
動車から排出される窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）による大気汚染を防止し、国民の健康を保護するため、平成４（1992）年に定
められた。県内では、平成 13（2001）年 12月に四日市市、桑名市（旧多度町を除く）、鈴鹿市、木曽岬町、朝日町、川越町が窒素酸化
物対策地域・粒子状物質対策地域に指定された。

注）2　	光化学スモッグ：大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽光の紫外線によって光化学反応を起こし、それにより生成する有害物質等が空
中に滞留し、白くもやがかかったような状態になること。

注）3　	予報：光化学スモッグ予報。予報発令地域内では、健康被害防止のため、屋外の激しい運動を避け、また、協力工場は注意報発令に向
けた燃料削減の準備等の体制をとることが求められている。

注）4　	ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量。河川の汚濁の指標として用いられ、水中の汚濁物質（有機物）を微生物によって分解させたときに消費
される酸素の量。

注）5　	ＣＯＤ：化学的酸素要求量。海域の汚濁の指標として用いられ、水中の汚濁物質（有機物）を化学薬品（酸化剤）によって分解させたとき
に消費される酸素の量。

15405
環境保全のための調査研究の推進
… （主担当：環境生活部大気・水環境課）
　土壌汚染の由来推定や大気中の微小粒子状
物質発生源推定など、環境調査研究の成果等
を公表し、大気環境および水環境の保全に役
立てます。

調査研究成果件数 ３�件 ４�件
大気環境および水環境の
保全や改善に貢献する調
査研究成果を公表した
テーマ数
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大学生と知事との意見交換！　その 2
　「みえの現場・すごいやんかトーク大学編」での学生の皆さんからの声を紹介します！

シリーズ・コラム ４

ＮＥＸＴ
135ページへ
どうぞ

・商店街の空洞化や地方の少子高齢化。地域のつながりや伝統や祭と
いった文化がなくなってしまいそう。（皇學館大・男性）
・三重県は車がないと生活に困ること。（三重大・男性）
・献血活動を一般の方に広める機会が少ない。県単位で協力を呼びか
ける組織が必要。（県立看護大・女性）

・自分だけでなく、周りの子どもや若い人も良くなるようなことをやりたい。（鈴鹿国際大・女性）
・周りの人にとってプラスの存在になりたい。（鈴鹿国際大・女性）
・小さい子どもたちがものづくりに興味が持てるようなおもちゃを製造し
たい。（近大高専・男性）
・障がい者にやさしい車、震災のときでも安全な車の開発がしたい。（近
大高専・男性）
・地元で最初の女性放射線技師になりたい。（鈴鹿医療科学大・女性）

・自分が誰かの役に立ったとき、周りの人が幸せになったとき。（高田短大・女性）
・誰かに支えてもらったとき。
		今度は支える側になりたいと感じた。（高田短大・男性）
・将来、この道に進みたいということが明確になったとき。
　（皇學館大・女性）

・絆やつながりの強さを感じたとき。（鈴鹿医療科学大・男性）

いつまでに何をするという目標を持つことが大切です。また、価値観の異なる
人と交流する機会をたくさん持って、多くのことを得てほしいですね。

　　　　自分の活動の中で、将来不安に思うことはありますか？

　　　　あなたは、どんな時に幸せを感じますか？

知事の
コメント

Q

Q

Q

将来の夢は何ですか？また、どんな自分になりたいですか？
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人権の尊重と多様性を
認め合う社会
～一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会～

211	 人権が尊重される社会づくり
212	 男女共同参画の社会づくり
213	 多文化共生社会づくり
214	 ＮＰＯの参画による「協創」の
　　　社会づくり

政策

Ⅱー1

施　
策

施　
策

教育の充実
～一人ひとりの個性と能力を育む教育～

221	 学力の向上
222	 地域に開かれた学校づくり
223	 特別支援教育の充実
224	 学校における防災教育・
　　　防災対策の推進

政策

Ⅱー2

子どもの育ちと子育て
～子どもが豊かに育つことができる社会～

政策

Ⅱー3

231	 子どもの育ちを支える家庭・
　　　地域づくり
232	 子育て支援策の推進
233	 児童虐待の防止と社会的養護の
　　　推進

施　
策
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スポーツの推進
～夢と感動を育む社会～

241	 ��学校スポーツと地域スポーツの
　　　推進
242	 競技スポーツの推進

政策

Ⅱー4

施　
策

施　
策

施　
策

地域との連携
～誰もが魅力を感じ、活力のある地域～

文化と学び
～地域の誇りと心の豊かさを育む社会～

251	 南部地域の活性化
252	 東紀州地域の活性化
253	「美し国おこし・三重」の
　　　新たな推進
254	 農山漁村の振興
255	 市町との連携による地域活性化

261	 文化の振興
262	 生涯学習の振興

政策

Ⅱー5

政策

Ⅱー6
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　さまざまな主体と連携した人権施策が展開され、県民一人ひとりが、互いの
人権を尊重し、多様性を認める意識を高めるとともに、あらゆる差別の解消が
進み、個性や能力を発揮できる機会が誰にでも与えられる社会になっています。

　これまでの人権課題に加え、インターネット社会における人権問題など新たな課
題に対して、県民の皆さんが自らの問題ととらえ、主体的に取り組んでいけるよう
支援するとともに、解決に向けて共に取組を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  人びとの人権意識は高まりつつありますが、偏見等による差別や人権侵害は未だに発生し
ています。

■ 人権尊重社会の実現には、住民のあらゆる活動のベースに人権尊重の視点が根付いて、全
ての地域において人権文化が醸成されていくことが必要です。

■ 県民一人ひとりが、人権問題について単に知識を習得するだけでなく、自らの問題として
とらえ、社会の一員として解決に向けて主体的に行動していけるよう、人権意識を高揚さ
せていく必要があります。

■ 人権相談の内容が多様化・複雑化してきていることから、相談機関にはさらなる専門性が
求められるとともに、相談機関相互をつないでいく体制づくりが必要です。

■  県民の皆さんの人権意識を把握し、人権尊重の視点に立った行政を総合的に推進するとと
もに、さまざまな主体の活動を支援するなど、人権が尊重されるまちづくりを推進します。

■ 多様な手段や機会を活用して人権啓発活動を推進するとともに、人権教育については、
各実施主体との有機的な連携・協力関係のもと、人権感覚あふれる学校づくり・人権尊
重の地域づくりを進め、自分の人権を守り、他者の人権を守るために実践行動する力を
育みます。

■ 人権相談について、さまざまな相談機関が主体的に関わり、持続的な活動が行えるように、
ネットワークの構築や相談員の資質向上に向けた支援を行います。

■ インターネット上の差別的な書込みや人権侵害に対応していくネットモニタリング活動
が、地域で自発的に展開されるよう、活動の核となる人材の育成等に取り組みます。

■ こうした取組を効果的に連携させ、同和問題をはじめとした女性、子ども、障がい者、
高齢者、外国人等の人権に関する課題の解決に向けて取り組んでいきます。

施策 211 人権が尊重される社会づくり

現
状
と
課
題

　人権啓発・教育が推進され、県民一人ひとりが、人権に対する理解と認識を深めるとともに、
人権尊重の視点に立ったまちづくりに主体的に取り組んでいます。
　また、差別や人権侵害等に対する人権相談体制等が整備され、差別や人権侵害を許さない、
人権文化が定着した社会づくりが進展しています。

平成 27年度末での到達目標
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人権が尊重されて
いる社会になってい
ると感じる県民の
割合

e- モニターおよび啓発イベントに
よるアンケートにおいて、人権が尊
重されている社会になっていると

「感じる」「どちらかといえば感じる」
と回答した人の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

24.9％ 33.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅱ－１　人権の尊重と多様性を認め合う社会

主担当部局：環境生活部

21101
人権が尊重されるまちづくりの
推進

（主担当：環境生活部人権課）
　住民組織、ＮＰＯ・団体、企業など、地域
のさまざまな主体が、人権の視点をベース（基
礎）にしてまちづくりを進めていけるよう、地
域における主体的な取組を支援します。

地域における「人権
が尊重されるまち
づくり」推進研修の
受講者数

836 人
（22 年度）

1,040 人
講師・助言者派遣等の
県の支援を受け、地域に
おいて開催される「人権
が尊重されるまちづくり」
研修会等の参加者数

21102
人権啓発の推進
	 （主担当：環境生活部人権課）
　県民の皆さんに対して、電波等のメディア
の活用や人権ポスターの募集等の参加型啓発、
誰もが参加できる啓発イベントの開催など、さ
まざまな工夫を凝らした人権啓発を実施し、人
権意識の高揚を図ります。

人権イベント・講座
等の参加者数

38,931 人
（22 年度）

41,000 人
人権尊重社会の実現のた
め、県が開催する人権啓
発イベント・講座等への
参加者数

21103	
人権教育の推進	 	
	 （主担当：教育委員会人権教育課）
　教育活動全体を通じて、人権教育が総合的・
系統的に推進されるよう、子どもたちの発達段
階に応じたカリキュラムの作成等の支援を行い、
一人ひとりの存在や思いが大切にされる学校づ
くりを進めます。

人権教育を総合的・
系統的に進めるた
めのカリキュラムを
作成している学校
の割合

39.0％
（22 年度）

70.0％

子どもたちの発達段階に
応じた人権教育カリキュ
ラムや全ての教育活動を
有機的につなぐカリキュ
ラムなど、総合的な人権
教育の全体計画を作成し
ている公立小中学校およ
び県立学校の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

21104
人権擁護の推進
	 （主担当：環境生活部人権課）
　差別や人権侵害等を受けた人が、迅速で的
確な相談支援を受けられるよう、相談機関へ
の支援を行います。また、インターネット上の
人権問題への対応に向けて、人材育成等の支
援を行います。

人権に関わる相談
員を対象とした資
質向上研修会の受
講者数

994 人 1,200 人
人権に関わる相談員の資
質向上を目的として開催
する研修会の受講者数
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　県民一人ひとりが性別に関わらず、自立した個人としてその個性と能力を十
分に発揮できる機会が確保され、それぞれに多様な生き方が認められる社会が
実現しています。そこでは、男女が、対等な立場で家庭、学校、職場、地域な
ど社会のあらゆる分野における活動に積極的・主体的に参加し、共に責任を担っ
ています。

　男女共同参画についての県民の皆さんの理解を一層深めるとともに、県民一人ひ
とりが性別に関わらず能力を発揮して、人と人、人と地域などの多様なつながりの
中で積極的に社会に参画できるよう、仕事と生活の調和などの環境整備を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■ 労働力人口注）1 が減少する中で社会が成長し豊かさを維持していくためには、男女が性別
に関わらず、個性と能力を十分に発揮できる社会を築いていくことが、極めて重要です。

■ 政策・方針決定過程への女性の参画は徐々に進んできましたが、参画状況は未だ不十分で
す。また、固定的な性別役割分担意識が未だ根強く残っているなどの状況にあることから、
男女共同参画意識の一層の普及・啓発が必要です。

■ 地域や働く場における男女共同参画の進捗は十分ではなく、市町等と連携して一層の働き
かけや支援を行っていく必要があります。

■ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）注）2 の相談件数が増加傾向にあることなどから、Ｄ
Ｖ防止のための啓発や被害者支援の一層の推進が求められています。

■  県民の皆さんや関係機関と連携しながら政策・方針決定の場への女性の参画を一層進め
るとともに、就労をはじめとした女性の社会参画に対する支援を進めます。

■ 三重県男女共同参画センターによる学習機会の提供や多様なメディアを活用した啓発等
を通じて、男女共同参画意識の一層の普及を進めます。

■ 企業等における男女の均等な機会と待遇の確保やワーク・ライフ・バランス（仕事と生活
の調和）の実現に向け、働き方の見直しや育児・介護休業制度の普及などを促進します。
また、地域活動における男女共同参画が進むよう、市町等と連携して地域での取組への
働きかけや支援を行います。

■ ＤＶによる被害の防止対策については、関係機関や団体等とのネットワークを広げなが
ら、特に若年層に対する啓発を強化するとともに被害者に対する相談・保護・自立支援
等の取組を進めます。

■ 県の事業において、男女共同参画の視点を取り入れた展開を図ることができるよう全庁
的に取り組みます。また、市町において、男女共同参画の取組が進むよう支援します。

施策 212 男女共同参画の社会づくり

現
状
と
課
題

　男女共同参画意識の普及が進み、行政や企業、各種団体等において男女が対等な構成員として、
政策や方針の決定過程に共に参画し活動する社会づくりが進展しています。

平成 27年度末での到達目標
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社会全体において
男女が平等になって
いると思う人の割合

e- モニターによるアンケートにお
いて、「社会全体で男女の地位が平
等になっていると思いますか」とい
う設問に対して、「平等である」と回
答した人の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

13.9％ 18.0％

県民指標

 

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

主担当部局：環境生活部

21201
政策・方針決定過程への男女共
同参画の推進	
（主担当：環境生活部男女共同参画・ＮＰＯ課）

　男女が社会の対等な構成員として、政策・
方針決定過程に共に参画し責任を担う社会づ
くりを進めるため、県の審議会等における女
性の登用などに取り組みます。また、市町や
企業等にも女性の登用などを働きかけます。

県・市町の審議会
等における女性委
員の登用率

24.7％ 28.7％

地方自治法（第 202 条の
３）に基づき県および市
町が設置する審議会等に
おける女性委員の総委員
数に対する割合

21202
男女共同参画に関する意識の普
及と教育の推進
	（主担当：環境生活部男女共同参画・ＮＰＯ課）
　三重県男女共同参画センターにおけるさま
ざまな講座やフォーラムの開催、情報誌の発
行などを通じ、男女共同参画意識の一層の浸
透を図ります。

男女共同参画フォー
ラムの男性参加率 23.5％ 45.0％

三重県男女共同参画セン
ターが開催する男女共同
参画フォーラムの参加者
のうち男性参加者の割合

21203	
働く場と家庭・地域における男
女共同参画の推進
	（主担当：環境生活部男女共同参画・ＮＰＯ課）
　男女共同参画を進めている企業等の優良事
例の紹介や、女性の就労のための情報提供・
相談などに取り組み、働く場や家庭生活、地
域活動における男女共同参画を推進します。

女性の能力発揮促
進のため、積極的
な取組を行ってい
る企業等の割合

21.3％
（22 年度）

27.0％
女性の管理職への登用や
職域拡大等のポジティブ・
アクションに取り組んで
いる企業等の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅱ－１　人権の尊重と多様性を認め合う社会

 21204
性別に基づく暴力等への取組
	（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子育て支援課）
　ＤＶを許さないという意識の浸透を図ると
ともに、相談や被害者の保護・支援体制の充
実を図ります。

「女性に対する暴力
をなくす運動」期間
中の啓発箇所数

12 か所 24 か所

「女性に対する暴力をなく
す運動」期間中に、県、市
町および関係機関が、街
頭での一斉啓発を含む多
様な啓発を行った箇所数

注）1　 労働力人口：15 歳以上人口のうち、就業者と完全失業者（就業はしていないが、求職活動をしており、仕事があればすぐ就くことがで
きる者）を合わせた人口をいう。

注）2　 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）：配偶者や恋人など親密な関係にある、または、あった者からの身体に対する暴力等をいう。
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　ＮＰＯ、経済団体、行政等のさまざまな主体が連携して、多文化共生社会づ
くりに取り組むことにより、国籍や民族などの異なる人びとが、互いの文化の
違いを認め合い、対等な関係のもとで、地域社会の一員として安心して快適に
暮らしています。

　外国人住民は、これまで支援が必要とされる立場とされていましたが、これからは、
地域社会の一員として、その能力が十分に発揮できるよう環境を整備していく必要
があり、さまざまな主体と連携して多文化共生社会づくりの実現をめざします。

■  三重県の外国人登録者数は、46,817 人（平成 22 年末）と県人口の約 2.5％を占め、外国
人比率は全国第３位となっています。外国人住民は、地域の経済を支える大きな力となっ
ているものの、言葉の壁や文化の違いなどから地域でのコミュニケーションが十分に図ら
れず、外国人住民の地域社会への参画が進んでいません。

■ 外国人児童生徒が、地域社会の一員として共に生活していくために必要とされる日本語で
学ぶ力を十分に身につけているとはいえない状況にあります。

■ 近年の経済環境の悪化に伴い、不安定な雇用形態にある外国人労働者の解雇、雇い止めが
増加しました。外国人住民は定住化傾向にあることから、職を失うことにより教育、住居、
医療等さまざまな生活面での問題が顕在化しています。

■  外国人住民のコミュニケーション能力の向上や人材育成、多言語での情報提供などにさ
まざまな主体と連携して取り組みます。

■ これまで構築したＮＰＯ、経済団体、市町等とのネットワークを拡充し、外国人住民の
抱える日常生活におけるさまざまな課題の解決に向けた取組を推進し、外国人住民が地
域社会へ参画しやすい環境づくりを進めます。

施策 213 多文化共生社会づくり

変
革
の
視
点

県民の
皆さんと
めざす姿
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県の活動指標

21301
外国人住民との円滑なコミュニ
ケーション支援	 	
	 （主担当：環境生活部多文化共生課）
　日本語指導ボランティアの育成や活用、や
さしい日本語の普及、映像を活用した多言語
での情報提供等にＮＰＯ、経済団体、市町等
と連携して取り組みます。

21302
外国人住民の地域社会参画支援
	 （主担当：環境生活部多文化共生課）
　地域社会の一員となる外国人児童生徒への
就学支援や学習支援を充実するとともに、多
言語相談窓口の設置、医療・災害等のサポー
ト体制の充実や多文化共生の啓発などに取り
組み、外国人住民の地域社会への参画を進め
ます。

主な取組内容
（基本事業）

日本語指導ボラン
ティア数

641 人
（22 年度）

700 人 県内の日本語教室で外
国人に日本語を教えるボ
ランティア数

セミナー、ボラン
ティア研修等参加
者数

256 人
（22 年度）

500 人
多文化共生に関するセミ
ナー、防災・医療等ボラ
ンティア研修への参加者
数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

　外国人住民が抱える教育、就労などの生活課題の解決に向け、ＮＰＯ、経済団体、行政等の
さまざまな主体が連携し、それぞれが役割、取組方向を理解して、外国人住民が地域社会に参
画しやすい環境づくりを進めています。

主担当部局：環境生活部

平成 27年度末での到達目標

多文化共生に取り組
む団体数

多文化共生事業に県と協働で取り
組む団体・企業および国際交流団
体の数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

141団体
（22年度）

200団体
県民指標

政策　Ⅱ－１　人権の尊重と多様性を認め合う社会
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　県民一人ひとりが、自らを社会づくりの担い手であると認識し、ＮＰＯ（ボ
ランティア団体・市民活動団体等）に対する理解を深め、さまざまな手段によ
りＮＰＯ活動に参画するとともに、ＮＰＯは社会づくりの主要な担い手として
自立した活動を展開し、さまざまな主体と力を合わせ、地域の諸課題に取り組
んでいます。

　社会づくりの主要な担い手であるＮＰＯが、自らの力を十分に発揮し、自発的・
自立的に地域課題に取り組めるよう環境を整備します。

■  ＮＰＯ法人数は増加しているものの、ＮＰＯの活動を支える社会の仕組みが整備されてお
らず、収入規模が年間 500 万円以下の法人が半数以上を占めるなど、ＮＰＯ法人の活動
基盤の脆弱さが課題となっています。

■ ＮＰＯがさまざまな分野で社会づくりに取り組んでいるという認識は広がっているものの、
ＮＰＯの活動内容などの情報が浸透しておらず、県民の皆さんや企業等のＮＰＯ活動に対
する理解が十分に進んでいません。

■ ＮＰＯと行政、企業などのさまざまな主体が、互いの強みを生かし、力を合わせて社会づ
くりを進めていくことについて、必要性の認識は広がっているものの、支える仕組みや基
盤が十分ではなく、実践は進んでいません。

■  県民の皆さんが社会参画に対する意識を高めるとともに、ＮＰＯに対する理解を深め、
さまざまな手段で参画できる仕組みを整備します。また、ＮＰＯの中間支援機能を強化し、
ＮＰＯがより活発に活動を展開できる環境整備を図ります。

■ ＮＰＯとさまざまな主体が、力を合わせて社会づくりを進めることの必要性を共有し、
さまざまな分野で取組を推進する仕組みを整備します。

施策 214 ＮＰＯの参画による「協創」の

変
革
の
視
点

県民の
皆さんと
めざす姿
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社会づくり

　県民の皆さんや企業等から、ＮＰＯの活動に必要な資源（資金、人材、情報など）が提供される
仕組みが強化され、ＮＰＯが自立して活動する環境が整備されています。
　また、ＮＰＯとさまざまな主体がめざす姿を共有するとともに、互いに力を合わせて社会づ
くりを進めていくための体制が整備されています。

主担当部局：環境生活部

平成 27年度末での到達目標

ＮＰＯ・ボランティ
ア・市民活動に参加
している住民の割合

e- モニターによるアンケートにおいて、
ＮＰＯ・ボランティア・市民活動への
参加状況について、「参加している」
と答えた人の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

9.5％ 20.0％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

21401
県民の社会参画活動への支援	

（主担当：環境生活部男女共同参画・ＮＰＯ課）
　県民の皆さんや企業等が、寄付やボランティ
アなどによりＮＰＯの活動に参画・支援しや
すい仕組みを整備します。

ＮＰＯ法人に対す
る寄付金総額

124,761
千円

（21 年）

200,000
千円

（26 年）

ＮＰＯ法人の実績報告書
に記載されている寄付金
の総額

21402
ＮＰＯが活発に活動できる環境
の充実
	（主担当：環境生活部男女共同参画・ＮＰＯ課）
　活動基盤の整備や情報発信への支援などＮ
ＰＯの中間支援機能の強化に取り組みます。
また、災害時にＮＰＯが各分野で支援活動を
展開できる環境を整備します。

認定ＮＰＯ法人数 １法人 30 法人

県内の特定非営利活動法
人のうち、その運営組織
および事業活動が適正で
あり、公益の増進に資す
るものとして、認定を受
けた特定非営利活動法人

（認定ＮＰＯ法人）の数

21403	
ＮＰＯとさまざまな主体との「協
創」の推進
	（主担当：環境生活部男女共同参画・ＮＰＯ課）
　ＮＰＯと企業等とのパートナーシップの促
進など「協創」の取組を充実していきます。

ＮＰＯと県の連携・
協働事業数

51 事業
（22 年度）

75 事業 ＮＰＯと県が連携・協働
して取り組んだ事業数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅱ－１　人権の尊重と多様性を認め合う社会
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　さまざまな主体による教育への取組が進む中で、子どもたちに自ら課題を解
決する力、他者と共に学び高め合う力が育まれています。

　子どもたちの学力低下が課題となっている中、学習意欲の向上と学習習慣の確立
を図り、主体的に社会に参画する力を身につける必要があります。このため、子ど
もたちの学力や学習・生活の状況を客観的に把握し、学校・家庭・地域が連携しな
がら、子どもたちの主体的な学びの向上に向けた取組を県民総参加で進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■ 子どもたちの学力低下が課題となっており、基礎的・基本的な知識・技能の定着を図ると
ともに、その知識・技能を生かす力を育み、学習意欲を高めることが求められています。

■  雇用の多様化・流動化が進む中、子どもたちが社会人・職業人として自立するために必要
な能力や態度を身につける必要があります。

■  多くの経験豊かな教職員の退職が見込まれるとともに、職場の中で互いの力を磨こうとす
る「育てる文化」が薄れつつあり、教職員全体の資質向上が重要な課題となっています。

■  子どもたちのいじめや暴力行為等が依然としてみられることから、専門家の活用や関係機
関等との連携を一層図る必要があります。

■  各市町教育委員会と連携して全ての公立小中学校で全国学力・学習状況調査の実施・活
用を促進し、教育指導の改善を継続的に行うとともに、きめ細かく行き届いた少人数教
育を推進するなど、子どもたちの学力の定着・向上を図ります。さらに、学力や学習状
況に関する情報を家庭、地域と共有し、子どもたちの学習意欲を引き出す環境づくりを
進めます。県立高等学校では学力の定着・向上を図るとともに、各学校の特色や専門性
を生かした、より高度で発展的な教育の充実に取り組みます。

■ 子どもたちが社会人・職業人として自立するために必要な能力や態度を身につけられる
よう、各公立学校がキャリア教育の拡充に取り組みます。

■ 教職員の授業力を高めるために、授業の改善を重視し、教職員一人ひとりに応じた研修
を充実するとともに、学校では授業研究を中心とした校内研修体制の確立に取り組みます。

■ いじめ、暴力行為等の問題行動に対して、専門家の活用や各関係機関との連携・協力を
進め、安心して学べる学級・学校づくりを推進します。

■ 私立学校において教育環境の維持が図られ、個性豊かで多様な教育が一層拡充されるよ
う努めます。

施策 221 学力の向上

現
状
と
課
題

　学校・家庭・地域が一体となり、子どもたちの学力向上を図ることで一人ひとりが主体的に
学習に取り組み、社会人・職業人として自立するために必要な能力や態度・知識を身につける
とともに、安心して学習できる環境の中で、充実した学校生活をおくっています。

平成 27年度末での到達目標
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学校に満足している
子どもたちの割合

県内の公立小学校５年生、中学校２
年生、高等学校２年生の子どもたち
を対象とする「学校生活についての
アンケート（授業内容の理解、相談
や質問ができる雰囲気、学校生活の
安心感、目的意識の有無の４項目）」
の平均値から算出した、学校に満足
している割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

78.7％ 85.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

学力の向上

22101
子どもたちの学力の定着と向上	

（主担当：教育委員会小中学校教育課）
　全国学力・学習状況調査の実施・活用を促進
し、授業方法等の工夫改善を継続的に進めると
ともに、家庭・地域と連携して子どもたちの学
ぶ意欲を高め、学力の定着と向上を図ります。

授業内容を理解し
ている子どもたち
の割合

81.2％ 85.0％

県内の公立小学校５年生、
中学校２年生、高等学校
２年生で学校の授業内容
が「よくわかる」「だいた
いわかる」と回答した子
どもたちの割合

22102
社会に参画する力の育成
	 （主担当：教育委員会高校教育課）
　キャリア教育・職業教育等を推進し、生徒が
自立して主体的に社会に参画する力を育成します。

新規高等学校卒業
者が、就職した県
内企業に、１年後
定着している割合

84.4％
（22 年度）

92.0％
（26 年度）

高等学校卒業者が、就職
した県内企業に１年後就
業している割合（100 －
県内企業に就職した高等
学校卒業者の１年後の進
路不適応による離職率）

22103	
教職員の資質の向上
	 （主担当：教育委員会研修企画・支援課）
	　教職員の授業力向上に向けた研修を実施し、
実践的な指導力を高める取組を進めます。

研修内容を「自ら
の実践に活用でき
る」とする教職員
の割合

85.0％
（22 年度）

100％

教育委員会研修担当が主
催・支援する実践的な研
修のアンケートにおいて、

「研修内容を自らの実践
に活用できる」と回答し
た教職員の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：教育委員会

政策　Ⅱ－２　教育の充実

22104
学びを支える環境づくりの推進

（主担当：教育委員会生徒指導課）
　子どもたちの規範意識や社会性を育む取組を
充実するとともに、教育相談体制の充実を図る
など、安心して学べる環境づくりを進めます。

1,000 人あたりの
暴力行為発生件数

3.5 件
（22 年度）

3.0 件
以下

「児童生徒の問題行動等
生徒指導上の諸問題に関
する調査」（文部科学省）
における本県の公立小中
高等学校での暴力行為の
児童生徒 1,000 人あた
りの発生件数

22105
私学教育の振興
	 （主担当：環境生活部私学課）
　経常的経費等への補助などにより、特色あ
る学校づくりおよび健全な学校経営を支援し
ます。

特色化教育実施事
例数

80 件
(22 年度 )

100 件 私立中学校・高等学校に
おける特色化教育の実施
事例数
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　子どもたちの学びと育ちを支えるため、家庭や地域と連携した開かれた学校
づくりが進み、学校・家庭・地域が一体となって教育に取り組む社会が形成さ
れています。

　社会全体で子どもたちを育てるという視点を重視し、学校・家庭・地域が一体となっ
て課題を共有した上で、保護者や住民等による学校運営や教育活動への積極的な参
画を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  少子化・高齢化をはじめ、国際化や情報化など、急速に進む社会構造の変化に適応してい
くためには、学校の組織力を強化し、教育活動の質を高めていくことが必要です。

■ 人びとの価値観が多様化し、学校に求められている役割や期待が変化してきている中、学
校が地域の活力向上の核としての役割を担っていくため、家庭や地域との連携を深めてい
くことが求められています。

■ 学校教育の充実に向け、地域の教育力の活用が求められる中、地域住民等とのパートナー
シップを強化し、その知識や技能を積極的に取り入れるための体制づくりを進める必要が
あります。

■ 子どもたちが、郷土の未来と国際社会における自己の生き方を考え、これからの社会をた
くましく生き抜くために、郷土愛や郷土への誇りを育むことが求められています。

■ 地域とともにある学校づくりの基盤として、学校経営品質向上活動の充実を図り、学校
の組織力を高めます。

■ コミュニティ・スクールや学校関係者評価の導入を図り、保護者や住民等の学校運営や
教育活動への参画を促進し、地域との結びつきを深めます。

■ 地域住民等の知識や技能を活用した学習支援等、地域による学校支援の体制づくりを促
進します。

■ 三重の良さを実感できる教材や文化財等の地域資源を活用した郷土教育を、学校と地域
が連携して推進することにより、子どもたちの郷土を愛する心を育むとともに、誇りと
自信を持って三重の良さを発信できる人づくりを進めます。　

施策 222 地域に開かれた学校づくり

現
状
と
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学校関係者評価や
コミュニティ・スクー
ルなどに取り組んで
いる学校の割合

学校関係者評価やコミュニティ・ス
クールなど、保護者や住民等が学校
運営や教育活動へ参画する仕組みを
取り入れている学校の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

78.1％
（22年度）

100％

県民指標

地域に開かれた学校づくり

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　それぞれの地域において、開かれた学校づくりの取組が
進められ、家庭や地域と連携した学校運営や教育活動が展
開されています。

平成 27年度末での到達目標

22201
地域とともにある学校づくりの
推進	

（主担当：教育委員会高校教育課）
　公立学校において、学校経営品質向上活動
を基盤とし、コミュニティ・スクールや学校
関係者評価をとおして特色ある開かれた学校
づくりを進めます。

学校関係者評価に
より学校運営や教
育活動への保護者
や住民等の参画を
進めている県立学
校の割合

－ 100％

学校関係者評価委員会
の評価結果をもとに、学
校運営や教育活動への
保護者や地域住民等の
参画を進めている県立
学校の割合

22202
地域で支える教育活動の推進
	 （主担当：教育委員会小中学校教育課）
　地域住民等による学習等の支援や、教材「三
重の文化」、郷土の文化財等を活用した郷土
教育を、学校と地域が連携して進めます。

教材「三重の文化」
を活用した中学校
の割合

－ 100％

子どもたちが郷土三重に
ついて主体的に学習を進
めるための教材「三重の
文化」を授業等で活用し
ている公立中学校の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：教育委員会

政策　Ⅱ－２　教育の充実

南が丘「ふれあいまつり」（津市）
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　障がいに対する理解が進み、子どもたちが、障がいの有無に関わらず、互い
に尊重し合う感性を、幼少時から育むことができる教育環境が形成されています。

　子どもたちの発達段階や生活年齢に応じて、交流および共同学習、職場体験実習
等の社会との結びつきを重視した体験学習を進めることで、自立と社会参加に結び
つく力を育みます。
　また、ライフステージに応じて関係機関と連携し、地域や保護者と協力することで、
途切れのない一貫した支援を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  障がいのある子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに応じた、就学前から卒業までの一貫
した途切れのない支援体制の整備が求められています。

■ 小中学校および高等学校において、発達障がいのある子どもたちが増加し、より専門的な
支援が求められています。特に、高等学校における特別支援教育に係る校内体制づくりの
充実が喫緊の課題となっています。

■ 就労を希望する生徒の障がい特性と実習受入先の職種とのマッチングが十分でない等の課
題があり、キャリア教育の一層の充実が求められています。

■ 特別な支援を必要とする子どもたちの増加、障がいの多様化、重度・重複化の傾向にあり、
特別支援学校の施設の狭あい化、スクールバスの過密化と長時間乗車等が課題となってい
ます。

■  就学前から卒業までの一貫した支援体制づくりを推進するために、医療・保健・福祉・
労働等関係機関との積極的な連携のもと、特別な支援を必要とする子どもたちに係る情
報の円滑な引継ぎを進め、効果的な支援ができる学校体制づくりに取り組みます。

■ 就労・自立など卒業後の充実した社会生活に向けて、子どもたちの特性を生かした特色
ある特別支援学校の教育課程の編成を進め、学校全体で取り組む組織的 ･ 系統的なキャ
リア教育を推進します。

■ ｢県立特別支援学校整備第二次実施計画｣に基づき、特別支援学校の整備を着実に推進し
ます。

施策 223 特別支援教育の充実
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県立特別支援学校
高等部卒業生の進
学および就労率

県立特別支援学校高等部卒業生に
占める進学および一般企業就労者の
割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

25.4％
（22年度）

30.0％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　障がいのある子どもたちの教育的ニーズを的確に把握し、早期からの一貫した指導と支援の
充実を図ることで、子どもたちが安心して学習できる環境の中で、自立と社会参加に向けて必
要な力を育んでいます。

平成 27年度末での到達目標

22301
特別支援教育の推進	

（主担当：教育委員会特別支援教育課）
　円滑に支援情報の引継ぎを行うため、「パー
ソナルカルテ注）1」の作成を進めるとともに、
特別支援学校のセンター的機能や外部の専門
家等を積極的に活用し、相談・支援体制を充
実します。

個別の教育支援計画
を作成している県立
高等学校の割合

39.7％
（22 年度）

100％
県立高等学校の中で、生
徒一人ひとりに応じたき
め細かな指導を行うため
の個別の教育支援計画を
作成している学校の割合

22302
就労の実現
	 （主担当：教育委員会特別支援教育課）
　職種と本人の適性のマッチングの促進、職
業に関するコース制の導入等により、就労を
希望する生徒の就労を実現する取組を積極的
に進めます。

県立特別支援学校
で職業に係るコー
ス制を導入してい
る学校数

２校 ８校

知的障がい教育部門を設
置している県立特別支援
学校を中心に、職業に係
るコース制を導入してい
る学校数

22303	
学習環境の整備	 	
	 （主担当：教育委員会特別支援教育課）
　特別支援学校の子どもたちの受け入れに必
要な施設設備等の整備を進め、障がいのある
子どもたちが、安心して学校生活がおくれる
環境づくりを進めます。

暫定校舎の教室数 18 教室 ０教室 県立特別支援学校の暫定
校舎にある教室数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：教育委員会

政策　Ⅱ－２　教育の充実

注）1　パーソナルカルテ：「個別の就学支援ファイル」「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」等を一つにまとめた情報引継ぎツール。
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　子どもたちが、災害対応能力を身につけるとともに、大規模地震や津波、風
水害などの自然災害への対策が十分に行われた、安全で安心して学習できる環
境が形成されています。

　東日本大震災では、想定を超える津波の発生等により、これまでの学校の防災教
育・防災対策の根本的な見直しが必要となりました。そのため、津波からの避難や
地域との連携など防災教育を充実するとともに、学校が地域や関係機関等と連携し
て、的確な対策を迅速に推進します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  東海・東南海・南海地震等の大規模地震や津波、風水害などの自然災害から、子どもたち
の命を守るため、防災教育・防災対策を一層充実させることが求められています。

■ 学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす活動の場であり、また、災害時には地域住民の
応急避難場所としての役割を果たすことから、大規模地震の発生に備え、安全で安心な施
設づくりが求められています。

■ 大規模地震や津波、風水害などの自然災害に備え、子どもたちの命を守るため、発達段
階に応じ、防災ノートの活用等による防災教育を推進するとともに、学校防災のリーダー
となる教職員を養成します。また、防災機器の整備など学校の防災機能を強化します。

■ 大規模地震に備え、子どもたちの安全の確保に向けて、学校の建物に加え、非構造部材
の耐震化などの防災対策を強化します。

施策 224 学校における防災教育・
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地域と連携した避
難訓練等を実施し
ている学校の割合

自主防災組織や地域住民等と連携し
た避難訓練等を実施している学校の
割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 100％

県民指標

防災対策の推進

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　東日本大震災で明らかとなった学校防災の課題をふまえ
た防災教育・防災対策が行われ、子どもたちが安全で安心
して学習できる環境の中で学校生活をおくっています。

平成 27年度末での到達目標

22401
防災教育の推進	

（主担当：教育委員会教育総務課）
　防災ノート等を活用した体験型防災学習に
より防災教育を充実するとともに、学校防災
のリーダーとなる教職員の養成や防災機能の
強化を進めます。

防災ノート等を活
用した防災教育を
実施している学校
の割合

－ 100％

公立小中学校および県立
学校において、防災ノー
ト等の学習教材を活用し
防災教育を実施している
学校の割合

22402
防災対策の推進	 	
	 （主担当：教育委員会学校施設課）
　耐震性が確保されていない学校の建物の耐
震化を実施するとともに、外壁、天井材など
の非構造部材の耐震対策など防災対策を強化
します。

県立学校の非構造
部材の耐震対策実
施率

－ 100％
県立学校の非構造部材の
耐震点検結果に基づいて
対策を講じた件数の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

主担当部局：教育委員会

政策　Ⅱ－２　教育の充実

学 校 防 災 の リ ー
ダーが中核となり
防災に取り組んで
いる学校の割合

－ 100％

公立小中学校および県立
学校において、学校防災
のリーダーとなる教職員
が中核となり、学校の防
災教育、防災対策に取り
組んでいる学校の割合

防災ノート
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　子ども自身の持つ力を育み伸ばそうとする「子どもの育ちを支える視点」が社
会全体で共有され、子どもを見守り、豊かに育てることのできる家庭・地域づ
くりが進んでいます。

　これまで地域の企業、団体などさまざまな主体に働きかけ、連携して子どもの育
ちの支援を進めてきましたが、今後は「三重県子ども条例」を推進する中で連携の拡
充を図るとともに、各主体の自発的、主体的な活動が展開されるよう取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  子どもが豊かに育つことのできる地域社会の実現をめざす「三重県子ども条例」に規定する
県の取組を総合的に行う必要があります。

■ 家庭の養育力の低下がいわれている中、子どもの育ちにおける家庭の役割の大切さが再認
識されています。家族の絆を強め、その力が十分に発揮できるよう、適切な情報の提供、
子どもの育ちについて考える機会の充実などに取り組む必要があります。

■ 地域において、人と人とのつながりが希薄化し、子どもがさまざまな人とふれあう機会も
減少しています。地域の大人が子どもの育ちを理解し、支えるといった実践を通じて、子
どもが育つ環境を作っていくことが求められています。

■ 有害情報の氾濫、インターネット被害の増大など、子どもの健全育成に係る問題について、
社会全体で知識やスキル、情報を共有し、その防止に取り組むことが必要です。

■  「三重県子ども条例」について、県民の皆さんの理解を促進するとともに、条例に基づく
県の取組に係る評価などを行います。また、県政の各分野で子どもの視点を取り入れた
事業展開が図られるよう全庁的に取組を進めます。

■ 親や家族の役割について学ぶ機会や情報の提供を行うとともに、親子のふれあいの機会
を充実します。また、地域で子どもの育ちを見守り支える取組が進むよう「みえの子育ち
サポーター」を養成するとともに、「みえ次世代育成応援ネットワーク」などさまざまな主
体の参画により、子どもの支援活動が活発に展開されるよう取組を進めます。

■ 子どもを有害な環境から保護するため、関係事業者の自主的な取組や協力を得て「三重県
青少年健全育成条例」の適正な運用を図ります。

施策 231 子どもの育ちを支える家庭・
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「三重県子ども条
例」の認知度

｢三重県子ども条例｣を知っている県
民の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

35.0％ 100％
県民指標

地域づくり

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　「三重県子ども条例」の普及啓発、条例に基づく取組の推進などを通じて、大人が子どもの育
ちや子育てについての理解を深めるとともに相互に連携し、子どもへの体験・交流機会の提供、
有害環境からの保護などに自発的に取り組んでいます。

平成 27年度末での到達目標

23101
子ども条例の普及と推進	

（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子どもの育ち推進課）
　「三重県子ども条例」の普及啓発を図るとと
もに、県政の各分野の施策への子どもの声を
反映する取組や子どもに関連する施策の評価
など条例に基づいた取組を全庁的に進めます。

キッズ・モニター
活用事業数

６事業
（22 年度）

10 事業

県政の各分野で、子ど
もの声を反映するため、
キッズ・モニター（小学
校４年生から高校３年生
が対象のモニター制度）
を活用した事業数

23102
家庭力・地域力の向上支援
	（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子どもの育ち推進課）
　家族の絆を深めるために、親子がお互いを
思いやるきっかけを提供するとともに、企業、
団体等さまざまな主体と連携し、家族の絆が
深まるようなフェスティバルの開催や企業が
行う従業員の家族の絆を深めるための「家庭の
日」等の取組の促進等を通じ、子どもの育ちを
見守り支える取組を進めます。

「みえ次世代育成応
援ネットワーク」会
員数（累計）

776 会員
（22 年度）

1,500 会員

子どもや子育て家庭を応
援するためにさまざま
な取組を進める「みえ次
世代育成応援ネットワー
ク」を構成する企業や団
体等の会員数

23103	
子どもの保護対策の推進	 	
	（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子どもの育ち推進課）
　「三重県青少年健全育成条例」に基づき、関
係機関と連携して子どもを有害環境から保護す
る取組を進めるとともに、立入調査を実施しま
す。なお、新規店に対しては重点的に取り組み
ます。

子どもの利用の多
い店舗のうち青少
年健全育成協力店
の割合

90.0％ 100％

「三重県青少年健全育成
条例」に基づく立入対象
店舗の中で、子どもの
利用の多い店舗のうち、
青少年健全育成協力店
として登録している店
舗の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅱ－ 3　子どもの育ちと子育て

主担当部局：健康福祉部子ども・家庭局
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　子育てサービスを提供するさまざまな主体と共に、子育て支援策を進めるこ
とにより安心して子どもを生み育てられる環境が整っています。

　子育て支援施策について、これまで県は、市町を支援するという視点で行ってき
ましたが、今後は地域の自主性や自立性の高まりに応じて、より専門性の高い分野
や市町間の広域調整への支援に重点を移行していきます。また、供給側の論理では
なく、子育て支援サービスについて、今後は必要な人に必要なサービスを届けるた
めの関係団体の主体的な活動が促進されるよう支援します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  保育サービスへのニーズが増加、多様化しており、保育所の待機児童の解消や特別保育の
実施および放課後児童対策について、地域の実情に応じ市町に対する支援を行う必要があ
ります。また、国において検討されている「子ども・子育て新システム注）1」については、市
町と連携し、適切に対応していく必要があります。

■ 母子保健に対するニーズが多様化・複雑化しているため、安心して妊娠・出産できる母子
保健サービスの充実と経済的な支援、地域における相談体制の整備等が求められています。

■ ひとり親家庭が増加傾向にあり、継続的に自立に向けた支援に取り組む必要があります。
また、子育て家庭に対する経済的な負担を軽減する必要があります。

■ 肢体不自由児や発達障がい児およびその家族に対する適切な医療・福祉サービスの提供が
求められています。

■ 多様な保育ニーズに的確に応じられるように、特別保育等に係る実態調査分析結果をふ
まえ、関係者自らが検討に加わりながら、市町と連携し、地域の実情に応じた特別保育
等の実施や放課後児童対策の支援を行います。

■ 不妊に対する経済的支援および相談体制の強化に取り組みます。
■ ひとり親家庭等の自立支援や経済的支援に取り組むとともに、情報交換会の開催など、

関係団体の主体的な活動が促進されるよう支援します。また、子どもに必要な医療を安
心して受けさせられるよう環境整備に取り組みます。

■ 子どもの心身の発達支援体制の強化をめざして、県立草の実リハビリテーションセンター
および県立小児心療センターあすなろ学園の一体的整備を進めます。

施策 232 子育て支援策の推進

現
状
と
課
題

第
１
編

第
２
章

118

第
２
節　
「
創
る
」 

～
人
と
地
域
の
夢
や
希
望
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

変
革
の
視
点

取組
方向



低年齢児（０～２歳）
保育所利用児童数

入所待機となりがちな低年齢児（０
～２歳）の保育所利用児童数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

11,962 人 12,950人
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　保育サービス、母子保健対策等が、地域のニーズや実情に応じて提供されることにより、安
心して妊娠・出産・子育てのできる体制整備が進んでいます。

平成 27年度末での到達目標

23201
保育・放課後児童対策等の充実	

（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子育て支援課）
　待機児童の解消のため、保育所の整備を支援
するとともに、地域の実情に応じた特別保育や
低年齢児保育を支援します。
　また、市町が実施する放課後児童対策を支援
するとともに、障がい児の受け入れや、小規模
放課後児童クラブに対する支援を行います。

病児・病後児保育
所の実施地域数

（広域利用含む）

15 地域
（22 年度）

20 地域
病気または回復期にある
児童を一時的に保育でき
る施設が確保されている
地域数

23202
母子保健対策の推進
	（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子育て支援課）
　母子保健サービスを促進するため、市町の
取組を支援するとともに、不妊に悩む夫婦に対
する経済的支援および相談体制の強化に取り
組みます。

三重県不妊専門相
談センターへの相
談件数

158 件
（22 年度）

220 件
三重県不妊専門相談セン
ターで不妊に悩む夫婦や
その家族からの相談に対
応した件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅱ－ 3　子どもの育ちと子育て

主担当部局：健康福祉部子ども・家庭局

23203
ひとり親家庭等の自立の支援	

（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子育て支援課）
　ひとり親家庭の自立を促進するため、経済的
支援や生活支援、さらに関係団体が行う情報
交換会の開催などの取組を支援します。
　また、県立草の実リハビリテーションセンター
と県立小児心療センターあすなろ学園の一体的
整備を進めます。

ひとり親家庭情報
交換会参加者数（累
計）

36 人 1,000 人
ひとり親家庭の親同士の
話し合いや情報交換の場
に参加した人数

注）1　 子ども・子育て新システム：子どもの育ち・子育て家庭を社会全体で支えるため、市町村が現在の子ども・子育て支援策のサービス主
体となるよう再編成し、制度・財源・給付について、包括的・一元的なものとすることが検討されている国の制度案。
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　児童虐待相談が増加傾向にある中で、地域社会全体で未然防止や早期発見 ･
早期対応に取り組むことにより、児童虐待から子どもが守られています。また、
社会的養護を必要とする児童に対する適切な支援が行われています。

　児童虐待を未然に防止する観点から、特に若年層に対する取組を強化します。また、
社会的養護を必要とする児童に対する家庭的ケアをこれまで以上に推進するために、
関係者・団体が一丸となって取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  児童虐待に係る相談件数が増加し、その内容も複雑化しているため、児童相談所の対応力
ならびに市町等と連携した取組の強化が必要です。

■ 児童虐待防止に地域社会全体で取り組んでいくために、県民の皆さんに対するより一層の
啓発が必要です。

■ 児童虐待を未然に防止するため、思春期から命の大切さや家族観を醸成するとともに、安
心して妊娠・出産ができる支援体制の整備が求められています。

■ 虐待を受けた児童が増加する中、児童養護施設などに入所している社会的養護を必要とす
る児童には、家庭的な環境の中でのきめ細かなケアが求められています。

■  平成 23（2011）年度における児童虐待防止に関する市町支援のあり方検討をふまえ、児
童相談所の法的対応力の強化、市町に対する的確な技術的支援と連携強化に取り組むと
ともに、児童虐待防止のための啓発に取り組みます。

■ 医療、保健、教育等関係団体が主体的に連携し、児童虐待の要因となりうる若年層の望
まない妊娠をなくす取組や乳児期特有の育児不安を解消する取組を支援します。

■ 三重県における社会的養護のあり方を検討し、児童養護施設等における小規模グループ
ケアや里親委託等家庭的ケアを促進するとともに、要保護児童の自立や家庭復帰を支援
します。

施策 233 児童虐待の防止と社会的
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児童虐待通告に対
する48時間以内の
安全確認の実施率

児童虐待通告を受けて、48 時間以
内に安全確認を実施した割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

100％
（22年度）

100％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

養護の推進

　市町等と連携した児童虐待相談への適切な対応や、地域社会全体の児童虐待防止に対する理
解が進んでいます。
　また、児童養護施設などに入所している児童等に対する家庭的ケアの環境整備が進んでいます。

平成 27年度末での到達目標

23301
児童虐待対応力の強化	

（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子育て支援課）
　児童虐待を防止するため、児童相談所職員
の法的対応力や市町職員の相談対応力等の能
力向上を図るとともに、市町に応じた支援を
行い、迅速 ･ 的確な連携を図ることにより、
三重県全体の児童虐待対応力を強化します。

市町の児童相談対応
力向上のために共に
取り組んだ件数

－ 29 件

県が平成 23 年度に実施
した市町支援のあり方検
討で判明した問題点・課
題に対し、市町と共に、
児童相談の対応力向上の
ために取り組んだ件数

23302
児童虐待の未然防止の推進
	（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子育て支援課）
　児童虐待の未然防止のため、関係団体と連
携して思春期特有の悩みを相談できる仲間づ
くりに取り組むとともに、若年層の妊娠・出
産期を含めた早期からの相談・支援体制の充
実を図ります。

思春期ピアサポー
ター養成者数（累計） － 120 人

思春期ピアサポーター
（思春期特有の悩みを相
談できる仲間）を養成し
た数

23303
社会的養護が必要な児童への支援	
	（主担当：健康福祉部子ども・家庭局子育て支援課）
　三重県における社会的養護のあり方を検討
し、児童養護施設等の小規模グループケアや
里親への委託等により、家庭的ケアを促進す
るとともに、入所児童に対する学習支援や退
所児童の身元保証等の家族再生・自立支援に
取り組みます。

要保護児童に対す
る家庭的ケアの実
施率

34.0％
（22 年度）

43.0％

要保護児童（児童養護施
設等入所児童および里親
等委託児童）のうち、家
庭的ケア（乳児院、児童
養護施設での小規模グ
ループケアおよび里親・
ファミリーホーム委託）
を受けている児童の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅱ－ 3　子どもの育ちと子育て

主担当部局：健康福祉部子ども・家庭局
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　子どもたちが、学校や地域で主体的に運動やスポーツに取り組み、いきいき
と活動しています。
　県民の皆さんが、スポーツを「する」「みる」「支える」といったさまざまな関わ
りをとおして、健康で生きがいのある生活を営むとともに、人と人、地域と地
域との絆づくりが進み、地域に活力が生まれています。

　平成 30（2018）年の全国高等学校総合体育大会や、平成 33（2021）年の国民体育
大会ならびに全国障害者スポーツ大会など大規模大会の開催に向けて、さまざまな
主体と共に、県民の皆さんのスポーツへの関心を高めていきます。
　また、スポーツが経済の発展に寄与するなど、スポーツの多面的な効果も視野に
入れ、さまざまな主体と連携・協働しながら地域スポーツを推進することによって、
地域を活性化します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  日常生活や遊びの中で体を動かす機会が減少し、子どもたちの体力が依然として低い状況
にあることから、子どもたちが運動する機会を拡充するとともに、運動の楽しさや喜びを
味わえる体育の授業づくりが必要です。

■ 県民の皆さんがスポーツに気軽に取り組むことができるように、指導者の養成やスポーツ
をする機会の確保など、地域におけるスポーツの環境づくりを進める必要があります。

■ 総合型地域スポーツクラブ注）1 の中には、指導者の不足や活動場所の確保に苦慮するなど
の課題を抱えているクラブがあり、安定した運営に向けた支援が求められています。

■  地域のスポーツ指導者を活用しながら、子どもたちが運動する機会を拡充することによっ
て、子どもたちの体力の向上を図ります。

■ 子どもたちが運動に親しもうとする意欲が向上するよう、仲間と関わり合いながら運動
の楽しさや喜びを味わえる魅力ある体育をめざして、授業の工夫改善を一層推進します。

■ 県民の皆さんが気軽にスポーツに親しむことができるよう、「みえ広域スポーツセンター注）2」
を中心に、総合型地域スポーツクラブへの適切な助言を行うとともに、地域のスポーツ指
導者を育成し、総合型地域スポーツクラブをはじめとする地域スポーツの充実を図ります。

■ スポーツを地域経済の発展等につなげる市町の取組を支援するとともに、県民の皆さん
が広くスポーツを支える仕組みづくりを進めることにより、地域の活性化を図ります。
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成人の週１回以上の
運動・スポーツ実
施率

e- モニターを活用した調査において、
１週間に１回以上、運動やスポーツ

（ウォーキング、ランニング、水泳、
テニス、バレーボールなど）を実施
している県民（成人）の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

53.7％ 60.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅱ－ 4　スポーツの推進

学校スポーツと地域スポーツ の推進

　学校スポーツが充実することによって、子どもたちが運動に親しむ習慣を身につけ、体力が
向上しています。
　また、地域に総合型地域スポーツクラブが定着することによって、より多くの方がスポーツ
に取り組むようになっています。

主担当部局：地域連携部スポーツ推進局

平成 27年度末での到達目標

24101
学校スポーツの充実	

（主担当：教育委員会保健体育課）
　運動の楽しさや喜びを味わえる魅力ある授
業づくりを進めるとともに、子どもたちの運
動する機会を拡充することによって、体力の
向上を図ります。

新 体 力 テ ス ト の
総合評価が「Ａ」・

「Ｂ」・「Ｃ」の子ど
もたちの割合

71.9 ％ 80.0 ％

新体力テストのテスト項
目（ 握 力、50 ｍ 走 な ど
８テスト項目）について、
それぞれの測定結果を得
点に換算し、合計点の高
い「Ａ」から合計点の低い

「Ｅ」までの５段階に判定
される総合評価において

「Ａ」・「Ｂ」・「Ｃ」と判定
される子どもたちの割合

24102
地域スポーツの活性化
	（主担当：地域連携部スポーツ推進局スポーツ推進課）
　総合型地域スポーツクラブの定着を図るこ
とによって、県民の誰もがスポーツに親しむ
ことができる環境づくりを進めるとともに、
スポーツを地域経済の発展等につなげる市町
の取組を支援することによって、地域の活性
化を図ります。

総合型地域スポー
ツクラブの会員数

24,216 人
(22 年度 )

25,500 人
地域の人たちが主体的に
運営する総合型地域ス
ポーツクラブに会員登録
している人の数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　 総合型地域スポーツクラブ：子どもから高齢者まで、誰でも気軽に多種目のスポーツを楽しむことができるよう、地域の人たちが主体
的に運営するスポーツクラブ。

注）2　 みえ広域スポーツセンター：総合型地域スポーツクラブをはじめとする地域スポーツを推進するため、三重県営鈴鹿スポーツガーデン
内に置いた県の機能。
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　オリンピックなどの国際大会や全国規模の大会における本県出身選手の活躍
をとおして、県民の皆さんが、夢、感動、勇気を得るとともに、郷土を愛する
意識や一体感が醸成されています。
　ジュニア競技者が発掘・育成され、三重生まれ、三重育ちのアスリートが国
内外の大会で活躍しています。

　平成 33（2021）年の国民体育大会の開催に向けて、本県の競技スポーツ水準の向
上を図るため、将来有望なジュニア選手を「チームみえジュニア」として育成すると
ともに、全国トップレベルの高校部活動を強化指定し、高校生アスリートの育成を
進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  本県の競技スポーツ水準は、これまでに世界で活躍するトップアスリートを輩出している
一方で、他県と比較して低位の状況にあると考えられます。

■ 本県の競技スポーツ水準の向上を図るためには、県内のトップアスリートの強化、ジュニ
ア競技者の発掘・育成や幅広い知識と高い技術力を有する指導者の確保・養成等が必要です。

■ 県営スポーツ施設の多くが老朽化していること、また、県民の皆さんがプロスポーツを見
て楽しむための環境が整っていないこと、さらに、国民体育大会等の開催が見込まれるこ
とから、施設の計画的な整備が求められています。

■  本県の選手が国内外の大会で活躍できるよう、選手や競技団体の強化活動を支援すると
ともに、高校部活動の強化指定などにより、県内のトップアスリートの強化に取り組み
ます。

■ 平成 33（2021）年の国民体育大会の開催に向けて、中長期的な展望に立ち、将来有望な
ジュニア選手を「チームみえジュニア」として育成するとともに、指導者の養成等に取り
組みます。

■ 大規模大会の開催や、県民の皆さんがスポーツを楽しむための場を提供するため、県営
スポーツ施設等を整備するとともに、積極的な情報提供等により、利用の促進を図ります。

施策 242 競技スポーツの推進
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国民体育大会の男
女総合成績

国民体育大会における正式競技の参
加得点（ブロック大会を含む）と冬季
大会および本大会の競技得点の合計
による都道府県ごとの男女総合順位

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

32位 20 位台

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　県内のトップアスリートの強化、将来を担うジュニア競技者の育成や指導者の確保・養成に
取り組むことにより、選手の育成・強化が進んでいます。

主担当部局：地域連携部スポーツ推進局

平成 27年度末での到達目標

24201
競技力の向上	

（主担当：地域連携部スポーツ推進局国体準備課）
　県内のトップアスリートの強化やジュニア
競技者の育成、指導者の養成に取り組み、本
県の競技スポーツ水準の向上を図ります。

全国大会の入賞数 101 件 121 件

国民体育大会、全国高等
学校総合体育大会、全国
中学校体育大会において、
ベスト８以上に入った団
体・個人の数

24202
スポーツ施設の充実
	（主担当：地域連携部スポーツ推進局スポーツ推進課）
　県民の皆さんがスポーツを楽しむための場
であるとともに、大規模大会の開催にふさわ
しい県営スポーツ施設となるよう整備を進め
ます。

県営スポーツ施設
年間利用者数

815,103 人
（22 年度）

854,000 人

スポーツ推進局が所管す
る県営スポーツ施設（県
営鈴鹿スポーツガーデン、
県営総合競技場、県営松
阪野球場、県営ライフル
射撃場）の年間利用者数
の合計

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅱ－ 4　スポーツの推進
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　南部地域において、働く場の確保が図られ、定住が促進されているとともに、
生まれ育った地域に住み続けたいというあらゆる世代の地域住民の思いがかな
う地域社会が創られています。

　南部地域において、地域を支える世代の人口流出を防ぐため、県と関係市町が連
携し、市町が連携した取組への支援や、県の取組を効率的・効果的に進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  南部地域では、県内の他地域と比較し、県民１人あたりの所得が低く、産業別の総生産額
では、第一次産業の割合が高く、第二次産業の割合が低くなっています。地域にとって重
要な産業である第一次産業が衰退し、大規模な工場誘致等の雇用の場の確保も難しいこと
から、若者の流出などによる生産年齢人口の減少が著しく、過疎化、高齢化が進んでいます。
また、森林や耕作地等の維持管理、共同作業や自治会等の運営ができなくなるなど、集落
機能の維持が困難になる集落が増えています。

■ 平成 25（2013）年には式年遷宮が行われ、平成 26（2014）年には「紀伊山地の霊場と参詣
道」の世界遺産登録 10 周年を迎えるとともに、紀勢自動車道、熊野尾鷲道路等や第二伊勢
道路などの南部地域における道路ネットワークが形成されます。これらのことを好機とと
らえ、活性化に向けた取組を一段と進めることが求められています。

■ 南部地域には財政基盤の弱い市町も多く、県と市町が連携して活性化に取り組む必要があ
り、地域の実情に応じた柔軟で、効率的・効果的な取組が求められています。

■  南部地域には産業を振興し、生活を維持する上で、さまざまな課題があり、課題解決に
あたって連携すべきパートナーや採用すべき手法も多様です。市町が自ら選択した課題
に、地域内外の市町とのフレキシブルで緩やかな連携により、主体的に取り組むことに
対して、現場に出向き、取組ごとに包括的に支援していきます。併せて、市町や地域の実情、
課題に応じて、各部局の提案により事業を構築するとともに、全県的な取組を南部地域
で行う場合の支援等に取り組みます。

■ 南部地域において、地域住民の皆さんの生活の場である集落に着目し、外部との交流を
通じた集落機能を維持する等の課題に応じた取組を、市町や大学等と連携して進めます。
また、地域資源を活用した取組を進めようとする企業等と連携して、働く場の創出を図
ります。

＜対象地域の考え方＞
 県南部に位置し、地理的・経済的に条件が不利な地域、若者の流出などによる生産年齢

人口の減少の著しい地域を中心に、一定のまとまりを持った以下の市町を対象とします。

＜対象市町（南部地域 13市町）＞
 伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、

紀北町、御浜町、紀宝町

施策 251 南部地域の活性化
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南部地域の市町に
おける生産年齢人
口の減少率

南部地域の市町における生産年齢人
口（15 歳から 64 歳）の平成 17 年
から平成 27 年までの減少率

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

15.6％
（22年度）

15.6％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅱ－ 5　地域との連携

　南部地域の課題解決や活性化に向け、市町が連携した取組が進むとともに、県、市町、大学
等の連携した中間支援機能が構築され、県の取組が市町や地域のニーズに応じて効率的・効果
的に進められています。

主担当部局：地域連携部南部地域活性化局

平成 27年度末での到達目標

25101
市町のフレキシブルな連携	

（主担当：地域連携部南部地域活性化局南部地域活性化推進課）
　市町が対象地域内外の市町と連携し、働く
場の確保や、空き家等の遊休資産を活用した
定住を促進する主体的な取組を支援します。
　また、市町や地域の実情、課題に応じた事
業を進めるとともに、地域住民の皆さんの主
体的な取組を支え、複数の市町が連携した取
組をコーディネートするための仕組みづくり
を大学等とともに進めます。

南部地域において
市町の連携した取
組数（累計）

－ 10 取組 市町が連携した取組に対
して県が支援する取組数

25102
課題解決に向けた県の取組
	（主担当：地域連携部南部地域活性化局南部地域活性化推進課）
　地域住民の生活の場である集落を維持する
ため、市町、大学等と連携してモデル的に取
り組むとともに、そのノウハウをもとに、市
町が主体となって他地域へ波及できるよう取
り組みます。
　また、地域資源を活用した取組を進めよう
とする企業等と連携し、雇用の場の創出が図
られているなど、南部地域の課題解決に向け
て、県が主体となって取り組みます。

集落を維持するモ
デ ル 的 な 取 組 を
行っている地域数

（累計）

－ 10 地域
県と市町が連携して集落
を維持するためのモデル
的な取組を行っている地
域数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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　東紀州地域は多様で豊かな自然や歴史風土の中で、豊かでゆとりある暮らし
が実現できる地域です。地域の人びとだけでなく都市部の人びとにとっても魅
力的な地域をめざし、地域のさまざまな主体が連携し、地域の自然や歴史とと
もに生きる暮らしを大切にしながら、地域経済が活性化され、地域社会が健全
に維持されています。

　東紀州地域の経済が活性化し、地域の人びとが魅力ある地域としての誇りを持っ
て生きがいのある生活がおくれるよう、これまで以上に、地域の人びとが熊野古道
を核とする地域資源の持つ価値や魅力に気づき、守り、伝えていく取組を大切にし
ながら、さまざまな主体と一体となって、観光振興、産業振興、まちづくりを推進
します。さらに、これまで取り組んできた地域の魅力づくりに加え、南部地域の活
性化の視点からも、東紀州地域活性化の取組を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  東紀州地域は、地理的条件もあり地域経済が低迷しており、就労の場が少ないことから、
若年層が流出し、過疎・高齢化が進行するなど地域の活力が低下しています。このままでは、
県内他地域との経済的な格差がますます拡大するだけでなく、地域社会そのものが維持で
きなくなることも危惧される状況にあります。

■ 平成５（1993）年度の東紀州地域活性化調査以降、東紀州体験フェスタ、熊野古道の世界
遺産登録、集客交流施設である熊野古道センターや紀南中核的交流施設のオープン、高速
道路網整備の進展など、これまでのさまざまな取組の成果が着実にあらわれ始めています。

■ 平成 23（2011）年９月の台風 12 号等により東紀州地域は甚大な被害を受け、観光面でも大
きな影響が出ていることから、今後、この復活に向けた取組を推進していく必要があります。

■ 平成 25（2013）年度までの高速道路ネットワークの概成に向けた道路網の整備、平成 26
（2014）年の「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録 10 周年は、今後の地域活性化と地
域づくりにとって大きなチャンスであることから、引き続き、地域のさまざまな主体と連
携して東紀州地域の振興を図っていく必要があります。

■  東紀州観光まちづくり公社を最大限活用し、地域と一体となって、総合的に、観光振興、
産業振興およびまちづくりを推進します。

■ 集客交流拠点施設である熊野古道センターや紀南中核的交流施設を十分活用しながら、
さまざまな情報発信や集客交流の取組を推進します。

■ 台風 12 号等により被害を受けた東紀州地域の復興に向け観光キャンペーンや地域と一
体となった交流イベントを行うとともに、世界遺産登録 10 周年や式年遷宮、高速道路
の概成などを契機としたイベントや観光キャンペーン等を行います。また、奈良県や和
歌山県と連携して広域観光を推進します。

■ 東紀州地域は、世界遺産である熊野古道をはじめ、自然、歴史、文化など観光に生かせ
る優れた資源を有していることから、これらの地域の宝に気づき、守り生かしていく集
客交流の取組を推進します。

■ 高速道路ネットワークの形成を推進します。また、東紀州地域の基幹産業である第一次
産業の活性化に向けて、農業基盤の整備等を推進するとともに、生産基盤強化のための
研究開発を進めます。さらに、高速道路網整備の進展などにより、活性化するチャンス
が生まれていることから、一次産品を生かした高付加価値化を進めるとともにその販売
促進を図ります。
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東紀州地域に係る１
人あたりの観光消
費額

東紀州地域において観光客が消費す
る１人あたりの平均利用額

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

27,559 円
（22年度）

28,936円
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅱ－ 5　地域との連携

　台風 12 号等の災害復興が進み、これまでの熊野古道
を核とする地域の資源や魅力を生かした観光振興、産業
振興、まちづくりの取組を一層進めることにより、個性
豊かな地域づくりが行われ、地域の人びとが誇りを持っ
た魅力的な地域となることで、集客交流人口が増加する
とともに、地域産品の販路拡大や商品開発等の促進が図
られています。

主担当部局：地域連携部南部地域活性化局

平成 27年度末での到達目標

25201
地域の自立に向けた環境整備	
（主担当：地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課）
　地域の自立的な発展に向け、東紀州観光ま
ちづくり公社を活用し、地域と一体となって、
観光振興、産業振興、まちづくりを推進する
とともに、高速道路ネットワークの概成など
を図ります。

公社がまちづくり
等に対し参画した
件数（累計）

６件
（22 年度）

11 件
東紀州観光まちづくり公
社が、東紀州地域の一体
的・広域的な地域活性化
のための検討会などの取
組に対し、参画した件数

25202
地域資源を生かした集客交流
	（主担当：地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課）
　熊野古道を核とする地域資源を生かした集
客交流を進めるため、集客交流拠点施設を活
用しながら、世界遺産登録 10 周年や式年遷
宮などを契機とした観光キャンペーン等を行
います。

熊野古道の来訪者数
285 千人
（22 年）

390 千人 １年間に熊野古道伊勢路
を訪れた人数の推計値

（延べ数）

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

熊野古道伊勢路（馬越峠）

25203
地域資源を生かした産業振興	
（主担当：地域連携部南部地域活性化局東紀州振興課）
　基幹産業である第一次産業の活性化を図る
ため、農業基盤の整備等を推進するとともに、
一次産品を生かした高付加価値化や販売促進
に取り組みます。

地域内で開発され
た新商品数（累計）

44 件
（22 年度）

59 件 東紀州地域の事業者が開
発した新商品の件数
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　地域住民、企業、ＮＰＯ等のさまざまな主体が、「アクティブ・シチズン」と
して自主的・主体的に地域づくり活動を行うことで、人と人、人と地域、人と
自然の絆を深め、特色ある地域資源を生かした自立・持続可能で元気な地域づ
くりが進められています。

　平成 26（2014）年に実施する県民力拡大プロジェクトの内容を明示することによ
り、「美し国おこし・三重」のめざす姿を県民の皆さんと共有し、取組の一体感を醸
成していきます。また、イベント手法を活用するとともに、情報発信力を高めるこ
とにより、パートナーグループの皆さんの行う地域づくり活動への支援や、テーマ
プロジェクト等の取組を進めていきます。併せて、取組終了後を見据え、地域やテー
マでつながる個人、グループ、企業・団体間のネットワーク化の支援を図ります。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  人口減少、少子高齢化の進展、人・地域・自然の絆の希薄化など、県民の皆さんが幸せに
暮らしていく上で、地域には多くの課題が山積しています。これらの課題に対応していく
ためには、これまでの経済性や効率性という観点のみでなく、県民一人ひとりが地域づく
りの担い手であることを認識し、特色ある地域資源を生かして自主的・主体的に地域をよ
りよくしていこうとする活動を活発にしていくとともに、企業や行政などのさまざまな主
体と役割を分担し、力を合わせて新しい地域づくりを進めていく必要があります。

■ これまでの「美し国おこし・三重」の取組においては、「コンセプトやめざす姿を伝えきれ
ていない」、「県民の皆さんの参加・参画が少ない」、「情報発信力の不足」、「中間支援組織
等との連携・協働の不足」などの課題が指摘されていることから、この取組をさらに深化・
発展させていくことが重要です。

■  「美し国おこし・三重」の取組について、県民の皆さんの参加を待つこれまでの「待ちの姿
勢」から「県民の皆さんの参加・参画を積極的に促進する姿勢」へと方針転換し、三重の豊
かな自然・歴史・伝統文化など特色ある地域資源を生かした自立・持続可能で住む人も
訪れる人も幸福を実感できる元気な地域づくりを進めます。

■ 「地域での美し国おこし」をとおして、市町をはじめとするさまざまな主体との連携を図
りながら、プロデューサーの助言や専門家派遣、財政的支援などにより、地域をよりよ
くしていこうとする住民の皆さんの地域づくり活動を支援します。

■ イベント手法を活用するなど、「テーマに基づき全県的に取り組む美し国おこし」にさら
に注力し、テーマを定めて、地域をよりよくしていこうとするさまざまな主体の地域づ
くり活動を全県的・広域的に連携させることで、より情報発信力のある取組として展開
するとともに、県民の皆さんの地域づくり活動を加速させ、全県的な機運の醸成を図り、
平成 26（2014）年の県民力拡大プロジェクトにつなげます。

■ 平成 26（2014）年には、６年間の活動成果を内外にアピールするとともに、地域をよ
りよくしていこうとする三重の県民力を新たな時代に向かって拡大する県民力拡大プロ
ジェクトを実施します。

■ 県内の市民活動支援センターやさまざまな分野で活躍する既存の中間支援組織との連携・
協働、拡大座談会の開催などを通じ、ネットワーク化の支援を行います。

施策 253「美し国おこし・三重」の
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地域の活動などに
参加している住民の
割合

e- モニターを活用した調査で、地域
の活動への参加状況について、「積
極的に参加している」、「お付き合い
で参加している」と答えた人の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

33.6％ 40.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅱ－ 5　地域との連携

新たな推進

　県内各地で、地域づくりの担い手育成が進み、自主的・
主体的に地域をよりよくしていこうとする住民の皆さん
による、特色ある地域資源を生かして地域の魅力や価値
を向上させる活動が展開されるとともに、地域内外や分
野を問わず交流・連携の輪が広がっています。

主担当部局：地域連携部

平成 27年度末での到達目標

25301
「地域での美し国おこし」の推進	
（主担当：地域連携部「美し国おこし・三重」推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ）
　県や市町をはじめさまざまな主体で構成す
る実行委員会において、地域をよりよくして
いこうとする住民の皆さんの活動が、平成
26（2014）年の取組終了後も自立・持続して
いくように、プロデューサーの助言や専門家
派遣、財政的支援、ネットワーク化の支援な
どを行います。

パートナーグルー
プ登録数（累計）

263 ｸﾞﾙｰﾌﾟ
(22 年度 )

1,000 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 地域をよりよくしていこ
うとするパートナーグ
ループの登録数

25302
イベント手法を活用した情報発
信力のある取組の展開
	（主担当：地域連携部「美し国おこし・三重」推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ）
　「テーマに基づき全県的に取り組む美し国
おこし」や、県民力拡大プロジェクトの取組
により、県民の皆さんの地域づくり活動を加
速させ、取組終了後の自立・持続可能で元気
な地域づくりにつなげていきます。

パートナーグルー
プネットワーク構
築数（累計）

276
(22 年度 )

3,000
地域をよりよくしていこ
うとするパートナーグ
ループのネットワーク構
築数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

テーマに基づき全県的に取り組む美し国おこし
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　農山漁村地域に暮らす人びとや地域内外のさまざまな主体が参画する中で、
農山漁村地域で新しい経済活動（「いなかビジネス注）1」）が展開されることにより
就業等の機会が創出されるとともに、地域の有する多面的機能注）2 が次世代に
引き継がれる体制が整い、農山漁村地域の持続性が高まっています。

　これまでの農山漁村地域の生活環境等の整備や交流人口の拡大のための取組に加
え、農林水産業をはじめとする豊かな地域資源を生かして、地域内で働き収入を得
ることができる環境の整備を進めるとともに、農山漁村を次の世代に引き継げるよ
うみんなで支える仕組みづくりに取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■ 過疎化や高齢化、農家と農家でない方々との混住化の進行、基幹産業である農林水産業の
低迷を背景に、地域活力の低下や担い手の不足、就業機会の減少など農山漁村地域に関わ
る多くの課題が存在しています。こうした中、農山漁村に関わるさまざまな主体の参画を
とおして、地域活力の向上を図っていくことが求められていることから、「三重県食を担
う農業及び農村の活性化に関する条例」を制定し、地域活力の向上に取り組んでいます。

■ 農山漁村地域、とりわけ中山間地域では、過疎化や高齢化に伴い、耕作放棄地・荒廃林の
増加、地域のコミュニティ機能や生活面の利便性の低下が顕在化しているほか、野生鳥獣
による農林水産被害が拡大し、生産意欲の減退や生きがい喪失などの精神的被害を招いて
います。

■ 社会の成熟化による県民の皆さん等の価値観やライフスタイルの変化、企業等による社会
貢献活動を背景に、農山漁村地域に対する県民の皆さん等のさまざまな期待や関心に応え
ることが求められています。

■ 豊かな地域資源を活用し、地域自らの活動を育て、伸ばしていくなど創意工夫を重視し
た活性化が図られるよう、「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」に基づ
く「地域活性化プラン注）3」による将来ビジョンの策定と実践活動を支援します。

■ 重要な地域課題となっている鳥獣被害に対しては、地域が一体となった獣害につよい集
落づくりを進めるとともに、地域の実情に即した捕獲や未利用資源活用の観点からの獣
肉処理・利用体制の構築を進めます。

■ 安心して暮らせる農山漁村地域が実現されるよう、ソフト面、ハード面の両面からの災
害に強い地域づくり、さらには快適性や利便性を確保するための生活環境、生産性を向
上するための生産基盤整備等に取り組みます。また、人や産業の活動が活発な農山漁村
地域が実現されるよう、グリーン・ツーリズム注）4 等の取組による都市等との人・もの・
情報の交流の活発化、中山間地域などでの就業機会や収入の安定確保、高齢者や女性等
の地域人材の知恵や能力を生かした新しい経済活動の創出等を進めます。

■ 国土保全や水源かん養、自然環境の保全、景観の形成、文化の伝承などの多面的機能を
維持増進させるための取組を、農山漁村に関わるさまざまな主体が参画する中で促進す
るとともに、地域資源を活用した新しい経済活動の創出につなげます。

施策 254 農山漁村の振興
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農山漁村地域の交
流人口

農山漁村地域において、農山漁村の
暮らしや食文化、農林水産業等を身
近に体験することのできる主要な施
設の利用者数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

5,086千人
（22年度）

5,370 千人
（26 年度）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅱ－ 5　地域との連携

　これまでの農山漁村の地域づくりや都市農村交流の促
進などの取組の発展をとおして、農林水産業をはじめ豊
かな地域資源を生かした地域の産業が活性化され、地域
を訪れる人びとが増加しています。また、農林水産業の
鳥獣被害が軽減されるなど安全・安心な農山漁村づくり
や資源保全活動が積極的に進められ、農山漁村地域の活
力向上につながっています。

主担当部局：農林水産部

平成 27年度末での到達目標

25401
安全・安心な農山漁村づくり	

（主担当：農林水産部農業基盤整備課）
　生活環境や生産基盤整備、防災対策を通じ
て、生産性の向上や安全 ･ 安心な農山漁村づ
くりを進めます。

生活環境を整備す
る農山漁村集落数

（累計）
２集落 18 集落

新たに農山漁村集落内の
道路、排水路、防火水槽
等の生活環境の整備を
行った集落数

25402
獣害につよい農山漁村づくり
	 （主担当：農林水産部獣害対策課）
　被害対策と生息管理を組み合わせた総合的
な対策を通じて、獣害につよい農山漁村づく
りを進めます。　

野生鳥獣による農
林水産被害金額

751 百万円

（22 年度）

600 百万円
以下

（26 年度）

サル、ニホンジカ、イノ
シシ、カモシカ、カワウ
等による農林水産業の被
害金額

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

25403
人や産業が元気な農山漁村づくり	

（主担当：地域連携部地域支援課）
　都市や企業等との交流・連携の促進などを
通じて、農山漁村をさまざまな主体が関わる
中で支えていく仕組みや住民の生きがいづく
りに取り組むとともに、交流人口の拡大、就
業機会の確保等を図り、人や産業が元気な農
山漁村づくりにつなげます。

「いなかビジネス」
の取組数

101 件
（22 年度）

170 件

中山間地域における、地
域の農林水産物をはじ
め自然、文化、人等の
豊かな地域資源を生か
した新たな経済活動創
出の取組数

農業法人せいわの里まめや（多気町）
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 254

25404
農業の多面的機能の維持増進	

（主担当：農林水産部農業基盤整備課）
　さまざまな主体との連携による多面的機能
の保全や中山間地域の農業生産の継続に向け
た活動を通じて、農村を持続的に支える組織
づくりを進めます。

農村の資源保全活
動対象集落数 424 集落 500 集落

農業および農村の持つ多
面的機能の重要性を理解
し、さまざまな主体が参
画する地域の農地・農業
用施設の保全活動が展開
される集落数

25405
水産業の多面的機能の維持増進
	 （主担当：農林水産部水産資源課）
　さまざまな主体との連携による多面的機能
の保全活動等を通じて、水産業や漁村地域の
よさを県民の皆さんが享受できる環境整備を
進めます。　

藻場・干潟等の保
全活動対象面積 268ha 290ha

漁業者等さまざまな主体
が実施する藻場・干潟等
の保全活動の対象面積

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　 いなかビジネス：中山間地域において、地域の農林水産物をはじめ自然、文化、人等の豊かな地域資源を生かして取り組まれる、地域
の活性化はもとより就業機会の創出等にもつながる経済活動のこと。

注）2　 多面的機能：農林水産業が営まれることによって発揮される国土の保全機能、水源かん養機能、自然環境の保全機能、良好な景観の形
成機能、文化の伝承機能等のこと。

注）3　 地域活性化プラン：「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」に基づき、地域や産地などを単位に策定される農業および農
村の活性化のための活動プランのこと。

注）4　 グリーン・ツーリズム：緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人びととの交流を楽しむ滞在型の余暇活動。

農山漁村における体験メニュー
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未来を担う高校生に聞きました！　
　「みえ県民力ビジョン」には、若い世代にも、これからの三重県づくりに関心を持っても
らえるよう、高校生の皆さんのニーズや意見も反映させています！
　県内の県立高校、私立高校に在学する高校２年生（８０校　２,419 人）を対象にアンケー
トを実施しました。

安心して子育てできる環境

買い物や遊ぶところがたくさんある

地域の人がお互いに助け合っていけるまち

自然にやさしい取組が行われている地域

みんなが気持ちよく暮らせる地域

防犯や防災対策等が整った安全・安心な地域

0 25 50 75 100

63.0％
62.3％
59.3％

53.9％
51.6％
51.1％

自分らしい生き方ができる

安定的に住める場所がある

夢中になれることがある

助け合い支え合える仲間がいる

心身ともに健康に暮らしている

安全で安心な食生活を送っている

0 25 50 75 100

72.5％
59.5％

54.9％
53.4％
51.2％
49.9％

安心して子育てできる環境

買い物や遊ぶところがたくさんある

地域の人がお互いに助け合っていけるまち

自然にやさしい取組が行われている地域

みんなが気持ちよく暮らせる地域

防犯や防災対策等が整った安全・安心な地域

0 25 50 75 100

63.0％
62.3％
59.3％

53.9％
51.6％
51.1％

自分らしい生き方ができる

安定的に住める場所がある

夢中になれることがある

助け合い支え合える仲間がいる

心身ともに健康に暮らしている

安全で安心な食生活を送っている

0 25 50 75 100

72.5％
59.5％

54.9％
53.4％
51.2％
49.9％

シリーズ・コラム ５

ＮＥＸＴ
147ページへ
どうぞ

　高校生アンケートでは、「『自分の夢』を実現するために何が一番必要か？」について、自
由記述でお聞きしました。地域にかかわらず、「努力」、「勉強」、「やる気」、「あきらめな
い気持ち」など、自分の精神的な強さを求める回答が目立ちました。

※県内の県立学校、私立学校に在学する高校２年生（80 校 2,419 人）
を対象にしたアンケート（2011 年６月～７月実施）結果よりQ あなたの夢の実現には何が必要ですか？

Q 将来、自分の住んでいる地域がどうなっていてほしいですか？

Q あなたにとっての豊かなくらしとは何ですか？

（複数選択式アンケート
 上位６項目）

（複数選択式アンケート
 上位６項目）



　県と市町が連携した魅力と活力ある地域づくりの推進に向けた取組により、
さまざまな地域課題が解決されて、県内各地域での活性化が進んでいます。

　社会の転換期を迎える中、特色ある地域資源や人びとの知恵、能力などを活用し
て地域の魅力や価値を高めていくことが重要となっているため、住民に最も身近な
自治体である市町と広域的な自治体である県が一層、連携することにより、活力に
満ちた地域社会の形成に向け、地域の特性や実情に応じた地域づくりを推進してい
きます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■ 社会の枠組みが変化し、地域の多様性や自主性が重要となる中、地域ではさまざまな課題
に的確に対応することが求められており、県と市町が連携して地域課題の解決に向けて取
り組んでいく必要があります。

■ 過疎・離島・半島地域等においては、依然として人口流出や高齢化の進展、地域経済の停
滞が深刻な状況にあり、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう地域づくりを進め
ていく必要があります。

■ 木曽岬干拓地、大仏山地域、中勢北部サイエンスシティ等の特定地域については、関係機
関との連携のもと、時代の変化への対応もふまえ、地域のニーズに合った振興や利活用を
図っていく必要があります。

■ 宮川流域においては、流域圏づくりとして宮川流域ルネッサンス事業に取り組んでおり、
地域課題の解決に向け、引き続き広域的な観点から地域と協働した取組が必要です。

■ 「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の取組等により、住民に最も身近な自治体で
ある市町との連携を強化して、地域・市町の実情に応じた地域づくりの支援等に取り組
みます。

■ 過疎・離島地域等の自立促進に向けて地域の実情に応じた取組を進めるとともに、市町
と連携して地域・集落の活性化に取り組みます。

■ 木曽岬干拓地については、当面の利用に向けた整備を進めるとともに、将来の都市的土
地利用方策の検討を進めます。

■ 大仏山地域、中勢北部サイエンスシティ等の特定地域において、関係機関と連携し、当
該地域の活性化に取り組みます。

■ 宮川流域圏づくりについては、「宮川流域ルネッサンス協議会」に参画し、宮川流域の保全・
再生に取り組むとともに、地域が主体的に取り組む地域の資源を生かした個性豊かで活
力ある地域づくりを促進します。

施策 255 市町との連携による地域
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県と市町の連携に
より地域づくりに成
果があった取組数
(累計 )

「県と市町の地域づくり連携・協働協
議会」において特定の地域課題を解決
するために検討会議を設置して取り
組んだ結果、成果があった取組数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

18 取組
（22年度）

90 取組

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅱ－ 5　地域との連携

市町との連携による地域 活性化

　県と市町の連携が一層強化されることにより、各地域の特性に応じた地域資源の活用や地域
課題の解決が図られるなどの成果があらわれ始めています。

主担当部局：地域連携部

平成 27年度末での到達目標

25501
市町との連携・協働による地域
づくり	

（主担当：地域連携部地域支援課）
　魅力と活力ある地域づくりの推進に向け、

「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の
取組等により地域課題の解決に取り組みます。

県と市町が連携し
て地域課題の解決
に取り組んだ件数
( 累計 )

９件 45 件
市町が地域課題を解決す
るために、県の地域づく
りの補助金を活用して事
業を実施した件数

25502
過疎・離島・半島地域の振興
	（主担当：地域連携部南部地域活性化局南部地域活性化推進課）
　過疎・離島・半島地域の自立を促進するため、

「三重県過疎地域自立促進計画」等の着実な実
現を図るとともに市町の自立に向けた取組を支
援します。

三重県過疎地域自立
促進計画の進捗率

19.8％
(22 年度 )

84.0％
(26 年度 )

三重県過疎地域自立促進
計画（平成 22 年度～ 27
年度）に掲載した事業の
計画総額のうち、実施し
た事業の実績額の比率

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

25503
特定地域の活性化	

（主担当：地域連携部水資源・地域プロジェクト課）
　木曽岬干拓地等の特定の地域が企業や住民
の用に供され、当該地域が活性化されるよう、
関係機関との連携により土地利用の検討や企
業誘致の支援に取り組みます。

特定地域の利用率 31.5％ 42.3％

中勢北部サイエンスシ
ティ（オフィス・アルカ
ディア）、鈴鹿山麓リサー
チパーク、桑名ビジネス
リサーチパークのうち分
譲した面積および木曽岬
干拓地のうち整備した面
積の割合

25504
宮川流域圏づくりの推進
	 （主担当：地域連携部地域支援課）
　宮川流域の保全・再生や地域主体による地
域づくりに取り組むため、住民・ＮＰＯ・企業・
行政が協働して宮川流域ルネッサンス事業の
推進に取り組みます。

宮川流域ルネッサ
ンス事業の取組に
関わる団体数

61 団体 77 団体

「宮川プロジェクト活動
集」に掲載する団体（ＮＰ
Ｏ、企業、行政、団体等）
および「宮川流域ルネッ
サンス協議会」の賛助団
体の数
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　さまざまな主体がそれぞれの力を生かし、協力し合いながら三重の文化活動
を支えており、県民の皆さんが多様な文化にふれ親しみ、文化活動への参加を
とおした幅広い交流が行われるとともに、歴史的・文化的資産等が地域の誇り
として、大切に守り伝えられ、活用されています。

　新県立博物館の開館に向け、総合文化センター周辺の各施設が、さまざまな主体
と連携し、中核的な拠点（文化交流ゾーン注）1）を形成することにより、県民の皆さんが、
心の豊かさと安らぎを感じ、知的な刺激を受けるよう文化にふれる機会を多く提供
します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  県民一人ひとりが自ら文化芸術にふれ、学び、成果を高め合う機会や、お互いに交流し、
活動の裾野を広げる機会を充実させる必要があります。

■ 県民主体の文化活動を促進するとともに、文化情報の収集・
保存と共有を進め、併せて効果的な情報発信を行う必要が
あります。

■ 地域の中で発展してきた個性豊かな文化や守り伝えられて
きた文化財が、地域に対する愛着や誇りを育み、地域の絆
を強めるなど、人づくりや地域づくりに果たす役割が期待
されています。

■ 文化の担い手としての県民の皆さんの創造的な活動を支援し、顕彰制度の運用や質の高
い文化芸術の発表の場づくりなど、主体的な文化活動を促す環境づくりを進めます。

■ 県民の皆さんが文化交流ゾーンの機能を認識し十分に活用できるよう、魅力的な情報発
信および環境整備等に取り組みます。

■ 県民の皆さんが地域の文化財の価値に気づき、大切に守り伝え、積極的に活用できる環
境づくりを進めるとともに、歴史的・文化的資産等を生かした人づくりや地域づくりを
促進します。

施策 261 文化の振興

現
状
と
課
題

三重県文化会館大ホール

第
１
編

第
２
章

138

第
２
節　
「
創
る
」 

～
人
と
地
域
の
夢
や
希
望
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

変
革
の
視
点

取組
方向



参加した文化活動
に対する満足度

三重県文化会館が実施した公演事業
および歴史的・文化的資産を生かし
たまちづくり事業などにおけるアン
ケート調査で、公演やイベントの内
容について、「とても満足している」と
回答した人の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

60.7％
（22年度）

66.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅱ－ 6　文化と学び

　三重の文化や文化財が効果的に県内外へ情
報発信されるとともに、それらを生かした取
組が活発になり、県民の皆さんが、主体的に
文化活動に参加・参画し、地域の魅力や価値
を高めています。

主担当部局：環境生活部

平成 27年度末での到達目標

26101
文化にふれ親しみ、創造する機
会の充実	

（主担当：環境生活部文化振興課）
　県民一人ひとりが多様な文化にふれ親しみ、
創造し、文化活動に参加することができるよ
う、文化活動への助成や顕彰制度の運用、文
化芸術の発表の場づくりなど、多様な取組を
進めます。

文化交流ゾーンを
構成する施設の利
用者数

1,173,221 人
（22 年度）

1,360,000 人
文化交流ゾーンを構成す
る施設である県立の図書
館、博物館、美術館お
よび三重県総合文化セン
ターの利用者数

文化芸術情報アク
セス件数

60,210
件 / 月

（22 年度）

100,000
件 / 月

県が管理運営するイン
ターネットのホームページ

「三重の文化」への月平均
アクセス数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

26102
歴史的資産等の発掘・保存・継承・
活用	
（主担当：教育委員会社会教育・文化財保護課）

　県民の皆さんが歴史的資産等の魅力を知り、
地域の誇りとして大切に守り伝えていくため、
文化財等の適切な保存・継承を図るとともに、
地域での活用を支援します。

文化財情報アクセ
ス件数

14,208
件 / 月

（22 年度）

17,000
件 / 月

県が管理運営するイン
ターネットの文化財に関
するホームページへの月
平均アクセス数

注）1　 文化交流ゾーン：新県立博物館の整備を契機として、新たに魅力あふれる「県民の学び・体験・交流の場」となるよう発展をめざす県立
美術館を含めた県総合文化センター周辺地域のこと。

史跡斎宮跡東部整備完成予定図
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　県民の皆さんの多様な学習ニーズに応えることができる学びの場や機会が、
さまざまな主体の力を合わせた活動により数多く生み出され、県民の皆さんが
楽しく学びながら、自らの知識や経験を生かして積極的に活動しています。

　生涯学習センターをはじめとする生涯学習施設の機能充実や連携強化等のこれま
での取組に加え、県民の皆さんとの「協創」により魅力的な博物館づくりを進めると
ともに、公民館や図書館等の「身近な拠点」や学校、地域との連携を強化することに
より、県民の皆さんが県内のどこでも学習できる環境づくりを進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■ 県民の皆さんの学習ニーズは多様化・高度化しており、それぞれのライフステージにおけ
る学習ニーズを的確に把握し、そのニーズに応じた学習機会を提供することが求められて
います。

■ 県民一人ひとりのライフスタイルに対応した学習環境の整備や、市町や地域の活動団体等
との連携など、県内のどこでも学習できる場や仕組みづくりが必要です。

■ 学んだ成果が個人にとどまることなく、人づくりや地域づくりにつながるよう、活動の場
の提供や情報提供の充実など、成果を生かすことができる環境づくりが求められています。

■ 生涯学習の推進に重要な役割を担う社会教育においては、多様化・高度化した学習ニーズ
への適切な対応が求められているほか、社会教育活動の推進にあたり、さまざまな主体と
の連携を図る必要があります。

■  新県立博物館の整備により三重の自然と歴史・文化について、共に学び、考えることが
できる場づくりを進めます。

■ 市町や学校等さまざまな主体との連携により、アウトリーチ注）1 や参加体験型学習など、
さまざまな学習機会を提供します。

■ 学んだ成果を地域で生かそうとする県民の皆さんに対し、学習交流の場や講師登録情報
の提供を充実させるなど、新たな成果の活用の場や機会を創出する取組を促進します。

■ 社会教育関係者の交流の場を設け、情報共有や人材育成を図ることにより、地域におけ
る社会教育活動を促進します。

施策 262 生涯学習の振興
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参加した学習活動
に対する満足度

県立の図書館、博物館、美術館、斎
宮歴史博物館および生涯学習セン
ターが実施した展覧会、講座・セミ
ナーにおけるアンケート調査で、講
座の内容等について、「満足している」
と回答した人の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

72.0％
（22年度）

77.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅱ－ 6　文化と学び

　これまで自己の関心やライフスタイルにあった学習機
会を得られなかった県民の皆さんが、容易に自己のニー
ズにあった学習情報を得ることができ、気軽に学びの場
や機会を利用しています。
　また、これまで学習活動を行ってきた県民の皆さんも、
より高度な知識や技術を習得し、学んだ成果を生かす機
会を得ています。

主担当部局：環境生活部

平成 27年度末での到達目標

26201
学びあう場の充実	

（主担当：環境生活部文化振興課）
　だれでも、いつでも、どこでも、楽しく学
び続けることができ、その成果を生かすこと
ができるよう、魅力ある展覧会・講座等の開
催や講師登録情報の提供など、学習環境の充
実を図ります。

県立生涯学習施設
の利用者数

627,350 人
（22 年度）

855,000 人

県立の図書館、博物館、
美術館、斎宮歴史博物
館、熊野少年自然の家、
鈴鹿青少年センターお
よび生涯学習センター
の利用者数

「協創」による博物
館づくりへの参画
者数

231 人
（22 年度）

550 人 新県立博物館の県民参加
組織への登録者数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

26202
地域と連携した社会教育の推進	
（主担当：教育委員会社会教育・文化財保護課）

　地域の中核となる社会教育関係者の人材育
成を行うことにより、社会教育活動を促進し
ます。また、社会教育施設において、自然体
験活動などを実施することにより、健全な青
少年の育成を進めます。

社 会 教 育 関 係 者
ネットワーク会議
への参加者数

－ 210 人

社会教育関係者（社会教
育委員、関係団体、行政
等）が幅広くつながる交
流の場として開催する
ネットワーク会議への参
加者数

注）1　 アウトリーチ：英語で「手を伸ばすこと」を意味し、生涯学習の観点では、学校や公民館、福祉施設等で出張講座や移動展示などを行うこと。 

新県立博物館完成予定図
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農林水産業
～食や暮らしと地域経済を支える農林水産業～

311	 農林水産業のイノベーション
　　　の促進
312	 農業の振興
313	 林業の振興と森林づくり
314	 水産業の振興

政策

Ⅲー1

施　
策

Ⅲ
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施　
策

強じんで多様な産業
～地域に活力と雇用を生み出す産業構造への転換～

321	 三重の強みを生かした事業環境の
　　　整備と企業誘致の推進
322	 ものづくり三重の推進
323	 地域の価値と魅力を生かした
　　　産業の振興
324	 中小企業の技術力向上支援と
　　　科学技術の振興
325	 新しいエネルギー社会の構築

政策

Ⅲー2

雇用の確保
～誰もが働ける社会～

331	 雇用への支援と職業能力開発
332	 働き続けることができる環境
　　　づくり

政策

Ⅲー3

施　
策
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農林水産業
～食や暮らしと地域経済を支える農林水産業～

世界に開かれた三重
～観光産業の振興と国際戦略の展開～

341	 ��三重県営業本部の展開
342	 観光産業の振興
343	 国際戦略の推進

政策

Ⅲー4

施　
策

施　
策

	安心と活力を生み出す基盤
～県民の生活や経済活動を支える基盤の整備～

351	 道路網・港湾整備の推進
352	 公共交通網の整備
353	 快適な住まいまちづくり
354	 水資源の確保と土地の
　　　計画的な利用

政策

Ⅲー5
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　豊かで健全な食生活への志向が広がる中で、多様化する期待に応える新たな
価値が農林水産業や食品関連産業等に関わるさまざまな主体から積極的に提案
され、地域資源の特徴を生かした競争力ある産品等が提供されることにより、
県民の皆さんの豊かな暮らしや「もうかる農林水産業」につながっています。

　国内外に誇れる県産品を積極的に売り込む営業活動の強化に対応して、新商品が
活発に生まれる開発環境を整えるとともに、それを支える農林水産業のものづくり
風土を形成し、農林水産業のイノベーションを促すことにより、「もうかる農林水産
業」への発展をめざします。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  経済のグローバル化や長期化するデフレ、国内市場規模の縮小など、農林水産業や食品関
連、木材産業等を取り巻く厳しい経営環境に対応していくため、農林水産物をはじめとす
る地域資源の高付加価値化による商品開発や市場開拓等の取組が求められています。

■ 食育や地産地消運動、三重ブランド等による地域資源の高付加価値化の支援や情報発信の
強化等を通じて農林水産業者や食品産業事業者等による成功事例も生まれてきています。
今後、「もうかる農林水産業」に向けさらなる取組拡大を図っていくためには、事業者連携
の促進や成功ノウハウの共有、中小事業者が多く大ロット供給が難しい等本県の実情をふ
まえた情報発信力の強化が課題です。

■ 魅力ある県産品等が数多く生まれるための風土づくりや、農林水産業の新しい価値創出と
その「見える化」による県民の皆さんと農林水産業の支え合う関係づくりなど、「もうかる
農林水産業」につなげる取組の強化も必要です。

■  県産品が広く認知され、競争力を強化できるよう、食に関わる先端技術や新事業展開な
どの面でサポートできる産学官ネットワーク等による「みえフードイノベーション注）１」を
創出する中で、健康など多様なニーズに対応する商品の開発や三重ブランドをはじめと
する県産品の認知度向上に取り組むなど、「もうかる農林水産業」に向けた展開を加速し
ます。

■ 農畜産業、林業、水産業に係る技術開発・移転を通じて、農林水産業者、食品産業や木
材産業事業者等による県民の皆さんの多様化する期待に応える新たな商品やサービスの
提供に向けた取組を支援するとともに、森林の効率的な育成と森林資源の利用拡大、海
の再生力の活用等による海洋環境の再生などを促進します。

■ 企業等との連携により、食育や環境貢献、障がい者雇用など新たな取組や価値の「見える
化」を進めるなど、消費者と農林水産業との支え合う関係づくりに取り組みます。

施策 311 農林水産業のイノベー

現
状
と
課
題
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県産品に対する消
費者満足度

県産の農林水産物等に対して、満足し
ていると回答した県内消費者の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

25.2％ 40.0％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－１　農林水産業

ションの促進

　本県がこれまで取り組んできた食育や地産地消運動、
三重ブランドをはじめとする取組の戦略的な発展と商品
等の研究開発を強化する中で、地域の資源や特徴を生
かして新たなビジネスに取り組む農林水産業者や事業者、
地域が増加するとともに、新たな市場の開拓や環境など
社会の成熟化に伴うさまざまな期待に対応した取組が増
加しています。

主担当部局：農林水産部

平成 27年度末での到達目標

31101
新たなビジネス創出に向けた基
盤づくり	
（主担当：農林水産部フードイノベーション課）

　「みえフードイノベーション」の形成等を通
じて、農林水産資源の高付加価値化やブラン
ド化に取り組む事業者の増加をめざします。

農林水産資源を高
付加価値化するプ
ロジェクトの創出
数（累計）

－ 25 件

企業等との連携により農
林水産資源を高付加価値
化するみえフードイノ
ベーション・プロジェク
ト等の創出数

31102
農畜産技術の研究開発と移転
	 （主担当：農林水産部農業戦略課）
　農畜産技術の研究開発と移転を通じて、農
業者や食品産業事業者等による新たな商品や
サービスの創出を促進します。

農畜産技術の開発
成果が活用された
商品等の数（累計）

－ 100 件

農業研究所および畜産研
究所が取り組む研究開発
から生み出された成果の
うち、次の①②のいずれ
かに該当する技術が活用
された農業者等の商品や
サービス等の件数
　①開発技術
　② 県が開発した特許・

品種等

31103	
林業・森林づくりを支える技術
の開発と移転
	 （主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　林業・森林づくりを支える技術の開発と移
転を通じて、森林の効率的育成や資源の利用
拡大、新たな商品の創出、森林の持つ公益的
機能の高度発揮等を促進します。

林業の研究成果が
活用された商品お
よ び 技 術 の 数（ 累
計）

－ 20 件
森林・林業に関する研究
成果のうち、事業者等に
活用された商品や技術の
件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

「みえ地物一番」のキャンペーン
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 311

31104
水産技術の研究開発と移転

（主担当：農林水産部水産資源課）
　先進的な技術の研究開発や食品産業事業者
等との連携、海の再生力の活用等を通じて、
新たな商品開発、海洋環境の再生等を促進し
ます。

水産技術の開発成
果が活用された商
品等の数（累計）

－ 35 件

水産研究所が取り組む研
究開発から生み出された
成果のうち、次の①②の
いずれかに該当する技術
が活用された漁業者等の
商品やサービス等の件数
　①開発技術
　② 県が開発した特許・

品種等

31105
県民の皆さんと農林水産業の支
え合う関係づくり
	（主担当：農林水産部フードイノベーション課）
　新たな価値を伝える「見える化」の取組を進
め、県民の皆さんの県産品に対する満足度の
増加をめざします。

企業との連携による
食育等のＰＲ回数 － ８回

企業との連携によるイベ
ント等を通じて食育等の
ＰＲを行った回数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）１　 みえフードイノベーション：農林水産資源を活用し、生産者や食品産業事業者、ものづくり企業等の多様な業種や、大学、研究機関、市町、
県などの産学官のさまざまな主体の知恵や技術を結集し融合することで、地域が抱える課題を解決し、新たな商品やサービスを革新的
に生み出す仕組みのこと。

三重ブランドアカデミー「売れる商品づくりのヒント集！」から抜粋

“売れる”商品づくりのためのチェックリスト
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大局から時代をみる「三重県経営戦略会議」
　県では、県政における政策課題に関し、知事が専門的かつ総合的な知見を有する方と意
見交換を行うため、「三重県経営戦略会議」を設置しています。「みえ県民力ビジョン」の策
定にあたり、同会議の委員の皆さんからは、「今は、第三の分水嶺

れい
とも言うべき大きな変革期」

（奥田委員）など、時代認識や今後の社会展望などに関する貴重なご意見をいただきました。
　

シリーズ・コラム   6

ＮＥＸＴ
155ページへ
どうぞ

氏名（50 音順） 所属・役職等
奥田 碩 トヨタ自動車株式会社　相談役
加藤 秀樹 構想日本　代表
小西 砂千夫 関西学院大学大学院　教授
白波瀬 佐和子 東京大学大学院　教授
田中 里沙 株式会社宣伝会議　取締役編集室長
津谷 典子 慶應義塾大学　教授
西村 訓弘 三重大学大学院　教授
速水 亨 速水林業　代表
増田 寛也 元岩手県知事

株式会社野村総合研究所顧問
宮﨑 由至 株式会社宮﨑本店　代表取締役社長

三重県経営戦略会議　委員　（敬称略、所属・役職は平成 23 年度時点）

三重県経営戦略会議



　農業者をはじめ食に関わるさまざまな主体の自主的な活動が継続的に営まれ
る中で、消費者の多様化する期待に応えた安全で安心な農産物が生産され、県
民の皆さんに安定的に供給されることにより、三重県の食料自給力が高まって
います。

　需要に応じた作目・品種・栽培方式の選択、消費者ニーズに応えうる品質の確保
や６次産業化注）2 による収益力向上のための取組等の定着を図ります。また、職業と
しての農業への関心の高まりなどに応えて、意欲と経営感覚にあふれた農業者の育
成や新たな参入の促進、地域の創意工夫を重視した「地域活性化プラン注）3」への支援
などに取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  従事者の高齢化や担い手不足、グローバル化や農産物価格の低迷等による農業の活力低下
が懸念される中、「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」に基づき、消費者
等に支持される安全で価値の高い農産物を安定的に供給できる体制の整備が求められてい
ます。

■ 農業者が十分な所得を確保していくためには、経営の高度化や多角化、農商工の連携、技
術革新など「作る農業」から「売れる農業」への転換を進め、「もうかる農業」につなげていく
必要があります。

■ 耕地に占める水田の割合が高い本県では、国の食料政策に的確に対応しつつ、集落等を単
位とした効率的な水田の利用体制を構築していくことが求められています。

■ 「もうかる農業」をめざす上で、農地や農業用施設の整備が十分でない地域があること、整
備済みの基幹水利施設注）1 等でも老朽化が進んでいることなどが懸念材料となっています。

■  食料自給力の強化に向け、国の食料政策等を効果的に活用して、需要に応じた米の生産
や食品産業事業者等のニーズをふまえた麦、大豆、新規需要米等の生産拡大を進めます。

■ 消費者の多様化するニーズに的確に対応していくため、特色ある品種や生産技術を生か
して、野菜、果実、茶、花き花木等園芸作物の戦略的な産地育成等に取り組みます。

■ 畜産経営の安定に向けて、品質向上や低コスト生産、耕畜連携による自給飼料生産、家
畜伝染病に係る防疫衛生体制の強化等に取り組みます。また、産地力の強化に向けて肥
育素牛の県内生産システムの構築、基幹食肉処理施設注）4 の機能充実と必要な施設整備の
検討を進めます。

■ 普及活動の展開や農業団体等との連携を図る中で、地域の創意工夫を重視した「地域活性
化プラン」の策定・実践への支援、水田を中心とした土地利用調整ルールづくりや集落営
農組織等の設立・法人化を促進します。また、個人や企業等の新たな参入拡大、農業者
の経営発展、女性・高齢者等の活発な活動のための環境づくりや障がい者参画の促進等
に取り組みます。

■ 営農の高度化、効率化のための生産基盤整備や老朽化が進む農業用施設のライフサイク
ルコスト注）5 軽減、優良農地の確保に取り組むことにより、農業生産力の強化を図ります。

施策 312 農業の振興
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食料自給率（カロ
リーベース）

県民の皆さんが食料として消費する
農水産物のうち県内農水産物により
供給が可能な割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

42％
（21年度）

46％
（26年度）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－１　農林水産業

　「作る農業」から「売れる農業」、さらには「もうかる農
業」への発展をめざす取組を促進することとあわせて、
安全で安心な農産物が安定的に供給される生産から流通
に至る体制が構築されるとともに、意欲ある農業者が経
営の発展に取り組める環境が整備されることなどにより、
消費者の期待に的確に対応した県産農産物の供給や県農
業を中心となって支える農業経営体が増加しています。

主担当部局：農林水産部

平成 27年度末での到達目標

31201
水田農業の推進	

（主担当：農林水産部農畜産課）
　需要に応じた米の生産と食品産業事業者等
のニーズをふまえた麦・大豆等の生産拡大を
進め、水田の有効活用を図ります。

水田利用率 93.4％ 96.0％ 水田面積における作付面
積の割合

31202
園芸等産地形成の促進
	 （主担当：農林水産部農畜産課）
　マーケットへの的確な対応や農産物直売所
等多様な流通に対応できる戦略的な産地の育
成、生鮮食料品の安定的・効率的な供給に向
けた卸売市場運営を図ります。

新たな視点の産地
展開に挑戦する園
芸 等 産 地 増 加 数

（累計）

－ 20 産地

契約栽培や消費地での直
接販売、産地単位での６次
産業化など、新たな視点を
取り入れた産地展開に取
り組む園芸等産地の数

31203	
畜産業の健全な発展	 	
	 （主担当：農林水産部農畜産課）
　飼料自給率向上、畜産物の高付加価値化や
ブランド化、基幹食肉処理施設の機能充実と
必要な施設整備の検討、防疫体制強化等を図
ります。

近隣府県の畜産産
出額に占める割合

13.7％
（22 年度）

14.1％
（26 年度）

近隣府県（岐阜県、愛知
県、三重県、滋賀県、京
都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県の２府
７県）の畜産物の産出額
に占める本県の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

フードチェーンを意識して取り組まれる三重の麦づくり
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 312

31204
多様な農業経営体の確保・育成

（主担当：農林水産部担い手育成課）
　普及活動の展開や農業団体等と連携する中で、
農業経営の発展、新規就農希望者や農業参入企
業等新たな経営体の育成・確保、「地域活性化
プラン」の策定・実践への支援に取り組みます。

農業経営体数（認
定農業者注）6、集落
営農組織等）

2,346
経営体

2,610
経営体

積極的に経営改善や規模
拡大を図ろうとする農業
経営体の数

31205
農業生産基盤の整備・保全
	 （主担当：農林水産部農業基盤整備課）
　農業生産基盤の整備や農業用施設の機能維持
を進めるとともに、優良な農地の維持・保全の
取組を進め、農業生産力の強化を図ります。

基盤整備済み農地
における担い手へ
の集積率

33.4％ 50.0％
パイプライン化など高度
な基盤整備を実施した地
域における認定農業者等
への農地集積率

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　基幹水利施設：農業用ダム、頭首工、揚水機場、幹線水路等の基幹的な農業水利施設。
注）2　 ６次産業化：１次産業が、加工（２次産業）や流通販売（３次産業）などを自己の経営に取り入れたり産業間の連携を図ったりすることに

より業務展開している経営形態をあらわす言葉。
注）3　地域活性化プラン：134 ページをご覧ください。 
注）4　基幹食肉処理施設：県内の主要と畜場である四日市市食肉センターおよび松阪食肉公社食肉流通センターのこと。
注）5　ライフサイクルコスト：施設等を企画・設計・建築し、維持管理して、最後に解体・廃棄するまでの施設等の全生涯に要する費用の総額。
注）6　 認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づき、効率的で安定した経営をめざす農業経営改善計画を作成し、市町村長の認定を受けた

農業者。
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三重の農産物産地マップ

県農林水産部作成
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　県産材の需要が拡大し、活発で持続的な林業が展開されるとともに、県民の
皆さんによる、さまざまな形での森林づくりへの参画により、森林の再生が進
んでいます。

　木質バイオマスのエネルギー利用など、新たな用途での需要開拓に取り組むとと
もに、これまで森林内に放置していた間伐材の利用を進めます。また、社会全体で
森林を支えるため、森林づくりのための税の検討、環境林の整備手法の見直しなど、
県民の皆さんがさまざまな形で森林づくりに参画できる仕組みづくりを進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  県産材需要の大半を占める住宅の着工戸数が大幅に増加することが期待できない中で、再
生可能エネルギー特別措置法の成立などにより、木質バイオマスのエネルギー利用に対す
る期待が高まっており、県産材の新たな用途の開拓が求められています。

■ 手入れの不足した森林や、放置された里山や竹林においては、山崩れの防止や生物の多様
性の保全など森林の持つ公益的機能が低下しているため、間伐等の手入れが必要となって
います。

■ 森林資源は利用の段階を迎えていますが、その多くが活用されていないため、間伐材を搬
出し、利用することが求められています。

■ 事業体の経営基盤が脆弱であり、機械化等が遅れているため、施業の集約化、路網の整備
などを進める人材を育成することが求められています。

■ 地球温暖化問題の進行や生物多様性への関心の高まり、豪雨災害の多発などにより、森林
の持つ公益的機能への社会的要請が高まっており、森林を県民共有の財産として守るため、
森林環境教育やさまざまな主体の森林づくりへの参画が求められています。

■  品質や性能の明確な製材品の生産拡大、大消費地等での販路開拓や公共建築物への利用
促進等により、県産材の需要拡大を図るとともに、合板や、発電・熱利用への木質バイ
オマスの利用など新たな用途での需要拡大に取り組みます。

■ 森林経営計画の推進や森林施業の集約化、路網等の基盤整備、流通の合理化、需要に応
じた供給体制の構築等に取り組み、森林の整備と間伐材の利用を進めます。

■ 低コスト作業システムを実践するための林業従事者を育成します。また、林業事業体（森
林組合、素材生産業者等）の経営基盤の強化を図るとともに、建設業等異業種の林業への
参入を促進します。

■ 環境林の整備については、所有者の意向や現地の状況調査などにより整備手法の見直し
を行うとともに、放置された里山や竹林の整備を進めます。

■ 森林を支える仕組みの一つとして、森林づくりのための税の検討を進めるとともに、企業
やボランティアなどのさまざまな主体が森林づくりに参画しやすい環境整備を進めます。

■ 知識や技能を持った県民の皆さんの協力のもと、森林環境教育や森林文化に親しむ機会
の提供を進めます。

施策 313 林業の振興と森林づくり
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県産材（スギ・ヒノ
キ）素材生産量

県内で生産されるスギ・ヒノキの供
給量

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

239 千㎥
（22年度）

402千㎥
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－１　農林水産業

　建築用材だけでなく、エネルギー源など新たな用途での利用が進み、木材生産量が増加して
います。また、森林環境教育や森林に親しむ機会の提供に加え、県民の皆さんや企業、ボランティ
ア等が森林づくりに参画しやすい環境整備が進み、さまざまな主体による森林づくり活動が活
発に行われるとともに、間伐等の森林整備が進み、森林の適正な管理が進んでいます。

主担当部局：農林水産部

平成 27年度末での到達目標

31301
県産材の利用の促進	

（主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　「三重の木」認証材や「あかね材」認証材をは
じめとする県産材の需要拡大を図るとともに、
木質バイオマスのエネルギー利用や合板への
利用などを進めます。

「三重の木」認証材
等出荷量

24,629㎥
(22 年度 )

50,000㎥
県産丸太を用いた「ＪＡ
Ｓ製材品」、「三重の木」
認証材および「あかね材」
認証材の出荷量

31302
持続可能な林業生産活動の推進
	 （主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　森林経営計画等に基づき、持続可能な林業
生産活動等を推進します。

施業集約化団地面
積（累計）

5,192ha
（22 年度）

50,000ha 森林経営計画により施業
の集約化を図るために団
地化された森林面積

31303	
林業・木材産業の担い手の育成	 	
	 （主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　林業就業者のキャリア形成への支援を行い、
担い手を育成します。また、建設業等異業種
の林業への参入を促進します。

新規林業就業者数
38 人

（22 年度）
40 人 林業事業体（森林組合、

素材生産業者等）への新
規就業者数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

31304
森林の適正な管理と公益的な機
能の発揮
	 （主担当：農林水産部森林・林業経営課）
　間伐等の森林整備を行うなど適正な森林管
理を進めます。

間伐実施面積
（累計） － 36,000ha

県内の民有林で行われ
る計画期間中の間伐実
施面積
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 313

31305
森林づくりへの県民参画の推進

（主担当：農林水産部みどり共生推進課）
　県民の皆さんや企業、ボランティアなどの
森林づくりへの参画を進めます。

森林づくり参加者数
24,241 人

（22 年度）
30,000 人

森林づくりに関する活動
や催しへの、県民の皆さ
ん、ＮＰＯ、企業などさ
まざまな主体の年間参加
者数

31306
森林文化および森林環境教育の
振興
	 （主担当：農林水産部みどり共生推進課）
　森林環境教育や森林文化に親しむ機会の提
供を進めます。

森林文化・森林環
境教育の活動回数

1,489 回
（22 年度）

2,000 回 県のデータベースに登録
された指導者の１年間の
延べ活動回数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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シリーズ・コラム 7

ＮＥＸＴ
169ページへ
どうぞ

県議会と議論を重ねて策定した「みえ県民力ビジョン」
　「みえ県民力ビジョン」の策定にあたっては、
県民の代表である県議会と議論を重ねてきま
した。特に中間案や最終案については、県議会
から知事へ申入書をいただくなど、多くのご意
見をいただきました。県では、県議会のご意
見を真摯に受け止め、ビジョンに反映しました。

県議会議長から知事への申し入れ



　県内産の魚介類などを安定的に供給できる希望ある水産業・漁村が実現され、
県民の皆さんは豊かな水産物等をとおして水産県であることのすばらしさを実
感しています。

　「三重県水産業・漁村振興指針」に基づき、水産業・漁村のめざす姿を県民の皆さ
んや関係団体等と共有するとともに、県民の皆さんが期待する水産物などを安定的
に供給できる希望ある水産業・漁村が実現されるよう、資源管理の実施による収益
性の向上や６次産業化注）2 等による付加価値向上などを図ります。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  水産資源・漁業生産の減少、漁業者の高齢化と急速な減少および水産物消費の低迷など、
水産業・漁村を取り巻く状況が厳しさを増しています。

■ 東日本大震災で被害を受けた県内の水産業を復興するとともに、近い将来に発生の可能性
が指摘される大型地震による大規模災害への備えが重要となっています。

■ 漁業協同組合（漁協）が水産業振興の中核的な役割を果たせるよう、引き続き県１漁協注）1 に
向けて漁業協同組合連合会（漁連）等と連携して合併促進の取組を進める必要があります。

■ 漁場の環境保全、資源管理および水産物の付加価値向上への取組等を進めるとともに、県
民の皆さんが県内産の魚介類を購入しやすくなる地域内流通の仕組みの充実を図る必要が
あります。

■ 東日本大震災をふまえた安全・安心な漁村づくりの必要性が高まっていることや、荒天時
に係留・陸揚げができる岸壁が不足していることなどから、漁港の整備をさらに進める必
要があります。

■  東日本大震災などの教訓を生かし、災害に強く生産性の高い水産業を構築するため、漁
業者自らが経営力を持ち、高い付加価値を生み出す産業をめざし、「地域水産業・漁村振
興計画注）3」の策定・実現を支援するとともに、水産業・漁村を総合的にコーディネート
できる組織としての県１漁協の実現を促進します。

■ 資源管理の徹底等により、持続的な生産が可能な水産業の確立を図るとともに、密漁者
に対する監視・取締りの強化に努めます。また、消費者視点の水産物の提供や情報の発信、
安全・安心への取組を進めるなど、県民の皆さんが期待する水産物を安定的に供給する
体制づくりを進めます。

■ 生産者・食品産業事業者・行政等が連携して「みえフードイノベーション注）4」を創出する
中で、地域特有の水産資源を活用し、消費者ニーズに対応する商品を開発・提供する取
組を進めます。

■ 消費者ニーズに対応した養殖技術の開発と普及に取り組み、地域特性に応じた養殖水産
物の高品質化などを推進します。また、三重の真珠の復活をめざし、技術開発を進める
とともに、生産者が取り組む再生への取組を支援します。

■ 持続的な生産を支える水産基盤の整備や津波への対応など住民が安心して快適に生活で
きる漁村の整備を進めます。また、環境にやさしい水産業への取組を進め、藻場・干潟
の再生・保全など海の環境浄化機能を最大限発揮させることで、美しく豊かな海を維持し、
魚介類の生育環境の改善を進めます。

■ 内水面資源の維持・増大をめざし、アユ等の種苗放流や外来魚の駆除対策等を進めると
ともに、魚道整備などの魚類等の生育に適した環境づくりを推進します。

施策 314 水産業の振興
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主要魚種生産額の
全国シェア

海面漁業における主要 18 種注）5 の
生産額の全国シェア

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

7.1％
（21年）

7.3％
（26 年）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－１　農林水産業

　県１漁協のもと、さまざまな主体の参加による豊かな海の回復、持続的な水産資源の利用と
収益性向上などを図ることにより、県民の皆さんの多様化する期待に応える水産物の安定的な
供給が進んでいます。

主担当部局：農林水産部

平成 27年度末での到達目標

31401
水産業・漁村のマネジメント体
制の確立

（主担当：農林水産部水産経営課）
　地域における水産業のあり方や漁村の活性
化等について、その方針を定める「地域水産業・
漁村振興計画」の策定・実現を支援するととも
に、県内水産業をリードできる組織としての
県１漁協の実現を促進します。

県内の沿海地区漁
協数 21 漁協 １漁協 沿海地区の漁協の数

31402
高い付加価値を生み出す水産業
の確立
	 （主担当：農林水産部水産資源課）
　資源管理の徹底等により、持続的な生産体制
の構築を進めるとともに、担い手の確保・育成、
経営力がある経営体が取り組む６次産業化、安
全・安心な養殖、各地域で県内産水産物を購入
できる体制づくりなどを促進することで、高い
付加価値を生み出す水産業を確立します。

資源管理に参加す
る漁業者数 313 人 1,500 人

資源管理・漁業所得補償
対策に係る資源管理計画
に定められる取組を行う
漁業者数

31403
自然と共生する生産性の高い水
産業・漁村の構築
	 （主担当：農林水産部水産基盤整備課）
　持続的な生産を支える水産基盤の整備や水
産生物の産卵・生育の場である藻場・干潟の
再生・保全に取り組むなど、自然と共生する
生産性の高い水産業・漁村の構築を図ります。

沿岸の浅海域再生
面積（累計） 63ha 74ha

伊勢湾および熊野灘沿岸
における藻場・干潟等の造
成・再生面積および英虞
湾における底質改善面積

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　県１漁協：県内の全ての沿海漁業協同組合が合併して１つにまとまった漁協のこと。
注）2　６次産業化：150 ページをご覧ください。
注）3　地域水産業・漁村振興計画：漁村地域を単位に水産業のあり方や漁村の活性化等についての方針を定めた計画。
注）4　みえフードイノベーション：146 ページをご覧ください。
注）5　 主要 18 種：県民の皆さんにも広く知られ、消費されているイセエビ、カツオ、アサリ、サザエ、フグ、サバ、イワシ、イカナゴ、アワビ、

アナゴ、ブリ、マダイ、ヒラメ、クルマエビ、真珠、養殖マダイ、カキ、ノリの 18 主要魚種。
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　国際競争力のある産業や成長性のある産業など多様な産業が活発に事業活動
を行える環境づくりが進むとともに、企業や関係機関などのネットワークが広
がっていく中で、国内外の企業から県内への投資が続く強じんで多様な産業集
積につながっています。

　県内投資を呼び込む新たな仕組みづくり等を行い、ネットワークの豊富な機関と
の連携による企業誘致に取り組むとともに、海外の自治体等との連携等による外資
系企業誘致に重点的に取り組みます。また、成長制約要因であった環境・エネルギー
や少子高齢化といった社会課題を「課題解決型産業」の振興としてとらえ、多様な産
業の成長をけん引する「クリーンエネルギー関連分野」の振興を重点的に進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  経済のグローバル化が一層進み、産業構造の転換が進む中、日本の産業は、中国など新興
国の発展により、これまで得意としてきた先端工業分野における市場シェアも奪われつつ
あり、次の成長産業が見いだせていない状況にあります。

■ 平成２（1990）年頃をピークに国内の企業立地件数が大幅に減少し、対日投資も低迷する
中、歴史的な円高水準やデフレ基調が続き、大企業のみならず中小企業が海外からの誘致
を受けるなど、国内産業の空洞化への大きな懸念要因も顕在化してきています。

■  新興国の投資コストは、人件費や土地購入費面において日本の 10％に満たない水準にあ
り、県内への投資を呼び込む上での課題要因となっています。

■  急速な少子高齢化の進展や資源の枯渇、環境・エネルギー問題など、国内で生産を行う上
での制約要因も大きな課題となっています。

■  こうした課題が山積している中、企業が国内ひいては県内で事業活動を展開しようとする
ための環境を整備し、県内に投資を呼び込めるように早急な取組を進めなければなりません。

■  県内に投資を呼び込むための特区制度の検討、奨励制度などの新たな仕組みづくりや市
町と連携した環境づくりに取り組み、外資系企業を中心に、多様な産業の集積につなが
る企業誘致を進めます。

■ ネットワーク力を持つ企業や関係機関等との連携による投資セミナーの開催などにより、
情報発信を強化し、誘致活動につなげていきます。

■ 「クリーンエネルギーバレー構想注）1」により、企業の既存技術を生かした環境・エネルギー
分野への展開促進や、ネットワークを活用したプロジェクトの誘発を推進し、関連産業
の集積と育成を図るとともに、多様な産業の成長につなげます。

■ 量的・質的に拡大するニーズと潜在的市場の高い医療・健康・福祉関連などを「課題解決
型産業」として、ライフイノベーション注）2 の推進により、新たな産業の創出につなげて
いきます。

■ 高度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）注）3 を拠点として、新たな研究開発プロジェ
クトの創出やイノベーションの創出を加速させ、高度部材を基軸とした多様な産業の成
長につなげていきます。

施策 321 三重の強みを生かした事業環境の
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県内への設備投資額
（累計）

県と立地協定を締結した誘致企業に
対するアンケート調査による県内へ
の設備投資額の合計額

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 1,320 億円県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

整備と企業誘致の推進
　県内には高い技術を有する中小企業や国際競争力の高い大手企業の集積があり、この強みを
生かした国内外とのネットワークが構築されるとともに、県内において、多様な産業の活発な
事業活動が展開され、県内への企業立地等設備投資が活発に行われています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32101
国内外の企業誘致の推進

（主担当：雇用経済部企業誘致推進課）
　国内外の国際競争力のある企業の誘致を進
めるとともに、県内投資を呼び込む仕組みづ
くりや環境づくりに取り組みます。

企業誘致件数（累計） － 160 件
県と立地協定を締結した
誘致企業件数と工場立地
動向調査における立地件
数の合計（重複を除く）

32102
クリーンエネルギーバレー構想
の推進
	 （主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　企業の環境・エネルギー関連分野への展開を
促進し、構想の核となるプロジェクトを進めます。

ク リ ー ン エ ネ ル
ギーバレー構想で
取り組むプロジェ
クト数（累計）

－ 18 件
クリーンエネルギーバ
レー構想の中で取り組む
プロジェクトの数

32103
ライフイノベーションの推進	 	
	 （主担当：健康福祉部薬務感染症対策課）
　医療・健康・福祉分野の産学官民連携の基
盤を活用し、研究開発を進め、製品やサービ
スを生み出すことにより、ライフイノベー
ションを推進します。

医療・健康・福祉
分野の製品開発取
組数（累計）

－ 40 件
県内事業者等が、医療・
健康・福祉分野の製品や
サービスの開発に取り組
んだ数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

32104
国内外のネットワークづくり
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　県内への企業立地等の投資や環境・エネル
ギー関連産業のプロジェクトの創出につなが
るなど、産業振興を進めるための国内外の
ネットワークをつくります。

新たに構築した産
学 官 等 の ネ ッ ト
ワーク数（累計）

－ 12
県が産業振興を進める上
で、新たに構築した産学
官等のネットワークの数

注）1　 クリーンエネルギーバレー構想：環境・エネルギー関連分野の市場や技術の動向、地域のポテンシャルなどを的確に把握し、新事業展
開の可能性などについて調査、検討を行った上で、将来にわたり大きな成長と雇用の創出が期待できる「クリーンエネルギー関連分野」
の集積を図ることをめざし策定する構想。

注）2　 ライフイノベーション：医療・健康・福祉分野で、新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起
こすことをいい、革新的な医薬品、医療機器、医療・介護技術等の研究開発の促進や関連産業の活性化をめざすもの。

注）3　 高度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）：平成 20（2008）年３月に開所した財団法人三重県産業支援センターが管理運営する施設。
企業間の融合を図る結節点として、県や四日市市と連携し、研究開発の促進、中小企業の課題解決支援、ものづくりを担う人材の育成
に取り組み、さらに平成 22（2010）年３月の加工技術研究棟の整備により、中小企業の加工技術力の向上を図っている。

第
１
編

第
３
節　
「
拓ひ

ら
く
」 

～
強
み
を
生
か
し
た
経
済
の
躍
動
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章

159



　三重のものづくり産業が、強みを生かしてさらに国際競争力を高め、国内外
から「メイド・イン・三重」として広く認知されることで、技術力向上、市場開拓、
雇用創出の好循環につながり、日本経済の活性化を支えています。

　海外での支援拠点機能づくりを進めるとともに、優れた技術等を持つ中小企業の
連携を図っていくことで、中国やＡＳＥＡＮ諸国等世界市場への展開を促進して
いきます。三重発の優れた技術等を顕彰・「見える化」していくことで信頼性を高め、

「ジャパンブランド」の創出に向けた取組を進めていきます。また、世界に通用する
高い技術開発など中小企業に対する技術支援を総合的に進めるとともに、県内に立
地している大手企業との連携により中小企業の販路開拓を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  国際的な市場がアジアを中心とした新興国に急激にシフトしていく中、日本のものづくり
産業は、技術においても新興国の急激な追い上げを受ける一方、中小企業の持つ高い独自
技術が改めて見直されるなど、危機とチャンスを迎えています。

■ 生産年齢人口の減少、環境・エネルギー問題や激化を続けるコスト競争などの国内生産の
制約要因に加え、国内市場規模の縮小等により、下請・系列関係といった従来型の長期安
定的なビジネスモデルが大きな転換期を迎えています。

■ こうした状況下において、三重のものづくり産業が、空洞化することなく、世界経済の変
化（影響）に対応し、中国やＡＳＥＡＮ諸国注）1 の世界市場を取り込んでいくことが重要か
つ大きな課題となっています。

■ ものづくり中小企業においては、経営資源が限られているため、成長に必要な人材育成、
研究開発、販路開拓などに十分に取り組めないといった共通課題があるという認識のもと、
国内外における激しい競争に勝ち残っていくための取組を進める必要があります。

■  中国やＡＳＥＡＮ諸国など世界市場獲得のチャンス拡大を図るため、中小企業が海外事
業活動を展開するための業務支援や相談・情報提供支援などを行う海外拠点機能づくり
を進めます。

■ 産業の空洞化に陥らないよう、県内で操業を続けようとする企業を後押しする環境づく
りや中小企業にとっても設備投資が行いやすい支援制度の構築などに取り組みます。

■ 三重県ならではのオンリーワン型の技術等を有する中小企業を育成するため、世界に通
用する高い基盤技術の開発を支援します。また、新たな市場開拓につながる改良開発型・
試作品開発型等の技術開発支援や、県研究機関による緊急課題解決型の技術支援・共同
研究、知的財産の戦略的な活用促進に取り組み、県内企業の技術力向上につなげます。

■ 中小企業の優れた技術等を顕彰し、国内外への効果的な情報発信などにより、三重のも
のづくり産業の「見える化」を図ります。

■ 複数の中小企業がそれぞれに得意とする技術やネットワークを持ち寄り、研究開発や新
たな取引につなげるなど、中小企業間の連携した取組を促進します。また、市町の支援
機関による取組との連携により、効果的な中小企業の支援を行っていきます。

■ 県内中小企業による大手企業などへの「出前商談会」といった効果の高い取組を進めると
ともに、ネットワーク力を持つ企業や関係機関との連携による新分野展開や販路開拓を
進め、市場獲得のさらなるチャンスづくりに取り組みます。

■ ものづくり中小企業の技術系人材の育成やものづくり技術の伝承を進めるとともに、雇
用に結びつく人材育成や中小企業の成長に必要な人材の確保といった視点から、新たな
仕組みづくりに取り組みます。

施策 322 ものづくり三重の推進
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製造業に係る中小
企業の付加価値額
の伸び率

中小企業（製造業）の従業員１人あ
たり付加価値額（利益、減価償却費、
人件費）の平成 23 年（平成 22 年実
績数値）を 100 とした場合の伸び率

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

100
（22年）

112
（26 年）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　多くの県内ものづくり企業が、それぞれが持つ特徴や強みを生かして自らまたは連携して課
題解決に取り組み、三重県ならではのオンリーワン型の企業注）2 として、海外市場を取り込んで
事業活動を展開しています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32201
海外事業展開の促進

（主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　中小企業の海外事業展開を支援する海外拠点
機能づくりを進めるとともに、海外市場開拓に必
要な仕組みづくりや技術支援等に取り組みます。

海外事業展開に取
り 組 む 企 業 数（ 累
計）

－ 40 社
海外での事業展開を行う
県内のものづくり中小企
業数（県が支援または関
与した中小企業）

32202
中小企業の基盤技術の高度化
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　中小企業の業態や段階に応じた技術力向上へ
の総合的な支援や企業間連携の促進などに取り
組むとともに、県内ものづくり中小企業が「メイ
ド・イン・三重」として広く認知されるよう効果
的な情報発信の仕組みづくりに取り組みます。

経営戦略に基づく
事業化への取組企
業数（累計）

－ 100 社 国、県が行う事業化への
取組支援への申請数

32203
新分野展開・市場開拓への支援	 	
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　「出前商談会」のような効果の高いマッチン
グ機会の創出により販路開拓のチャンスづく
りに取り組むとともに、新分野・市場への展
開を支援します。

販路開拓支援によ
り新たな取引につ
ながった数（累計）

－ 200 件
県等が行う販路開拓支援
により新たに取引が開始
された数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　 ＡＳＥＡＮ諸国：東南アジア諸国連合の略称。東南アジア 10 カ国の経済・社会・安全保障・文化などでの地域協力機構であり、イン
ドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジアが加盟する。６億
人の人口規模を持つＡＳＥＡＮは、目覚ましい経済成長を続けており、市場として大きな魅力を有する。

注）2　 オンリーワン型の企業：「オンリーワン企業」とは、その企業でしか提供していない技術や商品、サービスを持っている企業のこと。 

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

32204
産業技術人材の育成と確保
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　研究開発技術者等の人材育成講座を開催する
とともに、雇用に結びつく視点からの人材育成や
中小企業の成長に必要な人材の確保を図り、もの
づくり中小企業を支える人づくりを進めます。

企業の成長を支え
る産業技術人材の
育成数（累計）

－ 400 人
県等が行う産業技術人材
育成の教育プログラム等
を受講し修了した数
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　地域の中小企業者等が、経営環境の変化をふまえて自らの創意工夫や地域が
持つ価値や魅力など地域資源の活用により、新たな事業活動を活発に行うこと
で地域の産業が活性化しています。

　地域の魅力の「棚卸と再発見」、「ローカル・トゥ・ローカル注）1 の連携」や「グロー
カル注）2」の視点から、地域発の新しい産業を創造し、高付加価値な商品やサービスづ
くりなど、産業界等との連携による産業の創出、ＩＴ（情報通信技術）を活用した新
しいビジネスの構築などにより地域産業の活性化に取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  資源の枯渇や環境・エネルギー問題など社会環境の変化により、人びとのライフスタイル
や地域の課題が多様化するなど、地域産業を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。

■ 東日本大震災の影響や歴史的な円高水準、長期化しているデフレ等、中小企業者等を取り
巻く経営環境は大変厳しい状況にあり、地域産業を支える県内中小企業が環境変化に柔軟
に対応し、競争力を維持していくことが喫緊の課題となっています。

■ 国内需要の縮小や事業所の減少が危惧される中、サービス産業は、国内では付加価値構成
や就業者比率が高まっていますが、県内においては全国に比べて低い状況にあり、サービ
ス産業の振興を強化する必要があります。

■ こうした状況下において、地域産業の活性化を図っていくためには、伝統産業を生かした
ものづくりのブランド化、地域資源の再発掘や付加価値の高い商品づくりとそれらを生か
したビジネスの創出などを加速していくとともに、商工団体による事業者のさまざまな
チャレンジを後押しする取組も強化していく必要があります。

■ 地域の価値や魅力をビジネスに結びつけていくためには、ノウハウを持った人材の発掘や
育成も重要となっています。

■ 個々の需要に対応した高付加価値な商品づくりや新たなサービスが創出される環境づく
りを進めるため、ＩＴの活用や売れる仕組みの構築などの事業者の取組を促進するとと
もに、社会的問題の解決や他産業との融合などを図り、サービス・イノベーションを誘
発し、新しいサービス産業の創出につなげます。

■ 事業者や関係支援団体、市町との連携により、伝統産業・地場産業の棚卸と再発見の場
づくり、新たな市場開拓や人材育成を支援します。

■ 地域の事業者のネットワーク化と全国のキーパーソンとの連携の場づくりによる新商品
開発やローカル・トゥ・ローカルの取組による販路開拓などを促進するとともに、クリエー
ター等を活用し、消費者への新しい価値の提供など、特性を生かしたグローカルビジネ
ス（スモールビジネス注）3 等）の創出やブランド化を図っていきます。

■ みえ地域コミュニティ応援ファンドやみえ農商工連携推進ファンドを活用して、新商品・
サービスの開発や販路開拓を促進します。

■ 県内中小企業を取り巻く状況に応じて融資制度の見直しを行うとともに、融資の現場に
おける経営指導や経営革新の奨励など、中小企業の経営改善につながるように一層の支
援をしていきます。

■ 市町、商工団体、金融機関、大学や地域などによる取組と連携し、新しい価値を共に創
るという視点から、地域の特性に応じた商店街等の活性化を支援します。

■ 商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等の関係団体や金融機関、大学と連携し、創業、
新事業展開などに取り組む中小企業の活動を促進するとともに、地域の強みを生かした
新しい取組、時代のニーズに対応した新しい連携や新分野進出等の取組を支援します。

施策 323 地域の価値と魅力を生かした

現
状
と
課
題

第
１
編

第
３
節　
「
拓ひ

ら
く
」 

～
強
み
を
生
か
し
た
経
済
の
躍
動
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章

162

変
革
の
視
点

取組
方向



地域資源活用関連
産業の製造品出荷
額等の伸び率

工業統計調査用産業分類における地
域資源活用関連産業分野（食料品製
造業、木材・木製品製造業、陶磁器・
鋳物製造関連）の製造品出荷額等の
平成 23 年（平成 22 年実績数値）を
100 とした場合の伸び率

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

100
（22年）

112
（26 年）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

産業の振興
　地域資源を活用した新たな産業創出に向けた取組が増えてきている中、さまざまな主体が活
力を結集して地域づくりを進め、地域の中小企業者等が自らの経営革新、地域資源を活用した
新商品の開発および販路開拓への積極的なチャレンジや、市町の取組と連携した商店街等の魅
力向上により、地域産業の活性化が図られています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32301
地域資源を活用した産業の振興

（主担当：雇用経済部地域資源活用課）
　地域資源や伝統工芸などの棚卸と再発見によ
る価値や魅力づくりを進めるとともに、地域資
源を活用した新商品開発や販路開拓に向けた活
動支援や、農商工連携の推進に取り組みます。

地域資源を活用した
新商品を開発し、売
り上げにつながった
企業数（累計）

－ 40 社

県制度を利用して県内の
地域資源を活用した新商
品開発等に取り組んだ企
業等のうち売上（増）につ
ながった企業数

32302
新たなビジネスの創出等の促進
	 （主担当：雇用経済部サービス産業振興課）
　高付加価値な商品づくりや新たなサービス
の創出につながる仕組みづくりを進めるとと
もに、コミュニティビジネスの創出支援や中
小企業の経営革新などを進め、サービス産業
の振興に取り組みます。

新しい商品・サー
ビス等の創出件数

（累計）
－ 40 件

高付加価値な新しい商品
開発や新たなサービスが
生まれた件数

32303
地域の特性に応じた商業の振興	 	
	 （主担当：雇用経済部サービス産業振興課）
　商店街等によるさまざまな主体と協力した
地域の新たな価値創造などの視点から、市町
の取組と連携して地域の特性に応じた商業の
振興に取り組みます。

商業活性化の取組に
より集客増や収益向
上に結びついた事業
者等の数（累計）

－ 12 者
商業者団体等が活性化
事業に取り組み、そのう
ち、集客増や収益向上に
結びついた事業者等の数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　ローカル・トゥ・ローカル：地域間の多様な産業交流を通じて、各地域の産業振興を図っていこうとする概念。
注）2　グローカル：グローバルとローカルを掛け合わせた言葉。世界規模の視野で考え、地域の視点で（根づいて）活動する概念。
注）3　 スモールビジネス：小規模のメリットを生かしたビジネス。経営者のアイデア（豊かな創造力）を小資本で実現しようとする考えに立っ

たビジネスのこと。

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

32304
経営基盤の強化
	 （主担当：雇用経済部金融経営課）
　中小企業への資金供給の円滑化を図る金融
支援に取り組むとともに、商工団体とタイアッ
プして中小企業の事業活動支援など経営基盤
強化につながる取組を進めます。

商工団体等の支援
により新たな事業
展開に至った件数

（累計）

－ 650 件

商工団体等が支援を行っ
た結果、新たな事業展
開（経営革新、創業、地
域資源活用、農商工連携、
事業承継）に至った件数
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　県内中小企業が、技術の高度化を図り、高付加価値化や新分野への展開に結
びついていることで、地域の産業の活性化が進み、県民の皆さんの豊かさにつ
ながる科学技術の進展に寄与しています。

　新興国が追いつけない高い技術力を県内ものづくり企業が持ち続けるため、県研
究機関が産学官連携のハブ機能を担い、中小企業の課題解決支援や共同研究、販路
開拓につながる支援、次世代技術の先行的開発に取り組みます。また、企業の技術
者を受け入れて共同研究を行うなど、中小企業の技術力を支える人材の育成に取り
組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  アジアを中心とした新興国に国際市場が大きくシフトし、技術力においても新興国の急激
な追い上げを受けています。また、グローバルなコスト競争が激化する中での技術革新が
求められています。

■ 環境・エネルギー問題などに対応する新たな科学技術の必要性や、子どもの理科離れに象
徴される次代を担う人材不足への懸念など、将来にわたる大きな課題に直面しています。

■ 県内には、自動車・電気機器・化学・食品関連を中心とした製造業の集積があり、高い加
工技術等独自技術を持つ中小企業も集積しており、国際競争力の高いポテンシャルを有し
ています。

■ こうした状況下において、世界経済の変化（影響）に対応し、拓
ひら

かれていく世界市場を見据
え、県のものづくり産業を支える技術力の向上を図っていくことが求められています。

■ そのため、県研究機関においては、次世代技術に関する先行的な研究開発や中小企業との
共同研究開発、中小企業の成長に必要な技術課題への解決支援などの取組が求められてい
ます。

■  地域資源の活用などによる新たな産業の創出と集積を図っていくため、県内外の高等教
育・研究機関や企業等のさまざまな主体との連携による研究プロジェクトに取り組むと
ともに、中小企業の強みを生かした技術のさらなる高度化や新製品開発力の向上を支援
します。

■ 県研究機関が産学官連携のハブ機能を担い、高度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）
注）1 等と連携し、企業訪問等を通じて中小企業が抱える課題解決への技術支援や新製品等
の性能評価、販路開拓につながる支援などに取り組みます。

■ 次世代の環境・エネルギーや自動車、医療・健康（医工連携）など成長分野において、中
小企業と県研究機関などによる共同研究を進め、新たな技術開発等高付加価値商品の開
発につなげていきます。

■ 特に、環境・エネルギー分野においては、創エネ注）2・蓄エネ注）3・省エネ等にかかる新た
な技術・製品開発に、次世代自動車分野においては、軽量化・省エネ化等に関する技術
開発に取り組み、県内企業の有する技術・製品の新たな高付加価値化を進めます。

■ 技術競争力を持続的に維持・発展させていくため、企業や大学等と連携して成長分野に
おける先行的な技術開発を進めます。

■ 将来にわたり中小企業を支えていく人材を育成するため、県研究機関において、企業の
技術者を受け入れて共同研究を行うなど、次代を担う研究人材の育成や活発な共同研究
を支援する研究環境づくりなどを推進するとともに、ものづくりや科学技術への興味や
関心を高める取組を進めます。

施策 324 中小企業の技術力向上支援と
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中小企業等との共
同研究件数（累計）

県研究機関と県内中小企業等が産学
官（産官）で連携しながら、新製品や
新技術等の開発に取り組んだ共同研
究の件数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 120 件
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

科学技術の振興

　県内の中小企業が、自らの技術課題解決や新たな分野展開に挑戦するための技術・開発力向
上に向けて、県研究機関のハブ機能を生かして、共同研究などに積極的に取り組んでいます。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32401
研究開発の推進	

（主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　企業、高等教育機関、公設試験研究機関な
どのさまざまな主体が連携しながら、地域産
業の振興や県民の皆さんの安全・安心に貢献
できる研究・技術開発を推進します。

企業の課題解決数
（累計） － 80 件

県研究機関の支援や共同
研究により県内中小企業
が課題解決に取り組んだ
研究開発プロジェクト数

　32402
県研究機関による技術開発の推進
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　県研究機関において、次世代分野（環境・エ
ネルギー、医療・健康（医工連携）、次世代自動
車等）の先行的な研究開発や中小企業の技術課
題解決への支援などに取り組むとともに、高
度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）等
と連携しながら、県内企業の国内外への新た
な事業展開に向けた技術支援に取り組みます。

県研究機関におけ
る新分野関連技術
開発件数（累計）

－ 40 件

県研究機関が実施する新
分野（環境・エネルギー、
医療・健康、次世代自動
車等）における先行的な
技術開発件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

県民等の科学技術
に対する理解度 67.3％ 90.0％

県研究機関等が実施する
一般公開講座、施設公開、
学習会等の参加者に対す
るアンケートにおいて、

「科学技術に対する理解
が深まった」と回答した
者の割合

32403	
科学技術の担い手づくり	 	
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　県民の皆さんが科学技術への関心を高める
取組や研究者等のコーディネート・企画・立
案能力の向上を図ることで、次世代の科学技
術を支える人材の育成を進めます。

注）1　 高度部材イノベーションセンター（ＡＭＩＣ）：159 ページをご覧ください。
注）2　 創エネ：創エネ（そうえね）とは、創エネルギーの略称。太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー（一度利用しても再生可能な自然

由来のエネルギー）の活用や燃料電池などを利用して、エネルギーを創り出そうとする考え方のこと。
注）3　 蓄エネ：蓄エネ（ちくえね）とは、蓄エネルギーの略称。リチウム電池などの蓄電池などを利用してエネルギーを貯蓄し、必要なときに

使えるようにしようという考え方のこと。
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　県内企業の技術と地域資源を生かして、環境・エネルギー分野の産業が戦略
的に展開され、安全で安心な新エネルギーの導入が広がるとともに、ライフス
タイルや生産プロセスなどあらゆるシーンで変革が進み、省エネルギーや多様
なエネルギーの適切な組み合わせのもと、県民生活や産業活動の基盤となるエ
ネルギーが安定的に供給されています。

　地域での取組による安全で安心なエネルギーとして新エネルギーへの期待が高
まっていることを受けて、これまでの普及啓発に加え、県民の皆さん、事業者、市
町等との連携の強化を図ることで、さらなる新エネルギーの導入、省エネルギー促
進および関連する産業の成長につなげます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  エネルギーの安定供給は県民生活や産業活動にとって重要であることから、県内の安定的
なエネルギーを確保することが必要です。

■ 東日本大震災をきっかけに電力需給がひっ迫するなど、エネルギーをめぐる状況は一変し、
自立分散型の電源確保が再認識され、特に地域における安全で安心な新エネルギーへの期
待が高まっています。

■ 新エネルギーは経済性や出力の不安定性等の課題がありますが、豊かな自然や産業・技術
の集積など三重の強みを生かし、地域活性化、地球温暖化対策、産業振興と連動した導入
促進を図ることが重要です。

■ 新エネルギーの導入と省エネルギーを促進するためには、より一層の技術革新や製造コス
トの低減が必要であり、企業の既存技術を生かした環境・エネルギー関連分野は成長産業
として期待されています。

■ 生産プロセスでの改善取組や省エネに取り組む人材育成など、企業における省エネ活動を
推進するとともに、こうした取組を、県民の皆さん自らが行う省エネ活動につなげていく
視点が重要です。

■ 水力発電事業は、エネルギーの安定供給を維持しつつ効率化によるコスト縮減に努める一
方で民間譲渡に向けて取り組む必要があります。

■ ＲＤＦ焼却・発電事業は、安全で安定した運転を行う必要があります。

■  県民生活や産業活動の基盤となる安定的なエネルギーを確保するため、「三重県エネル
ギー対策本部注）1」を起点に、「三重県新エネルギービジョン」に基づき、新エネルギーの
普及促進、省エネ活動、エネルギー関連産業の振興、エネルギー政策に関する国への提
言などに部局横断的に取り組みます。また、電力・エネルギーの安定供給に対する理解
を深めるため、発電施設等の周辺地域に支援を行います。

■ 環境への負荷の少ない自立分散型の電源確保および産業振興のため、本県の地域資源を
生かした太陽光発電、風力発電、木質バイオマス利用、小水力発電等について、事業者
や関係者との企画・調整を図り、地域活性化、地球温暖化対策と連携した取組や普及啓
発を進めます。

■ 県内中小企業等の既存技術を生かした省エネ技術等の発掘を行い、新たな用途開発を支
援するとともに、企業内での省エネを推進するための技術・知識の底上げ等に取り組み
ます。

■ メタンハイドレートなど将来実用化が期待されている次世代のエネルギー資源等につい
て、最新の調査研究や技術開発の動向を注視するとともに、本県の地域活性化につなが
る取組方策を、市町や関係者と連携して検討していきます。

■ 水力発電事業については、安定した電力供給に努めるとともに、「三重県水力発電事業に
係る資産等の譲渡・譲受に関する基本的事項の合意書（平成 23（2011）年８月）」に沿って、
計画的な民間譲渡に向けて取り組みます。

■ ＲＤＦ焼却・発電事業については、引き続きＲＤＦに対する安全対策に取り組み、安全
で安定した運転を行います。

施策 325 新しいエネルギー社会の構築

現
状
と
課
題

第
１
編

第
３
節　
「
拓ひ

ら
く
」 

～
強
み
を
生
か
し
た
経
済
の
躍
動
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章

166

変
革
の
視
点

取組
方向



新エネルギーの導
入量（世帯数換算）

県内に導入された新エネルギーに
よって家庭で消費されるエネルギー
を賄ったと仮定した場合の世帯数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

204千世帯
（22年度）

307千世帯
（26 年度）

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　県民の皆さん、事業者、市町等と連携した取組により、
地域資源を生かした新エネルギーの導入による「安全で
安心なエネルギー」が確保されています。また、県民生
活や産業活動等での省エネルギーが促進されエネルギー
が効率的に利用されています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

32501
エネルギー政策の総合的推進	

（主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　新エネルギーの普及促進、省エネ活動、エネ
ルギー関連産業の振興、エネルギー政策に関す
る国への提言などに部局横断的に取り組みます。
また、発電施設等の周辺地域に支援を行います。

エネルギー政策を
総合的に推進する
ための取組件数

４件 ８件

県庁内各部局で構成する
「三重県エネルギー対策
本部」での県民の皆さん
や事業者等への節電の呼
びかけなど、部局横断的
な取組の件数

32502
地域における新エネルギーの導
入促進
	 （主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　地域資源を生かした太陽光発電、風力発電、
木質バイオマス利用等について、事業者や関
係者等との企画・調整を図り、地域における
新エネルギーの導入を促進します。

大規模な新エネル
ギー施設数（累計） ４件 ８件

県内に設置されたメガソー
ラーやウィンドファームの
設置件数

企業の省エネ取組
の件数（累計） － 20 件 県内企業の省エネルギー

につながる取組件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－２　強じんで多様な産業

32503
省エネルギー技術等の導入促進	 	
	 （主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　中小企業等の既存技術を生かした省エネ技
術等の発掘や、これらを活用した企業の省エ
ネルギーにつながる取組を促進します。

メガソーラー
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 325

32505
公営電気事業における電力の供給	

（主担当：企業庁電気事業課）
　県自らが実施する水力発電、ＲＤＦ焼却・
発電による電力を安全で安定して供給すると
ともに、水力発電の民間譲渡に取り組みます。

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　 三重県エネルギー対策本部：三重県におけるエネルギーの安定供給の確保、新エネルギーによる地域エネルギーの確保や省エネルギー
対策を総合的に推進することを目的に、平成 23（2011）年５月に設置した組織。

32504
次世代エネルギー等の調査研究
	 （主担当：雇用経済部エネルギー政策課）
　将来実用化が期待されているエネルギー資
源等に関連する地域活性化策等の調査研究を
行います。

次世代エネルギー等
に関連する調査研究
のテーマ数（累計）

－ ３件

メタンハイドレートなど
将来実用化が期待されて
いるエネルギー資源等に
関連する調査研究のテー
マ数

水力発電の年間供給
電力目標の達成率

98.5％
(22 年度 )

100％
(26 年度 )

企業庁が水力発電により
１年間に供給する電力量
として設定した、電力目
標の達成率

第
１
編

第
３
節　
「
拓ひ

ら
く
」 

～
強
み
を
生
か
し
た
経
済
の
躍
動
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章

168



第
１
編

第
３
節　
「
拓ひ

ら
く
」 

～
強
み
を
生
か
し
た
経
済
の
躍
動
を
実
感
で
き
る
た
め
に
～

第
２
章

169

市町との連携を大切に！
　知事と市町長が、地域の課題等について、連携・協働して共に取り組むための意見交換
を行う「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」（地域会議）トップ会議を、桑名、四日市、
鈴鹿・亀山、津・伊賀、松阪、伊勢志摩、東紀州の７会場で開催し、「みえ県民力ビジョン」
の策定についても市町長からご意見やご提案をいただきました。

　里海の創生、南部地域の活性化などの地域特有の課題や若者の定住促進、防災対策、人
づくり、県と市町の役割分担などの課題について、ご意見がありました。

シリーズ・コラム 8

ＮＥＸＴ
173ページへ
どうぞ

トップ会議



　企業、ＮＰＯ、行政等が連携して地域の実情に応じた雇用支援や職業能力開
発が行われることにより、働く意欲のある人が、性別や年齢、障がいの有無等
に関わりなく働いています。

　経済のグローバル化等により若者を中心とした雇用の不安定化が進む中、さまざ
まな主体と連携して地域の実情に応じた多様な雇用支援に取り組みます。また、県
内での民間企業における障がい者実雇用率が法定雇用率を下回る中、就労機会の拡
大をめざし、障がい者が自立し社会に参画できるよう企業と共に取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  平成 20（2008）年の金融危機や平成 23（2011）年の東日本大震災の発生により、県内の雇
用経済情勢は依然として厳しい状況となっており、雇用支援を一層進めていく必要があり
ます。

■ 雇用の不安定化、低所得化が進む中で、若年者に対する雇用支援の必要性が高まっていま
す。また、若年無業者の職業的自立が課題となっており、地域で包括的に支援する仕組み
が求められています。

■ 県内での民間企業における障がい者実雇用率は、法定雇用率を大きく下回っており、一層
の雇用促進の取組が求められています。

■ 生産年齢人口の減少により、高齢者が今まで培ってきた経験や能力を発揮できる多様な就
労機会の提供が求められています。

■ 雇用情勢は地域によって違いがあることから、地域の実情に応じた雇用支援策が求められ
ています。

■ 厳しい雇用情勢が続く中、雇用のセーフティネットとしての職業訓練等を一層充実させる
ことが求められています。

■ 国際的な価格・品質競争の激化や少子高齢化の進展など県内産業を取り巻く環境が厳しさ
を増す中、個々の勤労者の技能向上と産業を担う人材の育成が求められています。

■  若年者の雇用対策では、国等関係機関と連携し、若年者の安定した就労に向けての支援
を総合的に実施します。また、若年無業者に対しては、本人や家族が相談しやすい環境
づくりを進め、支援機関と連携して職業的自立に向けた支援に取り組みます。

■ 県と障がい者の就労を支援している関係機関の連携を強化するとともに、事業主への働
きかけや障がい者の態様に応じた職業能力開発を充実させることにより障がい者雇用の
促進に努めます。

■ 就職面接会などを実施して高齢者の多様な就労を一層進めるなど、働く意欲のある人に
対する就労機会の拡大に努めます。

■ 経済団体、労働団体、ＮＰＯ、国、市町等と連携することにより、地域の実情に応じた
雇用支援に取り組み、就労機会の確保を図ります。

■ 国等との連携のもと、成長が見込まれる分野や求人ニーズが高い分野への就労をめざし
た職業能力開発に取り組みます。

■ 高等学校卒業者等への職業訓練により地域産業の担い手となる人材を育成するとともに、
民間の職業能力開発校への支援や技能検定の実施等により、企業や勤労者が行う技能向
上を支援します。

施策 331 雇用への支援と職業能力開発
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雇用対策事業によ
る就職者数

県が実施する（共催を含む）雇用対策
事業により支援した人のうち支援終
了後３か月以内に就職した人数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

1,375人
（22年度）

1,520人県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　働く意欲はあるものの就労が困難な若年者、障がい者、高齢者などの就労や、若年無業者の
職業的自立が進んでいます。
　また、雇用のセーフティネットとしての職業訓練等が充実するとともに、技能向上に積極的
に取り組む企業や勤労者が増加しています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

33101
若年者の雇用支援	

（主担当：雇用経済部雇用対策課）
　若年者の安定した就労に向け、「おしごと広
場みえ」を拠点に、キャリアカウンセリングや
セミナー等の総合的な就職支援サービスを提
供するとともに、若年無業者の職業的自立を
進めるため、「地域若者サポートステーション」
が相談、自立訓練、就労体験などを一体的に
実施できるよう支援します。

県が就職に向けて
支援した延べ若年
者数

12,470 人
（22 年度）

13,250 人
「おしごと広場みえ」にお
ける職業紹介・職業相談
やカウンセリング、就職
支援セミナー等により支
援した延べ若年者数

33102
障がい者、高齢者等の雇用支援
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　企業における障がい者雇用を促進するため、
障がい者雇用アドバイザーによる企業への働
きかけや職業訓練、職場実習の機会の提供な
どに取り組みます。また、高齢者に対し多様
な就労機会を提供するため、適職診断の実施
や就職面接会の開催などを行います。

民間企業における障
がい者の実雇用率 1.51％ 1.65％

常用労働者数 56 人以上
の民間企業において常時
雇用する労働者のうち、
身体障がい者、知的障が
い者および精神障がい者
の割合

地域のさまざまな
主体と連携して実
施する就職面接会
の参加企業数

702 社
（22 年度）

780 社
県が関係機関、各種団体
等地域のさまざまな主体
と連携して実施する就職
面接会の参加企業数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－３　雇用の確保

33103
雇用施策の地域展開	 	
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　地域のさまざまな主体と連携・協働して、就
職面接会や若年者を対象とした職業相談、求
人・求職者情報のホームページでの提供など
地域の実情に応じた雇用支援に取り組みます。
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 331

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

33104
職業能力開発への支援
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　離職者の就労を支援するため、県立津高等
技術学校において職業訓練を行うとともに、
専修学校等の民間教育訓練機関への委託によ
る職業訓練に取り組みます。また、企業や勤
労者が行う技能向上への取組を支援するため、
民間の職業能力開発校への助成や技能検定を
実施します。

県が実施または支
援する職業訓練へ
の参加者数

2,941 人
（22 年度）

3,250 人
県が実施している職業訓
練や、県が支援している
民間の職業能力開発校に
おける職業訓練への参加
者数
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若手職員が提案する「新しい豊かさ」とは？
　「みえ県民力ビジョン」を策定するに
あたり、部局横断的な県政の課題に関
して、自由闊達な議論を行うため、若
手職員によるワーキング・グループを
設置し、経済的な尺度や物質的な豊か
さだけでない、成熟した社会における
新しい豊かさのモデルについて検討し
ました。
　全１０回にわたる議論を重ねた結果、新しい豊かさのモデルとは「一人ひとりが個性を
発揮し、自分の人生と社会をデザインし、能動的な県民として活躍している社会」である
と定義しました。そのうえで、「一人ひとりが、自由な選択のもとで個性や能力を発揮し、
その成果に対し正当な評価や対価が得られること」、「社会全体でお互いを支えあっていく
こと」が大事であると提案しました。

シリーズ・コラム 9

ＮＥＸＴ
189ページへ
どうぞ

自己実現 全員が支え手

①自由な選択

②正当な評価・対価

③安心・絆

「一人ひとりが個性を発揮し、自分の人生と社会をデザインし、能動的な県民と
して活躍している社会」が豊かな社会である

「新しい豊かさモデル」でこれからの社会を変える



　企業、経済団体、労働団体、行政等が、働き続けることができる環境づくり
に向けて主体的に取り組むことにより、働いている人が、性別や年齢等に関わ
りなくいきいきと働くとともに、家庭生活や社会貢献活動、地域づくり活動な
ども充実し、仕事と生活を調和させています。

　これまでの労働条件の向上や勤労者福祉の充実を促進する取組に加え、ワーク・
ライフ・バランスの推進など、地域社会の一員として積極的に社会へ参画できる基
盤づくりを促進するとともに、若年層の早期離職の未然防止対策を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  県民一人ひとりの自己実現のためには、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の
推進が必要ですが、平成 20（2008）年の金融危機や平成 23（2011）年の東日本大震災の発
生による厳しい雇用経済情勢の影響からその進展が停滞しており、今後、より一層の促進
を図ることが求められています。

■ 少子高齢社会の進展により、今後ますます生産年齢人口が減少することから、我が国の経
済が活力を維持するためには、若者・女性・高齢者などの一層の就労が必要とされています。
このため、特に女性が働き続けられる職場環境づくりの促進が求められています。

■ 厳しい雇用経済情勢の影響は、賃金・労働条件を含めた勤労者の生活にも及んでいます。
このため、勤労者福祉の充実、とりわけセーフティネット機能の充実が求められています。

■  ワーク・ライフ・バランス推進のため、企業における取組の普及・啓発を図るとともに、
勤労者の社会貢献活動や地域づくり活動への参加などを支援します。

■ 男女が共にいきいきと働き続けることができるよう、企業等での職場環境の整備に向け
た機運を醸成することに加え、働き方の改革に向けた企業の優れた取組の発掘とその普
及・啓発等を行います。

■ 働く上でのルールについての啓発や企業の現場を知る機会の提供等を行うなど、若年者
の就職支援および早期離職の未然防止を図ります。

■ 労働相談等に関する国との連携を強めるとともに、弁護士相談やメンタル・ヘルス・カ
ウンセリングなど労働に関する各種相談への対応の充実等により、不安を抱いている勤
労者等へのセーフティネットとしての支援を行います。

施策 332 働き続けることができる
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ワーク・ライフ・バ
ランスの推進に取り
組んでいる事業所
の割合

調査対象事業所（従業者規模 10 人
以上 300 人未満の県内事業所から
抽出）のうち、「何らかの形でワーク・
ライフ・バランスに取り組んでいる」
と回答した事業所の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

27.1％ 37.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

環境づくり

　企業等で働き続けることができる環境の整備が進み、勤労者と経営者双方が協力し、ワーク・
ライフ・バランス推進のための自主的な取組が増加しています。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

33201
ワーク・ライフ・バランスの推進	

（主担当：雇用経済部雇用対策課）
　企業等における環境整備の促進や勤労者の
地域・家庭等でのワーク・ライフ・バランス
推進のため、優良取組事例の収集やセミナー
の開催などを通じた普及 ･ 啓発等を行うとと
もに、勤労者の社会貢献活動等への主体的な
参加・参画の支援などに取り組みます。

ワーク・ライフ・
バ ラ ン ス の セ ミ
ナー等が役立つと
回答した参加者の
割合

85.6％
（22 年度）

90.0％

ワーク・ライフ・バラン
スがテーマのセミナー等
におけるアンケートで、
取組を進めていく上で役
立つと回答した参加者の
割合

33202
男女が共に働きやすい職場づくり
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　男女が共にいきいきと働き続けることがで
きるよう、「男女がいきいきと働いている企
業」表彰・認証制度の実施による企業等での
職場環境整備に向けた機運醸成や、育児・介
護休業取得者等への生活資金融資などに取り
組みます。

「男女がいきいきと
働いている企業」の
認証件数（累計）

73 件 200 件
「男女がいきいきと働い
ている企業」認証制度に
おいて認証した企業等
の数

33203	
勤労者福祉の推進	 	
	 （主担当：雇用経済部雇用対策課）
　勤労者の福祉の充実やセーフティネット機
能の向上を図るため、労使双方から寄せられ
るさまざまな相談に対して専任の相談員等に
よる助言やカウンセリング等を行うとともに、
高校生等を対象とする「働くルール」の啓発な
どに取り組みます。

「働くルール」出前講
座が役立つと回答し
た受講者の割合

89.4％
（22 年度）

93.5％
「働くルール」に関して高
校等で実施した出前講座
で、講座内容が働く上で
役立つと回答した受講者
の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－３　雇用の確保
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　三重の産業の持つ魅力や価値が、県が先頭に立った営業活動を通じて国内外
から共感を呼び、産業の活発化や地域経済の活性化につながるとともに、県内
への企業立地、製品・県産品等の売り上げ向上や観光旅行者の増加につながっ
ています。

　三重のポテンシャル（立地環境、ものづくりの技術力、観光資源、食材）などを、法人・
関係団体・関係機関などに総合的にセールスしていく機能を首都圏等において強化
します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  経済のグローバル化が一層進み、産業構造の転換が進む中、歴史的な円高水準やデフレ基
調が続き、県内産業の空洞化への懸念要因が顕在化してきています。一方、農林水産業な
ど一部ではグローバル化への対応が遅れており、早急な対応が必要です。

■ 空洞化懸念の払拭のためには、県内への投資環境づくりに加え、三重のポテンシャルなど
が効果的に伝わるよう、戦略的に情報発信と営業活動を進めていく必要があります。また、
農林水産業については、グローバル化に対応して地域資源を活用した産品創出や営業力の
強化などにより、販路の確保等を進めていく必要があります。

■ 国内需要の縮小や消費活動の低迷等により、観光旅行者・需要の奪い合いなど国内競争が
激しさを増しており、国内需要を取り込む視点からも、魅力づくりに加え、情報発信のあ
り方や情報発信先の明確化など、その戦略性とともに強力な営業活動が求められています。

■ 首都圏等における三重の魅力の認知度はまだまだ低い状況にあります。認知度を高めてい
くために、効果の高い情報発信や、三重の産業の魅力や価値を見いだし（棚卸と再発見）、
磨き上げる（ブランディング）一方で、「見える化」を図っていくことが必要です。

■  「三重県営業本部注）1」のもと首都圏等における営業機能を強化し、首都圏等の事業者に対
する県産品とそれを生み出す自然や歴史・文化等の魅力発信とあわせて、県内事業者と
のマッチング機会等を確保し、県産品の販売拡大につなげていきます。

■ 首都圏等の営業拠点や中小企業の業務支援等を行う海外拠点などにおいて、三重の魅力
を集中的・総合的に情報発信していくとともに、県人会などのネットワークの活用や、
首都圏等における投資セミナーやイベントなどのさまざまな機会を通じて、法人・関係
機関・団体等に三重の魅力を効果的に情報発信し、セールス活動を展開します。

■ 営業展開を効果的に進めていくため、ものづくり中小企業や三重の産業の魅力映像の活
用、コアな三重県ファン注）2 や三重の応援団の活用などを図り、企業誘致、ものづくり中
小企業の人材確保や販路開拓、観光誘客などにつなげていきます。

施策 341 三重県営業本部の展開
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三重が魅力ある地
域であると感じる
人注）3 の割合

首都圏等における県事業を通じて把
握した、三重が魅力ある地域である
と感じる人の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

40.0％ 60.0%

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　首都圏等における営業（セールス）機能が強化され、三
重が誇れるものづくり中小企業や観光商品・県産品等の
魅力や価値が、トップセールスを中心とした強力な営業
活動により広く情報発信されることで、国内外から共感
を呼び、魅力ある地域として三重の認知度が高まってい
ます。

主担当部局：雇用経済部

平成 27年度末での到達目標

34101
営業機能の強化	

（主担当：雇用経済部三重県営業本部担当課）
　首都圏等における営業活動を行うための営
業機能を強化するため、営業拠点の設置を進
め、産業の活性化につなげます。

営業本部活動回数
（累計） － 400 回 三重県営業本部として取

り組んだ全ての活動回数

34102
効果的な情報発信戦略の推進
	 （主担当：雇用経済部三重県営業本部担当課）
　営業活動を効果的に行うため、発信先を明
確にした情報発信に取り組むことにより、三
重の認知度向上を図ります。

三重の応援団など
三重県を応援する
三 重 県 フ ァ ン 数

（累計）

－ 1,000 人
営業本部の活動を通じて
新たに応援団など三重県
ファンになった（名簿登
録に賛同を得た）人数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　三重県営業本部：県産品等の認知度向上と販売促進等に取り組むために設置した、知事を本部長とする組織。
注）2　 コアな三重県ファン：三重の持つさまざまな魅力や価値（県産品、観光地、ものづくりの技術など）を理解し、自ら利活用している人。また、

魅力等を他の者に薦めたいと思っている人。
注）3　 三重が魅力ある地域であると感じる人：首都圏等における県のアンケート調査において、「『三重県産品の購入意欲』、『三重県への観光・

訪問意欲』、『三重県での居住意欲』、『三重県への立地・操業意欲』がある」ほか、「三重県の『歴史』、『文化』や『まち並み・建造物』などに
他都道府県とは違う『独自性』や『愛着』等を感じる」と回答した人のこと。

政策　Ⅲ－４　世界に開かれた三重

三重県産品の PR
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　県民の皆さん、市町、観光事業者および観光関係団体等との連携により、観
光振興の取組が進み、国内外からの誘客が促進されるとともに、県内地域にお
いて魅力ある観光地が形成され、観光産業が本県の経済をけん引する産業の一
つとして確立され、持続的に発展しています。

　地域の「おもてなし」の向上など、県民の皆さんの主体的な参画も得ながら、観光
事業者および観光関係団体等と連携し、裾野の広い観光産業を地域に密着した産業
として大きく育て、地域経済の発展に取り組みます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  観光産業を取り巻く環境は、人口減少社会の到来による国内観光市場の縮小、経済不況等
による観光需要の減退、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に起因する外国人観光旅
行者の減少、全国各地での観光地間競争の激化など、一段と厳しさを増しています。

■ 観光産業の持続的な発展を図るため、式年遷宮注）1 を本県への誘客のチャンスととらえ、
国内外に向けた本県のＰＲを一層強化するとともに、遷宮後も見据えた取組を進める必要
があります。

■ 本県の持つ優れた観光資源を最大限に生かすとともに、さまざまな主体と連携しながら資
源の発掘および創出に努め、魅力ある観光地を形成していく必要があります。

■  「みえの観光振興に関する条例」および「三重県観光振興基本計画」に基づき、国内外に対
する観光宣伝活動の強化、魅力ある観光地の形成および人材の育成、観光旅行を促進す
るための環境の整備など、観光振興の取組を総合的かつ計画的に推進します。

■ 県民の皆さんや市町等との連携によるキャンペーンの実施、地域企画型旅行商品の高付
加価値化など誘客の仕掛けづくりとともに、地域との交流を進め、観光産業の活性化に
つなげていきます。

■ 外国人観光旅行者の来訪を回復、増加させるため、他府県や広域での連携を図るほか、
本県の特性を生かしたブランドイメージを活用した観光宣伝活動など、選択と集中によ
るターゲットを明確にした効果的な取組を積極的に展開します。

■ 式年遷宮を控え、観光関係者だけではなく、地域全体で「おもてなし」する県民力の養成、
拡大、発揮を支援し、国内外からの来訪者をあたたかく受け入れるとともに、地域と観
光旅行者との交流により満足度の向上を図ります。

■ 観光産業の裾野の広さを生かし、医療観光注）2 やグリーン・ツーリズム注）3、エコツーリ
ズム注）4 など、新たな分野との連携による観光を開拓していきます。

施策 342 観光産業の振興
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観光消費額の伸び率
観光旅行者が県内において支出した
観光消費額（交通費、宿泊費、土産
品費、その他の費用）の平成 23 年
を 100 とした場合の伸び率

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

100 127
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　式年遷宮により全国から本県に注目が集まる絶好の機会
を生かした国内外に対する観光宣伝活動の強化、県内での
周遊性・滞在性の向上、観光人材の育成等、観光産業の基
盤強化を進めるなどの取組が展開され、本県の認知度が高
まり来訪者が増加し、観光産業の活性化が図られています。

主担当部局：雇用経済部観光・国際局

平成 27年度末での到達目標

34201
式年遷宮の好機を生かした国内
誘客戦略	
（主担当：雇用経済部観光・国際局観光誘客課）

　式年遷宮の好機を生かし、本県のＰＲに取
り組むほか、さまざまな誘客活動の展開によ
り、国内からの来訪を拡大し、県内での周遊性・
滞在性を高めます。

観 光 レ ク リ エ ー
ション入込客数

3,562 万人
（22 年）

4,000 万人
１年間に観光レクリエー
ション等の目的で県内の
観光地を訪れた人数につ
いて、全国観光統計基準
に基づき集計した推計値

34202
三重県を訪れる海外誘客戦略
	（主担当：雇用経済部観光・国際局国際戦略課）
　本県の特性を生かしたブランドイメージの
明確化と市場に応じた観光宣伝活動の強化に
より、海外からの来訪を拡大します。

県内の外国人延べ
宿泊者数

106,000 人
（22 年）

150,000 人 県内の宿泊施設における
延べ外国人宿泊者数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－４　世界に開かれた三重

注）1　 式年遷宮：遷宮とは、神社の正殿を造営・修理する際や、正殿を新たに建てた場合に、御神体を遷すこと。式年とは定められた年とい
う意味で、伊勢神宮では 20 年に一度行われる。

注）2　医療観光：居住国とは異なる国や地域を訪ねて医療サービス（診断や治療など）を受けること。
注）3　グリーン・ツーリズム：134 ページをご覧ください。
注）4　エコツーリズム：93 ページをご覧ください。

34203
来訪を促進する観光の基盤づくり	
（主担当：雇用経済部観光・国際局観光政策課）

　地域の「おもてなし」の向上、観光人材の育
成、魅力ある観光地の形成など、観光の基盤
づくりの取組を進めることにより、観光旅行
者の満足度を高めます。

リピート意向率
75.7％

（22 年度）
100％

本県を再び訪れたいと回
答した観光旅行者の割合

（７段階評価の上位２段
階）

おかげ横丁（伊勢市）
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　姉妹・友好提携先に加えて、欧米やアジアなど、今後結びつきを強める必要
のある地域を設定し、産業や観光、文化などのさまざまな分野で横断的に取り
組むことにより、世界から優れた企業、人材の呼び込みや県内企業の海外展開
が進み、地域に新たな活力と価値が創造されています。

　これまでの国際交流で得た資源を経済交流に積極的に活用するとともに、新たな
国際ネットワークづくりなどに取り組み、産業や観光、文化などのさまざまな分野
での連携が相乗効果を生み出すよう横断的な取組を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  グローバル化による地域間競争が激化する中で、本県と今後連携を進めるべき地域につい
て、これまで国際交流・貢献で蓄積した、人的資源、ネットワークを有効に活用していく
必要があります。

■ 日本の産業は、経済のグローバル化が一層進みつつ産業構造の転換が進んでいる中、歴史
的な円高水準が続くなど、国内産業の空洞化への大きな懸念要因が顕在化してきており、
海外からの投資を呼び込む視点から、地域としても戦略の構築が求められています。

■ 国際的な市場がアジアを中心とした新興国に急激にシフトしていく中で、技術においても
新興国の急激な追い上げを受ける一方、日本の中小企業の持つ高い独自技術が改めて見直
されるなど、県内中小企業にとっても海外展開のチャンスを迎えています。

■ 県内中小企業等が海外展開を図っていくためには、チャレンジしやすい環境づくりを進め
ていく必要があります。

■ 観光においては、これまで主に現地の旅行会社やメディア等を対象に説明会や招聘等を行
い誘客を図ってきました。三重県の魅力をさらに効果的にＰＲし、誘客につなげていくた
めには、さまざまな主体と連携・協力した取組が必要です。

■  姉妹・友好提携先との交流について、経済分野も含めた新たな交流の展開を進めるとと
もに、在外県人会や国際交流団体、みえ国際協力大使等の人的資源やネットワークも加
わって情報の受発信を行うなど、産業や観光、文化などの分野で横断的な取組を進めます。

■ 海外からの県内投資につながるよう、国際的なネットワーク力を持つ企業や関係機関等
との連携づくりに取り組みます。

■ 県内中小企業の海外展開に挑戦しやすい環境づくりのため、三重県ゆかりの海外の現地
展開済み企業等によるネットワークを構築するとともに、海外の自治体や研究機関等と
の連携づくりや連携強化に取り組みます。また、公益財団法人国際環境技術移転センター

（ＩＣＥＴＴ）と連携し、そのネットワークを活用した取組を図っていきます。
■ 中国河南省をはじめとする今後誘客が期待できる市場に対し、現地の自治体等と連携し

三重県の魅力をＰＲし、誘客を行います。

施策 343 国際戦略の推進
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海外自治体等との連
携により新たに創出
された事業数（累計）

海外の自治体や在日大使館等との連
携から、新たに生まれた、産業や観
光、文化関連の事業数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 20件
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　国際社会のグローバル化に対応するため、姉妹・友好提携先や各国の在日大使館等との連携
を強化するとともに、新たな国際ネットワークを構築し、海外に向けて県の持つ高い技術や観
光資源等の魅力を発信することにより、海外自治体等との連携が進み、文化、経済的交流が活
性化しています。

主担当部局：雇用経済部観光・国際局

平成 27年度末での到達目標

34301
国際交流・貢献活動のネットワー
ク化の推進	
（主担当：雇用経済部観光・国際局国際戦略課）

　姉妹・友好提携先や在日大使館等とのネッ
トワークを強化するとともに、みえ国際協力
大使等の人的資源を活用した海外への情報受
発信を図ります。

みえ国際協力大使
数（累計）

112 人
（22 年度）

200 人
青年海外協力隊等に参加
する三重県出身者を、み
え国際協力大使として委
嘱した人数

34302
企業活動を支える国際的なネッ
トワークづくりの推進
	 （主担当：雇用経済部ものづくり推進課）
　ネットワーク力を持つ企業・機関・自治体
等のグローバルなネットワークづくりを進め、
企業誘致や中小企業の海外展開につなげます。

新たに連携構築を
行 っ た 国 際 的 な
ネットワークの数

（累計）

－ ６件
企業の海外展開や誘致に
つながる連携を新たに構
築した国際的なネット
ワークの数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－４　世界に開かれた三重

34303
海外自治体等と連携した誘客戦
略の展開	
（主担当：雇用経済部観光・国際局国際戦略課）

　海外の自治体等と連携し、三重県の知名度
を向上させ、三重県への誘客につなげるため、
現地で商談会や観光展を開催します。

観光における海外
自治体等との連携
事業数（累計）

－ 10 件
海外の自治体等と連携し、
観光客誘致に取り組んだ
事業数
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　中部圏と近畿圏を結ぶ高速道路ネットワークが形成されるなど、県民の皆さ
んの生活や地域の経済活動を支える道路網や港湾の整備が進み、人と人、地域
と地域が力強く結ばれ、県内外、海外との交流・連携を広げています。

　県管理道路の整備について、バイパスや二車線整備などの抜本的な改良だけでな
く、地域の実情に即し、早期に事業効果の発現できる局部的な改良など、柔軟な対
応を織り交ぜながら、地域との連携のもと効果的・効率的な整備を推進します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  三重県の道路整備は道半ばにあり、北・中部地域では東名阪自動車道などで交通渋滞が発
生し、南部地域では集中豪雨等により交通が遮断するなど、県民生活に大きな支障を来し
ており、これらを解消するために、県内道路の早期の整備が求められています。

■ 大規模地震や集中豪雨等による地域の孤立を防ぐとともに、東日本大震災を受け、ひとた
び被害が発生した場合の救助・救援活動や生活の復興支援の基盤となる「命の道」として、
緊急輸送道路（道路改築、橋梁耐震化）の整備等を迅速かつ重点的に進めることが求められ
ています。

■ 今後、施設の高齢化や整備に伴い増加する道路・港湾施設にかかる維持管理コストの増大
が予想される中、利用者の安全性、利便性を確保するため、老朽化した施設の改良、更新
や道路舗装等の計画的な維持管理、施設の耐震性の向上が求められています。

■ 四日市港は、名古屋港と連携しながら背後圏産業を物流面から支え、コンテナのみならず、
バルク貨物注）1 を含めた総合港湾としての役割を果たしていくことが求められています。

■  式年遷宮を契機とした県内外との交流連携を促進するとともに、防災 ･ 医療 ･ 産業 ･ 観
光面等の広域的な交流や効率的な物流による県内外との連携を深めるため、新名神高速
道路、東海環状自動車道、紀勢自動車道、熊野尾鷲道路等の高規格幹線道路、北勢バイ
パス、中勢バイパス等の直轄国道および県管理道路と一体となった道路ネットワークの
形成を推進します。

■ 大規模地震等において、地域の孤立を防ぎ、円滑な救助・救援および復興活動ができる
よう緊急輸送道路ネットワークの形成を推進するとともに、国道１号伊勢大橋等の老朽
橋架替や耐震補強対策を進めます。また、港湾の既存施設の耐震強化など防災機能の向
上に向けた取組を推進します。

■ 交通事故対策や交通弱者への対応など、利用者が安全・安心に利用できるよう施設機能
の向上を図るとともに、維持管理計画に基づいた点検・調査により、予防保全的な道路・
港湾施設の修繕、更新等を実施し、維持管理コストの縮減や平準化を図りながら施設を
良好な状態に保ちます。また、地域住民の参画と協働による道路の清掃や除草等の維持
管理の取組を推進します。

■ 四日市港については、背後圏産業の国際競争力維持・強化を物流面から支えるため、港
湾施設や臨港道路霞４号幹線の整備を促進します。

施策 351 道路網・港湾整備の推進
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県民生活の利便性の
向上や地域の経済活
動等を支援する道路
の新規供用延長

県内の高規格幹線道路や直轄国道、
県管理道路の新規に供用した延長

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 94.9km
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　道半ばにある道路網・港湾の現状に対し、県内外との交流・連携に資する道路整備や、大規
模地震発生への備えや柔軟な対応など、地域の新たな課題や県民の皆さんの多様なニーズに的
確に対応する道路・港湾の整備が進み、道路・港湾が担うべき機能を強化・充実することにより、
利用者の安全性と利便性が向上しています。

主担当部局：県土整備部

平成 27年度末での到達目標

35101
道路ネットワークの形成	

（主担当：県土整備部道路企画課）
　県民生活や地域の経済活動等を支え、防災
機能を備えた安全な交通を確保するため、高
規格幹線道路、直轄国道および県管理道路と
一体となった道路網の整備、緊急輸送道路ネッ
トワークの形成を推進します。

県内の幹線道路の
新規供用延長 － 59.9km

県内の高規格幹線道路や
直轄国道の新規に供用し
た延長

35102
適切な道路の維持管理
	 （主担当：県土整備部道路管理課）
　道路が、快適・安全安心に利用できるよう、
施設の機能を適切に維持管理し、路面の舗装
等、予防保全的な修繕、更新等を進めます。

舗装の維持管理指数
5.2

（22 年度）
5.0 以上

主要県管理道路において、
舗装面調査により得られ
た、ひび割れ率、わだち
掘れ量、平坦性から算出
する管理指標の平均値（10
点満点で評価され、5.0 以
上が、安全性・快適性が
確保される望ましい値）

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－５　安心と活力を生み出す基盤

35103
四日市港の機能充実	

（主担当：雇用経済部三重県営業本部担当課）
　四日市港において、背後圏産業の国際競争
力維持・強化を物流面から支えるための港湾
施設や臨港道路の整備および住民の安全・安
心に向けた取組を促進します。

四日市港における
外貿コンテナ貨物
の取扱量

17 万 TEU
注）2

26 万 TEU
四日市港において１年間

（１月から 12 月）に取り
扱った外貿コンテナ貨物
の量

35104
県管理港湾の機能充実	

（主担当：県土整備部港湾・海岸課）
　県管理港湾が、効率的・安全に利用できる
よう、施設の改良、予防保全的な港湾施設の
修繕、更新等を進めます。

県管理港湾の入港
船舶総トン数

1,503 万トン
（22 年度）

1,503 万トン
（26 年度）

県管理港湾に入港する船舶
（５トン以上）の総トン数

注）1　バルク貨物：穀物、鉱石、油類、木材などのように、梱包されていない貨物。撒積（ばらづみ）貨物ともいわれる。
注）2　TEU（Twenty feet Equivalent Unit）：コンテナ船の積載能力を示す単位で、１TEU は 20 フィートコンテナ１個分を示す。
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　バスや鉄道などの生活交通について、県民の皆さんと共に、路線の維持・確
保に取り組み、利便性の向上等を図ることにより、県民の皆さんが円滑に移動
できています。また、空路やリニア中央新幹線などによる広域的な高速交通網
の整備が進んでいます。

　地域の公共交通とりわけバスについて、国、県、市町や事業者等だけではなく、
県民の皆さんの参画のもと、それぞれの果たすべき役割を明確にし、維持・確保に
取り組んでいきます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■ 地域の公共交通は通勤や通学、通院、買い物といった日常生活に不可欠なものであり、暮
らしの基礎となっています。しかしながら、近年のモータリゼーションの進展等により利
用者が大きく減少するなど、公共交通を取り巻く環境は厳しくなっており、自ら移動手段
を持たない高齢者の方などの移動が制限されるなど、交通不便地が拡大しつつあります。

■ 危機に瀕したバスや鉄道などの確保・維持・改善のため、国の動きにも的確に対応し、地
域の公共交通を確保していく必要があります。

■ 県内外と交流・連携し地域づくりや産業振興等を進めていくためには、県民の皆さんが広
域的に移動できる基盤が重要です。このため、地域間を高速で結ぶ交通網を整備促進し、
さらに充実させていく必要があります。

■  県内のバスや鉄道など地域における公共交通について、国の動向に的確に対応しながら、
利便性や安全性の向上を図り、確保していきます。なお、バスについては、県民の皆さ
んをはじめ市町や事業者などが参画する協議会において支援を検討し、適切に役割分担
を行い、取り組んでいきます。

■ 関西本線や紀勢本線など広域的な鉄道路線の利便性の向上のため、関係府県や市町、地
元団体等と連携し、鉄道事業者等に働きかけるとともに、利用促進を図っていきます。

■ 県民の皆さんが高速で広域に移動できるよう、関係府県や市町、経済団体と連携し、中
部国際空港および関西国際空港の利用促進や国際拠点空港としての機能充実、中部国際
空港への海上アクセスの利用促進、リニア中央新幹線の早期全線整備や県内駅設置、鳥
羽伊良湖航路の維持等に向けた取組を進めます。

施策 352 公共交通網の整備
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県内の公共交通機
関の利便性に関す
る満足度

e- モニターを活用した「公共交通等
の利用について」の調査で、県内の
公共交通機関の利便性について、「満
足している」「やや満足している」と
感じている県民の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

40.0％ 44.0％

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　県民の皆さんの円滑な移動のため、国や市町、事業
者など関係機関との適切な役割分担のもと、県内のバ
スや鉄道などの地域における公共交通が確保されてい
るとともに、中部国際空港および関西国際空港の機能
充実やリニア中央新幹線の開通に向けた整備や取組が
進んでいます。

主担当部局：地域連携部

平成 27年度末での到達目標

35201
生活交通の確保	

（主担当：地域連携部交通政策課）
　安全で利便性の高い、バスや鉄道などの地
域における公共交通を確保し、県民の皆さん
が円滑に移動できるよう、交通事業者等への
支援を行います。

地域間幹線系統注）1

数 37 系統 43 系統

国の「地域公共交通確保
維持改善事業」の地域間
幹線系統として認定され、
国と協調して県の協議会
が支援したバスの系統数

35202
広域・高速交通ネットワークの
形成
	 （主担当：地域連携部交通政策課）
　空路などによる広域の高速交通網がさらに充
実するよう関係機関に働きかけるとともに、利
用者の増加に向け利用促進策に取り組みます。

中部国際空港およ
び関西国際空港の
就航便数

1,691 便 1,784 便
中部国際空港および関西
国際空港の国内線および
国際線の週あたりの就航

（旅客）便数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

注）1　 地域間幹線系統：国の「地域公共交通確保維持改善事業」に基づく都道府県の協議会で認定された複数市町村（平成 13（2001）年３月 31
日当時の市町村）をまたぐ幹線バスの系統。

政策　Ⅲ－５　安心と活力を生み出す基盤

超電導リニア
Central Japan Railway Company,All Rights reservedC
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　人口減少・超高齢社会に対応した集約型都市構造（コンパクトなまちづくり）
の構築が進むとともに、都市基盤の整備やゆとりある住まいづくりが行われる
など、県民の皆さんと共に、住まいやまちづくりのことを考え、地域の個性を
生かした魅力あるまちで、誰もが自由に活動し、快適に暮らしています。

　これまで進めてきた快適なまちづくりに加えて、人口減少・超高齢社会に対応し
たコンパクトなまちづくりに向けた取組を進めます。また、東日本大震災による教
訓をふまえ、地域の実情に即した災害に強い都市環境・まちづくりに向けた取組を
支援します。

県民の
皆さんと
めざす姿

■ 人口減少・超高齢社会の中、持続可能性の高い都市構造の実現が求められています。また、
安全で快適な都市生活、災害に強い都市構造をめざし、引き続き街路事業等による都市基
盤の整備が求められています。

■ ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するため、ユニバーサルデザインに対する事業
者・設計者等の理解、協力を得ながら商業施設や公共施設などを整備することが求められ
ています。

■ 安全安心で豊かな住生活を支える居住環境の構築やそれが享受できる環境の整備、住宅の
確保に特に配慮を要する高齢者等への支援が求められています。

■ 建築基準法や都市計画法に基づく許認可や違反対策の徹底により、快適な住環境、安全安
心な建築物の確保を図ることが求められています。

■ 個性豊かで魅力ある景観まちづくりを推進するため、地域住民と行政の協働による修景整
備や、良好な景観の形成に向けて、市町の景観づくりへの積極的な取組、景観づくりの全
県的な展開などが求められています。

■  集約型都市構造の形成に向け、市町や関係機関と十分調整を行いながら、都市計画区域
の見直し等の取組を行います。また、都市交通の円滑化、都市防災、都市環境の保全等
の機能を高めるため、鉄道と道路との立体交差化を行う事業に重点的に取り組むほか、
街路の整備や電線類の地中化を進めます。

■ 市町や関係機関等との連携・協力のもと、ユニバーサルデザインに配慮された施設整備
を推進するなど、安全で自由に移動できる誰もが暮らしやすいまちづくりに取り組みます。

■ 高齢者への配慮や将来世代にわたって住み続けることができる良質な住宅・居住環境の
構築を推進するとともに、適切な情報提供により住宅市場の環境整備に努めます。また、
既存県営住宅の機能改善や長寿命化を図り適切な維持管理を行うとともに、住宅の確保
に特に配慮を要する高齢者等への支援として、民間賃貸住宅へ円滑に入居できるよう努
めます。

■ 新築建築物等の完了検査の徹底など建築基準法の遵守を促し、適法な建築物の確保に努
めるとともに、特殊建築物の定期報告における適正な維持保全への指導・助言を行うこ
とにより、既存建築物の安全性確保に努めます。

■ 県民の皆さんの創意工夫やニーズを反映した協働による景観まちづくりの取組を進めま
す。また、良好な景観づくりを進めるため、三重県景観計画に基づき、建築物の規制誘
導や地域が主体となる景観づくりに向けた支援などを行うとともに、屋外広告物の適正
な設置を市町と連携して進めます。

施策 353 快適な住まいまちづくり
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コンパクトなまちづ
くりが進められてい
る都市計画区域の数

集約型都市構造（コンパクトなまち
づくり）の形成につながる土地利用
を促進する取組（都市計画制度によ
る土地利用の規制や誘導等）が行わ
れている都市計画区域の数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ ９区域

県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

　これまで進めてきた安全・快適な都市環境を形成するための基盤整備、地域の個性を生かし
た景観形成やユニバーサルデザインに配慮した施設整備、安全安心で豊かな住環境の整備の取
組に加え、都市計画区域の見直しなど集約型都市構造の形成につながる土地利用促進の取組が
進むことにより、誰もが魅力を感じ、快適な住まいまちづくりが進んでいます。

主担当部局：県土整備部

平成 27年度末での到達目標

35301
快適なまちづくりの推進	

（主担当：県土整備部都市政策課）
　安全で緑豊かな都市で、円滑に経済活動等
を行い、安全・快適に暮らしていることをめ
ざし、都市計画道路などの都市基盤の計画的
な整備を図ります。

鉄道と道路との立
体交差化を行う事
業の進捗率

56.1％
（22 年度）

100％ 鉄道と道路との立体交差
化（高架化、アンダーパ
ス）を行う事業の進捗率

35302
ユニバーサルデザインのまちづ
くりの推進
	 （主担当：健康福祉部健康福祉総務課）
　誰もが安全・快適に利用できる商業施設や
公共施設となるよう、駅舎のバリアフリー化
など、ユニバーサルデザインに配慮された施
設整備を推進します。

商業施設等でバリ
アフリー化された
施設数（累計）

2,002 施設
（22 年度）

2,845 施設

「高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進に関
する法律」に基づく認定
施設数および「三重県ユ
ニバーサルデザインのま
ちづくり推進条例」に基
づく適合証交付施設数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－５　安心と活力を生み出す基盤

35303
快適な住まいづくりの推進	

（主担当：県土整備部住宅課）
　安全で安心して住み続けることができる住
環境で、快適さを実感し暮らしていることを
めざし、良質な住まいの確保や住宅市場の整
備を進めます。

新築住宅における
認定長期優良住宅
の割合

24.9％
（22 年度）

28.0％
住宅着工統計における新
築住宅着工件数に占める

「長期優良住宅の普及の
促進に関する法律」に基
づく認定件数の割合
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県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策 353

35304
適法な建築物の確保	

（主担当：県土整備部建築開発課）
　建築物が、常に安全な状態になっているこ
とをめざし、適法な建築物の確保に取り組み
ます。

特殊建築物等の維
持保全適合率

52.3％
（22 年度）

59.5％
定期報告が必要な特殊建
築物数に対する維持保全
が適正に行われている建
築物数の割合

35305
参画と協働による景観まちづく
りの推進
	 （主担当：県土整備部景観まちづくり課）
　地域の個性を生かした景観まちづくりを進
めるため、住民との協働による修景整備や景
観に配慮した建築物への誘導、景観行政団体
に向けた市町支援、県民への普及啓発、違反
屋外広告物の是正に取り組みます。　

市町、県が制定し
た景観に関する条
例等の件数（累計）

29 件
（22 年度）

34 件
景観まちづくりを実践し
ていくための指針となる
景観条例や景観計画等の
件数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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若手職員が提案する「県南部地域の活性化策」
　人口減少、高齢化、過疎化が進
む県南部地域について、地域の状
況を把握し、活性化の方策等を検
討するため、県と市町職員の合同
ワーキング・グループを設置し、

「県南部地域の活性化策」を検討し
ました。

　先進的な取組を進める他県の調
査や、県南部地域の活性化に取り
組んでいる住民の皆さんとお話す
る機会を持ちながら議論を重ねた
結果、南部地域の活性化には「集
落維持に県と市町、大学などが協
働して取り組むとともに、取組を支援する中間支援組織の構築が必要である」と提案しました。

シリーズ・コラム 10

最後に

WGの提案　～仕組みのめざす姿～

県 市町

国
行政

集落A
(農村 )

集落 B
(漁村 )

集落 C
(山村 )

中間支援機能
県 市町 大学

・大学の地域貢献
・ノウハウの蓄積
・市町内他地域への波及 (市町が担う )
・県と市町の役割分担 (広域的・専門的視点 )

地域住民

自立・持続可能に

モデル集落
集落間の連携・交流

一定の地域でお金が
まわるしくみ

国・県・市町の施策を
有効に活用できるしくみ

全１0回にわたり、「みえ県民力ビジョン」策定にあたって実施した様々な取組
をご紹介させていただきました。皆さんと共に創りあげた「みえ県民力ビジョ
ン」を全力で推進してまいります。

最終回

成功モデルの
展開



　水や土地は、限られた貴重な資源であり、県民の皆さんの生活や経済活動に
とって不可欠な基盤です。安全で安心な水資源がいつでも安定して使用できる
基盤整備が進むとともに、市町、関係機関等と連携した供給体制が確保され、
水が大切に使用される社会が構築されています。
　また、計画的かつ適正な土地利用が図られ、自然環境と調和のとれた豊かな
県土が次世代に引き継がれています。

　県民の皆さんの生活と経済活動を守るため、災害に強い基盤の整備を図るととも
に、近年、頻発傾向の渇水に対し、市町や関係機関と連携して総合的な調整を図り
ます。また、東日本大震災・紀伊半島大水害による被災地の迅速な復旧に地籍調査
の重要性が再認識されたことから、事業を一層進めるため、県庁部局横断的な取組や、
国や市町等との連携を進めます。

県民の
皆さんと
めざす姿

■  近年の異常気象の頻発や降水量の減少などに伴い、水源の供給能力への影響が懸念されて
おり、安定的な水資源を確保するとともに、広域的、多面的な視点での水の有効利用に取
り組む必要があります。

■ 東日本大震災や紀伊半島大水害を経て、ライフラインの確保はもとより、行政区域を越え
た広域連携の重要性が明らかになったため、地震・風水害等に対する防災力の強化や被災
地での応急給水など、広域的、専門的な観点から市町の取組への支援が求められています。

■ 飲料水については、「安全・安心・安定」供給が求められており、水道未普及地区の解消や
水道事業の経営安定化への取組が必要です。

■ 県が供給する水道用水、工業用水の施設については、更新時期を迎えるなど事業の経営環
境は厳しさを増す中、老朽劣化対策や耐震化に取り組み、安定供給に資する基盤の強化が
必要です。

■ これまでも市町等と連携し、地籍調査を推進してきたところですが、三重県は全国平均と
比較し、進捗の大きな遅れが指摘されています。

■ 大規模災害から迅速に復旧・復興を図るために、土地の境界が復元可能となる地籍の整備
が重要な課題となっています。

■  川上ダムおよび木曽川水系連絡導水路については、関係機関と連携を図りながら早期完
成に向けて国等へ働きかけます。

■ 未利用水源については、有効利用に向け関係機関と連携して取り組んでいきます。また、
工業用水については、産業政策と連携した施設整備に取り組みます。

■ 災害発生時における近隣府県市との応急給水などの応援体制の連携を進めるとともに、
県内においては、広域的、専門的な観点から総合的な調整を図ることで市町の取組を支
援します。

■ 県民の皆さんが満足できる飲料水を安定的に供給するために、水道事業の広域化および
簡易水道事業の統合を促進します。

■ 県が供給する水道用水、工業用水の安定供給に向け、老朽劣化対策および耐震化を進めま
す。また、技術力向上に向けた人材育成に取り組み、安定供給のための基盤を確保します。

■ 長期的展望に立った総合的かつ計画的な土地利用を図るため、「三重県国土利用計画（第
四次）」等の土地利用関連諸施策が適正に進められるよう管理・運営、調整を行います。
また、国土利用計画法に基づく土地取引の監視、届出・勧告制度などの適切な運用を図
ります。

■ 地籍調査の進捗率向上のため、県庁内関係部局で構成する「三重県地籍調査推進会議」に
よる横断的な取組を進めます。また、実施市町等数の増加を図るとともに、地籍調査の
先行調査となる都市部・山林部における国直轄調査の活用や、実施主体が地籍調査着手
前に行う計画・調査業務に対し、支援を行います。

施策 354 水資源の確保と土地の
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地籍調査の実施面
積（累計）

国有林および公有水面を除いた県土
を対象として、市町等が地籍調査し
た面積

目標項目の説明目標項目 目標値現状値
県民指標

438km2
（22年度）

534km2

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

計画的な利用

　近年の気候変動により安定的な水供給への影響が懸念されていることから、これまでの水の
安定供給への取組に加え、地元自治体などと連携して必要な水資源開発を進める一方で、渇水
や地震の非常時に影響を最小限に抑える基盤整備や、県・市町・県民の皆さんそれぞれが主体
となった水資源の有効利用に向けた取組が進んでいます。
　また、土地の基礎情報を把握する地籍調査を着実に進めることによって、個々の土地情報が
整備され、県土全般の計画的な土地利用が進んでいます。

主担当部局：地域連携部

平成 27年度末での到達目標

35401
水資源の確保と有効利用	

（主担当：地域連携部水資源・地域プロジェクト課）
　必要な水資源を確保するとともに、確保し
た水資源を有効に利用するため、関係機関と
連携した取組を進めます。

飲料水の供給に対
する満足度 86.2％ 90.0％

e- モニターを活用した調
査で、日常生活に欠かせ
ない飲料水が安心して飲
め、安定的に供給されて
いることに対して、「満足」

「どちらかと言えば満足」
と回答した県民の割合

35402
水の安全・安定供給
	 （主担当：企業庁水道事業課）
　県が供給する水道用水、工業用水の施設に
ついて、老朽劣化対策や耐震化を進めること
で、安全・安定供給を確保します。また、近
隣府県市および県内市町との災害発生時にお
ける応援体制の連携を進めます。

浄水場等における主
要施設の耐震化率

90.2％
（22 年度）

97.9％ 企業庁が管理する浄水場
等のうち計画的に耐震化
された主要施設の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

政策　Ⅲ－５　安心と活力を生み出す基盤

35403
土地の基礎調査の推進	

（主担当：地域連携部水資源・地域プロジェクト課）
　土地の基礎情報を把握する地籍調査を着実
に進め、整備された土地情報をもとに、県土
全般の計画的な利用の促進を図ります。

地籍調査の実施市
町数

21 市町
（22 年度）

29 市町 土地の基礎情報である地
籍調査の実施市町数
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プログラム

第2編

193



選
択
・
集
中
プ
ロ
グ
ラ
ム

第2編 　「選択・集中プログラム」は、厳しい財政状況のもとで、「み
え県民力ビジョン」を推進していくにあたり、特に注力すべ
き政策課題として取り上げ、「行動計画」の計画期間中（４年
間）に行政経営資源を効率的かつ効果的に投入し、課題の解
決や「協創」の取組を進めるものです。
　「選択・集中プログラム」には、「緊急課題解決プロジェクト」
と「新しい豊かさ協創プロジェクト」の２種類を設けるほか、
「南部地域活性化プログラム」に取り組みます。
　「選択・集中プログラム」には、各プロジェクト等に、その成
果や取り組んだことの効果をあらわす指標を設け、実現可
能かつ挑戦的な目標値を掲げ、数値目標としています。また、
進行管理を的確に行い、県民の皆さんに各プロジェクト等
の進捗状況をお示しすることができるよう、実践取組ごと
に年次目標を設定しています。

選択・集中プログラム

緊急課題解決
プロジェクト
緊急課題解決
プロジェクト

新しい
豊かさ協創
プロジェクト

新しい
豊かさ協創
プロジェクト

南部地域
活性化
プログラム

南部地域
活性化
プログラム

県内の状況や社会情
勢の変化をふまえ、
緊急に対処すべき重
要な課題を解決する
ために取り組むプロ
ジェクトです。

一歩先、二歩先を見す
えて、中長期的な観点
から、県民の皆さんの
持つさまざまな力を結
集して取り組むプロ
ジェクトです。

若者の流出や過疎
化、生産年齢人口等
減少が著しい南部地
域の活性化に取り組
むプログラムです。
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１　命を守る緊急減災プロジェクト

２　命と地域を支える道づくりプロジェクト

３　命と健康を守る医療体制の確保プロジェクト

４　働く意欲が生かせる雇用確保プロジェクト

５　家族の絆再生と子育てのための安心プロジェクト

６　「共に生きる」社会をつくる障がい者自立支援プロジェクト

７　三重の食を拓
ひ ら

く「みえフードイノベーション」
　　～もうかる農林水産業の展開プロジェクト

８　日本をリードする「メイド・イン・三重」
　　～ものづくり推進プロジェクト

９　暮らしと産業を守る獣害対策プロジェクト

10　地域を守る産業廃棄物の不適正処理是正プロジェクト

緊急課題解決プロジェクト一覧

　県政には継続して取り組むものも含め、県内の状況や社会情勢の変化をふまえ、
緊急に対処すべき重要な課題があります。10 本の「緊急課題解決プロジェクト」は、
これらの課題を解決するため、この４年間に重点的に取り組むものです。

　「緊急課題解決プロジェクト」は、主担当部局長が進行管理を行います。主担当部
局長は、数値目標をはじめプロジェクトの目標の達成状況等をふまえ、毎年度取組
の評価を行います。
　評価結果については、知事と主担当部局長による協議の場において検証したうえ
で、毎年度「成果レポート」として取りまとめ、プロジェクトの成果と改善方向を公
表します。

緊急課題解決プロジェクト第１章
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解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 ○

○○○○○○○○
プロジェクト

主担当部局：○○○○○

←��　このプロジェクトについて、県政を取り巻く時代環境の変化やこれまでの取組
をふまえて、この４年間で緊急に対処しなければならない課題を記載しています。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

←��　このプロジェクトに取り組むことによって課題解決が進んだ４年後の状態を記載して
います。

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

目標項目 H24 H27H23（現状）
県民の皆さんにとっての成果をあ
らわす指標（適当なものがない場
合には、県が取り組んだことの効
果がわかる指標）を記載しています。

現在（最新
の実績）の
数値を示し
ています。

平成24年度
目標値を示
しています。

平成 27年度
目標値を示
しています。

←��　この目標項目の意味、内容、用語
の説明などを記載しています。

※�　プロジェクトの数値目標のH23（現状）、H24およびH27の値の記載方法については、
「施策の各ページの見方」（Ｐ51）に準じています。
※�　目標項目の選定理由や目標値の設定理由は、参考資料 3「数値目標一覧」（Ｐ310）をご
覧ください。

●緊急課題解決プロジェクトの各ページの見方

↑　このプロジェクトの名称を記載しています。

↑�このプロジェクト
を、主に担当する
部局名を記載して
います。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

○○○○○機能の強化 △△△
か所

△△△
か所

△△△
か所

△△△
か所

△△△
か所

○○○○○の支援 －

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

○○○○○の推進 □□□人
(22 年度 )

□□□人 □□□人 □□□人 □□□人

○○○○○施設の整備 実施設計等 工事開始   完成 

□実践
取組
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1

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

� □□□□□□□□
	 ①   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○
	 ②   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

プロジェクトの構成

※　実践取組毎の目標と年次計画を記載しています。
※�　実践取組毎の目標は、構成する取組のうち、代表的なも
のを記載しています。

４年間で□□□を実施

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

� □□□□□□□□
	 ①   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

	 ②   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○

↑�この実践取組の概要を記載しています。

↑�この取組の具体的な内容を記載しています。

↑�　目標を達成するために
展開する取組の方向を記
載しています。

←�取組名を記載しています。
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● 　甚大な被害をもたらした東日本大震災や紀伊半島大水害は、自然災害の厳し
さと、生きるために備え、逃げることの重要性を改めて知らしめました。私た
ちは、これらの災害から得た貴重な教訓を今後の防災・減災対策に迅速かつ的
確に生かしていく必要があります。

● 　近い将来の発生が危惧されている東海・東南海・南海地震や近年多発してい
る異常気象に伴う風水害などの大規模自然災害に備えるには、災害は必ず起こ
ることを前提に、さまざまな主体が「自助」「共助」「公助」による減災に向けた取
組を緊急に進めるとともに、関係機関による防災・減災体制の構築、早期に効
果を発現できる基盤施設の整備などに取り組み、総合的な災害対応力を強化し
ていく必要があります。

解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 １

命を守る
緊急減災プロジェクト

●　県民の皆さんの命を守ることを最優先として緊急かつ集中的に取り組むべき対策を定
めた「三重県緊急地震対策行動計画」や新たに策定する「三重県新地震対策行動計画（仮
称）」、災害に強い地域づくりをめざす「三重風水害等対策アクションプログラム」等の計
画に基づく取組を確実に進めていきます。また、市町をはじめとした関係機関との連携
を充実させ、「備えるとともに、まず逃げる」ための対策や防災教育の推進、地域防災の
核となる人材の育成、自然災害に備える基盤施設の整備等に重点的に取り組むなど、県
全体の災害対応力を高めていきます。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

主担当部局：防災対策部

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・県関係部局が減災に向けて緊急に取り組む行動項目（アクション）の進捗率の平均値

緊急減災に向けた行動項目
（アクション）の進捗率

目標項目 H24 H27H23（現状）

ー 30.2％ 100％
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

緊急に減災対策を実施
する市町の数 29 市町 29 市町 29 市町 29 市町 29 市町
防災講演会、研修会等
への参加促進 8,000 人 8,500 人 9,000 人 9,500 人 10,000 人

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

耐震基準を満たした
住宅の割合

80.9％
（22 年度）

84.5％ 86.4％ 88.2％ 90.0％

県立学校の耐震化率 98.2％ 99.0％ 100％ 100％ 100％

私立学校の耐震化率 86.4％
（22 年度）

88.4％ 91.6％ 92.4％ 92.4％

災害拠点病院等の
耐震化率

54.3％
（22 年度）

71.4％ 77.1％ 80.0％ 82.9％

2実践
取組

「
地
震
に
よ
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1

2

　木造住宅や公共施設等の耐震化をより一層推進し、地震による建物の被害
の軽減を図ります。

� 木造住宅耐震化の推進
	 ① 　住宅の耐震化率を向上させ、住民や住まい、さらには、まちの安全性の向

上を図ります。

� 公共施設等の耐震化の推進
 ① 　県立学校や私立学校、災害拠点病院等の医療施設、社会福祉施設の耐震化

を進めます。

プロジェクトの構成

　市町等の取組と連携し、災害から「逃げる」ための環境整備や避難体制の整
備、円滑な避難を促進するための啓発活動を推進します。

� 緊急避難体制の整備
	 ① 　市町等が地域の特性に応じて実施する減災に向けた環境整備に関する取組

を、緊急かつ集中的に支援します。
 ② 　避難体制の緊急整備を目的として、避難困難地域等における避難計画の策

定や避難訓練の実施を促進するとともに、避難所運営マニュアル策定指針の
改訂を行います。

� 地域防災力向上に向けた広報活動の展開
 ① 　東日本大震災の教訓をふまえ、「備えるとともに、まず逃げる」ことの重要

性の認識や家庭・地域における自主的な防災活動の活性化をめざした啓発活
動を展開します。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

新たな防災対策の
計画的な推進

策定・見直し
新たな取組の計画的な実施

地域をあげての津波避難訓練

小学校での防災マップづくり

　県の災害対応力を強化するため、東日本大震災で明らかとなった課題や最
新の知見等をふまえて、防災・減災に向けた取組の基本となる計画の策定や
大規模災害に備えた体制の整備を行います。

� 新たな防災対策の計画的な推進
	 ① 　地震被害想定調査を実施し、この結果をもとに「三重県地域防災計画」を見

直すとともに、「三重県新地震対策行動計画（仮称）」の策定を行います。

� 大規模災害に対応する広域的な支援・受援体制の整備
 ① 　県内外の広域連携を促進し、効率的な応急・復旧対策活動の実施をめざす

とともに、広域的な支援・受援を円滑に進めるための体制整備について検討
を進めます。

 災害対応力強化に向けた体制の整備
 ① 　大規模地震発生時等の医療提供体制を確保するため、ＤＭＡＴ注）１の育成

支援、災害時に医療活動の拠点となる災害拠点病院の取組支援や、災害医療
を支える人材育成などの取組を進めます。

 ② 　緊急輸送道路に指定されている県管理道路の整備等を推進するとともに、
大規模地震・津波が発生した際に孤立が懸念される熊野灘沿岸地域において、
道路啓開注）2 を迅速に展開できる態勢の整備を進めます。

 ③ 　地域住民の安全・安心のよりどころとして重要な防災拠点として、交番・
駐在所の機能強化を進めます。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

学校防災のリーダーが
中核となり防災に取り
組んでいる学校の割合

－ 50.0％ 100％ 100％ 100％

防災に関連した人材の
育成（累計） ０人 80 人 160 人 240 人 320 人
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注 )1　 ＤＭＡＴ（ディーマット）：災害急性期（おおむね発災後 48 時間以内）に活動できる機動性を持つ、専門的な訓練を受けた災害派遣医療チーム。
注 )2　道路啓開：緊急車両等が通れるように、がれきなどを処理し、段差を修正するなど、救援ルートとして最優先で確保すること。

1

1

2

4実践
取組

5実践
取組

「
自
ら
の
命
を
自
ら
守
る
た
め
の
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

「
自
然
災
害
に
備
え
る
基
盤
施
設
の
整
備
に
向
け
た
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

脆弱化した海岸堤防の
補強対策箇所（累計） － 40 か所 80 か所 140 か所 200 か所
農地・漁港海岸保全
施設等の整備延長（累計） 1,680 ｍ 2,243 ｍ 2,964 ｍ 3,784 ｍ 4,134 ｍ

　激化する異常気象や迫りくる地震・津波に備え、特に緊急性が高く、早期
に効果を発現できる施設の整備や住民の避難体制を確保するための情報提供
の推進などに取り組みます。

� 基盤施設等の緊急整備
	 ① 　大規模地震・津波の発生に備え、河川施設や海岸保全施設などの機能を確

保するための対策に緊急に取り組むとともに、防潮扉や水門などを安全かつ
確実に閉鎖するために、動力化や遠隔操作化等を進めます。

 ② 　激化する異常気象等に備え、治水上支障となっている区間の河川整備や堆
積した土砂の撤去、災害時要援護者関連施設に対する砂防施設の整備などに
取り組みます。また、災害時に現地情報を把握できる情報基盤を整備すると
ともに、住民避難に資する水防情報の提供を進めます。

 ③ 　津波被害が想定される地域において緊急総点検の結果に基づく既設避難路
の再整備、避難地・避難路を保全するための急傾斜・治山施設や農村地域に
おける避難路として重要となる農道の整備を進めます。

　災害時の適切な避難行動の実現や防災・減災に向けた活動の活性化を図る
ため、防災教育を推進するとともに、地域における取組の核となる人材を育
成し、防災意識の高い地域づくりを支援します。

� 学校における防災教育・防災対策の推進
	 ① 　東日本大震災における学校の被災状況をふまえ、学校の防災教育・防災対

策の根本的な見直しを行い、児童生徒の安全を確保し、被害を軽減するため
に必要な緊急対策を進めます。

� 地域防災力向上のための人材育成
 ① 　災害に対する正しい知識と高い意識を持つ地域のリーダーの育成や、次代を

担う防災人材の育成に取り組みます。
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● 　広域に被害を及ぼす台風や集中豪雨、さらに東海・東南海・南海地震による
津波被害など自然災害の脅威は、今後一層深刻化することが予想されており、
これらの災害から地域の安全・安心を支える幹線道路等の整備、ミッシングリ
ンク（高速道路がつながっていない状態）の解消が求められています。

● 　産業が集積する地域における幹線道路などで交通渋滞が頻発していることや、
平成 25（2013）年には式年遷宮を迎えるなど今後さらに多くの来訪者が予想さ
れることから、産業・観光など地域を支える幹線道路等の整備が求められてい
ます。

解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 ２

命と地域を支える
道づくりプロジェクト

●　社会基盤である幹線道路等の整備を進めることにより、大規模地震や異常気象による
集中豪雨等の自然災害の脅威に対して地域の安全・安心を支えるとともに、北・中部地
域の産業、南部地域の観光など地域の今ある力を生かした新しい三重づくりが進んでい
ます。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

主担当部局：県土整備部

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・県内の高規格幹線道路や主要な直轄国道、地域高規格道路、アクセス道路の供用延長

命と地域を支える道の
供用延長

目標項目 H24 H27H23（現状）

63.1km
（22年度）

86.8km 147.8km
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

命を支える道の
供用延長

36.6km
（22 年度）

55.5km 86.8km 88.6km 88.6km

札幌
仙台
東京

名古屋
尾鷲
大阪
福岡

10000 2000 3000 4000

各地の年間降水量（平成22年）

雨量（㎜/年）

1013
1444

1680

1730

1560
1729

3803

東紀州地域は
日本有数の
多雨地域

東紀州地域は
日本有数の
多雨地域

津波名
宝永東海津波
安政東海津波
東南海津波

津波高さ
8～10m
6～  8m
5～  8m

時期
1707年 10月 28日
1854年 12月 23日
1944年 12月   ７日

命を支える道イメージ

過去の津波高さ（尾鷲）
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1実践
取組

「
命
を
支
え
る
道
づ
く
り
に
向
け
た
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

プロジェクトの構成

台風により路面陥没した国道 42 号

[ 出典：道路整備方針（平成 23 年 6 月三重県）]

出典：「日本被害津波総覧」渡辺偉夫著　東京大学出版会、
　　　「津波調査報告書」（平成 7 年 10 月三重県）をもとに作成

　県民の皆さんの命と暮らしを守るため、緊急時の救助・救援、災害時の復旧・
復興を担う「新たな命の道」としての幹線道路およびこれらにアクセスする道
路の整備を進めるとともに、ミッシングリンクとなっている未事業化区間の
早期事業化に努めます。

� 命を支える道づくりの推進
	 ① 　緊急時の救助・救援、災害時の復旧・復興を担う「新たな命の道」として紀

勢自動車道、熊野尾鷲道路や紀宝バイパスなどの幹線道路について、事業主
体と連携・協力し整備を促進するとともに、紀勢自動車道、熊野尾鷲道路に
アクセスする県管理道路について、関係機関と連携し整備を推進します。

 ② 　ミッシングリンクとなっている南部地域の未事業化区間について、地域の
理解・協力のもと、関係機関と連携・協力を図り早期事業化に向けた取組を
進めます。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

地域を支える道の
供用延長

26.5km
（22 年度）

31.3km 42.9km 53.1km 59.2km

2実践
取組

「
地
域
を
支
え
る
道
づ
く
り
に
向
け
た
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

5,000－ 10,000 15,000
渋滞量（㎞・時間）

【東名】 岡崎地区については、東名暫定3車線運用後はほとんど渋滞がない状況
（県土整備部調べ）

【東名】岡崎地区

【東名阪道】四日市地区

【東名】大和トンネル付近

【中央道】小仏トンネル付近

【中央道】調布地区

　　　　　　10,900

　　　 9,400

　　  8,700

　　  8,600

6,400

　　　　　　10,900

　　　 9,400

　　  8,700

　　  8,600

6,400

ワースト
２位

尾鷲市の年間降水量(H22年)

1729

1560

1730

1680

1444

1013

3803

0 1000 2000 3000 4000

福岡

大阪

尾鷲

名古屋

東京

仙台

札幌

雨量(mm/年)

 東紀州地域は
日本有数の
多雨地域 

 

 

東名阪自動車道の渋滞状況

地域を支える道イメージ

渋滞量（ｋｍ・時間）（平成 23 年）
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　集積する産業や魅力ある観光など、地域の今ある力を生かした三重づくりを
支える基盤として、産業・観光活動に伴い増加する交通需要に対応し、交通渋
滞の解消に資する幹線道路およびこれらにアクセスする道路の整備を進めます。

� 地域を支える道づくりの推進
	 ① 　交通需要の対応と交通渋滞の解消に向けて整備を進めている新名神高速道

路、東海環状自動車道や北勢バイパス、中勢バイパスについて、事業主体と
連携・協力し促進を図るとともに、これらと合わせ幹線道路網を形成する四
日市湯の山道路、第二伊勢道路、磯部バイパスや東名阪自動車道へアクセス
する県管理道路の整備を推進します。

	 ② 　新名神高速道路亀山西ジャンクションにおいて先送りとなっているフル
ジャンクション化（名古屋－伊勢方面を双方向に通行できる連絡道路を付加
する計画）の実現や桑名東部拡幅（伊勢大橋）の工事着手、北勢バイパスの未
事業化区間の早期事業化、新たな道路網の構築に向けた取組について、地域
の理解・協力のもと、関係機関と連携・協力を図り推進します。
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東名阪自動車道

伊勢湾岸自動車道
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中
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紀
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動
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道

熊
野
尾
鷲
道
路
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国道

鈴鹿亀山道路

名神名阪連絡道路

伊勢自動車道

第
二
伊
勢
道
路

近畿自動車道

紀勢線

近畿
自動
車道

名古
屋大
阪線

紀
宝
バ
イ
パ
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磯
部
バ
イ
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ス

凡　例
供　用

未供用

供　用

未供用

供　用

未供用

高規格幹線道路

直轄国道（事業区間）

直轄国道（管理区間）

直轄国道
（未事業化区間）

県管理国道
予定路線

地域高規格道路（県）
（事業区間）
地域高規格道路（県）
（計画路線）

東
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状
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神
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速
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路
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市
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の
山
道
路
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260

渋滞量（ｋｍ・時間）（平成 23 年）

三重県の道路網
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東名阪自動車道の渋滞状況

（平成 24 年 4 月現在）
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緊急課題解決 ３

命と健康を守る
医療体制の確保プロジェクト

主担当部局：健康福祉部医療対策局

● 　県内の医師数は、全
国平均を大きく下回り、
地域間、診療科目間お
よび病院・診療所間の
偏在が拡大しています。
また、減少傾向にある
若い世代の医師の確保・
定着促進が急務となっています。

● 　看護職員についても、依然として不足してお
り、確保・離職防止対策の充実のほか、高度化・
多様化する医療現場に的確に対応できる看護職
員の養成が重要な課題となっています。

● 　地域によっては救急医療をはじめとする医療提
供体制の維持が困難となる状況が生じており、医
療資源を有効に活用するための対策が必要です。

● 　県民の死亡原因の第１位はがんであることか
ら、総合的ながん対策を進める中で、特に全国
と比較して低位で推移しているがん検診の受診
率の向上に向けた取組を強化するとともに、肝
臓がん発症の主な原因であるウイルス性肝炎の
早期治療を推進する必要があります。

解
決
す
べ
き
課
題

●　医師の県内医療機関への定着と医師・看護師等の不足・偏在の解消に向けた取組が進
んでいます。
●　県民一人ひとりの受診行動の見直しや、医療機関の機能分担・機能連携が進むととも
に、救急医療体制の整備が進んでいます。
●　がん検診受診率が向上し、早期発見が進むとともに、新たにウイルス性肝炎の治療を
受ける人が増加し、がんによる死亡率が減少しています。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）
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全
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国
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位
）
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20.0
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5.0

0.0

（％）

乳がん 子宮頸がん 大腸がん

三重県のがん検診受診率

[ 出典：厚生労働省「平成 22 年度地域保健・健康増進事業報告」]

21.8
19.0

27.2

23.9

20.5

16.8

21.8
19.0

27.2

23.9

20.5

16.8

医　師　数 看護職員数

三重県内の医師・看護職員数 （単位：人）

　　 152.6

118.6（全国45位）

全国

三重県

病院勤務医師 看護師 助産師

 744.6

701.8（全国38位）

　　 23.2

16（全国47位）

（平成22年10月1日現在） （平成22年12月31日現在）

いずれも人口10万人あたりの人数（病院勤務医師数は、常勤換算後の人数）
出典：医師数　厚生労働省「平成22年医療施設（動態）調査・病院報告」
出典：看護職員数　厚生労働省「平成22年衛生行政報告例」
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プロジェクトの数値目標

二次救急病院における
勤務医師数

目標項目 H24 H27H23（現状）

1,305人
（22年度）

1,322 人
（23年度）

1,373人
（26年度）

［目標項目の説明］
・県内の二次救急病院（33 病院）における勤務医師数
・乳がん、子宮頸がんおよび大腸がんに係るがん検診受診率

がん検診受診率（乳がん、
子宮頸がん、大腸がん）

目標項目 H24 H27H23（現状）

乳がん
14.0％

子宮頸がん
19.0％
大腸がん
18.2％

（21年度）

乳がん
22.4％

子宮頸がん
25.4％
大腸がん
24.8％

（23年度）

乳がん
35.0％

子宮頸がん
35.0％
大腸がん
35.0％

（26 年度）

1実践
取組

「
医
師
や
看
護
師
等
の
不
足・偏
在
」

を
解
消
す
る
た
め
に

1

プロジェクトの構成

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

県内の病院で後期臨床
研修を受ける医師数 167 人 180 人 192 人 205 人 217 人
県内看護師養成施設
卒業者の県内就業者数

637 人
(22 年度 )

644 人 651 人 658 人 665 人

　医師や看護師等の不足・偏在に対応するため、若手医師のキャリア形成支
援と医師不足病院の医師確保支援を一体的に行う仕組みの構築などの対策に
取り組みます。

� 医療従事者の確保
	 ① 　県内の医師不足状況等を把握・分析し、医師のキャリア形成支援と医師不

足病院の医師確保支援を一体的に行う仕組みづくりとその運用等を行う「三
重県地域医療支援センター（仮称）」の運営や、女性医師の子育て・復帰支援、
指導医の確保・育成等、若手医師のキャリア形成と医師の不足・偏在解消の
取組を進めます。

 ② 　不足する看護師、助産師などの確保に向けて、看護学生の県内就業率の向
上、新人看護職員の離職防止、潜在看護職員の復帰支援などに取り組むとと
もに、医療現場のニーズをふまえた資質の高い看護職員の養成を支援します。
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2実践
取組

「
地
域
の
救
急
医
療
体
制
の
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

2

　医療資源を有効に活用するため、医療に関する情報を提供し、県民の皆さ
んの理解と協力を得ながら、受診行動の見直しや、医療機関の機能分担・機
能連携を進めるとともに、救急医療体制の充実を図ります。

� 適切な受診行動等の普及啓発
	 ① 　県民の皆さんの適切な受診行動を促進し、医療機関の機能分担・機能連携

を進めるため、医療に関する情報提供や適切な受診行動等について普及啓発
を進めます。

	 ② 　救急医療情報システム等を活用して、初期救急医療機関に関する診療情報
を提供します。

� 救急医療体制の充実
	 ① 　周産期医療体制および小児救急医療体制の整備を図るとともに、二次救急

医療体制を確保するため、二次救急医療機関等の施設・設備の整備や病院群
輪番制病院における救急医の確保に対して支援等を行います。

	 ② 　ドクターヘリの運航や救命救急センターの運営支援など三次救急医療体制
の充実を図ります。

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

救急医療情報システムに
参加する時間外診療可能
医療機関数

460 機関
(22 年度 )

510 機関 535 機関 560 機関 585 機関

3実践
取組

「
が
ん
に
対
す
る
不
安・悩
み
」

を
解
消
す
る
た
め
に

1

2

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

がん診療に携わる医師に
対する緩和ケア研修修了
者数

436 人
(22 年度 )

690 人 810 人 930 人 1,050 人

　がんに対する不安・悩みを解消するため、予防・早期発見から治療・予後
までのそれぞれの段階に応じた総合的ながん対策を推進します。

� がん予防・早期発見の推進
	 ① 　がんの予防・早期発見のため、県民の皆さん、ＮＰＯ、企業、医療機関、

市町等と連携し、検診による死亡減少効果が高い乳がん、子宮頸がんおよび
大腸がんについて、重点的に検診受診率の向上を図るとともに、がん検診の
精度の向上をめざします。また、ウイルス性肝炎の早期治療を推進します。

� がん治療・予後対策の推進
 ① 　がんの治療と予後に関して、がん治療に携わる医療機関の施設、設備、緩

和ケア人材等の充実や切れ目のない医療連携体制の充実を図るとともに、相
談体制・情報提供の充実を図ります。また、地域がん登録を実施して、県内
のがんの罹患状況等を把握し、科学的な根拠に基づくがん対策を推進します。 
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● 　東日本大震災等の影響により、依然として厳しい雇用情勢の中で、働きたい人に
働く場が提供され、自らの力を最大限発揮できるよう、雇用確保の取組が求められ
ています。

● 　雇用の場の不足が続く厳しい状況を解決するためには、改めてその重要性が認識
されている中小企業の成長や新たなビジネス創出、農林水産業の振興等を図ってい
くことにより、雇用の場を創出するとともに、中小企業や農林水産業への就労促進、
新たなビジネスを担う人材育成などが必要となっています。

● 　働く意欲はあるものの働く機会に恵まれない方に対し、求人ニーズをふまえた能
力開発機会の提供や、求人数が求職者数を上回る福祉・介護職場への就労等を促
進することにより、ミスマッチを解消し、厳しい雇用情勢を緩和させることが求めら
れています。

● 　新卒未就職者の
増加など、厳しい状
況にある若年者に対
し、安定した就労に
向けた支援が求めら
れています。

解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 ４

働く意欲が生かせる
雇用確保プロジェクト

●　中小企業の成長支援や新事業の創出、農林水産業の振興等により、雇用の場を創出し、
大学・大企業・中小企業・経済団体等との連携により、雇用に結びつく新たな仕組みが
構築されています。
●　求職者に対して、求人ニーズをふまえた能力開発の機会を提供するとともに、求人側
と求職側のミスマッチを解消することで、厳しい雇用情勢の緩和が進んでいます。
●　厳しい若年者の就職状況をふまえ、安定した就労に向けた重点的な支援を行うことに
より、若者の不安定な就労状況の解消が進んでいます。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

主担当部局：雇用経済部

医　師　数 看護職員数

三重県の有効求人倍率（季節調整値）の推移：平成18年1月以降
1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

（倍）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

東
日
本

大
震
災H18年4月：1.49倍

直近のピーク
H21年6月、７月：0.40倍
統計の残る昭和38年以降最低

[ 出典：三重労働局「三重県の有効求人倍率（季節調整値）」]
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プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・県内労働力人口に占める就業者の割合
・本プロジェクトの構成事業のうち、人材育成、就労支援等の事業により支援した人の数

県内労働力人口に占める
就業者の割合

本プロジェクトにより支援した
人の数

目標項目

目標項目

H24

H24

H27

H27

H23（現状）

H23（現状）

96.0％
（22年度）

22,644人
（22年度）�

96.4％

25,000人

97.5％

27,100人

1実践
取組

「
雇
用
の
場
の
不
足
」を
産
業
振
興
の
視
点
か
ら

                                                 

解
決
す
る
た
め
に

1

2

3

プロジェクトの構成

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

事業参加者の県内中小企
業への就労 － 30 人 30 人 30 人 30 人
新規就農希望者等への就
業・就農支援 － 100 人 100 人 100 人 100 人
漁師育成機関の整備推進

（累計） － ２か所 ２か所 ３か所 ３か所

　中小企業の成長に必要な人材の確保や新事業の創出など、産業振興を図って
いく中で、雇用の場を創出するとともに、雇用に結びつく視点から、大学、大
企業、中小企業および経済団体と連携した新たな仕組みづくりや人材の育成に
取り組みます。また、農業・水産業への就業・就労を促進していくため、市町
や関係団体等と連携し、地域で支える新たな仕組みづくりに取り組みます。

� 中小企業の成長を支える人材等の確保・育成
	 ① 　中小企業の技術力・製品の品質向上や海外の市場開拓を担う人材の確保・育成

を図ることで、中小企業の成長と雇用の場の創出につなげるため、大学、大企業、
中小企業および経済団体と連携し、技術力と営業力を持った企業ＯＢや大卒者、
留学生等と中小企業とのマッチングの新たな仕組みづくりに取り組みます。

� 新たな産業創出等による雇用の場の創出
	 ① 　中小企業が自社の持つ既存の技術をベースに、自らの強みを生かしつつ時代の

ニーズを捉えた異分野への進出を促進するため、大学、金融機関等の関係機関と
連携し、力強い企業家人材の育成等に取り組み、雇用の場の創出につなげます。

� 農業・水産業への就業・就労支援
	 ① 　若者などの農業・水産業への就業・就労を促進するため、求人や研修受入

等に係る情報発信とあわせて、市町や関係団体等と連携し、人材育成や就業・
就労支援を行う新たな仕組みづくりに取り組みます。
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　働く意欲はあるものの働く機会に恵まれない方に対し、求人ニーズをふま
えた職業能力開発の機会を提供するとともに、求人数が求職者数を上回る福
祉・介護職場への就労等を促進することにより、ミスマッチの解消を図ります。

� 職業能力開発等の機会提供
	 ① 　離職者等を対象に、就職につながるよう多様な職業訓練を実施します。
	 ② 　女性一人ひとりが自らの意欲と能力に応じて就労することができるよう、

相談および情報提供を行います。

� 福祉・介護職場への就労支援
	 ① 　福祉人材センターに福祉・介護職場に係る求人・求職情報を集約し、ニー

ズや適性に応じた求人・求職のマッチングを行うとともに、職場体験や職場
説明会の実施などにより、福祉・介護職場での就労を希望する人への相談・
支援を行います。

3実践
取組

「
若
者
の
未
就
職
や
不
安
定
な
就
労
状
況
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

2

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

福祉人材センターにおけ
る相談・支援による就職
者数

189 人
（22 年度）

210 人 230 人 250 人 270 人

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

県が就職に向けて支援し
た延べ若年者数

12,470 人
（22 年度）

12,500 人 12,750 人 13,000 人 13,250 人

県立高等学校卒業生徒の
内定率

96.8％
（22 年度）

97.0％ 98.0％ 99.0％ 100％

　未就職卒業者をはじめとする厳しい雇用環境に置かれた若年者を対象に、就職
への意識付けにはじまる人材育成を含めた、途切れのない就労支援を行います。

� 高校生への支援
	 ① 　高校生が必要かつ適切な情報や知識を得て、幅広い職業選択を行い、地域

産業の担い手として職業的・社会的自立を果たせるよう、関係機関と連携し
て就職対策に係る支援を行います。

� 若年求職者等への支援
 ① 　若年者の安定した就労に向け、「おしごと広場みえ」を拠点に、キャリアカ

ウンセリングやセミナー等の総合的な就職支援サービスを提供します。 
 ② 　若年無業者の職業的自立に向け、「地域若者サポートステーション」が相談、

自立訓練、就労体験などを一体的に実施できるよう支援します。 
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● 　東日本大震災を契機として、身近なところでの絆が再認識されている中、こ
の機運が子どもを育む家族の絆の再認識と強化につなげられるよう集中した取
組が求められています。

● 　児童虐待の未然防止のためには発生リスクの軽減と回避が重要となることか
ら、特に妊娠、出産、子育てについて身近に相談等が受けにくい若年層への集
中的な取組が必要です。また、放課後児童対策について、さまざまな支援が求
められています。

● 　先行き不透明な社会
情勢を背景にして将来に
対する不安感や閉塞感が
広がる中、安心して子ど
もを生み育てられるよう、
家庭等への経済的支援等
が必要となっています。

解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 ５

家族の絆再生と子育てのための
安心プロジェクト

●　子どもの育ちにおける家族の絆の大切さが認識され、社会全体で子育て家庭を応援す
る取組が進んでいます。
●　若年層に対する早期からの相談・支援体制の強化などにより、家族観の醸成や児童虐
待未然防止の取組が進んでいます。また、放課後児童対策に対する支援が進んでいます。
●　子育てに関する経済的支援の実施など、安心して子どもを生み育てられる取組が進ん
でいます。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

主担当部局：健康福祉部子ども・家庭局

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・「子どもの育ちを支える」ための基本的な考え方について研修を受け、地域で子どもを見守り、子

どもの活動を支える「みえの子育ちサポーター」として県が認証した人の数

「みえの子育ちサポーター」　
認証者数（累計）

目標項目 H24 H27H23（現状）

593人
（22年度）

3,250人 10,000人

児童虐待相談件数の推移

[出典：三重県「子どもを虐待から守る条例」第28条に基づく年次報告書（平成22年度版）]
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

「家族の絆」一行詩コン
クールへの参加作品数 6,967 点 7,500 点 8,000 点 8,500 点 9,000 点

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

思春期ピアサポーター
養成者数 － 30 人 60 人 90 人 120 人

2実践
取組

「
子
ど
も
の
育
ち
に
関
す
る
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

2
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1実践
取組

「
希
薄
化
し
て
い
る
家
族
の
絆
の
再
生
」

を
図
る
た
め
に

1

2

　子どもを安心して生み育てられるよう、若年層における虐待の予防と放課
後児童対策を支援します。

� 若年層における児童虐待の予防
	 ① 　医療、保健、教育等関係団体と連携し、若者に対して家族観の醸成を図ると

ともに、若者の抱える性の悩みや望まない妊娠等に対応するため、「妊娠ＳＯ
Ｓダイヤル ( 仮称 )」の設置や思春期ピアサポーター注）１の養成に取り組みます。

	 ② 　若年層の妊娠や出産、子育てに関する不安に対応するために、適切な情報
提供とともに、医療、保健、教育等関係団体とのネットワークづくりなどに
取り組みます。

� 放課後児童対策の支援
 ① 　放課後児童クラブや放課後子ども教室の設置および運営に対して支援します。

プロジェクトの構成

　子どもが豊かに育つためには、家族の関わりが大切であることから、家族
の絆の再生と強化に取り組みます。

� 家族の絆づくり
	 ① 　企業が行う従業員の家族の絆を深めるため「家庭の日」の取組を促進するな

ど、子どもが育つ場としての家庭の重要性を再認識する機運の醸成を図ります。
	 ② 　親子や家族がふれあい、絆を深める場として、企業、団体、大学などさま

ざまな主体と連携・協働して家族が一緒に参加できる機会を増やすなどの取
組を進めます。

 ③ 　子どもや子育て中の家族を地域社会全体で支えることができるよう、｢み
え次世代育成応援ネットワーク｣などの活動促進にむけた情報提供、交流機
会の拡充等を行います。

� 家庭的養護体制の充実
 ① 　三重県における子どもに対する社会的養護体制のあり方を検討し、要保護

児童が家庭的な養育環境の中で、きめ細かなケアが受けられるよう、児童養
護施設等における小規模グループケアの促進や里親・ファミリーホームへの
委託等の環境整備を進めます。

215215



第
２
編

緊
急
課
題
解
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

第
１
章

3実践
取組

「
子
育
て
に
関
す
る
経
済
的
な
不
安
」

を
解
消
す
る
た
め
に

1

2

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

子どもの医療費助成の
実施

補助対象は
就学前まで 小学校 6年生まで対象拡大

注 )1　思春期ピアサポーター：思春期特有の悩みや相談を共有し、互いに支え合える仲間。

「みえ次世代育成応援ネットワーク」
マスコットキャラクター

みっぷる

子育て応援！わくわくフェスタ

一行詩コンクールペア部門作品

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ

ご
つ
ご
つ
、
し
わ
し
わ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
手
。

重
か
っ
た
ね
、
冷
た
か
っ
た
ね
、
い
た
か
っ
た
ね
。

わ
た
し
が
、
な
で
て
あ
げ
る
よ
。

　
孫
へ

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
！
い
っ
し
ょ
に
す
る
よ
。」

笑
顔
で
手
を
と
る
や
さ
し
さ
に
元
気
が
出
る
よ
。

あ
り
が
と
う
。

　
父
へ

お
父
さ
ん
、
僕
知
っ
と
る
よ
。

僕
が
あ
げ
た
誕
生
日
プ
レ
ゼ
ン
ト
、

大
事
に
し
ま
っ
て
く
れ
と
る
や
ろ
。
あ
り
が
と
う
。

　
息
子（
光
希
）へ

ひ
ら
が
な
ば
っ
か
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
、

お
り
が
み
で
作
っ
て
く
れ
た
首
か
ざ
り
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
車
…
。

全
部
お
父
さ
ん
の
宝
や
も
ん
。

こ
れ
か
ら
も
大
事
に
す
る
か
ら
な
。
あ
り
が
と
う
。

　子どもを安心して生み育てられるよう、家庭等への経済的支援を行います。

� 子どもの医療費助成
	 ① 　子どもに必要な医療を安心して受けさせられるよう、子ども医療費助成制

度について、補助対象を小学校６年生まで拡大します。

� 不妊治療への経済的支援および不妊専門相談の実施
	 ① 　不妊に悩む夫婦が安心して治療に臨めるように、不妊治療に対する経済的

支援を行うとともに、専門相談体制の充実に取り組みます。
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● 　全ての人が障がいの有無に関わらず、地域社会の中で権利の主体として「共に
生きる」社会の実現が求められています。

● 　障がいのある人が地域社会で生活するためには、グループホームやケアホー
ム等の居住の場や日中活動の場の充実が必要であり、引き続き整備を続ける必
要があります。

● 　障がいのある人が精神的、経済的に自立していくためには、就労の場の確保と適
切な支援が必要ですが、一般就労の場やそこでの支援は十分ではなく、多くの障が
い者が在籍している福祉的就労における工賃も依然として低い現状にあります。

● 　個々の利用者のニーズに対応したサービスの組み合わせや、地域で利用でき
るサービスの選択など、個人の課題にきめ細かく対応でき、ライフステージに
応じた途切れのない相談体制の充実が必要です。

解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 ６

「共に生きる」社会をつくる
障がい者自立支援プロジェクト

●　障がいの種別や程度に関わらず、誰もが地域社会の中で暮らせる居住の場や日中活動
の場の整備が進んでいます。
●　障がいのある人が地域社会の中で、働くことを通じて自己実現を図るとともに生活の
糧を得ることができるような、就労の場の確保や多様な働き方の展開が進んでいます。
●　障がいのある人が地域で自立して生活していくことができるよう、それぞれ個人の課
題やライフステージに応じた途切れのない相談支援体制が整っています。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

主担当部局：健康福祉部

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・県の就労支援事業（障がい者就労支援事業、農福連携・障がい者雇用推進事業、障がい者の「就労
  の場」開拓事業、特別支援学校就労推進事業等）によって就労した障がい者数

県の就労支援事業により
一般就労した障がい者数

目標項目 H24 H27H23（現状）

242 人
（22年度）

253人 278人

218218



実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

障がい者の日中活動を支
援する事業注）1 の利用者数

4,438 人
(22 年度 )

4,838 人 5,038 人 5,238 人 5,438 人

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

民間企業における障がい
者の実雇用率 1.51％ 1.54％ 1.58％ 1.62％ 1.65％

福祉的就労に従事している
障がい者の平均工賃月額

12,400 円
(22 年度 )

13,000 円 13,300 円 13,600 円 13,900 円

2実践
取組

「
働
く
こ
と
へ
の
課
題
」を
解
決
す
る
た
め
に

1

3

4

2

第
２
編

緊
急
課
題
解
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

第
１
章

1実践
取組

「
地
域
で
の
生
活
基
盤
の
不
足
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

　障がいのある人が、地域で働きながら暮らせるように、就労の場や多様な
働き方の提供を進めるとともに、就労の継続に向けた支援を行います。

� 特別支援学校における就労支援の充実
	 ① 　特別支援学校に職業に関するコース制を導入し、職場実習を中心に据えた

教育課程の編成を図るとともに、企業等で人事、総務部門の経験を有する外
部人材を配置し、職域開拓をさらに充実します。

� 福祉分野における就労支援の充実
	 ① 　就労の機会と安定した収入の確保に向けて、共同受注窓口注）2 の取組を実

施します。
	 ② 　障がいのある人とない人が対等の立場で働く、一般就労や福祉的就労でな

い新しい働き方である社会的事業所注）3 の設置を支援します。

� 農福連携による就労支援の促進
	 ① 　福祉事業所の農業参入や農業経営体への障がい者の就労を促進するため、

農業者への意識啓発や支援体制の整備などの取組を実施します。

� 企業における就労促進等
	 ① 　障がい者の働く場を広げるため企業への働きかけを行うとともに、地域の

事業所等での職場実習により障がい者の就労を促進します。

プロジェクトの構成

　障がいのある人が、地域で安心していきいきと暮らせるように暮らしの場
や日中活動の場の整備を進めます。

� 暮らし、日中活動の場の整備
	 ① 　誰もが地域で暮らすことができるようにグループホームやケアホームを整

備するとともに、これまで難しいとされてきた重い障がいのある人たちのグ
ループホーム等の利用を支援します。

	 ② 　急増する特別支援学校卒業予定者に対応し、日中活動ができるよう、場の
整備を進めます。
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3実践
取組

「
日
常
生
活
上
の
支
障
や
不
安
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

2

3

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

総合相談支援センターへ
の登録者数

4,650 人
(22 年度 )

5,090 人 5,310 人 5,530 人 5,750 人

注）1　日中活動を支援する事業：日中活動系の障害福祉サービス（生活介護、就労移行支援、就労継続支援等）。
注）2　共同受注窓口：82 ページをご覧ください。
注）3　社会的事業所：82 ページをご覧ください。
注）4　パーソナルカルテ：113 ページをご覧ください。

特別支援学校での作業学習

公園清掃（施設外就労）の風景

　障がいのある人が地域で自立して生活していくことができるよう、それぞれ
個人の課題やライフステージに応じた途切れのない相談支援体制を整備します。

� 広域的・専門的な相談支援体制の整備
	 ① 　障がいのある人が個人のニーズや特性、ライフステージに応じた途切れのな

い相談支援が受けられるよう、広域的・専門的な相談支援体制の整備を行います。

� 早期からの一貫した教育支援体制の整備
 ① 　発達障がいを含む全ての障がいのある幼児児童生徒の一貫した支援ツール

として、「パーソナルカルテ注）4」を作成し、情報を円滑に引継ぐことができ
る相談支援体制を整備します。

 こどもの発達支援体制の強化
 ① 　肢体不自由児および発達障がい児とその家族が適切な医療・福祉の支援が受

けられるよう、地域支援機能を高めるとともに、県立草の実リハビリテーショ
ンセンターおよび県立小児心療センターあすなろ学園の一体的整備を進めます。
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● 　本県の農林水産業は、従事者の高齢化や担い手不足の深刻化、グローバル化
の進展、生産物価格の低迷など厳しい状況に置かれており、県民の皆さんに食
や就業機会を提供している農林水産業の活力低下が懸念されています。

● 　国民の価値観やライフスタイルの変化、急速な少子高齢化などを背景に、消
費者や食品産業事業者等が求める県産品を流通・販売から消費までを考えて企
画・生産する取組を、県内各地域で早急に定着させることが重要です。

● 　「作る、獲る農林水産業」から「売れる農林水産業」への転換を進め、本県の強みで
ある「食」の魅力等を生かした「もうかる農林水産業」の実現をめざすことが不可欠で
す。このため、農林水産業が、素材生産に加えて付加価値の創出に取り組んでいく
ための環境づくりを早急に進める必要があります。また、農林水産業と食品産業等
企業、大学や研究機関、行政や関係団体等が連携する中で県産品の企画・開発力を
強化していくとともに、本県の魅力や県産品等の価値の情報発信と戦略的な営業活
動を連係させ、集中的・重点的に展開していくことが重要です。

解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 ７

三重の食を拓く
「みえフードイノベーション」

～もうかる農林水産業の展開プロジェクト

ひ   ら

●　三重の食を拓
ひら
く「みえフードイノベーション注）1」の創出をとおして、本県の「食」の魅力

等を生かした新商品が活発に生まれる環境整備や発信力強化、それを支える農・林・水
のものづくり風土の醸成などに取り組むことによって、消費者が求める県産品が増加し
ています。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

主担当部局：農林水産部

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・「みえフードイノベーション」に係る活動等から創出される新たな商品等の数

「みえフードイノベーション」か
ら生まれる新商品等の数（累計）

目標項目 H24 H27H23（現状）

ー 50件 200 件

222222



実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

大都市圏等への販路拡大
をめざす事業者の売上げ
伸び率

100 101 105 108 110

2実践
取組

「
商
品
開
発
力
の
強
化
に
向
け
た
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

2

3

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

「みえフードイノベーショ
ン」による連携プロジェク
ト創出数（累計）

－ 10 件 15 件 20 件 25 件
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1実践
取組

「
発
信
力・営
業
力
の
強
化
に
向
け
た
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

　「三重の食」の魅力等を最大限に生かした商品の開発やブラッシュアップを促進
する環境整備等に取り組むことにより、三重の農・林・水のものづくりを支えます。

� 食の魅力を生かした新商品を生み出す仕組みづくり
	 ① 　消費者の多様なニーズに対応する新しい商品やサービスの開発を促進する

ため、食に関わる先端技術や新事業展開などの面でサポートできる産学官
ネットワーク等による「みえフードイノベーション」を創設します。

� 強い魅力を持った農林水産資源の開発・普及
 ① 　新しい商品やサービスの素材を安定的に確保・提供していくため、強い魅

力を有する農林水産資源やその生産・利用技術等の開発、県内生産者への普
及と必要な基盤整備等を進めます。

� 農林水産資源の高付加価値化に取り組む人材の育成
 ① 　本県の農林水産資源の高付加価値化を促進するため、優れた県産品の創出に

取り組む人材等の育成やもうかる商品づくりに向けた取組への支援を行います。

プロジェクトの構成

　「もうかる農林水産業」、さらには「もうかる三重」に向け、本県の強みであ
る「食」の魅力等の情報発信の強化に取り組むとともに、国内外に誇れる県産
品等を積極的に売り込むための環境整備等を進めることにより、本県のブラ
ンド力を向上させます。

� 県産品等の営業活動の積極的な展開
	 ① 　三重県営業本部注）2 のもと首都圏等における営業機能を強化し、本県のさ

まざまな魅力や価値が、三重県営業本部の活動を通じて国内外から共感を呼
び、地域産業の活性化や三重の認知度向上につながるよう、効果的な情報発
信に取り組みます。

	 ② 　三重ブランドをはじめとする県産品について、事業者等と連携する中で面
的にとらえて情報発信していくとともに、県内の生産者や事業者等が国内外
で販路拡大をめざす取組を支援します。

	 ③ 　見た目に劣るものの強度に問題なく、緑の循環注）3 に貢献するエコブラン
ド「あかね材」の認知度向上を図るとともに、住宅関連企業をはじめとするさ
まざまな主体と連携し、「あかね材」の売れる仕組みづくりに取り組みます。
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3実践
取組

「
創
造
力
の
強
化
に
向
け
た
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

地域活性化プラン等の
策定・実践への支援

50
プラン

110
プラン

170
プラン

230
プラン

290
プラン

　地域の特性を生かした農林水産業の新たなビジネス展開に挑戦していく意
欲の醸成や自主的・自発的な取組が生まれる環境づくりに取り組むことによ
り、「もうかる農林水産業」の実現に向けて県内各地域における創造力の獲得
と発揮を支援します。

� 地域の自主的・自発的な実践活動の促進
	 ① 　地域の特性を生かした農林水産業の新たなビジネス展開を促進するため、

農業および農村の活性化のための活動プランである「地域活性化プラン注）4」
や水産業のあり方や漁村の活性化等についての方針を定める「地域水産業・
漁村振興計画」などの策定・実践活動を支援するとともに、豊かな地域資源
を活用した産品の開発や地域内流通等の取組拡大を図ります。
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みえフードイノベーション・プロジェクトの展開

「発信力・営業力の強化に向けた課題」の解決
県の強みである「食」の魅力の発信力強化と戦略的な営業活動

（首都圏等での販売） （マッチング交流会）

「商品開発力の強化に向けた課題」の解決
「みえフードイノベーション・ネットワーク」を核にした“ものづくり”

「創造力の強化に向けた課題」の解決
農林水産業の産地や農山漁村集落における創造力の獲得・発揮

三重県営業本部

営業機能の強化 販路の拡大

生 産 者

食品産業等企業

流通・販売業者

大学・研究機関

行政・関係団体

金 融 機 関

産学官連携のプラットフォーム
商品開発プロジェクトの創出・運営

新たな農林水産資源
の研究開発

農林水産資源の
ブランディング戦略

みえフ
ードイノベーション・ネットワーク

○ 農業・農村の「地域活性化プラン」、水産の「地域水産業・漁村振興計画」などの策定・
　 実践活動支援
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注）1　みえフードイノベーション：146 ページをご覧ください。
注）2　三重県営業本部：177 ページをご覧ください。
注）3　緑の循環：「木を植え、育て、収穫し、また植える」ことを繰り返し行うことにより、いつまでも健全な森林を維持すること。
注）4　地域活性化プラン：134 ページをご覧ください。
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● 　経済のグローバル化と産業構造の転換が進む中、日本の産業は、中国など新
興国に市場シェアも奪われつつあります。

　　また、歴史的な円高水準が続く中、中小企業が海外からの誘致を受けるなど、
国内産業の空洞化への大きな懸念要因も顕在化してきています。こうしたこと
から、県内に投資を呼び込み、県内企業が操業を続けていける環境の整備が求
められています。

● 　国内市場規模が縮小し、雇用の場の不足につながっている現状があり、県内も
のづくり産業は、海外の成長の機会を取
り込むことで県内操業の維持・拡大を図
るとともに、特に、中小企業においては、
市場拡大を図るために必要な技術・販路
開拓・営業力（ネットワークと情報の戦略
的活用）等の経営資源の不足を解消し事
業拡大に取り組めるよう、環境づくりを
早急に進める必要があります。

解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 8

日本をリードする「メイド・イン・三重」
～ものづくり推進プロジェクト

主担当部局：雇用経済部

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・三重県が国内で操業しやすい環境が整備されていると感じる企業の割合の平成 23 年度を 100 と
　した場合の伸び率

操業しやすいと感じる企業の
割合の伸び率

目標項目 H24 H27H23（現状）

100 110 150

●　県内産業の空洞化懸念を払拭し、三重のものづくり産業が、「メイド・イン・三重」と
して日本をリードし、世界に打っていくことで、産業が活発で県内外から投資が呼び込
める環境が整備されています。
●　三重のものづくり産業の強じんな基盤づくりや国内外からの企業誘致を進め、働きが
いあふれる雇用の場が増加しています。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

【中小企業（製造業）の付加価値率の
　　　　　都道府県別ランキング（2009年）】

45%

40%

35%

30%

25%

20%
鳥
取

沖
縄

山
口

北
海
道

香
川

三
重

奈
良

宮
崎

愛
媛

石
川

滋
賀

京
都

長
崎

東
京

全国平均＝35.2％

42.7%

31.5%

[ 出典：経済産業省「工業統計調査」]
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

外資系企業の誘致 １件 １件 １件 １件 １件

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

海外展開による取引先の
拡大 －    

2実践
取組

「
海
外
展
開
の
障
害
と
な
る
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

第
２
編

緊
急
課
題
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決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

第
１
章

1実践
取組

「
立
地
環
境
の
魅
力
低
下
」

を
解
決
す
る
た
め
に

1

　県内中小企業が、高い経済成長を持続する中国やＡＳＥＡＮ諸国注）1 等新興
国の市場の経済活力を取り込むための海外展開を促進するため、現地におけ
る拠点機能づくりを進め、ビジネスチャンスの拡大につなげます。

� 海外展開を支援する拠点機能づくりとネットワークを生かした海外展開の促進
	 ① 　県内中小企業が海外事業活動を円滑に展開するための仕組みづくりとし

て、現地における業務支援や相談・情報提供等を行うための海外展開拠点機
能づくりに取り組みます。

	 ② 　海外展開拠点機能を有効に生かせるよう、海外販路開拓に必要な性能評価
等の技術支援やチャレンジ意欲を高める情報発信等に取り組みます。

	 ③ 　県内中小企業の海外展開を加速させるため、既に海外展開をしている三重
県ゆかりの企業等によるネットワークを構築するとともに、海外の自治体等
との連携づくりや連携強化に取り組みます。

プロジェクトの構成

４年間で 40社以上が取引を拡大

　県内産業の空洞化懸念を払拭し、外資系企業をはじめとした国内外の企業の県
内投資に対する魅力低下を解決するため、県内投資を呼び込む新たな仕組みづく
りを進めるとともに、企業誘致や県内企業の持続的な操業を促進していきます。

� 県内投資を呼び込む仕組みづくりとネットワークを生かした企業誘致の推進
	 ① 　外資系企業をはじめとした、国際競争力や成長性のある産業の県内投資を

呼び込むため、特区制度の検討や奨励制度などの新たな仕組みづくりに取り
組みます。

	 ② 　ネットワーク力を持つ企業・関係機関等との連携によるセミナーの開催や
海外の自治体・大学との連携強化に取り組むとともに、海外ミッション団を
派遣するなどの積極的な企業誘致を進めます。
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3実践
取組

「
も
の
づ
く
り
中
小
企
業
の
課
題
」を
解
決
す
る
た
め
に

1

2

3

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

世界に誇れるものづくり
中小企業の創出 － 30 社 30 社 30 社 30 社

注）1　ＡＳＥＡＮ諸国：161 ページをご覧ください。
注）2　グローカル：163 ページをご覧ください。
注）3　スモールビジネス：163 ページをご覧ください。
注）4　ローカル・トゥ・ローカル：163 ページをご覧ください。

フラウンホーファー研究機構（ドイツ）との協力協定の締結

高度部材イノベーションセンター（AMIC）

　県内ものづくり中小企業が、高い技術やノウハウを持ちながら経営資源の
不足により、市場開拓に結びついていない現状から脱却するために、販路開
拓や技術力向上等を支援し、世界に打っていける「メイド・イン・三重」を確
立していきます。

� 販路開拓への支援
	 ① 　国内市場環境が変化していく中、従来の取引先以外の新たな市場開拓につ

ながるよう、効果の高い出前商談会の開催や展示会の出展などによる販路開
拓支援に取り組みます。

� 技術力向上への支援
	 ① 　新興国における技術や製品の品質向上に先行し、三重県ならではのオン

リーワン型の技術等を有する中小企業を育成していくため、世界に通用する
高い基盤技術の開発を支援します。

	 ② 　新たな市場開拓につながる改良開発型・試作品開発型等の技術開発支援に
取り組みます。

� 地域の特性を生かしたものづくり産業の新たな展開への支援
	 ① 　伝統産業・地場産業や地域資源を活用した産業などが、地域の特性を生か

したグローカル注）2 ビジネス（スモールビジネス注）3 等）を誘発していけるよ
う、地域資源等の棚卸と再発見による魅力づくりを進めます。

	 ② 　ものづくり産業の新たな事業展開等につながるよう、全国のキーパーソン
との連携や県内地域のキーパーソンの育成、ローカル・トゥ・ローカル注）4

の取組などにより、新たなネットワークづくりを進めます。
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● 　サルやニホンジカ、イノシシなど野生鳥獣に
よる農林水産被害は、農山漁村地域の過疎化、
高齢化の進行等による耕作放棄地や放置林の
増加、野生鳥獣の生息数の増加や生息域の拡大
などにより、近年、急激に拡大しています。

● 　本県の野生鳥獣による農業被害額は全国的に
みても上位にあり、地域住民の営農意欲の減退や
生きがい喪失などの精神的被害を招くとともに、
自動車等との衝突事故や家屋への侵入など生活被
害も生じていることから、早急に鳥獣被害防止対策を強化する必要があります。

● 　有害駆除等により捕獲された野生鳥獣の肉は、貴重な地域資源となり得る可
能性がありますが、大部分は有効に活用されていないのが実情であり、未利用
資源活用の観点からも獣肉の利活用を図っていくことが求められています。

解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 ９

暮らしと産業を守る
獣害対策プロジェクト

●　集落ぐるみによる野生鳥獣の追い払いや侵入防止柵の整備等を行う「被害対策」と、有
害鳥獣等の適正な駆除や野生鳥獣が生息しやすい森林整備等を行う「生息管理」に取り組
み、「獣害につよい三重」づくりが進んでいます。
●　「被害対策」と「生息管理」への的確な取組とあわせ、未利用資源活用の観点での「獣肉利用」
を連係させて進めることにより、本県の野生鳥獣による農林水産被害が減少しています。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

主担当部局：農林水産部

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・サル、ニホンジカ、イノシシ、カモシカ、カワウ等による農林水産業の被害金額

野生鳥獣による農林水産
被害金額

目標項目 H24 H27H23（現状）

751百万円

（22年度）

728百万円
以下

（23年度）

600百万円
以下

（26年度）

H19 H20 H21 H22

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

サル
ニホンジカ
イノシシ
その他

[県農林水産部調べ]

万円
野生鳥獣による農林水産被害金額

58,737

11,934

24,758

14.690

7.355

71,381

15,035

35,039

12,645

8,662

78,050

14,014

34,606

15,114

14,316

75,107

12,090

37,409

19,824

5,784

58,737

11,934

24,758

14,690

7,355

71,381

15,035

35,039

12,645

8,662

78,050

14,014

34,606

15,114

14,316

75,107

12,090

37,409

19,824

5,784
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

ニホンジカの捕獲頭数 15,393 頭 17,800 頭 17,800 頭 17,800 頭 17,800 頭

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

有害捕獲野生獣のうち
利活用された頭数  800 頭 1,000 頭 1,200 頭 1,400 頭 1,600 頭

2実践
取組

「
獣
肉
等
の
利
活
用
に
向
け
た
課
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に
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1実践
取組

「
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
被
害
」

を
解
消
す
る
た
め
に

2

1

　消費者が獣肉を安心して食することができるよう、安全性や品質が確保され
た「みえのジビエ注）2 食材」を提供できる環境づくりを進めるとともに、新たな
高級食材として獣肉を販売できる取組を進めることにより、未利用資源となっ
ている獣肉等の利活用を図ります。

� 安全・安心な獣肉等流通の仕組みづくり
	 ① 　安全・安心で品質が確保された獣肉等を安定的に供給できるよう、有害鳥

獣等の捕獲から獣肉の利用に至るマニュアル等の作成や、野生獣の有効活用
に向けた商品開発等を促進します。

	 ② 　獣肉等の消費拡大に向け、県産獣肉を購入できる小売店やレストラン等に
関する情報提供を行うとともに、レストラン等との連携による高級食材とし
ての利用促進を図るなど、幅広い視点に立った販路拡大を進めます。

プロジェクトの構成

水田に設置された野生獣侵入防止柵

　野生鳥獣による農林水産被害の減少を図るため、獣害につよい集落づくり
を進めるとともに、被害地周辺での捕獲体制を整備する取組を支援します。

� 獣害につよい地域づくりの推進
	 ① 　市町が策定した被害防止計画の着実な実施に向け、侵入防止柵や緩衝帯の

整備、鳥獣被害対策実施隊注）1 等の活動に対する支援を行うとともに、獣害対
策の集落リーダーや獣害対策の幅広い知識を持った人材の育成を進めます。

� 地域における野生鳥獣捕獲力の強化
	 ① 　地域住民自らが、鳥獣被害対策実施隊等との連携のもと、わな等を用いて野

生鳥獣の捕獲に取り組む体制づくりや捕獲技術の向上のための支援を行います。
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「
集
落
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辺
へ
の
頻
繁
な
出
現
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1

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

野生鳥獣の生息しやすい
森林づくりに取り組む地
域数

－ ４地域 ４地域 ４地域 ４地域

注）1　 鳥獣被害対策実施隊：有害鳥獣の捕獲や防護柵の設置など鳥獣被害防止のための活動の実践を目的として、鳥獣被害防止特別措置法に
基づき市町村が設置する組織。

注）2　ジビエ：狩猟によって捕獲し食用にする野生鳥獣の肉をさすフランス語。これを用いた料理はジビエ料理と呼ばれる。

ニホンジカによる樹木の皮はぎ被害

みかん園 スギ林

鹿肉・しし肉料理レシピ集

　かつて野生鳥獣の生息地となっていた森林を再生することにより、集落周
辺への野生鳥獣の出現の減少を図ります。

� 森林再生による野生鳥獣の生息環境の創出
	 ① 　集落周辺への野生鳥獣の出現の減少につながるよう、山崩れの防止や生物

多様性の保全など森林の持つ公益的機能が適正に発揮され、下草等の植生が
豊かで野生鳥獣の生息しやすい森林づくりを進めます。
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● 　過去の産業廃棄物の不適正処理事案のうち、原因者による措置命令の履行な
どがなされない事案が４つあります。

　 　この４事案（桑名市五反田、桑名市源十郎新田、四日市市大矢知・平津、四日
市市内山）については、生活環境保全上の支障等（人の健康または生活環境に係
る被害が生じている、またはそのおそれがある状態）の状況から行政代執行を実
施せざるを得ない状況にあります。

● 　一方で、このような不適正な処理事案を新たに発生させないよう、不適正な
処理行為者に対しての厳正な指導に加え、処理責任を有する排出事業者に適正
な処理を徹底させる必要があります。

解
決
す
べ
き
課
題

緊急課題解決 10

地域を守る産業廃棄物の
不適正処理是正プロジェクト

●　恒久的な対策が必要な不適正処理事案について、生活環境保全上の支障除去等に早期
着手するとともに、継続的なモニタリングが必要な事案については、引き続き安全性を
確認し、県民の皆さんの暮らしの安全・安心が高まっています。
●　また、こうした不適正処理事案の発生を未然に防止し、産業廃棄物の適正な処理を推
進するため、排出事業者に対し処理責任を果たす取組を進め、不法投棄を許さない社会
づくりが進んでいます。

県民の皆さんに成果をお届けします（プロジェクトの目標）

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・過去の不適正処理４事案（桑名市五反田、桑名市源十郎新田、四日市市大矢知・平津、四日市市
  内山）について、国の支援を得て、行政代執行による環境修復に着手した件数

不適正処理事案における
支障除去の着手件数

目標項目

主担当部局：環境生活部廃棄物対策局

H24 H27H23（現状）

１件 ３件 ４件
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

不適正処理事案における
支障除去の着手件数 １件 ３件 ４件 ４件 ４件

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

処理責任の徹底に取り組む
多量排出事業者の割合注）1

０％
（22 年度）

３％
（23 年度）

10％
（24 年度）

20％
（25 年度）

33％
（26 年度）

2実践
取組

「
新
た
な
不
適
正
処
理
事
案
の
発
生
」

を
防
止
す
る
た
め
に

1

行政代執行による不適正処理事案の是正事例

不適正な処分が原因で、３度に亘って火災・悪臭が発生した
ため、原因者に対して措置命令（火災発生防止の散水や可燃
物撤去等）を発出

原因者が措置を講じる見込みがなかったことから、行政
代執行（覆土によって空気を遮断し燻焼状態を解消する
措置）を実施

是正前 是正後

第
２
編

緊
急
課
題
解
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

第
１
章

1実践
取組

「
不
適
正
処
理
事
案
」 

を
早
期
に
解
決
す
る
た
め
に

1

　産業廃棄物の不適正な処理を未然防止するために、産業廃棄物の発生から最
終処分が終了するまでの一連の過程において、排出事業者がより確実に自らの
処理責任を果たすための体制を確保します。

� 排出事業者の処理責任の徹底
	 ① 　偽造・不正が行われにくく、廃棄物の処理過程が把握でき、かつ不適正処

理があった場合にも責任追及ができる電子マニフェストの普及を促進します。
	 ② 　優良な処理業者の育成・活用により、不適切な処理を行う業者を排除し、

産業廃棄物の適正処理を促進します。

プロジェクトの構成

注）１　 処理責任の徹底に取り組む多量排出事業者の割合：多量排出事業者のうち、電子マニフェスト制度に加入し、かつ優良認定処理業者に
処理委託した多量排出事業者の割合。

　地域の暮らしの安全・安心を取り戻すため、過去に不法投棄された産業廃
棄物について、国の支援を得て、行政代執行による環境修復を進めます。

� 行政代執行による事案の是正推進
	 ① 　措置命令が履行されない不適正処理事案のうち、四日市市大矢知・平津事

案等の４事案について、行政代執行による環境修復事業に着手します。
	 ② 　これらの事案やその他の主要な事案も含め、現場の周辺環境を継続的にモ

ニタリングして住民の安全・安心を確保します。
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　「みえ県民力ビジョン」では「県民力による『協創』の三重づくり」に取り組むことと
しています。５本の「新しい豊かさ協創プロジェクト」は、この新しい三重づくりを
進めるために、一歩先、二歩先を見据えて、中長期的な観点から、県民の皆さんの
持つさまざまな力を結集して取り組み、成果を得ようとするものです。

　「新しい豊かさ協創プロジェクト」では、進行管理の一環として「新しい豊かさ協
創プロジェクト推進会議」を設け、県民の皆さんの参画のもと推進していきます。
　進行管理は主担当部局長が行います。主担当部局長は、数値目標をはじめプロジェ
クトの目標の達成状況等をふまえ、毎年度取組の評価を行います。
　評価結果については、知事と主担当部局長による協議の場において検証したうえ
で、毎年度「成果レポート」として取りまとめ、プロジェクトの成果と改善方向を公
表します。

１　未来を築く子どもの学力向上協創プロジェクト

２　夢と感動のスポーツ推進協創プロジェクト

３　スマートライフ推進協創プロジェクト

４　世界の人びとを呼び込む観光協創プロジェクト

５　県民力を高める絆づくり協創プロジェクト

新しい豊かさ協創プロジェクト一覧

新しい豊かさ協創プロジェクト第２章
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新しい豊かさ協創 ○ 　

○○○○○○○○○
協創プロジェクト

主担当部局：○○○○○

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

目標項目 H24 H27H23（現状）
県民の皆さんにとっての成果をあ
らわす指標（適当なものがない場合
には、県が取り組んだことの効果
がわかる指標）を記載しています。

現在（最新
の実績）の
数値を示し
ています。

平成24年度
目標値を示
しています。

平成 27年度
目標値を示
しています。

←��　この目標項目の意味、内容、用語
の説明などを記載しています。

県民の皆さんとともに取り組みます（プロジェクトの目標）
めざす姿と到達目標
←　10年後のめざす姿を記載し、めざす姿の実現に向けて４年間で達成しようとする目
標を記載しています。

「自立し、行動する」
視点

「自立し、行動する」
視点

「みんなで取り組む」
視点

「みんなで取り組む」
視点

←　このプロジェクトにおいて、どのような主体が、どのように自立し、
行動することをめざしていくのかを記載しています。

←　このプロジェクトにおいて、どのような主体が、どのような手法で参
画し、事業展開していくのかを記載しています。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
背
景

←　このプロジェクトに取り組む必要性（背景）を記載しています。

●新しい豊かさ協創プロジェクトの各ページの見方

↑　このプロジェクトの名称を記載しています。

↑�このプロジェクトに
ついて、総括的な説
明をする責任がある
部局名を記載してい
ます。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

○○○○○機能の強化 △△△
か所

△△△
か所

△△△
か所

△△△
か所

△△△
か所

○○○○○の支援 －

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

○○○○○の推進 □□□人
(22 年度 )

□□□人 □□□人 □□□人 □□□人

○○○○○の充実 －   

□実践
取組

「
○
○
○
○
○
○
○
○
○
」 

に
挑
戦
し
ま
す
！

1
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□実践
取組

「
○
○
○
○
○
○
○
○
○
」 

に
挑
戦
し
ま
す
！

1

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

� □□□□□□□□
	 ①   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○
	 ②   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

プロジェクトの構成

※　プロジェクトの数値目標のH23（現状）、H24およびH27の値の記載方法については、
　「施策の各ページの見方」（Ｐ51）に準じています。
※�　目標項目の選定理由や目標値の設定理由は、参考資料 3「数値目標一覧」（Ｐ310）をご
覧ください。

※　実践取組毎の目標と年次計画を記載しています。
※�　実践取組毎の目標は、構成する取組のうち、代表的なも
のを記載しています。

４年間で□□□を実施

４年間で○○○を実施

　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

� □□□□□□□□
	 ①   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

	 ②   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○

●新しい豊かさ協創プロジェクトの各ページの見方

↑�この実践取組の概要を記載しています。

↑この取組の具体的な内容を記載しています。

↑�　目標を達成するために
展開する取組の方向を記
載しています。

←�取組名を記載しています。
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● 　子どもたちの学力低下が課題となっており、基礎学力の定着とともに、課題
を解決する力、困難を乗り越える力、コミュニケーション力といった、変化の
激しい時代を生き抜く力を育んでいくことが求められています。　

● 　学力を育成するためには、教職員の授業力の向上を図るとともに、地域に開
かれた学校づくりを進め、学校・家庭・地域が一体となって、県民総参加で教
育に向き合うことが必要となっています。

新しい豊かさ協創１ 　　

未来を築く子どもの学力向上
協創プロジェクト

主担当部局：教育委員会

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・県内の公立小学校５年生、中学校２年生、高等学校２年生で学校の授業内容が「よくわかる」
  「だいたいわかる」と回答した子どもたちの割合

授業内容を理解している
子どもたちの割合

目標項目 H24 H27H23（現状）

81.2％ 82.0％ 85.0％

県民の皆さんとともに取り組みます（プロジェクトの目標）
めざす姿と到達目標
　　子どもたちが、自らの夢の実現をめざし、主体的に学び、自信と意欲、高い志を持っ
て輝く未来を切り拓

ひら
いていく力とともに、他者との関わりの中で、共に支え合い、新し

い社会を創造していく力を身につけています。
　　この実現に向け、４年後には、学校・家庭・地域が一体となって、県民総参加で子ど
もたちの学力向上を支援する取組が進められるとともに、各学校では、教職員の授業力
の向上などにより継続的な授業改善が行われ、子どもたちがわかる喜びや学ぶ意義を実
感して学習できる環境づくりが進んでいます。

　　保護者や地域住民をはじめとする県民の皆さんが、コミュニティ・スクー
ル等の仕組みを通じて学校運営に参画するとともに、ボランティアとして
学習支援を行うなど、学校の教育活動を支えます。

　　家庭や地域などさまざまな主体と連携しながら、県民総参加で子どもた
ちを育む運動を展開することで、子どもたちの学習習慣や生活習慣を確立
し、主体的な学びの向上を図ります。
　　学校での教育活動の成果や課題を家庭や地域に積極的に公開、発信する
とともに、保護者や地域住民が学校教育に参画する取組を推進します。

「自立し、行動する」
視点

「自立し、行動する」
視点

「みんなで取り組む」
視点

「みんなで取り組む」
視点

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
背
景
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

子どもたちの学力や学
習・生活の状況を客観的
に把握し、教育指導の改
善に生かしている公立小
中学校の割合

－ 70.0％ 80.0％ 90.0％ 100％
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1実践
取組

「
県
民
総
参
加
に
よ
る
学
力
の
向
上
」に
挑
戦
し
ま
す
！

1

2

3

4

プロジェクトの構成

　県民総参加で、子どもたちの学習習慣や生活習慣を確立する運動を展開す
るとともに、学校、家庭、地域などがそれぞれの役割を果たし、連携・協力
して子どもたちの学力向上に向けた教育を推進します。

� 県民運動の展開
	 ① 　学校、家庭、地域などさまざまな主体が連携・協力し、学力向上に向けて

県民運動を展開するなど、県民総参加で子どもたちの学習習慣や生活習慣の
確立に取り組みます。

� 授業改善と学習意欲の向上
 ① 　各市町教育委員会と連携して、全ての公立小中学校で全国学力・学習状況

調査の実施・活用を促進し、授業改善を行うとともに、学校・家庭・地域が
情報を共有し、子どもたちの学ぶ意欲を高める環境づくりを進めます。また、
こうした取組を支援するため、教員の効果的な配置に取り組みます。

� 少人数教育の推進
 ① 　各学校の課題や子どもたちの実態に応じたきめ細かで質の高い教育を実現

するため、少人数教育を推進します。

� グローバル人材の育成
 ① 　県立高等学校において、科学的な思考・判断力を重視した理数教育や英語に

よるコミュニケーション力の向上などに取り組む、特色ある学校づくりを進め、
各分野でリーダーとして国際的視野を持って活躍できる人材を育成します。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

地域住民等による学校支援
に取り組んでいる市町数 － ８市町 15 市町 22 市町 29 市町

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

研修内容を「自らの実践
に活用できる」とする教
職員の割合

85.0％
（22 年度）

91.0％ 94.0％ 97.0％ 100％

2実践
取組

3実践
取組

「
地
域
に
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
」

に
挑
戦
し
ま
す
！

「
教
職
員
の
授
業
力
向
上
」

に
挑
戦
し
ま
す
！

1

1

2
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　コミュニティ・スクールなど、保護者や地域住民等が学校運営に参画する仕
組みの導入による開かれた学校づくりを進めるとともに、地域が学校を支える
取組を推進し、地域全体で子どもを守り育てる環境を創ります。

� 地域とともにある学校づくりの推進
	 ① 　各市町教育委員会と連携し、全ての公立小中学校にコミュニティ・スクー

ルなど、開かれた学校運営の仕組みの導入を進め、地域とともによりよい学
校づくりを進めます。

	 ② 　保護者や地域住民等による学校関係者評価を全ての県立学校に導入し、学
校関係者の学校運営への参画を促すとともに、評価結果に基づく改善活動を
支援します。

� 地域で支える教育活動の推進
	 ① 　地域の人材が、その知識・技能を活用して子どもたちの学習支援を行うな

ど、ボランティアとして学校の教育活動を支えます。

　子どもたちの学びを支えるため、教職員が相互に学び合う授業研究の文化を
学校に定着させ、「わかる授業」、「魅力ある授業」づくりを進め、教職員一人ひ
とりの授業力の向上を図ります。

� 教職員の授業力向上に向けた研修の実施
	 ① 　経験年数や校種の異なる教職員の相互研さんによる、授業研究を中心とした

研修を実施するとともに、各学校が自らの力で校内研修を活性化できるよう、
校内研修を企画・運営する人材を育成し、学校総がかりでの取組を進めます。

	 ② 　教職員の学級経営や学級づくりの力を向上させるため、各学校で、中核と
なって取組を進める人材を養成します。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

1,000 人あたりの不登校
児童生徒数

11.8 人
（22 年度）

11.4 人 11.2 人 11.0 人 10.8 人 第
２
編

新
し
い
豊
か
さ
協
創
プ
ロ
ジ
ェ
ク
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第
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1

4実践
取組
「
安
心
し
て
学
べ
る
環
境
づ
く
り
」

に
挑
戦
し
ま
す
！

学校教育の現場

　全ての子どもたちが、学習意欲を持って安心して学べるよう、小中学校の
一貫した相談体制等を構築するとともに、子どもが抱える課題を地域全体で
解決するためのネットワークづくりを進めます。

� 学びを支える環境づくり
	 ① 　中学校区を単位として生徒指導上の課題に重点的に取り組む地域にスクー

ルカウンセラーを配置し、小中学校間のスムーズな連携を進め、教育相談体
制の充実・活性化を図り、安心して学べる環境づくりを進めます。

	 ② 　いじめや不登校など、子どもたちを取り巻くさまざまな課題の解決や、そ
の未然防止を図るため、学校と保護者、地域住民等が参画した「子ども支援
ネットワーク」の構築を進めます。
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● 　平成 30（2018）年の全国高等学校総合体育大会、平成 33（2021）年の国民体
育大会ならびに全国障害者スポーツ大会等の大規模大会を開催しようとする中、
これらに向けた取組を契機として、スポーツを通じた地域の活性化を図るとと
もに、みえのスポーツを支える人づくりを進める必要があります。

新しい豊かさ協創２　
　　

夢と感動のスポーツ推進
協創プロジェクト

主担当部局：地域連携部スポーツ推進局

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・県、市町が主体となって実施するスポーツ大会・スポーツイベントの参加者数

県内スポーツ大会・
イベントの参加者数

目標項目 H24 H27H23（現状）

161,914人
（22年度）

169,710人 184,000人

県民の皆さんとともに取り組みます（プロジェクトの目標）
めざす姿と到達目標
　　地域のスポーツ活動が活性化し、スポーツを通じて産業や観光の振興が図られるとと
もに、本県の選手がオリンピックやパラリンピックなどの国際大会や国民体育大会など
で一層活躍し、県民の皆さんが、その姿に夢と感動、郷土の誇りを感じることで、地域
の一体感が醸成され、活力に満ちた元気な三重となっています。
　　そのため、４年後には、スポーツを地域経済の発展等につなげる市町の取組が推進さ
れ、また、次代を担うジュニア競技者の育成や、障がい者スポーツの充実などによって、
県民の皆さんのスポーツへの関心が高まっています。

　　県民の皆さんや市町、関係機関、企業、団体などが、スポーツを「する」「み
る」「支える」といった多様な形で主体的に関わることによって、健康で生き
がいのある生活を実現しようとする意識が高まるとともに、明るく豊かで
活力に満ちた活動に参画しています。

　　県民の皆さんや市町、関係機関、企業、団体などの主体と互いに連携し
ながら、スポーツをとおした地域の活性化について検討を進めるとともに、
スポーツに関わるボランティアの育成・活用などに取り組むことで、県民
の皆さんが広くスポーツを応援する仕組みづくりを進めます。

「自立し、行動する」
視点

「自立し、行動する」
視点

「みんなで取り組む」
視点

「みんなで取り組む」
視点

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
背
景
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

「スポーツボランティア
バンク」登録人数 － 250 人 400 人 500 人 600 人

スポーツによる地域経済
の活性化に取り組む市町
数（累計）

－ ２市町 ４市町 ６市町 ８市町
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プロジェクトの構成

2実践
取組

「
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」

に
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1

2

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

強化指定する高校運動部
活動数 － ６部 10 部 15 部 20 部

県障がい者スポーツ大会
参加者数 1,373 人 1,450 人 1,500 人 1,550 人 1,600 人

　ジュニア競技者の育成を図るなど、未来のみえのスポーツを支える人づくりを
進めるとともに、障がい者スポーツを推進し、県民の皆さんに夢と感動を与えます。

� みえのスポーツを支える人づくり
	 ① 　将来有望なジュニア選手を「チームみえジュニア」として育成するととも

に、高校運動部活動を強化指定し、将来、国内外の大会で活躍できる選手の
育成に取り組みます。

� 障がい者スポーツの推進
	 ① 　障がい者スポーツ団体を育成し、障がい者がスポーツに取り組む機会の充

実と参加意欲の向上を図るとともに、パラリンピックなど国内外の大会で活
躍する選手を育成できる環境づくりなどを進めます。

　県、企業およびスポーツ関係者等からなる組織を設置し、スポーツをとお
した地域の活性化について検討を進めるとともに、県内外から誘客が期待で
きるスポーツイベント等を支援し、地域の活性化を図ります。

� スポーツによる地域の活性化
	 ① 　「みえのスポーツ・まちづくり会議（仮称）」を設置し、スポーツを通じて地

域を活性化させるとともに、県民の皆さんがスポーツを支える仕組みとして
スポーツボランティアの育成・活用や財源等の確保に向けた取組を進めます。

	 ② 　スポーツ大会やイベント等を地域経済の活性化や観光振興につなげる「ス
ポーツコミッション」の推進に向けた市町の取組を支援します。

　　　 　また、スポーツ大会等におけるメディカルサポート（スポーツ医科学に基
づくケガ防止等の支援）の活用や、県内トップチームの選手によるスポーツ
教室の開催などスポーツ地域活動の促進に取り組みます。
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● 　資源の枯渇、地球温暖化、エネルギーの需要拡大など、世界規模での環境・
エネルギー問題に直面しています。さらに、東日本大震災以降の状況変化をふ
まえ、エネルギーの作り方や使い方を根本的に変えていく必要があります。

● 　地域資源を生かした安全で安心な新エネルギーの確保に向け、地域活性化、
地球温暖化対策、産業振興と連動させながら、地域からの積極的な取組を進め
る必要があります。

● 　省エネルギーの取組を進めるなど、豊かで快適な暮らしを実現するためのラ
イフスタイルや価値観の転換をさらに進めていく必要があります。

新しい豊かさ協創３ 　　

スマートライフ推進
協創プロジェクト

主担当部局：雇用経済部

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・「クリーンエネルギーバレー構想注）2」などの中で取り組むプロジェクト数

県民の皆さんや企業をはじめと
したさまざまな主体が連携して
取り組むプロジェクト数（累計）

目標項目 H24 H27H23（現状）

－ ７件 25件

県民の皆さんとともに取り組みます（プロジェクトの目標）
めざす姿と到達目標
　　二歩先を見据えて、環境・エネルギー関連分野の技術の活用やエネルギーの効率的な
利用を図りながら、ライフスタイルや生産プロセスなどあらゆるシーンで変革を促す取
組を進め、４年後には、環境負荷を減らしながら、県民の皆さんが豊かさを実感できる「ス
マートライフ注）1」への転換が進んでいます。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
背
景

「自立し、行動する」
視点

「自立し、行動する」
視点

「みんなで取り組む」
視点

「みんなで取り組む」
視点

　　企業を主体としたネットワークの構築、さまざまな連携の場や仕組みづ
くりに取り組み、県内中小企業が自ら保有している既存技術を生かしたり、
改良・開発することにより、環境・エネルギー関連分野での新たな事業展
開を促進します。また、県民の皆さんや企業が、それぞれの立場でエネルギー
の需要削減や新エネルギーの導入に取り組むとともに、エネルギーの供給
者と利用者等が新たな連携を図りながら、エネルギーマネジメントシステ
ムの構築や洋上風力などの導入に向けた調査研究に取り組みます。

　　県民の皆さんや企業などさまざまな主体の連携・協力のもと、ライフス
タイルの転換や省エネルギーにつながる取組を展開することで、新たな産
業の創出や新たな社会システムの構築をめざします。
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1

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

大規模な新エネルギー施
設の導入 － １施設 １施設 １施設 １施設

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

クリーンエネルギー関連
に取り組む企業のネット
ワーク化

－ 20 社 20 社 20 社 20 社

自動車の軽量化・省エネ
化に取り組む企業の支援

（累計）
13 社 18 社 23 社 28 社 33 社

第
２
編

新
し
い
豊
か
さ
協
創
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

第
２
章

1実践
取組

「
環
境・エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
産
業
の
集
積
と
育
成
」

に
挑
戦
し
ま
す
！

1

2

プロジェクトの構成

　三重県の地域資源を生かしつつ、さまざまな主体の参画によって太陽光発電、
風力発電、木質バイオマスの利用、小水力発電等の導入を促進することで、地
域における安全で安心なエネルギーの創出につなげます。
　また、将来実用化が期待されている次世代のエネルギー資源に関連する地域
活性化の取組方策を検討します。

� 新エネルギーの導入促進
	 ① 　地域エネルギー創出のため、発電事業者と地域が連携する取組を支援し、

メガソーラー事業など大規模な新エネルギー施設の立地を促進します。
	 ② 　豊富な森林資源を生かし、木質バイオマスのエネルギー利用を促進するた

め、森林組合、木材関係事業者等の連携により、木質バイオマスの安定供給
体制を構築します。

	 ③ 　将来実用化が期待されている洋上風力、メタンハイドレートなどのエネル
ギー資源に関連する地域活性化策等を調査研究します。

　「クリーンエネルギーバレー構想」により、中小企業の既存技術を生かした環境・
エネルギー分野への展開促進や、ネットワークを活用したプロジェクトの誘発を
推進し、関連産業の集積と育成を図るとともに、多様な産業の育成につなげます。

� 研究開発と関連分野への事業展開の促進
	 ① 　「創エネ注）3」、「蓄エネ注）4」、「省エネ」の研究開発の促進や、それらを総合

的に組み合わせたモデル的な取組支援などを行います。
	 ② 　研究開発の取組をさらに加速するため、県内企業等の技術課題の解決に向

けた検討の場づくりや、企業を主体としたネットワークの構築等連携の仕組
みづくりを支援し、県内企業による環境・エネルギー関連分野の新たな製品・
サービスへの事業展開を促進します。

� 自動車の軽量化・省エネ化への技術開発支援
 ① 　自動車の軽量化や省エネ化につながる基盤技術の高度化、基盤技術を活用

した製品の開発をめざす研究会や技術交流会等を開催します。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

協議会注）5 での検討・
取組数 － ５件 ５件 ５件 ５件

企業の省エネルギーに
つながる取組促進 － ５社 ５社 ５社 ５社

3実践
取組

「
県
民
の
皆
さ
ん
や
企
業
と
取
り
組
む
省
エ
ネ
を
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1

2

スマートハウス

メガソーラー

太陽光発電

電気自動車

燃料電池

小水力発電

直流給電

農村

漁村

農村

漁村

地域の社会的な資源
大学（教育・研究機関）
企業（技術課題の解決）
大学（教育・研究機関）
企業（技術課題の解決） バイオマス発電

未利用エネルギーを
有効活用したネットワーク
未利用エネルギーを

有効活用したネットワーク
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　県民の皆さんや企業などさまざまな主体による電気自動車（ＥＶ）等を活用し
た地域での取組や、企業における省エネ推進の取組を通じ、低炭素社会の具体
的な姿を共有することで、新たな豊かさを実感できる社会づくりを行います。

� 地域で取り組む仕組みづくり
	 ① 　観光地において、さまざまな主体が、それぞれの役割を果たしながら、電

気自動車（ＥＶ）等を活用した取組を進めることにより、化石燃料から脱却し
た新たなライフスタイルの創造を促進していきます。

� 企業での省エネルギーの取組促進
	 ① 　県内中小企業の既存技術を生かした省エネ技術等の発掘や、企業内での省

エネを推進するための技術・知識の底上げ等に取り組みます。

注）1　 スマートライフ：新しい生活様式といった意味合いから、国においてもエネルギーに関連した取組で使用されるなど、さまざまな定義
のもとに使用されている言葉。このプロジェクトにおいては、「環境・エネルギー関連分野の技術を活用して、ライフスタイルや生産プ
ロセスなどあらゆるシーンで変革を促し、豊かさを協創していくこと」という意味で用いています。

注）2　クリーンエネルギーバレー構想：159 ページをご覧ください。
注）3　創エネ：165 ページをご覧ください。
注）4　蓄エネ：165 ページをご覧ください。
注）5　協議会：電気自動車（ＥＶ）等を活用したまちづくりを検討する協議会。
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● 　観光産業は、地域経済・雇用の活性化を図る上で重要な役割を果たしていま
すが、長引く経済不況等による観光旅行者の減少、全国各地の観光地間競争の
激化など、観光産業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

● 　式年遷宮という絶好の機会を活用し、世界に三重県の観光の魅力をＰＲする
とともに、「おもてなし」向上や観光人材の育成に取り組み、さまざまな主体と
連携し、魅力ある観光地を形成していく必要があります。

新しい豊かさ協創４

世界の人びとを呼び込む
観光協創プロジェクト

主担当部局：雇用経済部観光・国際局

県民の皆さんとともに取り組みます（プロジェクトの目標）
めざす姿と到達目標
　　三重県観光の「予感」（三重へ行ってみたい）・「体感」（三重で旅行を満喫）・「実感」（三
重は楽しかった、また行きたい）のサイクルが築かれ、観光産業が本県の経済をけん引
する産業の一つとして確立されています。そのため、観光旅行者の多様なニーズに対応
するさまざまな観光振興の取組を、県民の皆さん、市町、観光事業者、観光関係団体等
と連携して進めます。４年後には、観光の基盤づくりが進み、観光旅行者の満足度が向
上し、式年遷宮注）1 後も観光入込客数が持続的に確保されています。

　　観光事業者、観光関係団体などのさまざまな主体と連携し、県民の皆さ
んの主体的な参画も得ながら、三重県観光のＰＲや地域の「おもてなし」の
向上などに取り組む中で、それぞれが役割を担いながら一体となって観光
振興に取り組んでいきます。

　　観光振興の主役は民間であることから、行政は地域住民や観光事業者、
観光関係団体などが独自で展開する観光振興の取組について支援したり、
観光人材を育成することで、観光事業者等の自立と行動を促進します。

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・１年間に観光レクリエーション等の目的で県内の観光地を訪れた人数について、全国観光統計基
  準に基づき集計した推計値

観光レクリエーション入込客数
目標項目 H24 H27H23（現状）

3,562 万人
（22年）

3,650万人 4,000万人

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
背
景

「自立し、行動する」
視点

「自立し、行動する」
視点

「みんなで取り組む」
視点

「みんなで取り組む」
視点
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

延べ宿泊者数 708 万人
（22 年）

720 万人 760 万人 800 万人 800 万人

リピート意向率 75.7％
（22 年度）

82.0％ 88.0％ 94.0％ 100％

2実践
取組

「
海
外
で
の
認
知
度
ア
ッ
プ
に
よ
る
来
訪
者
の
増
加
」

に
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1

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

県内の外国人延べ宿泊者数 106,000 人
（22 年）

100,000 人 120,000 人 135,000 人 150,000 人

海外の自治体等との連携事
業数（累計） － ２ ４ ７ 10
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光
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プロジェクトの構成

　トップセールスや海外の旅行会社に対するモデルコースの提案、現地での観
光展の開催などにより、海外における本県の認知度アップを図り外国人来訪者
の増加につなげます。また、海外自治体等と連携した誘客に取り組みます。

� 観光ＰＲの強化を通じた海外誘客戦略の推進
	 ① 　トップセールスをはじめとする商談会等を開催し、本県の認知度アップを図

ります。また、海外の旅行会社に対して本県を中心としたモデルコースを提案
したり、現地での一般消費者を対象とした観光展を活用し誘客につなげます。

	 ② 　海外の自治体等との連携を図り、相互交流を推進することにより、双方の
観光需要を創出します。

　式年遷宮の好機を生かし、さまざまな主体との連携による観光キャンペーン
を実施するとともに、他県と連携した取組等により本県への誘客を図ります。
また、観光事業者や県民の皆さんによる「おもてなし」向上の取組を進めます。

� 式年遷宮の好機を生かした国内誘客戦略の推進
	 ① 　県民の皆さんや県ゆかりの企業などさまざまな主体が幅広く参画する観光

キャンペーンの実施や他県と連携した取組等により、本県への誘客を図ると
ともに、遷宮後の入込客数確保につなげます。

	 ② 　県民の皆さんや観光事業者などに「おもてなし」の大切さを再認識してもら
い、地域全体でのレベルアップを図ることにより、観光旅行者の満足度を高
め、リピーターの確保につなげます。
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世界の人びとを呼び込む
観光協創プロジェクト

【実践取組１】
◇国内誘客

【実践取組３】

◇ 観光の基盤づくり

【実践取組２】
◇海外誘客

観光産業の確立

県民の皆さんの主体的な参画も得ながら、
地域を挙げて総力戦で取り組みます。

「さまざまな主体との連携による
　観光ＰＲ・誘客」に挑戦します！

「海外での認知度アップによる
　来訪者の増加」に挑戦します！

「来訪を促進する観光の基盤づくり」
　に挑戦します！

「さまざまな主体との連携による
　観光ＰＲ・誘客」に挑戦します！

「海外での認知度アップによる
　来訪者の増加」に挑戦します！

「来訪を促進する観光の基盤づくり」
　に挑戦します！
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

受講生注）2 が取り組んだ
地域活動数（累計） － 10 20 30 40

3実践
取組

「
来
訪
を
促
進
す
る
観
光
の
基
盤
づ
く
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」
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　本県が世界に誇る観光資源を活用して、新しい三重県観光のモデルを構築す
るとともに、地域の観光振興の核となる観光キーパーソンの育成に取り組み、
観光産業を本県の経済をけん引する産業の一つとして確立し、持続的な発展に
つなげます。

� 観光産業の基盤の強化
	 ① 　海女・忍者など、本県が世界に誇る観光資源を活用して、新しい三重県観

光のモデルを構築します。
	 ② 　三重県観光の持続的な発展に必要不可欠な地域の核となる観光キーパーソ

ンを育成し、ネットワークを構築することにより、県全体での観光基盤の強
化を図ります。

注）１　式年遷宮：179 ページをご覧ください。
注）２　受講生：地域の観光振興の核となる観光キーパーソンの育成を目的として開催する「三重 can-co-（観光）本気塾」を受講した方。

上海での三重県観光説明会

四日市コンビナートの夜景

熊野古道伊勢路（馬越峠）
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●  　これまで、さまざまな分野で個人や企業、地域の団体等との「協働」を進めてきましたが、行政
が主導した活動の「場」と役割分担のもとに参画するにとどまっている場合も少なくありません。  

    また、地域をよりよくしようという意欲の強い県民の皆さんやＮＰＯ等との協働が中心となって
きました。

●  　幅広い層の県民の皆さんに、主体的に「協創」の三重づくりに参画いただくとともに、活動の
成果を多くの県民の皆さんに実感してもらえるような取組が必要です。

新しい豊かさ協創５ 　　

県民力を高める絆づくり
協創プロジェクト

主担当部局：戦略企画部

県民の皆さんとともに取り組みます（プロジェクトの目標）
めざす姿と到達目標
　　さまざまな分野において、多くの県民の皆さんが、アクティブ・シチズンとして自らの
個性や能力を発揮しながら、地域の課題解決に主体的に取り組み、成果を上げるとともに、
充実した生活を送っています。

　　このような社会をめざして、子どもや若者をはじめ、外国人住民や障がい者など、さまざ
まな主体の参画を促進するための支援や場づくり、連携の仕組みづくりに取り組むことに
より、４年後には、より幅広い層の県民の皆さんが、自らの能力を発揮しながら積極的に
社会に参画したり、地域づくりの担い手として、地域の課題解決に取り組んだりしています。

プロジェクトの数値目標

［目標項目の説明］
・県内高等教育機関の学生のうち、地域活動へ参画している学生の割合
・地域をよりよくしていこうとするパートナーグループのネットワーク構築数
・県内の特定非営利活動法人のうち、その運営組織および事業活動が適正であり、公益の増進に資す
  るものとして、認定を受けた特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）の数

地域活動に参画している学生の割合

パートナーグループネット
ワーク構築数（累計）

認定ＮＰＯ法人数

目標項目

目標項目

目標項目

H24

H24

H24

H27

H27

H27

H23（現状）

H23（現状）

H23（現状）

13.4％

276
（22年度）

１法人

15.0％

2,100

５法人

27.0％

3,000

30 法人

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
背
景

「自立し、行動する」
視点

「自立し、行動する」
視点

「みんなで取り組む」
視点

「みんなで取り組む」
視点

　　将来の地域を担う子どもや若者、地域の担い手として活動するために必要な支援
やきっかけがないために地域の活動などに参画する機会が少なかった外国人住民や
障がい者の方々が、意欲と能力に応じて積極的に地域社会に参画することを促進す
るための仕組みづくりに取り組みます。
　　プロジェクトの成果を幅広く県民の皆さんと共有するため、成果発表・交流会を
開催します。また、「新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議」を設置し、プロジェ
クトの進捗状況を確認するとともに、課題や成果について、県民の皆さんの意見を
いただき、プロジェクトの推進に活用します。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

学生と地域のさまざまな
主体との交流フォーラム
の開催回数

０回 ５回 ５回 ５回 ５回
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！

1

2

3

プロジェクトの構成

地域の課題解決に向けた話し合い
「美し国おこし・三重」の取組

　県民力養成の視点から、次代を担う子ども・若者の能力発揮のための支援
や参画を促進するための仕組みづくりに取り組みます。

� 高等教育機関と地域との連携の仕組みづくり
	 ① 　県内高等教育機関の教職員・学生の地域活動への参画を促進するため、学

生等と地域のさまざまな主体が地域課題をテーマに議論を行い、地域づくり
への理解を深めるきっかけとする交流フォーラムを開催します。その上で、
課題解決に向けた提案を学生から募集し、その実践活動を支援するとともに、
活動の成果を県民の皆さんと共有するため、シンポジウムを開催します。

� 子どもたちと取り組む農村の地域資源保全活動
	 ① 　将来の地域の担い手となる子どもたちの農村における地域活動への参画を促進

するため、農村地域の課題解決に取り組む集落が、地域の子どもたちと共に、豊
かな自然や美しい景観など、地域資源の保全活動に取り組むことを支援します。

� 若者が参画する犯罪に強いまちづくり
	 ① 　地域における少年の非行防止活動の核となる人材を育成するとともに、さ

まざまな主体による少年の非行防止活動を拡大するため、大学生ボランティ
アによる非行少年の立ち直り支援活動等を推進します。

	 ② 　犯罪被害者等支援に対する若者の理解を深め、支援活動への参画を促進す
るため、中学生、高校生および大学生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」
を開催するほか、次代を担う若者、事業者等を対象とした幅広い広報啓発活
動を推進します。
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2実践
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1

2

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

県の取り組む多文化共生社
会づくり事業に参画した主
体数（累計）

20 団体
（22 年度）

28 団体 32 団体 36 団体 40 団体

パーキングパーミット制度
における利用証の保有者数

（累計）
－ 8,500 人 9,500 人 10,500 人 11,500 人
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　県民力養成の視点から、外国人住民や障がい者など、必要なサポートがあれ
ばその能力を発揮し、地域社会で活躍できる県民の皆さんを支援します。

� 外国人住民の地域社会への参画の促進
	 ① 　外国人住民が地域社会の一員として、さまざまな地域活動に取り組むこと

ができるようにするため、さまざまな主体と連携して、日本語指導ボランティ
アの育成や多言語ホームページでの情報提供、地域と連携した防災研修、医
療・防災ボランティアの育成、専門的な相談体制の整備、地域への意識啓発
等の総合的な取組を進めます。

	 ② 　外国人児童生徒が、社会の一員として、自らの能力を発揮し、生活してい
けるよう、日本語で学ぶ力の育成をめざしたカリキュラム（ＪＳＬカリキュラ
ム注）1）の実践研究（三重県モデルの確立）による学力・進路保障に取り組みます。

� 障がい者等の地域社会への参画の促進
	 ① 　障がい者の能力発揮と地域社会での活動を促進するため、県内で芸術文

化活動に取り組む障がい者が作品等を発表できる機会を確保するとともに、
身体障害者補助犬の使用による障がい者の社会参加を促進するための環境整
備に向けた取組を進めます。

	 ② 　身体に障がいのある方や妊産婦の方などで、歩行が困難な方の外出を支援
するため、パーキングパーミット制度注）2 を導入します。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

パートナーグループ登録数 263 グループ
（22 年度）

700 グループ 900 グループ 1,000 グループ 1,000 グループ

3実践
取組

「『
美
し
国
お
こ
し・三
重
』の
新
た
な
展
開
」

に
挑
戦
し
ま
す
！

1

2

実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

ＮＰＯの提案から取り組
んだ「協創」の実践活動数

（累計）
５事業 10 事業 15 事業 20 事業 25 事業
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　県民力拡大の視点から、これまでの「美し国おこし・三重」の取組をさらに深
化させ、人と人、人と地域、人と自然の絆づくりを深めるとともに、特色ある
地域資源を生かした自立・持続可能で元気な地域づくりを進めます。

� パートナーグループの活動支援
	 ① 　市町をはじめとするさまざまな主体との連携を図りながら、プロデュー

サーの助言や専門家派遣、財政的支援、ネットワーク化支援などにより、地
域をよりよくしようとする住民の皆さんの地域づくり活動を支援する「地域
での美し国おこし」の取組を進めます。

� イベント手法を活用した情報発信力のある取組の展開
	 ① 　県民の皆さんの地域づくり活動を加速させるため、「テーマに基づき全県

的に取り組む美し国おこし」を、より情報発信力のある取組として全県的・
広域的に展開します。また、県民力の結集を図るため、６年間の成果を集約・
披露し、集客・交流の拡大を図る県民力拡大プロジェクトを、平成 26（2014）
年に行います。

4実践
取組

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
を
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り
」

に
挑
戦
し
ま
す
！

1

2

注）１　 ＪＳＬカリキュラム：日常的な会話はある程度できるものの、学習活動への参加が難しい外国人児童生徒に対して、学習活動に日本語
で参加する力を育成するため、日本語指導と教科指導とを統合的に行う指導方法。

注）２　パーキングパーミット制度：86 ページをご覧ください。

　県民力発揮の視点から、ＮＰＯの活動を支える仕組みを整備するとともに、
ＮＰＯと他のさまざまな主体との連携を促進します。

� ＮＰＯの自立した活動を支える基盤づくり
	 ① 　ＮＰＯの自立した活動を促進するため、県民の皆さんや企業等が、寄付やボラ

ンティアなどを通じてＮＰＯに参画・支援する仕組みづくりなどに取り組みます。

� ＮＰＯとさまざまな主体との「協創」の推進
	 ① 　ＮＰＯとさまざまな主体との「協創」を促進するため、地域の課題解決に向

けたＮＰＯからの提案事業の実践等を支援します。また、災害時に備え、Ｎ
ＰＯが専門性を生かし、さまざまな主体と協働して支援活動を行えるよう、
各分野でネットワークの構築を進めます。
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津市

四日市市

伊勢市

松阪市

桑名市

伊賀市

鈴鹿市

名張市

尾鷲市

亀山市

鳥羽市

熊野市

木曽岬町

いなべ市

東員町
菰野町 朝日町

川越町

多気町

明和町

大台町

玉城町

南伊勢町
大紀町

度会町
志摩市

紀北町

御浜町

紀宝町

対象市町

　県南部では、他の地域に比べて、若者の流出などによる生産年齢人口等の減少が
著しく、過疎化、高齢化が進み、財政基盤の弱い市町も多いことから、市町と連携
し「南部地域活性化プログラム」として、活性化に向けて取り組みます。
　若者をはじめ、あらゆる世代の人びとが生まれ育った地域に住み続けたいという
思いがかなうように、働く場の確保、定住につながる取組を進めるとともに、東紀
州地域の継続的な観光振興の取組や計画的な基盤整備などの取組を行います。

＜対象地域の考え方＞
　県南部に位置し、地理的・経済的に不利
な条件にある地域、若者の流出などによる
生産年齢人口等の減少が著しい地域を中心
に、一定のまとまりを持った以下の市町を
対象とします。

＜対象市町＞　13 市町
伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、
大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、
紀北町、御浜町、紀宝町
　
　「南部地域活性化プログラム」は、南部
地域活性化局長が進行管理を行います。同
局長は、関係市町と連携し、数値目標をは
じめプログラムの達成状況等をふまえ、毎
年度取組の評価を行います。
　評価結果については、知事と同局長によ
る協議の場において検証した上で、毎年度

「成果レポート」として取りまとめ、プロ
グラムの成果と改善方向を公表します。

南部地域活性化プログラム第３章
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　南部地域では、第一次産業の衰退に加え、大規模な工場誘致による雇用の場の確
保も難しいことなどから、若者世代の人口の流出と高齢化が進行しており、集落機
能の維持が困難になる集落が増えています。財政基盤の弱い市町も多く、市町と連
携した活性化の取組を進めることで県の役割を果たすことが求められています。
　また、東紀州地域では、これまで取り組んできた、世界遺産「紀伊山地の霊場と
参詣道」を生かした集客・交流や、地域資源を生かした産業振興に加えて、紀伊半
島大水害からの復旧、復興が求められています。

現
状
と
課
題

南部地域活性化プログラム

めざす姿（プログラム目標）と取組の進め方

主担当部局：地域連携部南部地域活性化局

プログラムの数値目標

［目標項目の説明］
・南部地域の市町における 25 歳～ 34 歳人口を 20 年前の５歳～ 14 歳人口で除した値

若者の定住率

目標項目 H24 H27H23（現状）

62.4％ － 62.4％

めざす姿と到達目標
　　南部地域において、あらゆる世代の人びとが生まれ育った地域に住み続けたいという
思いがかなうように、若者の働く場が確保され、安心して住み続けることのできる地域
社会が形成されています。
　　めざす姿の実現に向けて、４年後には、市町と連携して若者の雇用の確保や、定住の
促進などの取組を進めるための仕組みが構築されています。
取組の進め方

　　若者をはじめあらゆる世代の地域住民の皆さんが、生まれ育った地域に
住み続けることができるように、地域の課題を把握した上で、地域資源を
生かした取組を主体的に進めています。

　　地域住民、市町、県、大学等のさまざまな主体が、連携して南部地域の
有する特色ある地域資源を発掘し、磨き上げます。また、地域の魅力を県
内外に発信することを通じて、活発な交流や企業の社会貢献活動が行われ
るなど、さまざまな主体が地域社会を支える仕組みを構築します。

「自立し、行動する」
視点

「自立し、行動する」
視点

「みんなで取り組む」
視点

「みんなで取り組む」
視点
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

集落を維持するモデル的な
取組を行っている地域数

（累計）
－ ３地域 ６地域 ８地域 10 地域
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1実践
取組

若
者
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く
場
の
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保
、定
住
を
進
め
ま
す
！

1

2

プログラムの構成

　若者に焦点を当てながら、働く場の確保、定住の促進を進めるとともに、あら
ゆる世代がいきいきと住み続けることができるように戦略的な取組を進めます。

� 市町が連携した働く場の確保、定住の促進に向けた取組
　　 　南部地域の市町が連携して行う、あるいは、県内の他の地域の市町と連携し

て行う、地域資源を活用した産業、観光振興など、若者の働く場の確保に向け
た雇用創出のための取組を進めます。

	 ① 　南部地域の市町が、南部地域内外の市町と連携して行う、若者の働く場を
確保し、定住を促進するための取組を支援したり、地域や市町のニーズに応
じた事業を実施するため、基金を創設します。

	 ② 　地域資源を活用した取組を進めようとする企業等と連携して雇用の創出を
図ります。

	 ③ 　地域住民の皆さんの主体的な取組を支援し、複数市町が連携した取組をコー
ディネートするための仕組みづくりを、市町や大学等と連携して進めます。

　　　 　また、地域外からの若者の定住に向けた情報発信事業など、南部地域全体
での取組を進めます。

� 地域住民の生活の場である集落を支援する取組
　　 　地域住民の生活の場である集落に着目し、外部との交流や若者の定住により、

集落機能の維持につながるモデル事業を実施するとともに、地域住民の主体的
な取組を支えるためのノウハウの蓄積と活用方法の検討を市町や大学等と連携
して進めます。

	 ① 　外部との交流を通じた集落機能を維持するための取組を進めるなど、市町
と連携して集落支援モデルを構築します。また、モデル構築で得られたノウ
ハウをもとに、市町が主体となって他地域へ波及できるよう取組を進めます。

　南部地域において、若者が生まれ育った地域に住み続けることができるようにするためには、
取り組むべきさまざまな課題があります。地域の実情に応じて、市町と連携した課題の解決や
活性化に向けた取組を進めます。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

東紀州地域に係る１人あ
たりの観光消費額

27,559 円
（22 年度）

27,834 円 28,385 円 28,661 円 28,936 円

2実践
取組
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　東紀州地域において、紀伊半島大水害からの復興に向け、国や市町などの
関係機関と連携し、集客交流や産業振興などの取組を総合的に進めます。

� 東紀州地域の観光や産業の振興による活性化
　　 　世界遺産熊野古道を核とした自然・歴史・文化などを生かした集客交流や地

域資源を生かした産業振興の取組を、地域のコーディネーターである東紀州観
光まちづくり公社や、集客交流拠点である熊野古道センターおよび紀南中核的
交流施設を活用しながら進めます。

	 ① 　東紀州観光まちづくり公社を最大限活用し、観光商品づくりやエージェント
セールス注）1 などによる集客交流、物産展のアテンド注）2 等を通じた販路開拓など
の取組を進めるとともに、地域の人びとによる自主的な地域づくりを支援します。

	 ② 　地域と連携を図りながら企画展や交流イベント等を展開するなど、集客交
流拠点である熊野古道センターや紀南中核的交流施設を十分活用し、さまざ
まな情報発信や集客交流の取組を推進します。

	 ③ 　台風 12 号等により被害を受けた東紀州地域の復興に向け、観光キャン
ペーンや「第 22 回世界少年野球大会三重・奈良・和歌山大会」などのイベン
トを行います。また、熊野古道世界遺産登録 10 周年や式年遷宮、高速道路
の概成などを好機ととらえ誘客を図るとともに、東紀州地域の一次産品を
使った加工品など地域特産品の販売促進に取り組みます。

� 新たな木質バイオマス供給拠点づくり
 ① 　東紀州地域において、未利用間伐材等の木質バイオマスを安定的に供給でき

る体制づくりを進め、地域の主要な産業の一つである林業の振興を図ります。
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実践取組の目標 H23（現状） 年　次　計　画
H24 H25 H26 H27

南部地域活性化局による総
合的・横断的な事業の推進 －

南部地域活性
化局を設置

3実践
取組
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業
推
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！
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　南部地域の活性化に向けた課題は、防災対策、医療・保健・福祉サービス
の充実、自然環境の保全などの「守る」、集落機能の維持、都市との交流や移住・
定住の促進などの「創る」、企業誘致や地域資源を活用した産業振興、生活交
通の確保、道路整備などの「拓

ひら
く」といったように、政策体系の三つの柱に及

ぶ幅広い分野に関わることから、南部地域活性化局が核となって、関係市町
と連携しながら、総合的・横断的に取り組みます。

関係部局間の事業調整、市町間連携の推進

注）1　エージェントセールス：旅行代理店への営業活動を行うこと。
注）2　アテンド：紹介や同行を行うこと。

熊野古道祭

サンマの水揚げ
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計画の推進
第3編
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計
画
の
推
進

第１章　行政運営の取組
　政策体系に位置づけた＜施策＞を推進するために行う効
果的な行政運営の取組内容（「第１節　施策の推進を支える
ために」）と、行政委員会（教育委員会、公安委員会を除く）
の取組（「第２節　民主的かつ公正中立な行政運営（行政委
員会）」）を政策体系に準じて記載しています。

第１節　施策の推進を支えるために
　県の政策体系に位置づけて推進することとしている 56
の＜施策＞は、いずれも県民の皆さんを直接の対象として
サービスを提供するなどの取組です。ここでは、そうした
＜施策＞の推進を支援する取組をまとめて掲載しています。
　行政運営の取組は、＜施策＞に準じて、進行管理をします。
行政運営の取組についても、県民の皆さんにとっての成果
をあらわす指標（「県民指標」）と、県（行政）が取り組ん
だことの効果がわかる指標（「県の活動指標」）を設定して
います。毎年、目標値を設定して取組結果についての評価
を行い、「成果レポート」として取りまとめ、改善方向とあ
わせて翌年度に公表します。
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行政運営１　 「みえ県民力ビジョン」の推進
行政運営２　 行財政改革の推進による県行政の自立運営
行政運営３　 行財政改革の推進による県財政の的確な運営
行政運営４　 適正な会計事務の確保
行政運営５　 市町との連携の強化
行政運営６　 広聴広報の充実
行政運営７　 ＩＴ利活用の推進
行政運営８　 公共事業推進の支援
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　「みえ県民力ビジョン」に基づく政策が進むとともに、県民の皆さんとの「協
創」の取組が広がることで、成果が県民の皆さんに届き、幸福実感が高まって
います。

　県民の皆さんに「行動計画」による取組の成果を届けるために、県民の皆さんにとっ
ての成果をあらわす「県民指標」の達成度合いに加えて、「幸福実感指標」を新たに設定
し、その推移を把握することで、「行動計画」の進行管理を行います。

めざす姿

■  これまで、厳しい財政状況と職員定数削減の中で、行政経営資源を集中的に投入する取組
を進めてきましたが、施策の数値目標の達成割合は５割前後にとどまっており、県政の取
組の成果を確実に県民の皆さんに届けることが求められています。また、協働の取組を進
めてきましたが、県民の皆さんの自主的な取組を持続・定着していくことなどの課題が残
されています。

■ 中部圏知事会や近畿ブロック知事会など、近隣府県と連携して共通する課題に取り組んで
きましたが、経済活動や生活圏の拡大、台風災害や巨大地震への備えといった観点から、
県境を越えて取り組むことが効果的な課題への対応が一層求められています。また、分権
型社会の実現に向けて、取組のさらなる進展が求められています。

■ 県内には 14 の大学、短大および高等専門学校があり、２万人を超える教職員・学生の方
がいます。「協創」の担い手として、これら県内の高等教育機関が一層力を発揮することと
ともに、県民の皆さんとの「協創」の取組を進めるため、県職員の政策企画力を高めること
が求められています。

■  「行動計画」の目標達成へ向けて、「県民指標」や「幸福実感指標」などをもとに、計画の的確
な進行管理と各部に対する支援を行います。また、年度ごとに政策課題を明らかにした

「経営方針」を策定するとともに、「成果レポート」を公表し、計画の進捗状況を県民の皆さ
んにわかりやすくお伝えします。

■ 県民の皆さんに成果を届けるため、各部への支援の一環として、県境を越える広域的な
課題の解決に向けて他府県等と連携するとともに、全国知事会や近隣府県と連携し、国
に対して真の分権型社会の実現へ向けた積極的な提言等を行います。

■ 県民力による「協創」の三重づくりを進めるために、県内高等教育機関を「みえ県民力ビ
ジョン」推進の戦略的パートナーと位置づけ、地域の課題解決に向けて、さまざまな主体
との交流・連携を推進します。また、職員の政策形成能力の向上に向けて、政策研究の
支援や調査、研究等を行います。

行政運営１「みえ県民力ビジョン」

現
状
と
課
題
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各施策の「県民指
標」の達成割合

「県民指標」の目標値を達成した施策
が全施策に占める割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 70.0％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策の推進を支えるために

　「選択・集中プログラム」をはじめ、「行動計画」に基づく施策、事業に取り組むことにより、県
政の課題解決が進み、県民の皆さんが取組の成果を感じ始めています。

主担当部局：戦略企画部

平成 27年度末での到達目標

40101
「みえ県民力ビジョン」の進行管理	

（主担当：戦略企画部企画課）
　「行動計画」に基づき、県の施策、事業が的
確に推進されるよう各部局を支援するととも
に、県民の皆さんに進捗状況を伝えます。

各施策の「県の活動
指標」の達成割合 － 80.0％

各施策の「県の活動指標」
のうち、目標値を達成した
項目が全体に占める割合

「選択・集中プログラム」
の数値目標の達成割合

－ 80.0％
「選択・集中プログラム」
の数値目標のうち、目標
値を達成した項目が全体
に占める割合

40102
広域連携の推進
	 （主担当：戦略企画部政策提言・広域連携課）
　全国知事会や近隣府県との連携等により、
地方分権に向けた取組や広域的な課題解決を
支援します。

新たに実施する広
域 連 携 事 業 の 数

（累計）
－ 20 件 他府県等と新たに連携し

て実施する事業の数

40103	
高等教育機関との連携の推進	 	
	 （主担当：戦略企画部企画課）
　県内高等教育機関との交流・連携を進める
とともに、職員の政策形成能力の向上を図り
ます。

学生と地域のさま
ざまな主体との交
流フォーラムの開
催回数

－ 20 回
県が学生や企業・行政・
教育・ＮＰＯ関係者との
交流促進のために開催す
るフォーラムの回数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

の推進
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　地域が、自らの地域を自らの責任で創っていく自主・自立の地域経営が実現
しています。また、現場を重視し、自ら課題を発見するとともに、自らの創意
工夫により仕事のやり方を転換していく意欲の高い人材が育ち、自ら変革する
組織風土が確立され、日本一、幸福が実感できる三重、働きやすい県庁となっ
ています。

　社会に起きている大きなパラダイム転換を十分に認識した上で、現場を重視し、
県民の皆さんと共に「協創」の取組を進めることのできる「人づくりの改革」や、時代
の変化に対応し県民の皆さんに成果を届けることができる「仕組みの改革」など、行
財政運営の改革に取り組みます。

めざす姿

■  県政を取り巻く社会経済環境の変化や厳しい行財政状況に的確に対応するためには、これ
までの取組に満足することなく、さらなる行財政改革に取り組む必要があります。

■ 社会情勢の変化や職員アンケートの結果等もふまえ、引き続き職員の意欲や能力の向上に
つなげる取組を進めるとともに、県民の皆さんとの信頼関係を高め、「協創」の取組を進め
ることができる、高い意欲と能力を持った人材を育成することが求められています。

■ 職員の危機管理意識は高まってきているものの、実際の行動に結びついていない面もある
ことから、危機対応力を備えた人材育成をより一層進める必要があります。また、危機の
未然防止の徹底を図る必要があります。

■ 職員の健康度が徐々に低下してきているため、引き続き心と体の健康づくりの取組が必要
です。

■  職員の意欲、責任感や専門性、管理職員のマネジメント能力の向上を図るとともに、時
代の変化に的確に対応できる高度な専門性と現場を重視し、「協創」の取組を進めることが
できるスキルを身につけた人材の育成を進めます。

■ 県の政策を推進するにあたり、評価の結果をふまえ、どのように変革・改善するのかを
明確にするため、これまでのＰＤＳサイクル（戦略策定・戦略展開・評価）をＰＤＣＡサ
イクル（計画・実行・評価・改善）に見直すなど、新たな仕組みを構築します。

■ 県政を取り巻くさまざまなリスクに対応するため、未然防止策の実効性を高めるととも
に、危機に的確に対応できる人材の育成に取り組みます。

■ 職場の安全の確保と心と体の健康増進を図るため、職場での安全衛生管理やメンタルヘ
ルス対策に取り組みます。

行政運営２ 行財政改革の推進による

現
状
と
課
題

第
３
編

第
１
章

270

第
１
節　
施
策
の
推
進
を
支
え
る
た
め
に

変
革
の
視
点

取組
方向



行財政改革取組の
達成割合

「三重県行財政改革取組」における全
ての具体的取組のうち達成した取組
の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値

－ 100％
県民指標

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策の推進を支えるために

　県政運営の仕組みについては、時代の変化にさらに対応し、県民の皆さんに成果をより届け
ることができるよう見直すことで、効果的・効率的な県政運営が行われています。また、人材
育成については、「人づくりの改革」に取り組むことで、現場を重視し、県民の皆さんと共に「協
創」の取組を進める、高い意欲と能力を持つとともに、危機の兆候を的確に察知し効果的な対応
をとることができる職員が育っています。

主担当部局：総務部

平成 27年度末での到達目標

40201
自立的な県行政の運営	

（主担当：総務部行財政改革推進課）
　効果的・効率的な県政運営をめざして、県
の政策を推進するための新たな仕組みや組織
体制・組織運営の構築、外郭団体等の見直し
など、行財政運営の改革に取り組みます。ま
た、包括外部監査の結果についても今後の行
政運営に反映していきます。

事務改善取組の実
践（「 率 先 実 行 大
賞」への応募）

41.4％ 70.0％ 「率先実行大賞」に応募し
た所属の割合

40202
人材育成の推進
	 （主担当：総務部人事課）
　環境の変化に的確に対応できる多様な人材
の育成や、職員の心と体の健康保持・増進に
努めます。

人材育成に関する
達成度

78.1％
(22 年度 )

80.0％ 職員の人材育成と研修に
関するアンケート結果を
数値に換算したもの

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

県行政の自立運営
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　将来世代に負担を先送りすることなく持続可能な財政運営が行われ、県の政
策が効果的に展開されています。

　県民の皆さんが成果を実感できる予算編成をめざして、県民の皆さんに直接サー
ビスを提供する事業を構築する際には、事業の成果が県民の皆さんに届いているの
かという視点を明確にするため、具体的でわかりやすい成果目標を設定し、その測
定手法を検討します。

めざす姿

■  雇用経済情勢の先行きの不透明さが増す中、東日本大震災の影響などにより県税収入に多
くを期待することが困難な状況である一方、社会保障関係経費や公債費の増加などにより
県の財政状況はますます厳しくなってきています。今後は、これまでの取組に加え、新た
な課題に対応するための財源確保も求められていることから、引き続き厳しい財政運営が
見込まれます。

■ 個人県民税は、国税からの税源移譲により税収額が増えるとともに、滞納額も増加し県税
の収入未済額の約８割を占めるようになりました。個人県民税の収入確保は今後も大きな
課題であることから、引き続き市町と連携して滞納整理を進めていくとともに、事業者に
対して個人住民税の特別徴収を働きかけるなどの取組を実施していくことにより、収入未
済対策を進める必要があります。

■ 県庁舎の耐震化については、本館棟が平成 23（2011）年度内に完了することから、次に附
属棟の耐震補強を完了させる必要があります。また、財産の有効活用や未利用財産の売却
を促進する必要があります。

■ 財政運営にあたっては、事務事業の見直しや事業の「選択と集中」を一層推進し、県債発
行の抑制に配慮した予算編成に努めるとともに、国の政策の動向等にも留意しつつ、財
政の健全化を進め、将来世代に負担を先送りしない持続可能な財政構造の構築をめざし
ます。また、財政状況や決算等の財政情報を県民の皆さんに提供します。

■ 徹底した課税調査や的確な滞納整理等により、公平で適正な賦課徴収を図り、県民の皆
さんが税の重要性を理解し、自主申告、自主納税される環境を整えます。また、市町等
と連携し、収入未済額の大半を占める個人県民税の税収確保に努めます。

■ 庁舎（本館棟・附属棟等）の耐震化工事を計画的に実施するとともに、「みえ県有財産利活
用方針」に基づき、未利用資産の売却をはじめ、県有財産の計画的、効果的な利活用を進
めます。

行政運営３ 行財政改革の推進による
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県債残高

一般会計における県債残高。ただし、
国の地方財政対策により決定される
臨時財政対策債や災害に対応するた
めの災害復旧事業債等、発行につい
て県の裁量の余地がないものを除く。

目標項目の説明目標項目 目標値現状値
県民指標

8,190 億円
（23年度末）

8,185億円
（26年度末）

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策の推進を支えるために

　平成 19（2007）年度以降増加が続いていた県債残高が減少に転じ、財政の健全化が進み、持
続可能な財政構造が構築されるとともに、財政に関する県民の皆さんとの情報共有が進み、財
政運営の透明性が高まっています。
　県民の皆さんが、税の重要性を理解し、自主申告、自主納税が定着しています。
　庁舎の耐震化が完了し、県民の皆さんが安全で安心して庁舎を利用することができます。

主担当部局：総務部

平成 27年度末での到達目標

40301
持続可能な財政運営の推進	

（主担当：総務部財政課）
　一般財源の規模に見合う適正な歳出規模を
堅持し、過度に県債に依存することのない持
続可能な財政運営をめざして、県債発行の抑
制に配慮した予算編成に努めるなど財政運営
の改革に取り組みます。

県債残高
8,190 億円

（23 年度末）
8,185 億円

（26 年度末）

一般会計における県債残
高。ただし、国の地方財
政対策により決定される
臨時財政対策債や災害に
対応するための災害復旧
事業債等、発行について
県の裁量の余地がないも
のを除く。

40302
公平・公正な税の執行と税収の
確保
	 （主担当：総務部税務・債権管理課）
　納税者および特別徴収義務者が、税に関す
る重要性の理解を深め、適正に自主申告、自
主納税されるよう、公平で適正な賦課徴収を
行うとともに、滞納額の縮減に取り組みます。

県税の徴収率
96.5％

（22 年度）
96.9％

（26 年度）
県税の収入額を調定税額
で除した率

40303	
最適な資産管理と職場環境づくり	
	 （主担当：総務部管財課）
　庁舎を利用する全ての人が、安全・安心な
環境で庁舎が利用できるよう、計画的に耐震
化に取り組みます。

庁舎（本館棟・附属
棟等）の耐震化率 88.9％ 100％

本庁舎と地域総合庁舎の
本館棟・附属棟等の建築
物（非木造で延べ床面積
200 平方メートルを超
えるもの）のうち、耐震
基準に適合した建築物の
割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

県財政の的確な運営
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　会計事務の担当職員一人ひとりが法令や規則に基づいた適正な会計事務を行
うとともに、県歳入金の収納方法が多様化し県民の皆さんの利便性が向上して
います。また、財務会計制度を取り巻く動向を把握し的確に対応することによ
り、県の会計事務に対する県民の皆さんの信頼が高まっています。

　市町と連携し、災害時の業務継続や円滑な復旧対応も視野に、会計事務の標準化、
市町の財務会計システムの共同アウトソーシングを促進します。

めざす姿

■  県の会計事務が法令や規則に基づき適正に執行されることが求められており、不適切な会
計事務処理を未然に防止するための会計事務担当職員等の人材育成が課題となっています。

■ 地域の厳しい経済環境への対応や公正で透明な入札・契約制度の確立、地方自治法の改正
検討に対応した財務会計制度の見直しなど、財務会計制度を取り巻く動向への的確な対応・
取組が課題となっています。

■ 厳しい財政状況が見込まれる中、公金の出納を円滑に行うため、より精度の高い収支計画
に基づく適正な管理や有利な運用、収納方法の利便性向上が求められています。

■ 会計事務担当職員が適正な会計事務を迅速に執行できるよう、会計事務処理の簡素化・効
率化が求められています。また、財務会計システムの安全で効率的な運営が求められてい
る中、セキュリティの向上や運営経費の削減に向けて検討を続けていく必要があります。

■  本庁および地域駐在によるきめ細かな会計支援を行い、各所属の会計事務を身近なとこ
ろで日常的にサポートします。また、会計事務に関する相談や検査、研修を通じて会計
事務担当者等の能力向上に努めます。

■ 物件関係の調達においては、公平性・透明性・競争性を高めるとともに地域事業者の育
成を考慮したバランスのとれた入札・契約制度の見直しに取り組みます。また、国の財
務会計制度や地方自治法改正等の動向を注視し、簡素で効率的な新しい財務会計制度を
構築します。

■ 公金の適正な管理を行うため、支払資金の安定的な確保と余剰資金の安全で有利な運用
を行います。また、県歳入金の収納方法の多様化を図ることにより県民の皆さんの利便
性向上に努めます。

■ 財務会計システムの円滑な運用・管理を行うとともに、次期システムの更新においては
さらなるシステム運営経費の削減やセキュリティの確保に努めます。また、市町と連携し、
会計事務の標準化や市町の財務会計システムの共同アウトソーシングを促進します。

行政運営４ 適正な会計事務の確保
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県の会計事務に是
正・改善を求める
監査意見数（実施１
か所あたり）

監査委員が毎年度実施する定期監査
結果の財務事務の執行に関し是正・
改善を求める意見の総計（人件費に
関する事務等への意見を除いた収入、
支出誤り等に関する意見数）を監査
実施箇所数で除した数値

目標項目の説明目標項目 目標値現状値
県民指標

3.2 件

(22年度 )

2.8 件
以下

(26年度 )

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策の推進を支えるために

　適正かつ効率的な会計事務をめざした会計制度および公正で透明な入札・契約制度のもとで、
会計事務担当職員が適正な会計事務を行うための会計支援が行われています。また、支払資金
が安定的に確保された上で余剰資金が安全で有利に運用されるなど、県の公金が適正に管理さ
れています。

主担当部局：出納局

平成 27年度末での到達目標

40401
会計事務の支援	

（主担当：出納局会計支援課）
　各所属の会計事務を身近なところで日常的
にサポートします。

出納局が行う会計
支援の満足度

3.02
(22 年度 )

3.60

出納局が行う相談や研修
などの会計支援業務全般
に対してどの程度満足し
たかを、アンケートによ
り各所属が４段階評価し、
その評価を平均した数値

40402
公金の適正な管理
	 （主担当：出納局出納総務課）
　県の公金を安全で的確に管理・運用します。 資金保全率

100％
（22 年度）

100％ ペイオフ対策により運用
資金の保全が図られてい
る割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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　県と市町の対等・協力の関係づくりや一層の連携強化により、市町では、地
域や市町の抱える課題の解決に向けた取組や効率的・効果的な行財政運営が行
われています。

　市町が地域の実情に応じてよりよい行政サービスを提供できるよう、市町のニー
ズを的確に把握するとともに、地域や市町の抱える課題の解決に向けた取組が進む
ように、市町との連携を一層強化し、市町の実情に応じた支援を行います。

めざす姿

■  県では、これまでも市町との対等・協力の関係づくりや一層の連携の強化、市町の自主性・
自立性の向上を図るための取組を進めてきたところですが、引き続き、市町との連携を強
化し、適正な役割分担のあり方などを協働で検討していくとともに、市町の主体的な住民
自治の取組を促進する必要があります。

■ 住民に最も身近な基礎自治体である市町は、法令による権限の移譲などにより、地域経営
の総合的な主体として、地域課題に対応していくことが、より一層求められています。

■ 合併市町に対しては、合併支援交付金制度等により支援を行ってきたところですが、引き
続き、合併市町の状況や課題の把握に努め、県と市町で協議・検討を行いながら、国等と
連携し、合併市町の円滑な行財政運営に向け、必要な助言・支援等を行っていく必要があ
ります。

■ 市町の厳しい行財政運営が続くことが予測される中、県は、財政基盤の脆弱な市町が基礎
自治体として自主性、自立性を確保し、効率的かつ効果的な行財政運営が行えるよう支援
する必要があります。

■ 市町と県が真のパートナーシップを確立していくためには、市町固有の課題についてお互
いの認識を共有し、各市町の実情を十分に把握した上で真摯な議論を重ねることが重要です。

■  「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」において、県と市町の連携・協働、適正な役
割分担のあり方等について協議・検討を進め、県と市町の連携の強化を図ります。

■ 県から市町への権限移譲については、市町とも十分な協議・検討を行うとともに、新た
に見直した「三重県権限移譲推進方針」に基づき推進し、市町の自主性・自立性の向上を
図ります。また、市町の主体的な住民自治の取組を促進します。

■ 合併市町に対しては、交付金による財政支援を行うほか、新市町建設計画に記載された
県事業の推進を図り、合併市町の新しいまちづくりを支援します。また、県内市町の自
主的な合併の円滑化を支援します。

■ 県は、広域自治体として、市町に対して、地方自治制度、地方公務員制度、地方財政制
度等について、必要な助言や情報提供等による支援を行います。また、市町の財政健全
化等の取組に対し、必要な支援を行って市町の行財政運営力の向上を図ります。

■ 市町固有の具体的な課題について解決に導くための議論を行う「知事と市町長との１対１
対談」を実施します。

行政運営５ 市町との連携の強化

現
状
と
課
題

第
３
編

第
１
章

276

第
１
節　
施
策
の
推
進
を
支
え
る
た
め
に

変
革
の
視
点

取組
方向



市町への権限移譲
事務数（累計）

年度末までに権限移譲が確定した１
市町あたりの平均権限移譲事務数

目標項目の説明目標項目 目標値現状値
県民指標

310 事務
（22年度）

485事務

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策の推進を支えるために

　分権型社会の実現に向けてこれまで積み重ねてきた取組に加え、市町との連携を強化し、市
町の実情に応じた支援をより一層進めることで、市町では、従来にも増して、行政事務の的確
な処理、安定的な財政運営が行われています。

主担当部局：地域連携部

平成 27年度末での到達目標

40501
地方分権の推進	

（主担当：地域連携部市町行財政課）
　市町が、県と対等・協力の関係のもと、自
主性・自立性の高い地方自治体になるよう、
県から市町に対する権限移譲を進めるととも
に、政策課題の解決に向けた取組を行います。

県と市町による全県
的な課題の解決に向
けた取組数（累計）

２取組 ６取組
「県と市町の地域づくり
連携・協働協議会」にお
いて全県的な政策課題の
解決に向けた取組の数

40502
市町行財政運営の支援
	 （主担当：地域連携部市町行財政課）
　市町が、行政事務を適正かつ的確に処理す
るとともに、安定的な財政運営を行うことが
できるよう、適切な助言や支援を行います。

財政健全化計画策
定団体数 ０市町 ０市町

収支の赤字や公債費、あ
るいは債務等の将来の負
担額が多い市町で、地方
公共団体財政健全化法に
基づく財政健全化計画を
策定している市町の数

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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　県政に対する理解と関心が深まるとともに、より効果的な県政運営が実施で
きるよう、県政情報が適切に発信されています。
　また、県政の質を高め、参画がより一層進むよう、県政に対する意見・提言
等が適切に把握されています。
　これらにより、県民等の個人情報が適正に管理されている中、県民の皆さん、
企業、市町、県などの間で、必要な情報の共有が進んでいます。

　県民の皆さんの県政への参画を進めるとともに、県民の皆さんとの相互理解と信
頼関係を深めながら、県政の質を高めていくため、県民の皆さんが必要とする県政
情報を積極的に発信し、より多くの県民の皆さんに知っていただくとともに、地域
の課題やニーズなど幅広く「県民の声」を受信できるようにしていきます。

めざす姿

■  県政の質を高めるとともに、県民の皆さんとの相互理解と信頼関係を深め、県政への参画
を進めるためには、個人情報を適正に管理する中で、県民の皆さんとのコミュニケーショ
ンツールとしての広聴広報活動を効果的・効率的に展開していくことが必要です。

■ 県広報紙「県政だよりみえ」をはじめ、「新聞（報道、広告）」「ラジオ・テレビ」「ホームページ」
等の広報媒体を用いて、県の施策や事業等の県政情報を適時に、かつわかりやすく提供す
るとともに情報公開にも努めてきました。しかしながら、情報通信技術の進展等に伴い、
情報入手手段が多様化してきており、より効果的な広報媒体の充実を図っていく必要があ
ります。

■ 県政に対する幅広い「県民の声」を集約して県政に反映させていくためには、県民の皆さん
からの声に誠実に応え、改善を図るとともに、県から県民の皆さんに積極的に働きかけ、
提言、意見などを求めていくことが必要です。

■ 県政運営に係る情報や課題等をわかりやすく提供し、より効果的に事業を実施するため、
「県政だよりみえ」「新聞」「ラジオ・テレビ」「インターネット」などさまざまな媒体の特性
を生かしながら、適時・的確に、かつ興味・関心を持ってもらえるように発信していき
ます。

■ 県政情報を迅速かつ幅広く周知していくため、ニュース性のあるタイムリーな情報提供
に努めるなど、積極的にマスメディアを活用した、パブリシティ活動による情報発信を
行っていきます。

■ 県民の皆さんの意見や提案を県政運営に生かしていくため、「県民の声相談」「ＩＴ広聴事
業（e- モニター）」や知事が現場に出向いて直接対話を行うなどさまざまな手法を活用し
た広聴活動を展開していきます。

■ 県政の透明性を高め、公正で民主的な県政を推進するため、情報公開制度を的確に運用
します。また、県民の皆さんが自らの暮らしに生かせるよう各種統計情報を積極的かつ
正確に、わかりやすく提供していきます。

行政運営６ 広聴広報の充実

現
状
と
課
題
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得たいと思う県情
報が得られている
県民の割合

e- モニターを活用した調査で、得
たいと思う県政情報が「十分入手で
きている」「概ね入手できている」と
感じている県民の割合

目標項目の説明目標項目 目標値現状値
県民指標

54.2％ 60.0％

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策の推進を支えるために

　県民の皆さんへの一方的なお知らせにとどまらず、多様な媒体を活用した情報発信を行うな
ど、県民の皆さんが必要とする県政情報が容易に入手できるような広報活動を展開するととも
に、県民の皆さんの声を幅広く受信する広聴機能がより一層充実しています。

主担当部局：戦略企画部

平成 27年度末での到達目標

40601
効果的な広聴広報機能の推進	

（主担当：戦略企画部広聴広報課）
　県広報紙やインターネットなど多様な広報
媒体を通じて県民の皆さんが必要とする県政
情報を適切かつ確実に伝えるとともに、県民
の声相談やＩＴ広聴事業（e- モニター）などの
手法を活用して、広聴活動を展開します。

県のホームページ
（トップページ）へ
のアクセス件数

168 万件
（22 年度）

178 万件 県のホームページ（トッ
プページ）への年間アク
セス件数（訪問者数）

40602
統計情報の効果的な発信と活用
の促進
	 （主担当：戦略企画部統計課）
　県民の皆さんや企業・団体等が、必要な統
計情報を自由に入手、加工・分析して、社会
状況の判断や行動・活動の基礎とするなど、
さまざまな意思決定に利用できるよう、各種
の統計情報を提供していきます。

統計情報利用件数
（みえ DataBox
アクセス件数）

471,312 件
（22 年度）

720,000 件
県 の 統 計 情 報 の イ ン
ターネット上の総合窓
口 と な っ て い る「 み え
DataBox」への年間アク
セス件数（訪問者数）

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

40603
行政情報の積極的な公開と個人
情報の適正な保護	

（主担当：戦略企画部情報公開課）
　県民の皆さんが知りたい県政情報を提供す
るとともに、保有する個人情報を適正に管理
します。

公文書や個人情報
の開示決定等にお
ける開示・非開示
判断の適正度

78.8％
（22 年度）

80.0％

公文書開示請求の開示決
定等および個人情報の開
示決定等に対する開示請
求者等（県民等）からの
不服申立てについて、三
重県情報公開審査会、三
重県個人情報保護審査会
が行政機関の決定が適正

（一部容認は含まない）で
あると判断した割合
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　県民一人ひとりが、いつでも、どこでも、安全で安心なＩＴ注）１を利活用して、
さまざまな行政サービスを受けられるなど、県民生活の利便性が向上するとと
もに、自主的な情報発信・情報交流によって、人と人、人と地域の連携が強まり、
各地域が活性化しています。

めざす姿

行政運営７ ＩＴ利活用の推進

■  ブロードバンドネットワークの進展とともに情報機器の高性能化、多機能情報端末や双方
向デジタルテレビ等の新たな情報通信技術の普及などによって、ＩＴの利活用環境が格段
に高まりました。

■ 県においては、情報ネットワークの安定運用をはじめ各種情報システムを開発・運用し、
さまざまな行政サービスや行政情報の提供を行い、県民・行政相互の情報交流を進めてい
ます。

■ 増加するサイバーテロや大規模自然災害等の発生に備え、県の情報システムにおけるセ
キュリティ対策や、被災時における情報システムの運用方法について検討が必要です。

■ 効率的な行政運営による県民サービスの充実を図るため、全庁的な情報システムの適正化
が求められています。

■ ＩＴ利活用の一層の効率化を図るため、情報システムの企画、構築から運用、評価に至
るＰＤＣＡサイクル全体を見通した、全庁的なＩＴ投資管理体制を確立するとともに、
継続的に改善を進めます。

■ 常に進化する情報通信技術を有効活用し、行政サービスや行政情報を提供するとともに、
県民一人ひとりがＩＴを自主的に利活用できる環境を整備することで、地域や人びとの
交流・連携を促していきます。

■ サイバーテロや大規模自然災害等の脅威から県の個人情報や情報システムを守るため、
情報セキュリティ対策を推進し、情報ネットワークや行政情報システムの安定運用に取
り組みます。また、災害等発生時に備えて業務継続計画を策定します。

現
状
と
課
題

　徹底したＩＴ投資管理により、行政運営における庁内のＩＴ利活用をより効率化
するとともに、情報セキュリティを確保した情報システムの安定運用に取り組むこ
とで、行政サービスのさらなる充実を図ります。

変
革
の
視
点

　時代に応じた情報通信環境が整備されるとともに、県政のさまざまな分野で情報システムが
効率的・安定的に運用されることで、県行政運営の効率化が図られ、県民の皆さんへの行政サー
ビスや行政情報の提供が効果的に進んでいます。

平成 27年度末での到達目標
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国の定める「利用促進対象 21 手続」
における、手続総件数に占めるオン
ライン利用率

目標項目の説明目標項目 目標値現状値
県民指標 52.9％

（22年度）
58.0％

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策の推進を支えるために

主担当部局：地域連携部

40701
ＩＴを利活用した行政サービス
の提供	

（主担当：地域連携部ＩＴ推進課）
　県民の皆さんがＩＴ利活用により必要な行
政情報や行政サービスの提供を受けられるよ
うに、電子申請・届出システム等の安定運用、
利用促進に取り組みます。

電子申請・届出シ
ステム利活用件数

173,549 件
（22 年度）

184,000 件
ＩＴを活用した行政サー
ビスの代表的なシステム
である電子申請・届出シ
ステムの申請数および様
式ダウンロード件数

40702
情報ネットワークおよび行政情
報システムの整備と適正な運用
	 （主担当：地域連携部ＩＴ推進課）
　情報ネットワークおよび行政情報システム
を安定運用することで、行政運営の効率化を
図り、県民の皆さんに対して多様なサービス
の提供や情報交流の活性化を促します。

県情報ネットワー
ク停止時間

42 分
（22 年度）

24 分

県民の皆さんが県の情
報システムを利活用す
るにあたり支障を及ぼ
す行政ＷＡＮ等の基幹
ネットワークの年間停
止時間（メンテナンスを
除く）

目標値現状値目標項目 目標項目の説明

40703
地域情報化の推進	

（主担当：地域連携部ＩＴ推進課）
　県民の皆さんがいつでも、どこでもＩＴの
利活用ができるよう情報通信環境の整備促進
や、市町の情報化の支援に取り組みます。

携帯電話不通話地
域整備数（累計）

61 基
（22 年度）

71 基 条件不利地域における携
帯電話基地局整備数

40704
最適なＩＴ利活用を実現するた
めの仕組みの確立
	 （主担当：地域連携部ＩＴ推進課）
　ＩＴの利活用を推進するにあたって、組織
全体として投資管理、情報セキュリティ対策、
知識共有（人材育成）等の強化に向けた取組を
行っていきます。

新たな手法（シス
テム評価注）２等）に
よる支援を実施し
た大規模システム
数（累計）

－ 28 件

システムの統合化や効率
化などによる全庁情報シ
ステムの最適化を図るた
めに、再構築にあたって
システム評価等による支
援を実施した大規模シス
テム数

注）１　ＩＴ：情報通信技術。コンピュータやデータ通信に関する技術を総称的にあらわす語。
注）２　 システム評価：システム開発や再構築時に想定した目的や創出される効果が、運用後に期待どおりに発揮されているかどうかを検証し、

改善策に生かしていく取組で、ＩＴ投資のＰＤＣＡサイクルにおけるＣ（評価）、Ａ（改善施策検討）のプロセスに相当する。

行政手続等のオン
ライン利用率
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　公共事業の実施プロセスの公正性・透明性を確保し、事業を適正に実施する
ことにより、県民の皆さんの公共事業への信頼感が向上していることをめざし
ます。

めざす姿

行政運営８ 公共事業推進の支援

　これまで、公共事業評価制度の適切な運用、入札契約制度の見直し、入札情報の
電子提供など公共事業の実施プロセスの改善を進めてきたところですが、これらの
取組に加えて、災害時の緊急対応、地域雇用を支える地域企業の育成を図る取組を
進めます。

■  公共事業評価について、適正に運用を図ることにより、公共事業の実施プロセスの透明性
を向上させてきました。今後も、公共事業を取り巻く環境等の変化に対応しながら、評価
の内容を見直していくとともに、電子調達システムをはじめとするＣＡＬＳ／ＥＣ（公共
事業の情報化）をさらに進めることにより、公共事業を適正に実施していくことが求めら
れています。

■ 入札契約制度については、公共工事の品質を確保し、意欲と技術力があり、地域・社会に
貢献している優良な企業が受注できるようにするとともに、価格だけでなく、価格以外の
技術的な要素等を考慮する総合評価の客観性・公平性を確保しながら取り組む必要があり
ます。また、公共工事が減少し地域の建設業の疲弊が進む中、工事の品質低下や災害時の
緊急対応が課題となっています。

■ 公共事業評価については、費用対効果だけでなく地域の実情を加味するなど総合的に評
価を実施し、適正に事業を実施していきます。ＣＡＬＳ／ＥＣについては、蓄積された
事業情報の県民の皆さんへの提供や有効活用等に取り組むとともに、各種システムによ
る事業の効率化を進めます。

■ 入札契約制度については、公共工事の公正性・透明性・競争性の確保に引き続き取り組
むとともに、総合評価の客観性、公平性を確保し、地域・社会に貢献している優良な企
業が受注できるように、制度の改善と適切な運用に取り組みます。また、災害時の緊急
対応や地域雇用の確保等のため、技術力を持ち地域に貢献できる建設業の育成に取り組
みます。

現
状
と
課
題

変
革
の
視
点
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公共事業への信頼度

公共事業評価制度において、「三重県
公共事業評価審査委員会」で審査を
受け妥当とされた割合と総合評価方
式の入札において、地域・社会貢献
の取組実績がある企業が受注した件
数の割合の平均値

目標項目の説明目標項目 目標値現状値
県民指標

92.8％
（22年度）

96.3％

県の活動指標主な取組内容
（基本事業）

施策の推進を支えるために

　これまで進めてきた公共事業の再評価、事後評価の適切な実施、事業情報の県民の皆さんへ
の提供と有効活用等を進める取組に加え、地域の建設業者の地域・社会貢献の取組などを評価し、
優良な企業が受注できるような入札制度の運用等に取り組むことにより、公共事業が適正に運
営されていることをめざします。

主担当部局：県土整備部

平成 27年度末での到達目標

40801
公共事業の適正な執行・管理	

（主担当：県土整備部公共事業運営課）
　公共事業が、実施プロセスの公正性・透明
性を向上させるよう執行されていることをめ
ざし、社会情勢の変化に対応した地域の実情
を加味した総合的な事業評価を行うとともに、
蓄積された事業情報の県民の皆さんへの提供
や有効活用を進め、事業の効率化を図ります。

公共事業再評価・
事後評価達成度

97.1％
（22 年度）

97.5％
公共事業評価制度におい
て、外部委員で構成され
る「三重県公共事業評価
審査委員会」で審査を受
け妥当とされた割合

40802
公共事業を推進するための体制
づくり
	 （主担当：県土整備部入札管理課）
　総合評価方式における評価項目の見直しな
ど、入札制度の改善と適正な運用に取り組み、
公共工事の品質を確保するとともに、技術力
を持ち地域・社会に貢献できる建設業の育成
に取り組みます。

受注者の地域・社
会貢献度

88.4％
（22 年度）

95.0％
総合評価方式の入札にお
いて、地域・社会貢献の
取組実績がある企業が受
注した件数の割合

目標値現状値目標項目 目標項目の説明
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基本事業１

県の活動指標

50001　適正な選挙の管理執行　　　　　　　　　		 （主担当：選挙管理委員会事務局）

　選挙の適正な管理執行や投票率向上のための啓発活動等に取り組みます。

　公正中立な行政運営や権利調整などの準司法的権限に関する行政委員会の取組を掲載してい
ます。

第２節 民主的かつ公正中立な行政運営（行政委員会）

基本事業１   適正な選挙の管理執行
基本事業２   勤務条件の確保と職員の採用
基本事業３   監査評価の充実
基本事業４   労働関係の調整
基本事業５   適正な公共事業用地の収用と私有財産との調整
基本事業６   海面の総合的利用
基本事業７   漁業権設定河川における水産動植物の増殖の
　　　　　　推進
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目標項目 現状値 目標値 目標項目の説明

全県を対象とした選挙の
投票率 63.0％ 63.0％

全県を対象とする選挙（衆議院議員総
選挙、参議院議員通常選挙、知事選挙、
県議会議員一般選挙）の投票率の５か年
平均値



基本事業２

基本事業３

県の活動指標

県の活動指標

50002　勤務条件の確保と職員の採用　　　　　　		　　 （主担当：人事委員会事務局）

　県職員が勤務条件に満足することをめざすとともに、有為な人材の確保に努めます。

50003　監査評価の充実　　　　　　		　　　　　　　　　　（主担当：監査委員事務局）

　県の行財政が適正に運営されるよう、監査・評価を充実します。
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目標項目 現状値 目標値 目標項目の説明

勤務条件に関する職員の
満足度

69.8％
（22 年度）

70.0％

「三重県職員満足度アンケート」のうち、
「過度の精神的不安」、「正当な評価」、「仕
事に見合った給与」、「昇任のしくみ」、「休
暇」、「福利厚生事業」、「総労働時間」、「ハ
ラスメントを許さない雰囲気」の勤務条
件に関係する８項目の満足度を数値に
換算したもの

新規採用職員に対する
所属長等満足度

89.2％
（22 年度）

100％
新規採用職員が配属された所属長等を対象
とした「所属長アンケート」における総合的
な満足度が「期待以上」、「十分期待どおり」、
｢期待程度｣であるものの割合

目標項目 現状値 目標値 目標項目の説明

監査結果に対する改善率 87.9％
(22 年度 )

90.0％ 定期監査結果を受けて執行部局が講じ
た措置のうち、「概ね対応済み」または

「改善に着手」と認められるものの割合

実地による予備監査実施率 71.9％ 73.0％ 定期監査の対象箇所に対し、事務局職員に
よる監査を実地により実施した箇所の割合

実地による委員監査実施率 59.3％ 63.0％ 定期監査の対象箇所に対し、監査委員によ
る監査を実地により実施した箇所の割合



          

基本事業４

基本事業５

県の活動指標

県の活動指標

50004　労働関係の調整　　　　　　		　　　　　　　　	 （主担当：労働委員会事務局）

　労働組合や労働者と使用者の健全な労使関係の確立を図ります。

50005　適正な公共事業用地の収用と私有財産との調整											（主担当：収用委員会）	

　公共事業に必要な土地等の収用または使用に関し、適正な補償を定めた裁決を迅速
に行います。
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目標項目 現状値 目標値 目標項目の説明

不当労働行為事件の
審査期間の目標達成率

80.8％
（22 年度）

100％
申立てから終結までの目標審査期間（１
年半＝ 548 日以内）に対して、当該年
度中に終結した事件の審査に要した平
均日数の割合

労働争議調整事件の
円満解決率

55.6％
（22 年度）

70.0％ 当該年度中に終結したあっせん等の総件数
に対する円満解決した事件数の割合

目標項目 現状値 目標値 目標項目の説明

６か月以内終結率 100％
（22 年度）

100％ 裁決申請があり審理を開始した事件のう
ち、審理を開始してから６か月以内に裁
決を行った事件の割合



基本事業６

基本事業７

県の活動指標

県の活動指標

50006　海面の総合的利用　　		　                     （主担当：海区漁業調整委員会事務局）

　漁業者を主体とした海の利用に関係する者が、漁場利用に係る紛争もなく、海面を
総合的に利用できるように漁業調整を進めます。

50007　漁業権設定河川における水産動植物の増殖の推進
　　		　                                                            （主担当：内水面漁場管理委員会事務局）

　内水面漁業協同組合による漁業権魚種の増殖の向上を図ります。
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目標項目 現状値 目標値 目標項目の説明

操業協定の締結件数 １件
（22 年度）

２件 漁場利用に係る紛争等を防止するため
他県と締結した漁業操業協定の件数

目標項目 現状値 目標値 目標項目の説明

目標増殖量の達成率 89.3％
（22 年度）

100％ 河川ごとに定めている目標増殖量を達成
している比率



第２章　計画の進行管理

（１）「みえ県民力ビジョン」の進行管理
　「みえ県民力ビジョン」の推進にあたっては、ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）のサイク
ルに基づき、常に県民の皆さんに成果が届いているかを意識しながら、「行動計画」の目標達
成に向けた的確な進行管理に努めます。

① 計画（Ｐｌａｎ）
　長期的な戦略計画である「みえ県民力ビジョン」と中期の「行動
計画」に基づく単年度の方針として「経営方針」を策定し、当該年
度の政策課題や行動指針を明確にします。

② 実行（Ｄｏ）
　部局長、副部長、課長等は、自身のマネジメント方針や所管す
る事業の目標等を定め、各所属組織において経営方針を具体的に
展開します。

③ 評価（Ｃｈｅｃｋ）
　計画に基づき、取り組んだ施策等の進捗状況について評価を行
います。

④ 改善（Ａｃｔ）
　評価によって明らかになった施策等の成果や課題、翌年度への
改善方向については、「成果レポート」として取りまとめ、県民の
皆さんにわかりやすくお伝えします。

第１節 基本的な考え方

Plan計画

Do実行

Check評価

Act改善
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Plan

Act

Check

Do

改善

評価

実行

計画

改善

評価

実行

計画
PDCAサイクルPDCAサイクル

成果レポート

各部局において
経営方針を
具体的に展開

施策等の進捗状況を評価

成果レポート

みえ県民力ビジョン
みえ県民力ビジョン・行動計画
経営方針

みえ県民力ビジョン
みえ県民力ビジョン・行動計画
経営方針

各部局において
経営方針を
具体的に展開

施策等の進捗状況を評価

「みえ県民力ビジョン」進行管理の仕組み
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　「みえ県民力ビジョン」では「幸福実感日本一」の三重をめざすことから、政策分野ごとの
16 の「幸福実感指標」を設定し、「県民指標」に加えて、「幸福実感指標」の推移を把握するこ
とで、行動計画全体としての進行管理に努めるとともに、「成果レポート」に記載して公表
します。
　なお、「幸福実感指標」は、県民の皆さんを対象に「みえ県民意識調査」を実施することで、
毎年把握することとします。
　施策ごとに設定する「県民指標」が、県をはじめとしたさまざまな主体の活動による県民
の皆さんにとっての成果を、数値目標を設けて評価するための指標であるのに対して、「幸
福実感指標」は、一人ひとりが生活している中で感じる政策分野ごとの実感の推移を調べ、
全体としての幸福実感を把握するための指標であり、目標値は設定しません。

第 2 節  県民の幸福実感の把握

16の「幸福実感指標」

Ⅰ -	１　危機管理
～災害等の危機から命と暮らしを守る社会～

災害等の危機への備えが進んでい
ると感じる県民の割合

Ⅰ「守る」

Ⅰ -	２　命を守る
～健康な暮らしと安心できる医療体制～

必要な医療サービスが利用できて
いると感じる県民の割合

Ⅰ -	４　共生の福祉社会
～地域の中で誰もが共に支え合う社会～

必要な福祉サービスが利用できて
いると感じる県民の割合

Ⅰ -	３　暮らしを守る
～誰もが安全で安心して暮らせる地域社会～

犯罪や事故が少なく、安全に暮ら
せていると感じる県民の割合

Ⅰ－５　環境を守る持続可能な社会
～自然を大切にし、環境への負荷が少ない社会～

身近な自然や環境を守る取組が広
がっていると感じる県民の割合

政策分野 指　標
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Ⅱ -	１　人権の尊重と多様性を認め合う社会
～一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会～

一人ひとりが尊重され、誰もが社会に
参画できていると感じる県民の割合

Ⅲ -	１　農林水産業
～食や暮らしと地域経済を支える農林水産業～

三重県産の農林水産物を買いたい
と感じる県民の割合

Ⅱ「創る」

Ⅲ「拓
ひ ら

く」

Ⅱ -	２　教育の充実
～一人ひとりの個性と能力を育む教育～

子どものためになる教育が行われて
いると感じる県民の割合

Ⅲ -	２　強じんで多様な産業
～地域に活力と雇用を生み出す産業構造への転換～

県内の産業活動が活発であると感
じる県民の割合

Ⅱ -	４　スポーツの推進
～夢と感動を育む社会～

スポーツを通じて夢や感動が育まれ
ていると感じる県民の割合

Ⅲ -	４　世界に開かれた三重
～観光産業の振興と国際戦略の展開～

国内外に三重県の魅力が発信され、
交流が進んでいると感じる県民の割合

Ⅱ -	３　子どもの育ちと子育て
～子どもが豊かに育つことができる社会～

地域社会の見守りの中で、子どもが元
気に育っていると感じる県民の割合

Ⅲ -	３　雇用の確保
～誰もが働ける社会～

働きたい人が仕事に就き、必要な収
入を得ていると感じる県民の割合

Ⅱ -	５　地域との連携
～誰もが魅力を感じ、活力のある地域～

自分の住んでいる地域に愛着があり、今
後も住み続けたいと感じる県民の割合

Ⅱ -	６　文化と学び
～地域の誇りと心の豊かさを育む社会～

文化芸術や地域の歴史等について、学び
親しむことができると感じる県民の割合

Ⅲ -	５　安心と活力を生み出す基盤
～県民の生活や経済活動を支える基盤の整備～

道路や公共交通機関等が整ってい
ると感じる県民の割合

政策分野

政策分野 指　標

指　標
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　県民の皆さんと「協創」の取組を進めるには、職員力の向上が必要です。一方、県の財政状
況は、県債残高が年々増加する中、歳入面では、県税収入に多くを期待することが困難な状
況にあり、歳出面では、公債費や社会保障関係経費の増加が見込まれるなど、さらに一段と
厳しくなることが予想されます。県政運営を進める仕組みについても、時代の変化にさらに
対応できるよう、また、県民の皆さんに成果をより届けることができるよう、不断の見直し
を行っていくことが必要です。

　こうしたことから、「先導・変革」、「自立・創造」、「簡素・効率」の３つをキーワードに、行
財政運営の改革に取り組み、「自立した地域経営」を実現することにより、「行動計画」の着実な
推進につなげます。
　行財政改革の３つの柱として、現場を重視し、県民の皆さんと共に「協創」の取組を進める、
高い意欲と能力を持った人材を育てる「人づくりの改革」、将来世代に負担を先送りしない、
持続可能な財政基盤の確立に向けた「財政運営の改革」、時代の変化に対応し、県民の皆さん
に成果をより届けることができる「仕組みの改革」に取り組みます。
　

第３節 行政経営資源の見通し

（行財政改革取組）
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　 こ の 行 動 計 画 期 間 中 の 県 の 財 政 規 模 に つ い て、 一 般 会 計 の 歳 出 額 の 合 計 は、
２兆６，８０１億円程度と推計され、また、歳入額の合計は、２兆６，５１７億円程度と推計
されます。これによる要調整額（財源不足額）は、２８４億円程度と見込まれます。
　県の財政状況がこのような厳しい状況にあっても、計画を着実に実行していく必要があり
ます。そのため、予算編成の中で「選択・集中プログラム」については、行政経営資源を効率
的・効果的に投入する観点から、重点的な予算措置を行うなど、メリハリのある取組を行っ
ていきます。
　また、あらゆる財源確保に向けた取組を行うとともに、徹底した事務事業の見直しや総人
件費の抑制など行財政改革取組に基づき、着実な財政運営を行っていきます。
　なお、国の地方財政対策や景気の動向等により、財政見通しが変わる場合もあります。

（計画期間中の財政見通し）
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表１　計画期間中の財政見通し（一般会計）

区　　分 平成 24 年度
（2012）

平成 25 年度
（2013）

平成 26 年度
（2014）

平成 27 年度
（2015） 備　考

歳
　
　
出

人件費 2,211 2,251 2,269 2,271 平成 25 年度は一部管理職の特例的な
減額を反映

退職手当 225 226 242 244 退職見込者数から推計

社会保障関係経費 861 902 928 966 医療・介護等の増加要因を勘案して推計

公債費 1,067 1,137 1,188 1,236 過去および将来の発行状況により推計

税収関連交付金 617 628 643 654 県税の伸び率と連動させて推計

一般行政経費 1,937 1,802 1,669 1,562

雇用・経済対策等の基金事業の終了を
考慮の上、以下により推計
・公共事業（公共、直轄、県単）
　→年３％削減として推計
・施策別財源配分経費等
　→年 10％削減として推計

歳　出　計　Ａ 6,694 6,719 6,699 6,690

区　　分 平成 24 年度
（2012）

平成 25 年度
（2013）

平成 26 年度
（2014）

平成 27 年度
（2015） 備　考

歳
　
　
入

県税 2,067 2,092 2,150 2,189 税制改正影響分を考慮の上、原則とし
て名目経済成長率により推計

地方消費税清算金 348 354 363 370 名目経済成長率により推計

地方交付税
（臨時財政対策債、減
収補てん債を含む）

2,015 2,032 2,013 2,007 県税や公債費、社会保障関係経費の伸
び等を勘案して推計

国庫支出金 695 682 658 650 歳出に連動させて推計

県債 719 682 675 635 歳出に連動させて推計

その他 850 817 738 713

地方譲与税
　→ 原則として名目経済成長率により

推計
分担金負担金
　→歳出に連動させて推計
その他収入
　→ 雇用・経済対策等の基金の残高を

考慮の上、原則として平成 24 年
度と同程度の水準として推計

歳　入　計　Ｂ 6,694 6,660 6,598 6,564

区　　分 平成 24 年度
（2012）

平成 25 年度
（2013）

平成 26 年度
（2014）

平成 27 年度
（2015）

要調整額
（Ａ－Ｂ） 0 59 100 125

（単位：億円）

（単位：億円）

（単位：億円）
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区　　分 平成 24 年度
（2012）

平成 25 年度
（2013）

平成 26 年度
（2014）

平成 27 年度
（2015） 備　考

　年度末地方債残高見込 12,968 13,350 13,682 13,941

　臨時財政対策債等 4,736 5,126 5,497 5,845

※ 国の地方財政対策により決定される
臨時財政対策債や災害に対応するた
めの災害復旧事業債等、発行につい
て県の裁量の余地のないもの

　建設地方債等 8,232 8,224 8,185 8,096 参考： 平成 23 年度末現在高　8,190 億円
（最終補正後）

当初予算計上 691 671 663 624

補正予算計上 26 26 26 26

元金償還金 675 705 728 739

＊ この試算は、備考欄に示した考え方により試算しています。なお、名目経済成長率については、内閣府試算（平成
24 年 1 月 24 日「経済財政の中長期試算」）で用いられた率を使用しています。

＊数値は、四捨五入によるため、各区分の合計と歳出計欄、歳入計欄の数値等が一致しない場合があります。

（単位：億円）
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参考資料
１　�県議会、市町、有識者、県民の

皆さんからの意見反映

２　個別計画一覧

３　数値目標一覧
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（１）県議会からの申し入れ

（２）市町からのご意見やご提案

　「みえ県民力ビジョン」の策定を進めるにあたっては、県議会から知事に申し入れをいただ
くとともに、知事と市町長との意見交換の機会などを通じて、市町からご意見やご提案をい
ただきました。また、有識者の方々からご意見やご提案をいただくとともに、県民の皆さん
からは、パブリックコメントや、大学生と知事との意見交換の機会などを通じて、ご意見や
ご提案をいただきました。

１　県議会、市町、有識者、県民の皆さんからの意見反映

◆トップ会議

◆市町へのご意見等の照会

298298

時　期 内　　容

平成 23（2011）年 11 月、
平成 24（2012）年１月

全員協議会や各行政部門別常任委員会において詳細な調査が
行われ、11 月４日に「『みえ県民力ビジョン及び行動計画（仮
称）（中間案）』並びに『三重県行財政改革取組（素案）』に基づく
今後の『県政運営』等に関する申入書」により、また、１月 26
日に「『みえ県民力ビジョン及び行動計画（仮称）（最終案）』並び
に『三重県行財政改革取組（中間案）』に基づく今後の『県政運
営』等に関する申入書」により、ご要望、ご意見をいただきま
した。

時　期 内　　容

平成 23（2011）年８月、
平成 24（2012）年１月

知事と市町長が、地域における課題について、包括的な意見
交換を行う、「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」（地域
会議）トップ会議において、ご意見等をいただきました。

＊ 48 件

時　期 内　　容

平成 23（2011）年
９月～ 12 月

県内の各市町に対して、中間案および最終案の説明会を実施
するとともに、ご意見等をいただきました。

＊ 85 件
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（３）有識者の方々からのご意見やご提案

（４）県民の皆さんからのご意見やご提案

◆パブリックコメント

◆三重県経営戦略会議

◆特定の政策課題や個別計画の検討などを行う会議等

◆その他有識者からのご意見やご提案

299299

時　期 内　　容

平成 23（2011）年
７月、８月、10 月 

県政における政策課題に関し、専門的かつ総合的な知見を有す
る方々と意見交換を行うことを目的として設置した、三重県経
営戦略会議の委員の皆さんからご意見等をいただきました。

＊ 90 件

時　期 内　　容

平成 23（2011）年
９月～ 11 月

各部局が所管する会議等から、ご意見等をいただきました。           
＊５件

時　期 内　　容

平成 23（2011）年
７月～ 10 月

三重県とゆかりのある有識者の方々からご意見等をいただき
ました。

＊ 58 件

時　期 内　　容

平成 23（2011）年
９月～ 12 月

中間案、最終案に対してパブリックコメントを実施し、県民
の皆さんからご意見等をいただきました。

＊ 28 件
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◆各種団体等へのご意見等の照会

◆みえの現場・すごいやんかトーク

◆大学生との意見交換

◆高校生へのアンケート

※ これまでにいただいたご意見等の反映状況については、県のホームページでも公表しています
ので、ご参照ください。

　（http://www.pref.mie.lg.jp/VISION/index.htm）

300300

時　期 内　　容

平成 23（2011）年
９月～ 12 月

県内の高等教育機関、ＮＰＯ法人、各種団体などから、中間案、
最終案に対してご意見等をいただきました。

＊ 73 件

時　期 内　　容

平成 23（2011）年
８月、10 月、11 月

知事が直接現場に出向き、地域で頑張っている県民の皆さん
と対話する「みえの現場・すごいやんかトーク」の各会場にお
いて、ご意見等をいただきました。

＊ 17 件

時　期 内　　容

平成 23（2011）年
８月～ 12 月

若い世代の方々と知事が直接対話する「みえの現場・すごいや
んかトーク大学編」において、学生の皆さんからご意見等をい
ただきました。

＊ 44 件（９校）

時　期 内　　容

平成 23（2011）年
６月～７月

次代を担う若い人たちのニーズを把握するため、県内の高校
２年生を対象として、アンケート調査を実施しました。

＊有効回答数：2,419 人（80 校）
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　「関連する個別計画」は、法定計画や条例に基づき議決を経て策定された計画、「みえ県民力
ビジョン・行動計画」に記載されている計画等を施策ごとに記載しています。

２　個別計画一覧

施　　策
関連する個別計画

計画の名称 計画期間 計画の主担当部

111 防災・減災対策
の推進

三重県地域防災計画 平成 23 年７月～ 防災対策部

三重県石油コンビナート等
防災計画 平成 23 年７月～ 防災対策部

三重県緊急地震対策行動計画 平成 23 年 10 月～平成 25 年３月 防災対策部

三重県新地震対策行動計画
（仮称） 平成 24 年度策定予定 防災対策部

三重風水害等対策アクショ
ンプログラム 平成 22 年４月～平成 27 年３月 防災対策部

三重県消防広域化推進計画 平成 20 年３月～ 防災対策部

三重県における緊急消防援
助隊応援出動及び受援計画 平成 24 年２月～ 防災対策部

三重県耐震改修促進計画 平成 19 年３月～平成 28 年３月 県土整備部

113 食の安全・安心
の確保

三重県食の安全・安心確保
基本方針 平成 15 年１月～ 農林水産部

三重県食を担う農業及び農村
の活性化に関する基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 農林水産部

114 感染症の予防と
体制の整備

三重県感染症予防計画 平成 11 年４月～ 健康福祉部

三重県新型インフルエンザ
行動計画 平成 17 年４月～ 健康福祉部

121 医師確保と医療
体制の整備

三重県保健医療計画
（第４次改訂） 平成 20 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県地域医療再生計画
（現行分） 平成 22 年１月～平成 26 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県地域医療再生計画
（拡充分） 平成 23 年９月～平成 26 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県周産期医療体制整備計画 平成 23 年４月～平成 28 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県へき地保健医療計画 平成 23 年８月～平成 28 年７月 健康福祉部医療対策局

三重県医療費適正化計画 平成 20 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部

三重県病院事業中期経営計画 平成 22 年４月～平成 25 年３月 病院事業庁

県立病院改革に関する基本方針 平成 22 年３月～ 健康福祉部医療対策局
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施　　策
関連する個別計画

計画の名称 計画期間 計画の主担当部

122 がん対策の推進 三重の健康づくり総合計画
「ヘルシーピープルみえ・
21」

平成 13 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県がん対策戦略プラン 平成 20 年８月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県保健医療計画
（第４次改訂） 平成 20 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

123 こころと身体の
健康対策の推進

三重の健康づくり総合計画
「ヘルシーピープルみえ・
21」

平成 13 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県自殺対策行動計画 平成 21 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県保健医療計画
（第４次改訂） 平成 20 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県がん対策戦略プラン 平成 20 年８月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県医療費適正化計画 平成 20 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部

132 交通安全のまち
づくり

第９次三重県交通安全計画 平成 23 年４月～平成 28 年３月 環境生活部

133 消費生活の安全
の確保

第二次三重県消費者施策基
本指針 平成 23 年４月～平成 27 年３月 環境生活部

134 薬物乱用防止等
と医薬品の安全
確保

三重県動物愛護管理推進計画 平成 21 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部

141 介護基盤整備な
どの高齢者福祉
の充実

みえ高齢者元気・かがやき
プラン 平成 24 年４月～平成 26 年３月 健康福祉部

三重県保健医療計画
（第４次改訂） 平成 20 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

三重県健康づくり総合計画
「ヘルシーピープルみえ・
21」

平成 13 年４月～平成 25 年３月 健康福祉部医療対策局

142 障がい者の自立
と共生

みえ障がい者共生社会づく
りプラン 平成 24 年４月～平成 26 年３月 健康福祉部

みえ高齢者元気・かがやき
プラン 平成 24 年４月～平成 26 年３月 健康福祉部

三重県教育ビジョン 平成 23 年４月～平成 28 年３月 教育委員会

第９次三重県職業能力開発計画 平成 23 年 10 月～平成 28 年３月 雇用経済部

143 支え合いの福祉
社会づくり

第２次三重県ユニバーサル
デザインのまちづくり推進
計画

平成 23 年４月～平成 27 年３月 健康福祉部
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施　　策
関連する個別計画

計画の名称 計画期間 計画の主担当部

151 地球温暖化対策
の推進 三重県環境基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 環境生活部

三重県地球温暖化対策実行
計画 平成 24 年４月～平成 33 年３月 環境生活部

三重県環境保全活動・環境
教育基本方針 平成 17 年６月～ 環境生活部

三重県新エネルギービジョン 平成 24 年４月～平成 33 年３月 雇用経済部

152 廃棄物総合対策
の推進 三重県環境基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 環境生活部

三重県廃棄物処理計画 平成 23 年４月～平成 28 年３月 環境生活部廃棄物対策局

ごみゼロ社会実現プラン 平成 17 年４月～平成 38 年３月 環境生活部廃棄物対策局

153 自然環境の保全
と活用 三重県環境基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 環境生活部

三重県自然環境保全基本方針 平成 16 年３月～ 農林水産部

みえ生物多様性推進プラン 平成 24 年４月～平成 28 年３月 農林水産部

第 11 次鳥獣保護事業計画 平成 24 年４月～平成 29 年３月 農林水産部

154 大気・水環境の
保全 三重県環境基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 環境生活部

三重県自動車排出窒素酸化物及
び自動車排出粒子状物質総量削
減計画（NOx・PM 総量削減計画）

平成 24 年度策定予定 環境生活部

化学的酸素要求量、窒素含
有量及びりん含有量にかか
る総量削減計画（第７次）

平成 24 年２月～平成 27 年３月 環境生活部

三重県生活排水処理施設整
備計画（生活排水処理アク
ションプログラム）

平成 18 年３月～平成 28 年３月 環境生活部

伊勢湾再生行動計画 平成 19 年３月～平成 30 年３月 環境生活部

三重県海岸漂着物対策推進計画 平成 24 年３月～ 環境生活部

211 人権が尊重され
る社会づくり

三重県人権施策基本方針
（第一次改定） 平成 18 年３月～ 環境生活部

三重県人権教育基本方針 平成 21 年２月～ 教育委員会

第二次人権が尊重される三
重をつくる行動プラン 平成 23 年４月～平成 27 年３月 環境生活部
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施　　策
関連する個別計画

計画の名称 計画期間 計画の主担当部

212 男女共同参画の
社会づくり

第２次三重県男女共同参画
基本計画 平成 23 年４月～平成 33 年３月 環境生活部

三重県ＤＶ防止及び被害者
保護・支援基本計画　改定版 平成 23 年４月～平成 26 年３月 健康福祉部

子ども・家庭局

213 多文化共生社会
づくり

三重県国際化推進指針
（第一次改訂） 平成 23 年４月～平成 27 年３月 環境生活部

221 学力の向上 三重県教育ビジョン 平成 23 年４月～平成 28 年３月 教育委員会

222 地域に開かれた
学校づくり 三重県教育ビジョン 平成 23 年４月～平成 28 年３月 教育委員会

223 特別支援教育の
充実 三重県教育ビジョン 平成 23 年４月～平成 28 年３月 教育委員会

224 学校における防
災教育・防災対
策の推進

三重県教育ビジョン 平成 23 年４月～平成 28 年３月 教育委員会
三重県の学校における今後
の防災対策・防災教育の在
り方について＜指針＞

平成 23 年 12 月～ 教育委員会

三重県緊急地震対策行動計画 平成 23 年 10 月～平成 25 年３月 防災対策部

231 子どもの育ちを
支える家庭・地
域づくり

健やか親子いきいきプラン
みえ 平成 23 年４月～平成 27 年３月 健康福祉部

子ども・家庭局
第二期次世代育成支援行動
計画 平成 22 年４月～平成 27 年３月 健康福祉部

子ども・家庭局

232 子育て支援策の
推進

健やか親子いきいきプラン
みえ 平成 23 年４月～平成 27 年３月 健康福祉部

子ども・家庭局
第二期次世代育成支援行動
計画 平成 22 年４月～平成 27 年３月 健康福祉部

子ども・家庭局
第二期三重県ひとり親家庭
等自立促進計画 平成 22 年４月～平成 27 年３月 健康福祉部

子ども・家庭局

233 児童虐待の防止
と社会的養護の
推進

健やか親子いきいきプラン
みえ 平成 23 年４月～平成 27 年３月 健康福祉部

子ども・家庭局
第二期次世代育成支援行動
計画 平成 22 年４月～平成 27 年３月 健康福祉部

子ども・家庭局

241 学校スポーツと
地域スポーツの
推進

三重県教育ビジョン 平成 23 年４月～平成 28 年３月 教育委員会

第７次三重県スポーツ振興
計画 平成 23 年４月～平成 27 年３月 地域連携部

スポーツ推進局

242 競技スポーツの
推進

三重県教育ビジョン 平成 23 年４月～平成 28 年３月 教育委員会

第７次三重県スポーツ振興
計画 平成 23 年４月～平成 27 年３月 地域連携部

スポーツ推進局
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施　　策
関連する個別計画

計画の名称 計画期間 計画の主担当部

253 「美し国おこし・三 
重」の新たな推進

「美し国おこし・三重」三重
県基本計画

平成 21 年１月～
（おおむね６年間） 地域連携部

254 農山漁村の振興 三重県食を担う農業及び農村
の活性化に関する基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 農林水産部

三重県水産業・漁村振興指針 平成 24 年４月～平成 34 年３月 農林水産部

三重県生活排水処理施設整
備計画（生活排水処理アク
ションプログラム）

平成 18 年３月～平成 28 年３月 環境生活部

255 市町との連携に
よる地域活性化 三重県過疎地域自立促進計画 平成 22 年４月～平成 28 年３月 地域連携部

南部地域活性化局

三重県離島振興計画 平成 15 年４月～平成 25 年３月 地域連携部
南部地域活性化局

紀伊地域半島振興計画 平成 17 年 12 月～平成 27 年３月 地域連携部
南部地域活性化局

261 文化の振興 三重の文化振興方針 平成 20 年３月～ 環境生活部

262 生涯学習の振興 第３次三重県生涯学習振興
基本計画 平成 23 年３月～平成 27 年３月 環境生活部

第二次三重県子ども読書活
動推進計画

平成 21 年 11 月～
（おおむね５年間） 教育委員会

311 農林水産業のイ
ノベーションの
促進

三重県食を担う農業及び農村
の活性化に関する基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 農林水産部

三重の森林づくり基本計画
2012 平成 24 年４月～平成 38 年３月 農林水産部

三重県水産業・漁村振興指針 平成 24 年４月～平成 34 年３月 農林水産部

三重県食育推進計画 平成 23 年 12 月～平成 28 年３月 農林水産部

312 農業の振興 三重県食を担う農業及び農村
の活性化に関する基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 農林水産部

みえの安全・安心農業生産
推進方針

平成 21 年３月～
（おおむね５年間） 農林水産部

三重県食の安全・安心確保
基本方針 平成 15 年１月～ 農林水産部

三重県農業経営基盤の強化
の促進に関する基本方針

平成 23 年 11 月～
（おおむね５年間） 農林水産部

306306



参
考
資
料

施　　策
関連する個別計画

計画の名称 計画期間 計画の主担当部

313 林業の振興と森
林づくり

三重の森林づくり基本計画
2012 平成 24 年４月～平成 38 年３月 農林水産部

三重県環境基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 環境生活部

314 水産業の振興 三重県水産業・漁村振興指針 平成 24 年４月～平成 34 年３月 農林水産部

321 三重の強みを生
かした事業環境
の整備と企業誘
致の推進

みえ産業振興戦略 平成 24 年度策定予定 雇用経済部

みえメディカルバレー構想
第３期実施計画 平成 24 年４月～平成 28 年３月 健康福祉部

322 ものづくり三重
の推進 みえ産業振興戦略 平成 24 年度策定予定 雇用経済部

323 地域の価値と魅
力を生かした産
業の振興

みえ産業振興戦略 平成 24 年度策定予定 雇用経済部

324 中小企業の技術
力向上支援と科
学技術の振興

みえ産業振興戦略 平成 24 年度策定予定 雇用経済部

325 新しいエネルギー
社会の構築

みえ産業振興戦略 平成 24 年度策定予定 雇用経済部

三重県新エネルギービジョン 平成 24 年４月～平成 33 年３月 雇用経済部

三重県環境基本計画 平成 24 年４月～平成 34 年３月 環境生活部

三重県地球温暖化対策実行
計画 平成 24 年４月～平成 33 年３月 環境生活部

331 雇用への支援と
職業能力開発

第９次三重県職業能力開発
計画 平成 23 年 10 月～平成 28 年３月 雇用経済部

341 三重県営業本部
の展開

みえ産業振興戦略 平成 24 年度策定予定 雇用経済部

342 観光産業の振興 三重県観光振興基本計画 平成 24 年４月～平成 28 年３月 雇用経済部
観光・国際局

343 国際戦略の推進 三重県国際化推進指針（第一次改訂） 平成 23 年４月～平成 27 年３月 環境生活部

みえ産業振興戦略 平成 24 年度策定予定 雇用経済部

三重県観光振興基本計画 平成 24 年４月～平成 28 年３月 雇用経済部
観光・国際局
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関連する個別計画

計画の名称 計画期間 計画の主担当部

353 快適な住まい
まちづくり 都市計画区域マスタープラン 平成 23 年４月～

（おおむね 10 年間） 県土整備部

三重県住生活基本計画 平成 24 年３月～平成 33 年３月 県土整備部

三重県景観計画 平成 20 年４月～ 県土整備部
第２次三重県ユニバーサル
デザインのまちづくり推進
計画

平成 23 年４月～平成 27 年３月 健康福祉部

354 水資源の確保と
土地の計画的な
利用

北部広域圏広域的水道整備
計画 平成 20 年３月～平成 31 年３月 環境生活部

西部広域圏広域的水道整備
計画 平成 10 年４月～平成 31 年３月 環境生活部

南部広域圏広域的水道整備
計画 平成 22 年６月～平成 33 年３月 環境生活部

三重県国土利用計画（第四次） 平成 20 年 10 月～平成 29 年 12 月 地域連携部

行政運営の取組
関連する個別計画

計画の名称 計画期間 計画の主担当部

行
政
運
営
２

行財政改革の推
進による県行政
の自立運営

三重県行財政改革取組 平成 24 年４月～平成 28 年３月 総務部

三重県職員人づくり基本方針
（仮称） 平成 24 年度策定予定 総務部

行
政
運
営
３

行財政改革の推
進による県財政
の的確な運営

三重県行財政改革取組 平成 24 年４月～平成 28 年３月 総務部

みえ県有財産利活用方針 平成 24 年４月～平成 28 年３月 総務部
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３　数値目標一覧

　数値目標一覧とは、「みえ県民力ビジョン・行動計画」の＜施策＞、＜選択・集中プログラム＞、＜行政
運営の取組＞に設定した数値目標を取りまとめたものです。
　この一覧では、設定した数値目標の「目標項目」、「選定理由」、「平成 27年度目標値の設定理由」、
「現状値」、「目標値」を記載しています。

●数値目標一覧の見方について

施策
番号 区分注）1 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

◎◎◎

｢県民指標｣
｢活動指標｣
の区分を示
しています。

数値目標とす
る項目を示し
ています。

この数値目標を選定した理由
を記載しています。

この数値目標に設定した、平
成 27 年度における目標値の
設定理由を記載しています。

現在（最新の
実績）の数値
を示してい
ます。注）2

平成 27 年度
における目標
値を示してい
ます。注）3

○○○○○

○
○
○
○

■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
◇◇◇◇ ■■■■■■ ■■■■■■

注 )１　�＜施策＞、＜行政運営の取組＞については、県民の皆さんにとっての成果をあらわす指標である「県民指標」と、県が取り組んだことの
効果がわかる指標である「県の活動指標」（表中では「活動指標」と表記しています）の区分を記載しています。

注 )２　平成 23年度の現状値の把握が困難な指標について、把握可能な最新年度の数値を用いた場合は「（平成○○年度）」と記載しています。
注 )３　�平成 27年度の取組結果を評価する時点（平成 28年５月頃を予定）で、平成 27年度実績の把握が困難な指標については、把握可能な最

新年度の実績により評価することとし、評価に用いる対象年度について「（平成○○年度）」と記載しています。
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施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

Ⅰ．「守る」

　各施策に設定した、県民の皆さんにとっての成果をあらわす指標である「県民指標」と、県が取り組んだことの効果がわ
かる指標である「県の活動指標」の一覧です。

～命と暮らしの安全・安心を実感できるために～

(1 ) 施策の数値目標

111

県
民
指
標

率先して防災
活動に参加す
る県民の割合

東日本大震災での経験から、「自
分の命は自分で守る」ことの重
要性が指摘されていることや、

「自助」「共助」の取組の推進が地
域の避難行動や災害対応力の向
上につながることから選定しま
した。

防災活動に参加する県民の割合
を、現状値から毎年度３％程度
向上させることを目標として設
定しました。 38.1％

（平成 22 年度）
50.0％

　

11101

活
動
指
標

新地震対策行
動計画（仮称）
の進捗率

新地震対策行動計画（仮称）の進
捗率を高めていくことが、新た
な防災・減災対策の計画的な推
進につながることから選定しま
した。

今後策定する新地震対策行動計
画（仮称）の平成27年度末時点
での到達目標を達成することを
目標として設定しました。

－　　 100％

11102

活
動
指
標

県・市町・防
災関係機関等
が連携して実
施する防災訓
練の回数

県、市町、防災関係機関等が互
いに連携を図り、災害発生時に
迅速・的確な対応を行うために
有効な防災訓練に取り組む機会
を増やしていくことが、災害対
応力の充実・強化につながるこ
とから選定しました。

訓練の実施回数を、平成23年
度の５回から、平成27年度に
は８回まで引き上げることを目
標として設定しました。 ５回 ８回

11103

活
動
指
標

自主防災組織
の実践的な訓
練実施率

訓練の実施率の上昇が、地域防
災力の向上を図る上で重要と考
えることから選定しました。

訓練実施に向けたノウハウを持
たない自主防災組織に対して
は、支援の時間が必要なことか
ら、現状値から毎年の平均で７％
程度向上させることを目標とし
て設定しました。

23.1％ 50.0％

11104

活
動
指
標

県 防 災 情 報
メ ー ル 配 信
サービスの登
録者数

詳細な地震、気象情報の提供を
行う県防災情報メール配信サー
ビスへの登録者数の増加が、災
害時における県民の皆さんの迅
速な対応に向けた防災情報の共
有化につながることから選定し
ました。

災害時における迅速な防災情報
の共有化を促進するため、東日
本大震災発生直後の登録者数か
ら倍増以上とすることを目標と
して設定しました。

24,000 人
（平成22年度）

50,000 人
　

11105

活
動
指
標

災害拠点病院
等の耐震化率

地域の医療救護の拠点となる災
害拠点病院および二次救急医療
機関が耐震化されており、大規
模災害時に医療が継続できる状
態にあることが重要であること
から選定しました。

全ての建物の耐震性が確保され
ていない病院のうち、平成27
年度末までに耐震改修や新築・
建て替え等により耐震化できる
病院数を見込んで目標値を設定
しました。

54.3％
（平成22年度）

82.9％
　

11106

活
動
指
標

耐震基準を満
たした住宅の
割合　

地震による被害の軽減（減災）に
向けて、住宅の耐震化を促進す
ることは、地震の揺れによる死
者数や経済的被害額を減少させ、
地域の防災力を高めることから
選定しました。

国土交通省の指針（告示）等によ
り、平成27年度 90％、平成
32年度95％が掲げられている
ことから、同数値を目標として
設定しました。

80.9％
（平成22年度）

90.0％
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施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

11107

活
動
指
標

緊急輸送道路
に指定されて
いる県管理道
路の改良率

大規模災害時における地域の孤
立を防ぎ、円滑な救助・救援活
動、緊急物資の輸送手段の確保、
復興活動の基盤となる緊急輸送
道路の整備が必要なことから選
定しました。

第１次および第２次緊急輸送道
路に指定されている県管理道
路（91路線）の改良率について、
平成27年度末までに94.5％に
向上させることを目標値として
設定しました。

91.2％ 94.5％

11108

活
動
指
標

消防設備等の
充足率

人員数、消防設備および消防水
利の整備状況が消防力をあらわ
す指標として重要であることか
ら選定しました。

地域における消防力の向上を促
進するため、総務省消防庁が消
防力の整備指針として示す整備
数に対する市町の整備割合の維
持、向上をめざし、平成27年
度末までに84.0％まで引き上
げることを目標として設定しま
した。

83.0％
（平成22年度）

84.0％

11109

活
動
指
標

高圧ガス等施
設における事
故発生防止率

高圧ガス等を取り扱う際の保安
を確保するためには、事故の発
生を防止することが重要である
ことから選定しました。

高圧ガス等を取り扱う施設の保
安確保の目的である事故発生ゼ
ロをめざし、事故防止率100％
を目標として設定しました。

99.6％
（平成22年度）

100％
　

112

県
民
指
標

自然災害への
対策が講じら
れている人家
数

県民の皆さんの生命と財産を守
るために、河川、砂防、海岸保全、
治山施設の整備に取り組んだ効
果をあらわすことから目標項目
として選定しました。

過去の実績と今後の事業費の見
通しを勘案して、平成 27 年度
末までに 4,900 戸増加するこ
とをめざして目標値を設定しま
した。

232,200 戸
（平成 22 年度）

237,100 戸
　

11201

活
動
指
標

河川整備延長

県民の皆さんの生命と財産を守
るために河川を整備した延長で
あり、県が取り組んだ効果を示
すことから目標項目として選定
しました。

過去の実績と今後の事業費の見
通しを勘案して平成27年度末
までに1.9km伸ばすことをめ
ざして目標値を設定しました。

462.4km
（平成22年度）

464.3km
　

11202

活
動
指
標

土砂災害保全
戸数

県民の皆さんの生命と財産を守
るために砂防施設整備を行い保
全した人家戸数であり、県が取
り組んだ効果を示すことから目
標項目として選定しました。

過去の実績と今後の事業費の見
通しを勘案して、平成27年度
末までに約540戸伸ばすことを
めざして目標値を設定しました。

17,719戸
（平成22年度）

18,260戸
　

11203

活
動
指
標

海岸整備延長

県民の皆さんの生命と財産を守
るために海岸保全施設を整備し
た延長であり、県が取り組んだ
効果を示すことから目標項目と
して選定しました。

過去の実績と今後の事業費の見
通しを勘案して、平成27年度
末までに6.7km伸ばすことを
めざして目標値を設定しました。

281.7km
（平成22年度）

288.4km
　

11204

活
動
指
標

山地災害保全
集落数

県民の皆さんの生命と財産を守
るために施設整備を行い、山地
災害から保全される集落数であ
り、県が取り組んだ効果を示す
ことから目標項目として選定し
ました。

過去の実績と今後の事業費の見
通しを勘案して平成27年度末
までに84集落伸ばすことをめ
ざして目標値を設定しました。

1,487集落
（平成22年度）

1,571集落
　

113

県
民
指
標

食品検査にお
ける適合率

食の安全・安心の確保のために
は、県内に流通している食品が

「食品衛生法」等の基準に適合し
ていることが重要であることか
ら、適合率を目標項目として選
定しました。

食の安全・安心の確保のために
は、確実に「食品衛生法」等の基
準に適合していることが必要で
あり、毎年度 100％達成を維持
することを目標値として設定し
ました。

100％
（平成 22 年度）

100％
　

312



参
考
資
料

施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

11301

活
動
指
標

自主衛生管理
（ＨＡＣＣＰ
手法）導入取
組施設数

ＨＡＣＣＰの考え方に基づいた
自主衛生管理システムを導入す
ることが、食品製造業者の食品
衛生管理レベルの向上につなが
り、安全な食品を提供できるこ
とから目標項目を選定しました。

事業者が自主衛生管理システム
（ＨＡＣＣＰ手法）を取り入れて
製造・加工する施設を毎年度５
施設ずつ増やすことをめざし、
目標値を設定しました。

147 施設
（平成22年度）

172 施設
　

11302

活
動
指
標

高病原性鳥イ
ンフルエンザ
等家畜伝染病
のまん延防止
率

防疫措置が的確に実施できてい
るかどうかを測る指標として適
当であると考えることから、目
標項目を選定しました。

家畜伝染病についての防疫措置
を的確に実施することをめざし、
毎年度100％達成を維持するこ
とを目標値として設定しました。

100％
（平成22年度）

100％
　

114

県
民
指
標

感染症の集団
発生事例数

感染症法に規定する一、二、三
類の感染症の発生および拡大を
防止することが県民の皆さんの
健康を守り、安心につながると
考えることから、目標項目を選
定しました。

一、二、三類の感染症の集団発
生は１件もないようにすべきで
あり、０件を目標値として設定
しました。

２件
（平成 22 年度）

０件
　

11401

活
動
指
標

感染症情報シ
ステムを活用
している施設
の割合

感染症の集団発生を未然に防止
するために、集団感染が起こり
やすい保育所、幼稚園、小中学
校、高等学校および各種専修学
校を対象に、感染症情報システ
ムを導入して、感染症の流行状
況を早期に察知します。このシ
ステムを活用し、感染の拡大を
防止することが重要であること
から、目標項目を選定しました。

感染症情報システムは保育所、
幼稚園、小中学校、高等学校お
よび各種専修学校を対象として、
欠席者情報を把握し、感染予防
に役立てるものであるため、全
ての施設に参加いただく必要が
あることから、目標値を設定し
ました。

－　　 100％

11402

活
動
指
標

感染症情報化
コーディネー
ター数（累計）

より積極的な感染症予防対策や
啓発が求められている現状をふ
まえ、感染症に精通した人材を
養成することが重要であること
から、目標項目として選定しま
した。

院内感染対策や地域における感
染予防の推進を図るために、４
年間で県内の病院数にほぼ相当
する100人の感染症情報化コー
ディネーターの養成をめざし、
目標値として設定しました。

－　　 100人

11403

活
動
指
標

ＨＩＶ抗体検
査件数

ＨＩＶは血液を介して感染しま
すが、自覚症状がないまま広く
まん延することが危惧されてお
り、感染を防止するには自身が
感染しているかどうか認識する
ことが重要であり、検診受診者
の増加がまん延防止につながる
と考えることから、目標項目と
して選定しました。

これまでの実績をふまえて、保
健所実施のＨＩＶ抗体検査の年
間実施件数を平成23年度見込
1,000件から４年間で10％増
やすことをめざし、目標値を設
定しました。

993件
（平成22年度）

1,100 件
　

121

県
民
指
標

人 口 10 万 人
あたりの病院
勤務医師数

県内の救急医療をはじめとする
地域医療体制の維持が厳しく
なっている主要因が病院勤務医
師の不足・偏在であることから、
病院勤務医師の充足状況が地域
医療体制の充実状況をより直接
的に、また、地域住民の医療に
関する安心感を間接的にあらわ
していると考えることから、目
標項目として選定しました。

平成 22 年度に国が行った必要
医師数実態調査結果で報告され
た、県内病院における必要求人
医師数 312 人を最終的な目標
とし、この４年間で、100 人増
やすことをめざします。これを
全国比較や県内保健医療圏ごと
の比較が可能となる 10 万人あ
たりの医師数に換算し、5.4 人
増やすことを目標値として設定
しました。

118.6 人
（平成 22 年度）

124.0 人
（平成 26 年度）

313



参
考
資
料

施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

12101

活
動
指
標

県内の病院で
後期臨床研修
を受ける医師
数

医師不足・偏在解消に向けて、
県内の医師の確保・定着を図り、
救急医療をはじめとする地域医
療体制を整備していくためには、
より多くの若手医師の確保が必
要であり、後期研修を県内の病
院で受けた医師がそのまま県内
で定着するケースが多いことか
ら、目標項目を選定しました。

本施策の県民指標として掲げる
100人の医師数増加に向け、初
期臨床研修医の定員に係るマッ
チング率の向上と研修後の県内
定着化を図り、県内で後期研修
医として勤務する医師を平成
27年度に50人増やすことを
めざし、目標値を設定しました。

167人 217人

活
動
指
標

県内看護師養
成施設卒業者
の県内就業者
数

看護職員は医師とともに医療体
制を支える重要な職種であり、
県内で不足する看護職員を確保
するためには、県内の看護師養
成施設卒業生の県内医療機関等
への就業を促進することが重要
であることから、目標項目を選
定しました。

第７次看護職員需給見通しにお
ける平成27年３月の新卒者に
よる必要看護師数は665人で
あり、現状値637人との差で
ある28人を計画期間内に解消
することをめざし、目標値を設
定しました。

637人
（平成22年度）

665人
　

12102

活
動
指
標

救急医療情報
システムに参
加する時間外
診療可能医療
機関数

救急医療体制の整備にあたって、
病院や診療所が救急医療情報シ
ステムに参加し、時間外に診療
を行う医療機関数を増やすこと
が重要であることから、目標項
目を選定しました。

関係団体等と連携して、夜間や
休日などの時間外に診療可能な
医療機関を増加させていくため、
毎年度25機関ずつ増やしてい
くことをめざし、目標値を設定
しました。

460 機関
（平成22年度）

585 機関
　

12103

活
動
指
標

医療相談件数

患者等からの医療に関する相談
や苦情に適切に対応し、必要に応
じ医療機関等に対しても助言等
を行うことが医療の質を向上さ
せることにつながると考えるこ
とから目標項目を選定しました。

平成22年度までの過去５年間
の平均相談件数698件および平
均伸び率6.1％をもとに、平成
27年度の相談件数を741件と
見込み、目標値を設定しました。

689 件
（平成22年度）

741件
　

12104

活
動
指
標

県立病院患者
満足度

県立病院を利用する県民の皆さ
んに必要とされる良質な医療
サービスが継続的に提供されて
いるかどうか判断する指標とし
てふさわしいと考えることから、
目標項目として選定しました。

過去の実績等をふまえ、適正な
目標値として80％がふさわし
いと考えることから、目標値と
して設定しました。

78.0％
（平成22年度）

80.0％
　

12105

活
動
指
標

市町が運営す
る国民健康保
険の財政健全
化率

国民健康保険をはじめとした医
療保険の運営には、赤字となら
ない健全かつ安定した保険財政
の確保が重要であることから、
目標項目を選定しました。

将来の県単位の広域化に向けた
環境を整備するため、保険財政
の健全化に向け、計画期間内に
2/3以上の市町の赤字補てんが
解消されることをめざし、目標
値を設定しました。

27.6％
（平成22年度）

69.0％
(平成 26年度 )

122

県
民
指
標

75 歳 未 満 の
人口 10 万人
あたりのがん
による死亡者
数（年 齢 調 整
後）

県では、昭和 57 年以降、がん
が死亡原因の第１位であり、今
後も増加していくと予想されま
す。県民の皆さんの生命と健康
をがんから守るためには、がん
を早期に発見し、早期に適切な
治療を行うことで、がんによる
死亡者数を減少させる必要があ
ることから、目標項目を選定し
ました。

三重県がん対策戦略プランにお
いて、75 歳未満の人口 10 万
人あたりのがんによる死亡者数

（年齢調整後）は、国平均値より
も１割以上減少させることを目
標としています。国のがん対策
推進基本計画中間報告において、
平成 27 年の死亡者数を 73.9
人以下としていることから、目
標値をその１割以上低い 66.0
人として設定しました。

77.4 人
（平成 22 年）

66.0 人以下
（平成 26 年）

314



参
考
資
料

施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

12201

活
動
指
標

がん検診受
診率（乳がん、
子宮頸がん、
大腸がん）

乳がん、子宮頸がんおよび大腸
がんは、がんの中でも高い検診
効果が期待できると言われてい
ます。がん検診受診率の向上が
県民の皆さんの生命と健康を守
る上で有効であることから、目
標項目として選定しました。

平成27年度の目標として、乳
がん検診、子宮頸がん検診およ
び大腸がん検診の受診率が、平
成21年度調査における日本一
の水準（乳がん35.5％、子宮頸
がん34.3％、大腸がん33.4％）
に到達することをめざし、目標
値を設定しました。

乳がん
14.0％

子宮頸がん
19.0％
大腸がん
18.2％

（平成21年度）

乳がん
35.0％

子宮頸がん
35.0％
大腸がん
35.0％

（平成26年度）

12202

活
動
指
標

がん診療に携
わる医師に対
する緩和ケア
研修修了者数

三重県がん対策戦略プランの主
目標である「全てのがん患者お
よびその家族の苦痛の軽減並び
に療養生活の質の向上」を達成
する上で、緩和ケアに関する基
礎的な知識を持つ医師の増加は
重要であることから、目標項目
を選定しました。

緩和ケア研修については、全国
のがん診療に従事する医師の約
10万人（全体医師数の約３割）
を対象として実施されているこ
とから、県内の医師総数の約３
割にあたる1,050人を目標値
として設定しました。

436人
（平成22年度）

1,050人
　

123

県
民
指
標

健康寿命

県民一人ひとりが、適正な生
活習慣を守り、生涯を通じて
健康的な日常生活を送るために
は、健康で自立して暮らすこと
ができる期間（健康寿命）の延伸
を図ることが重要であることか
ら、目標項目を選定しました。

本県における健康寿命の過去
10 年間の推移をもとに、伸び
率が最も高かった５年間（平成
17 ～ 21 年）の１年あたりの平
均伸び率（男性 0.250 歳、女性
0.275 歳）を、計画期間内にお
いて実現することを目標値とし
て設定しました。

男 77.1 歳
女 80.4 歳
（平成 22 年）

男 78.1 歳
女 81.5 歳
（平成 26 年）

12301

活
動
指
標

8020 運動推
進員数

歯科疾患が生活習慣病を引き起
こす原因の一つとなることから、
8020運動を推進する人材を育
成することにより、県民の皆さ
んの生活習慣病予防につなげる
ことをめざし、目標項目を選定
しました。

県地域歯科保健活動を支援する
8020運動推進員を平成23年
度の実績見込220人から50％
増やすことをめざし、目標値を
設定しました。

260人
（平成22年度）

330人

12302

活
動
指
標

自殺対策に係
るネットワー
ク組織を設置
している地域
数

自殺対策は、自殺を考えている
方の身近な人や関係機関が連携
して、地域ぐるみで取り組むこ
とが重要であることから、目標
項目を選定しました。

県内全ての地域においてネット
ワーク組織が設置され、自殺対
策が進められるよう保健所単位
の９地域（県内全域）を目標値と
して設定しました。

２地域
（平成22年度）

９地域
　

12303

活
動
指
標

特定健康診査
受診率

県民一人ひとりの生活習慣の改
善を推進するためには、特定健
康診査の受診率を上げることが
効果的であることから、目標項
目として選定しました。

特定健康診査の受診率が、平成
20年度調査における日本一の
水準（52.9％）に到達することを
めざし、目標値を設定しました。

40.2％
（平成21年度）

55.0％
（平成26年度）

131

県
民
指
標

刑法犯認知件
数

犯罪対策の成果を端的にあらわ
す客観的指標である刑法犯認知
件数を県民指標として選定しま
した。

刑法犯認知件数が急増した平
成 13 年より前の治安水準をめ
ざすこととし、現状値も加味
した上で、刑法犯認知件数を
21,000 件以下とすることを目
標として設定しました。

22,215 件 21,000 件
以下

13101

活
動
指
標

街頭犯罪等の
認知件数

街頭犯罪等は、県民の皆さんの
身近で発生し、安全・安心な生
活に大きな影響を及ぼすため、
これら犯罪を抑止する必要があ
ることから、その認知件数を県
の活動指標として選定しました。

街頭犯罪等の認知件数の現状に
鑑み、認知件数を3,200件以
下とすることを目標として設定
しました。

3,641件 3,200 件
以下

315



参
考
資
料

施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

13102

活
動
指
標

凶悪犯の検挙
率

凶悪犯罪は、県民に強い不安を
与える犯罪であり、徹底検挙を
図る必要があることから、その
検挙率を県の活動指標として選
定しました。

凶悪犯の特性および検挙率の現
状に鑑み、検挙率を80％以上
とすることを目標として設定し
ました。

71.6％ 80.0％

活
動
指
標

主な侵入犯罪
の検挙人員

主な侵入犯罪は、県民の皆さん
の身近で発生し、日常生活を直
接脅かす犯罪であり、徹底検挙
を図る必要があることから、そ
の検挙人員を県の活動指標とし
て選定しました。

主な侵入犯罪の検挙人員の現状
に鑑み、検挙人員を210人と
することを目標として設定しま
した。 194人 210人

13103

活
動
指
標

暴力団検挙人
員

暴力団は、県民の皆さんの生活
に脅威を与える犯罪組織の中心
的存在であり、構成員等を検挙
し、社会から隔離する必要があ
ることから、その検挙人員を県
の活動指標として選定しました。

暴力団構成員等の勢力および検
挙人員の現状を勘案した上で、
より一層高い目標を掲げること
とし、検挙人員を280人とする
ことを目標として設定しました。

250人 280人

13104

活
動
指
標

犯罪被害者等
支援の理解者
数

「命の大切さを学ぶ教室」は、次
代を担う若者を対象に犯罪被害
者等支援に対する理解を深める
ものであり、社会全体で犯罪被
害者等を支える機運を醸成する
ため、その理解者数を拡大して
いく必要があることから、犯罪
被害者等に対する支援の重要性
について理解を深めた若者の数
を県の活動指標として選定しま
した。

「命の大切さを学ぶ教室」の開催
回数の現状等を勘案した上で、
年間15回（１回の受講生平均
約300人）開催し、受講生の約
75％が理解を深めることをめ
ざし、年間の理解者数を3,500
人とすることを目標として設定
しました。

1,726人
（平成22年度）

3,500人
　

13105

活
動
指
標

交番・駐在所
施設の充実度

交番・駐在所は、警察活動の拠
点であるとともに、県民の皆さ
んの身近な安全・安心の拠り所
となる生活安全センターとし
ての機能が求められることから、
県民の皆さんの利便性に配慮し
た相談室および来訪者用トイレ
が設置された施設の占める割合
を県の活動指標として選定しま
した。

県民の皆さんの利便性の確保と
いう観点から、より多くの交番・
駐在所に相談室および来訪者用
トイレを設置することが望まし
いが、施設整備という目標項目
の性格上、年間に２か所を設置
することを目標として設定しま
した。

36.3％
（平成22年度）

42.8％
　

132

県
民
指
標

交通事故死者
数

交通事故死者の抑止は、交通安
全対策の最大の課題であり、国
および県の交通安全計画の目標
にもなっていることから選定し
ました。

平成 23 年度から５年間に取り
組む交通安全対策に関する計画

（第９次三重県交通安全計画）に
基づき、平成 27 年の目標値を
設定しました。

95 人 75 人以下

13201

活
動
指
標

交通事故死傷
者数

交通安全対策における最大の課
題は交通事故死者数の減少です
が、負傷者数の減少にも一層積
極的に取り組む必要があること
から選定しました。

平成23年度から５年間に取り
組む交通安全対策に関する計画
（第９次三重県交通安全計画）に
基づき、平成27年の目標値を
設定しました。

13,908人 11,800人
以下
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番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

13202

活
動
指
標

信号機の整備
箇所数（累計）

少子高齢社会が進展する中、子
どもや高齢者等の歩行者が安
全・安心に通行でき、かつ運転
者が円滑に通行できる交通環境
を実現するためには、信号機の
整備が必要であることから選定
しました。

道路整備計画の状況、交通事故
発生状況等地域の交通環境の変
化に的確に対応するため、緊急
性、必要性の高い交差点等120
か所について、計画的に整備を
推進するため、平成27年度の
目標値を設定しました。

3,091か所
（平成22年度）

3,250か所
　

13203

活
動
指
標

シートベルト
の着用率

シートベルトの着用は運転開始
時に守らなければならない基本
的なルールであり、シートベル
トの着用率が交通ルールの遵
守と交通マナー向上のバロメー
ターの一つであることから選定
しました。

平成23年の調査における三
重県のシートベルト着用率
（95.9％）が全国平均（97.5％）
と比較して低いことから、平成
27年にこの全国平均を上回る
べく、平成27年の目標値を設
定しました。

95.9％ 98.0％

133

県
民
指
標

消費生活情報
を県民が利用
している件数

消費生活に関する講座等から得
られる情報の利用は、消費者が
自ら考え行動し、安全、安心な
消費活動に取り組んでいる状況
をあらわすと考えられることか
ら選定しました。

地域リーダー養成や教材提供等
の啓発活動を促進する取組によ
り市町や団体等地域における
啓発活動を充実し、年 500 件
程度増加させていくことをめ
ざし、平成 27 年度の目標値を
56,000 件と設定しました。

53,833 件
（平成 22 年度）

56,000 件
　

13301

活
動
指
標

消費生活講座
が役に立つと
回答した受講
者の割合

消費者にとって有益な消費生活
講座を提供することは、消費者の
自主的かつ合理的な消費活動に
つながることから選定しました。

消費生活講座が受講者にとって
より理解しやすく、役立つ内容
となるよう工夫することにより、
100％とすることを目標として
設定しました。

96.4％
（平成22年度）

100％
　

13302

活
動
指
標

消費生活相
談の解決につ
ながる助言を
行った割合

消費者トラブルの解決方法の助
言等を行うことは、自主的解決
を支援し被害者の救済につなが
ることから選定しました。

消費生活相談員の資質を向上し、
より効果的な助言やあっせん等
に努めることにより、100％と
することを目標として設定しま
した。

96.7％
（平成22年度）

100％
　

134

県
民
指
標

薬物乱用防止
講習会の参加
者数（累計）

薬物乱用防止講習会等の啓発事
業により、薬物乱用防止に対す
る県民の皆さんの意識が向上す
ることが重要であることから、
目標項目を選定しました。

平成 20 年度以降実施してきた
講習会の参加者に加え、今後、
毎年度５万人ずつ参加者を確保
し、平成 27 年度末で県内人口
の 20％以上をカバーするよう
目標値を設定しました。

145,197人
（平成 22 年度）

395,200 人
　

13401

活
動
指
標

薬物乱用防止
事業の協力者
数

薬物乱用防止活動において県民
の皆さんに働きかけていただけ
る方を増やすことが重要である
ことから、目標項目を選定しま
した。

薬物乱用の根絶には、さらに幅
広い分野の方々と連携すること
が必要であることから、薬物乱
用防止事業の協力者を平成23
年度の実績見込2,903人から
10％増やすことをめざし、目
標値を設定しました。

2,839人
（平成22年度）

3,194人
　

13402

活
動
指
標

医薬品等の検
査件数に対す
る不適合医薬
品等の割合

医薬品等の検査件数に対する不
適合医薬品等の割合は、県内に
流通している医薬品等の安全性
をあらわすと考えることから、
目標項目として選定しました。

医薬品等による事故を防止する
ためには、不適合医薬品等は
あってはならないものであるこ
とから、０％の維持を目標値と
して設定しました。

０％
（平成22年度）

０％
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区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

13403

活
動
指
標

生活衛生営業
施設における
健康被害発生
件数

生活衛生営業者が、利用者の健
康被害を防止することが重要で
あることから、目標項目を選定
しました。

生活衛生営業施設における感染
症による健康被害は発生しては
ならないものであることから、０
件の維持を目標値として設定し
ました。

０件
（平成22年度）

０件
　

13404

活
動
指
標

犬・猫の引取
り数

犬・猫の引取り数の減少は、動
物を家族の一員として終生適正
に飼育する家庭が増えている状
況をあらわすと考えることから、
目標項目として選定しました。

三重県動物愛護管理推進計画
（平成 20～ 24年）において、
５年間で犬および飼い猫の引取
り数を25％、飼い主不明猫を
10％減らすことを目標として
いることから、平成27年度末
までにそれぞれ20％、８％減
らすことを目標値として設定し
ました。

3,799 頭
（平成22年度）

3,285頭
以下

141

県
民
指
標

介護度が重度
で在宅の特別
養護老人ホー
ムの入所待機
者数

介護度が重度で在宅生活をして
いる高齢者が必要とする介護施
設を利用できる環境が求められ
ていますが、特別養護老人ホー
ムの入所待機者は依然として多
数となっていることから、目標
項目を選定しました。

県内で在宅生活をしている高齢
者のうち、介護度が重度の特別
養護老人ホームの入所待機者に
ついて、施設整備等により平成
26 年度までに解消することを
めざし、目標値を設定しました。

2,240 人
（平成 22 年度）

０人
　

14101

活
動
指
標

主任ケアマネ
ジャー登録数

質の高い介護サービスを提供す
るためには、専門性の高い介護
職員の育成が必要となることか
ら、目標項目を選定しました。

地域包括支援センターおよび居
宅介護支援事業所に設置が望ま
しいと考えられる主任ケアマネ
ジャーの配置数を推計し、目標
値を設定しました。

566人 846人

14102

活
動
指
標

特別養護老人
ホーム（広域
型）および介
護老人保健施
設整備定員数
（累計）

介護度が重度で在宅生活をして
いる高齢者のうち、施設入所待
機者が多数となっている中、介
護サービス基盤の整備状況をあ
らわすのに適当であると考える
ことから、目標項目を選定しま
した。

市町の施設サービス利用見込み
者数に基づく特別養護老人ホー
ムおよび介護老人保健施設の整
備計画数をもとに、目標値を設
定しました。

12,985床
（平成22年度）

16,497床
　

14103

活
動
指
標

認知症サポー
ター数（累計）

認知症の人や家族を温かく見守
り、支援する認知症サポーター
を増やしていくことは、認知症
の人や家族が地域で安心して暮
らせる環境づくりにつながると
考えることから、目標項目とし
て選定しました。

今後ますます増加すると予想さ
れる認知症の人や家族を地域で
支えていくため、平成22年度
の現状値49,385人から、これ
までの取組実績を勘案し、おお
むね３万人増やすことをめざし、
目標値を設定しました。

49,385人
（平成22年度）

80,000人
（平成26年度）

14104

活
動
指
標

地域貢献活動
等に関する研
修会に参加す
る高齢者数

高齢者が意欲や能力に応じて地
域貢献活動等をしている状況を
示す項目として、地域貢献活動
等に関する研修会の参加者数
が適当であると考えることから、
目標項目を選定しました。

平成23年度の実績見込730人
をもとに、毎年度50人ずつ増
やしていくことをめざし、目標
値として設定しました。

724人
（平成22年度）

930人
　

142

県
民
指
標

グループホー
ム等において
地域で自立し
た生活をして
いる障がい者
数（累計）

障がい者が地域で自立した生活
を送るためには、地域での基本
的な生活基盤となる居住系サー
ビスの充実が重要であることか
ら、目標項目を選定しました。

平成23年度の実績見込が1,112
人であることから、平成 24 年
度以降は、毎年度入所施設から
30 人、障害児施設から 16 人、
地域からの利用 45 人、計 91
人の地域移行をめざし、目標値
を設定しました。

1,064 人
（平成 22 年度）

1,476 人
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番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

14201

活
動
指
標

障がい者の日
中活動を支援
する事業の利
用者数

障がい者が地域で自立した生活
を送るためには、日中活動の場
の充実が重要であることから、
目標項目を選定しました。

特別支援学校の新たな卒業生に
対応できるよう、平成23年度
の実績見込4,638人から、毎
年度200人ずつ増やすことを
めざし、目標値を設定しました。

4,438人
（平成22年度）

5,438人
　

14202

活
動
指
標

雇用契約に基
づく就労へ移
行した障がい
者数

障がい者が地域で自立した生活
を送るためには、雇用契約に基
づく就労の実現を図ることが重
要であることから、目標項目を
選定しました。

雇用契約に基づく就労へ移行し
た障がい者数を、平成23年度
の実績見込55人から毎年度５
人ずつ増やすことをめざし、目
標値を設定しました。

50人
（平成22年度）

75人
　

14203

活
動
指
標

総合相談支援
センターへの
登録者数

制度がより多様になりサービス
提供事業者も増えているため、
個々の利用者のニーズにあった
サービスを提供するにはライフ
ステージに応じた、よりきめ細
かい相談支援が必要とされるこ
とから、目標項目を選定しました。

個々の利用者のニーズにあった
サービスを提供するため、平
成23年度の実績見込4,870人
に、これまでの取組実績を勘案
し、毎年度220人ずつ増やす
ことをめざし、目標値を設定し
ました。

4,650人
（平成22年度）

5,750人
　

14204

活
動
指
標

社会的入院か
ら地域移行し
た精神障がい
者数（累計）

精神科病院に入院している精神
障がい者が、適切な医療等を受
け地域で安心して生活できるこ
とが重要であることから、目標
項目を選定しました。

平成20年度に実施した「精神
科病院入院患者意向調査」の結
果から「必要時の支援があれば
地域移行が可能な方」として算
出した人数等を勘案し、目標値
を設定しました。

316人
（平成22年度）

560人
　

14205

活
動
指
標

県障がい者ス
ポーツ大会参
加者数

障がい者スポーツは、障がい者
にとって生きがいや楽しみを得
ることができ、社会参加や自己
実現につながるものであること
から、目標項目を選定しました。

平成33年度に開催される予定
の「全国障害者スポーツ大会」等
に向け、多くの障がい者がスポー
ツに親しむことができるよう、
平成23年度の実績見込1,400
人から毎年度50人ずつ増加さ
せることをめざし、目標値を設
定しました。

1,373人
（平成22年度）

1,600人
　

143

県
民
指
標

福祉サービス
利用援助を活
用する人数

福祉サービス利用援助事業の契
約人数が増えることは、高齢者
や障がい者の権利が守られ、適
正な福祉サービスの利用につな
がると考えることから、目標項
目として選定しました。

認知症高齢者等対象者の増加に
伴い、毎年度おおむね 100 人
ずつの利用者数の増加が見込ま
れることから、目標値を設定し
ました。

936 人
（平成 22 年度）

1,450 人
　

14301

活
動
指
標

民生委員・児
童委員活動件
数

地域で相談支援活動を行う民生
委員・児童委員の活動が活発に
なることが、地域福祉活動の推
進につながると考えることから、
目標項目を選定しました。

民生委員・児童委員が活動しや
すい環境を整えるとともに、現
在の欠員を解消し充足させるこ
となどにより、平成22年度の
実績552,213件からおおむね
１万件増やすことをめざし、目
標値を設定しました。

552,213件
（平成22年度）

562,000 件
　

14302

活
動
指
標

介護関係職の
求人充足率

介護関係職の求人に対してどれ
だけ充足されたかということが、
福祉･介護人材の確保の状況を
あらわす指標として適当である
と考えることから、目標項目と
して選定しました。

過去３年間の平均充足率は、
25.4％と低調に推移しているこ
とから、一般事務職の求人充足
率が50％程度であることをふ
まえ、40％を目標値として設
定しました。

27.4％
（平成22年度）

40.0％
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施策
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区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

14303

活
動
指
標

適正な運営を
行っている社
会福祉法人の
割合

利用者に対し、よりよい福祉サー
ビスを提供するため、適正な運
営を行っている社会福祉法人が
増えることが重要であることか
ら、目標項目を選定しました。

適正な運営を行っている社会福
祉法人が、過去５年間で2.5％
増えたことをふまえ、毎年度0.5�
％ずつ増やすことをめざし、目
標値として設定しました。

78.0％
（平成22年度）

80.5％
　

14304

活
動
指
標

さまざまな主
体の連携によ
るユニバーサ
ルデザインの
取組実施数

ユニバーサルデザインの意識づ
くりを進めるためには、さまざ
まな主体をつなぐネットワーク
づくりを推進することが重要で
あることから、目標項目を選定
しました。

平成23年度の実績見込20件
に、ＵＤアドバイザー、市町、
社会福祉協議会等との連携によ
る「車いす使用者用駐車区画マ
ナーアップキャンペーン」の取
組件数、ＵＤのネットワークづ
くり事業による取組件数および
ＵＤアドバイザー、市町、社会
福祉協議会、学校等との連携に
よるＵＤ学校出前授業数を合わ
せて毎年度25件ずつ増やすこ
とをめざし、目標値として設定
しました。

30 件
（平成22年度）

120 件
　

14305

活
動
指
標

生活困窮者等
の就労・増収
達成率

生活保護受給者の経済的自立に
つながる、就労支援プログラム
の活用による就労・増収達成率
を用いることにより、自立に向
けた取組状況が測定できること
から、目標項目として選定しま
した。

過去の実績が40％前後である
ことから、厳しい経済情勢もふ
まえ、50％をめざし、その水
準を維持していくことを目標値
として設定しました。

41.9％
（平成22年度）

50.0％
（平成26年度）

14306

活
動
指
標

戦傷病者等の
支援事業への
参加者数

戦傷病者や戦没者遺族が各種支
援事業へ参加していただくこと
が重要であると考えることから、
目標項目を選定しました。

高齢化による戦傷病者等の減少
をふまえ、平成22年度の水準
1,145人を維持することを目標
値として設定しました。

1,145人
（平成22年度）

1,145人
　

151

県
民
指
標

温室効果ガス
排出量の基準
年度比（森林吸
収量を含む）

国や他の自治体等が、温室効果
ガス排出量の削減率を示す際に
用いる一般的な指標であり、取
組成果としてわかりやすいこと
から選定しました。

平成 32（2020）年度を目標年度
とする「三重県地球温暖化対策
実行計画」の目標を達成するた
め、毎年、均等に削減するとい
う前提のもとに目標値を設定し
ました。

＋ 9.7％

（平成 20 年度）

＋1.5％
以下

（平成 25 年度）

15101

活
動
指
標

大規模事業所
における温室
効果ガスの排
出量の増減比
率

温室効果ガス排出量の約６割が
産業部門から排出されており、そ
の８割以上を大規模事業所が占
めていることから選定しました。

大規模事業所について、県が提
出を求めている地球温暖化対策
計画書の取組をもとに目標値を
設定しました。

０％

（平成22年度）

＋2.4％
以下

（平成26年度）

15102

活
動
指
標

三重県版小規
模事業所向け
環境マネジメ
ントシステム
（Ｍ－ＥＭＳ）
認証事業所数
（累計）

温室効果ガス削減には、環境経
営の取組が重要であり、その普
及状況を示す指標であることか
ら選定しました。

最近５年間の認証実績から、年
間40件の認証取得を前提とし
て目標値を設定しました。 217件

（平成22年度）
420 件

　

15103

活
動
指
標

環境活動参加
者数

県民の皆さんの自発的な温室効
果ガスの削減取組を進めるには、
意識面、行動面における啓発活
動が重要であり、その浸透を示
す指標として選定しました。

ライフスタイルの転換を促進す
るためには、具体的な取組やそ
の効果を示すことが重要であり、
「見える化」した講座を毎年１割
ずつ増加させることを前提とし
て目標値を設定しました。

4,010人
（平成22年度）

6,000人
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番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

15104

活
動
指
標

環境教育参加
者数

環境学習情報センターは、環境
保全に係る講座やイベント等を
実施している環境教育の拠点で
あり、その参加者数は、環境教
育の状況を示す指標であること
から選定しました。

平成20年度に指定管理者制度
を導入し、新たなイベントの開
催などにより、この３年間で約
1.4倍と参加者数が大幅に伸び
ており、今後もこの状況を維持
することを目標に設定しました。

28,557人
（平成22年度）

29,000人
　

152

県
民
指
標

廃棄物の最終
処分量

廃棄物の発生抑制や再生利用等
の取組を進めることによって、
廃棄物の最終的な処理プロセス
となる埋立処分量の低減につな
がることから、その成果が反映
される最終処分量を目標項目と
して選定しました。

一般廃棄物の最終処分量は過去
の推移と今後の廃棄物処理施設
の整備状況をふまえて将来推計
し、目標値を設定しました。
一方、産業廃棄物の最終処分量
は、平成 22 年度の現状値をも
とに、廃棄物処理計画で設定し
た目標値の考え方をふまえ、目
標値を設定しました。

367 千ﾄﾝ

（平成 22 年度）

産業廃棄物 
311千ﾄﾝ

一般廃棄物  
56 千ﾄﾝ

306 千ﾄﾝ
以下

（平成 26 年度）

産業廃棄物
 251千ﾄﾝ

一般廃棄物
　55 千ﾄﾝ

15201

活
動
指
標

１人１日あた
りのごみ排出
量（一般廃棄
物の排出量）

県民、ＮＰＯ、事業者の皆さん、
行政などのさまざまな主体によ
る一般廃棄物の発生抑制に向け
た努力の成果としてわかりやす
く、かつ、従来から調査している
ため数値の継続性があり、国の
取組指標の一つでもあることか
ら目標項目として選定しました。

過去の実績から将来予測を行い、
かつ有料化等の施策効果を見込
み、目標値を設定しました。 964g/人・日

（平成22年度）�

913g/人･日
以下

（平成26年度）

15202

活
動
指
標

産業廃棄物の
再生利用率

産業廃棄物の再生利用の状況を
あらわす指標として、再生利用
量と比較し経済情勢の変化に伴
う影響が少ない再生利用率を目
標項目として選定しました。

平成22年度の現状値をもとに、
廃棄物処理計画における目標値
と整合するよう目標値を設定し
ました。

38.8％
（平成22年度）

42.2％
（平成26年度）

15203

活
動
指
標

産業廃棄物の
不法投棄総量

廃棄物の不法投棄は、早期発見
し対応することにより、規模の
拡大を防ぐことができることか
ら、早期発見･早期是正の効果
を図る目標項目として選定しま
した。

廃棄物処理計画における目標値
と整合を取りつつ、平成22年
度の現状値に対して、20％の
削減をめざすこととして、目標
値を設定しました。

462 ﾄﾝ
（平成 22年度）

370 ﾄﾝ以下
　

153

県
民
指
標

生物多様性の
保全活動実施
箇所

県民の皆さんやＮＰＯ団体等に
よる生物多様性保全活動など、
さまざまな主体の自発的な自然
を守る行動の状況を示すもので
あることから、目標項目として
選定しました。

生物多様性に係る保護活動箇
所数を年間 10 か所ずつ増やし、
平成 27 年度には現状値の２倍
以上とする目標数値を設定しま
した。

34 か所 74 か所

15301

活
動
指
標

ニホンジカの
推定生息頭数

農林産物被害の特に大きいニホ
ンジカについて、推定生息数を
目標項目として選定しました。

地域的に著しく増加しているニ
ホンジカに対し、個体数または
生息密度等の目標を設定し保護
管理していく計画（特定鳥獣保
護管理計画）の目標数値と整合
するよう設定しました。

51,800�頭
（平成22年度）

10,000 頭
　

15302

活
動
指
標

自然環境の新
たな保全面積
（累計）

自然環境を改変する行為が規制
されている区域および保全活動
が計画されている区域の新規指
定面積の合計であり、面的に自
然環境の保全の状況を示す指標
であることから、目標項目とし
て選定しました。

「みえ生物多様性推進プラン」の
目標に合わせ、景観や生物多様
性などで特に重要な地域を平成
27年度までに新たに約160ha
指定するとして数値目標を設定
しました。

－ 163ha
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区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

15303

活
動
指
標

自然とのふれ
あいの場の満
足度
※1

自然とのふれあいを推進するた
めには、快適に自然とふれあえ
る場が確保されているかが重要
なことから、自然公園内の施設
等の利用者の満足度を数値目標
として選定しました。

自然公園施設利用者の満足度
は、これまでの５年間で５％向
上し80％となっていることか
ら、目標年度（平成27年度）ま
でにさらに５％向上させ、満足
度を85%にすることを目標と
して設定しました。

80.1�％
（平成22年度）

85.0％
　

154

県
民
指
標

大気環境およ
び水環境に係
る環境基準の
達成率
※ 2

環境基準は、人の健康を保護し、
生活環境を保全する上で維持さ
れることが望ましい基準である
ことから選定しました。

全地点および全水域で環境基準
を達成することを前提とし、一
部の環境基準の達成が著しく困
難な水域については、水質改善
を図ることとして目標値を設定
しました。

93.9％
（平成 22 年度）

97.0％
　

15401

活
動
指
標

大気・水質の
排出基準適合
率

大気・水環境への負荷の削減の
推進にあたっては、発生源であ
る工場・事業場の排出基準が守
られることが最も重要であるこ
とから選定しました。

排出基準は、全ての工場・事業
場において守られるべきもので
あり、目標値を100％に設定し
ました。

98.3％
（平成22年度）

100％
　

15402

活
動
指
標

ＮＯｘ・ＰＭ
法対策地域内
の大気環境基
準達成率

ＮＯｘ・ＰＭ法の対策地域内の
二酸化窒素、浮遊粒子状物質の
大気環境基準達成率は、自動車
排出ガスの影響を、最もわかり
やすく示す指標であることから
選定しました。

ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内にお
いて、二酸化窒素、浮遊粒子状
物質の大気環境基準が地域内全
ての大気環境測定地点において
達成されることを目標値として
設定しました。

93.3％
（平成22年度）

100％
　

15403

活
動
指
標

生活排水処理
施設の整備率

陸域からの水質汚濁負荷に占め
る生活排水の割合が大きく、水
質改善のためには生活排水処理
施設の推進が極めて重要である
ことから選定しました。

生活排水処理施設整備計画（生
活排水処理アクションプログラ
ム）に基づく整備目標から、設
定しました。

78.0％
（平成22年度）

82.8％
（平成26年度）

15404

活
動
指
標

水環境の保全
活動に参加し
た県民の数

伊勢湾の再生のためには、さまざ
まな主体による活動が重要であ
ることから、県民の皆さんの伊勢
湾に対する保全意識の高まりを
示す指標として選定しました。

平成20年の取組開始以来、お
よそ８千人増加したことから、
目標年度における参加者数の増
加分も８千人と設定しました。

18,776人
（平成22年度）

26,500人
　

15405

活
動
指
標

調査研究成果
件数

大気・水環境の保全に関する調
査研究を進めるにあたっては、
その報告が活用されることが重
要であり、成果でもあることか
ら選定しました。

施策目標の達成のために必要と
考えられる、調査研究テーマ数
を設定しました。（社会情勢に応
じて要求される研究（３テーマ）、
行政分析等の改良・開発に関す
る研究（１テーマ））

３件 ４件

※1　�５段階で利用者の満足度合いをアンケートで調査するうち、最上位評価とする 5｢満足｣および次の評価とする４｢おおむね満
足｣の割合

※２　�測定項目：大気環境測定地点（二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、有害大気汚染物質（ベンゼン、トリ
クロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン））、河川水域（ＢＯＤ）、海域水域（ＣＯＤ）
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分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

Ⅱ．「創る」

211

県
民
指
標

人権が尊重さ
れている社会
になっている
と感じる県民
の割合

人権が尊重される社会の進展の
度合いは、県民の皆さんの意識
にあらわれるものと考えられる
ことから選定しました。

県内における人権教育・啓発の
推進や相談体制の充実等を図る
ことにより、人権が尊重されて
いる社会になっていると感じる
県民の割合を、４年間で 8.0％
増加させることをめざして、平
成 27 年度の目標値を 33.0％と
設定しました。

24.9％ 33.0％

21101

活
動
指
標

地域における
「人権が尊重
されるまちづ
くり」推進研
修の受講者数

地域住民等の学習の機会が広が
ることにより、人権が尊重され
るまちづくりが進展することか
ら選定しました。

平成22年度実績値を基点とし
て、50人程度参加規模を増加
させていくことを目標として設
定しました。

836人
（平成22年度）

1,040人
　

21102

活
動
指
標

人権イベント・
講座等の参加
者数

県の開催する人権啓発イベント
等への参加者数を増加させてい
くことが、人権尊重の理解や認
識の普及につながると考えられ
ることから選定しました。

平成22年度実績を基点として、
毎年500人ずつ参加規模を増
加させていくことを目標として
設定しました。

38,931人
（平成22年度）

41,000人
　

21103

活
動
指
標

人権教育を総
合的・系統的
に進めるため
のカリキュラム
を作成してい
る学校の割合

人権教育は総合的な教育であり、
解決すべき課題や指導のねらい
を明確にした全体計画を立て、
総合的・系統的に取組を進める
ことが、全ての子どもの学力や
社会に参画する力を保障するこ
とにつながると考えられること
から選定しました。

各中学校区に１校ずつの割合で
作成されている現状値をふまえ、
10年後に全ての公立小中学校
および県立学校で作成すること
をめざして、平成27年度の目
標値を70.0%に設定しました。

39.0％
（平成22年度）

70.0％
　

21104

活
動
指
標

人権に関わる
相談員を対象
とした資質向
上研修会の受
講者数

相談員の資質向上のための研修
機会を提供することにより、市
町や民間施設等の相談員の人材
育成を行うことは、相談体制の
充実につながることから選定し
ました。

民間相談機関等に積極的に参加
を呼びかけることにより、毎年
50人ずつ受講者を増加させて
いくことを目標として設定しま
した。

994人 1,200人

212

県
民
指
標

社会全体にお
いて男女が平
等になってい
ると思う人の
割合

男女共同参画社会の進展は、社
会全体における男女の平等感に
あらわれると考えられることか
ら選定しました。

県内における男女共同参画意識
の普及や女性の登用促進を図る
ことにより、男女が平等になっ
ていると思う人の割合を 10 年
後に 10％増加させることをめ
ざして、平成 27 年度の目標値
を 18.0％と設定しました。

13.9％ 18.0％

21201

活
動
指
標

県・市町の審
議会等におけ
る女性委員の
登用率

県および市町の審議会等におい
て女性の登用が進むことは、政
策・方針決定過程への男女共同
参画が進展していると考えられ
ることから選定しました。

「2020年までに、指導的地位
に女性が占める割合が、少なく
とも30％程度になるよう」との
国の目標もふまえながら、県内
における女性の登用促進を図る
ことにより、年１％程度増加さ
せることを目標に28.7％と設
定しました。

24.7％ 28.7％

～人と地域の夢や希望を実感できるために～
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分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

21202

活
動
指
標

男女共同参画
フォーラムの
男性参加率

男女共同参画意識の普及を進め
る上で、特に男性に男女共同参
画の意義が伝わることが重要で
あり、また、男女共同参画フォー
ラムは三重県男女共同参画セン
ターが開催する主要な事業であ
ることから選定しました。

フォーラムの内容の工夫等によ
り、年５％程度増加させること
を目標に45.0％に設定しました。

23.5％ 45.0％

21203

活
動
指
標

女性の能力発
揮促進のため、
積極的な取組
を行っている
企業等の割合

企業等の男女共同参画の取組の
促進が、特に働く場における男
女共同参画につながると考えら
れることから選定しました。

過年度の実績をふまえ、企業等
に働きかけることにより、年
１％強増加させることを目標に
27.0％と設定しました。

21.3％
（平成22年度）

27.0％
　

21204

活
動
指
標

「女性に対す
る暴力をなく
す運動」期間
中の啓発箇所
数

ＤＶ被害者が相談機関に相談す
る割合は、約７％と低いため、
被害が深刻化する前に対策を進
める必要があり、特に、被害者
に身近な地域において県、市町
および関係機関が協働し、相談
を促進するための効果的・継続
的な啓発を実施する必要がある
ことから選定しました。

被害者支援情報を広く発信する
とともに、ＤＶは許されること
ではないとの認識を広く普及す
るため、一斉の街頭啓発等をよ
り多くの地域で実施する必要が
あることから、平成27年度ま
でに現状の倍へ増やすことをめ
ざし、目標値を設定しました。

12か所 24か所

213

県
民
指
標

多文化共生に
取り組む団体
数

多文化共生には、さまざまな主体
との連携が不可欠であり、県の取
組により、国際交流活動が活発化
し、多文化共生への理解を進める
ことによって、県および地域にお
ける多文化共生、国際化等に取り
組む企業、ボランティア団体等の
増加につなげていくという考え
から選定しました。

国際化に取り組む団体が増加す
ることにより、地域での自主的
な活動が活性化することから、
毎年 10 団体程度増加させるこ
とを目標に 200 団体と設定し
ました。

141 団体
（平成 22 年度）

200 団体

21301

活
動
指
標

日本語指導ボ
ランティア数

外国人住民が、生活基盤を確立
するためには、コミュニケー
ションを円滑に行うことが必要
であることから選定しました。

外国人住民が日本語を学習でき
る環境づくりのため、日本語教
室で活動するボランティアを、
毎年10名程度増加させること
を目標に700人と設定しました。

641人
（平成22年度）

700人
　

21302

活
動
指
標

セミナー、ボ
ランティア研
修等参加者数

県の開催する多文化共生に関す
るセミナーやボランティア研修
への参加者を増やしていくこと
が、多文化共生の理解や認識の
普及につながると考えられるこ
とから選定しました。

多文化共生社会づくりの担い手
を育成するため、セミナー、ボ
ランティア研修への参加者数を、
毎年50人程度増加させること
を目標に500人と設定しました。

256人
（平成22年度）

500人
　

214

県
民
指
標

ＮＰＯ・ボラ
ンティア・市
民活動に参加
している住民
の割合

できるだけ多くの県民の皆さん
がＮＰＯ活動に参画し、ＮＰＯ
活動の裾野を広くすることが必
要であることから選定しました。

ＮＰＯ・ボランティア・市民活
動に参加している住民の割合を、
４年後に現状値の２倍以上にす
ることを目標と設定しました。

9.5％ 20.0％

21401

活
動
指
標

ＮＰＯ法人に
対する寄付金
総額

県民の皆さんがＮＰＯに参画す
る手段として、ＮＰＯ法人に対す
る寄付が主要な手段であると考
えられることから選定しました。

ＮＰＯ法人の寄付金を、10
年後に倍にすることを目標と
した上で、４年後の目標値を
200,000千円と設定しました。

124,761千円
（平成21年）

200,000 千円
（平成 26年）
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【平成 23】
目標値

【平成 27】

21402

活
動
指
標

認定ＮＰＯ法
人数

組織基盤や活動内容が優れてい
ることが必要である認定ＮＰＯ
法人が増加するには、ＮＰＯ活
動を支える環境が整備されてい
ることが必要であることから選
定しました。

国の試算では、現状のＮＰＯ法
人の５％程度が、認定ＮＰＯ法
人の要件を満たしているとさ
れています。そのため、県で
も、４年間で県内のＮＰＯ法人
（570法人）の５％程度が認定
ＮＰＯ法人となることを目標と
設定しました。

１法人 30法人

21403

活
動
指
標

ＮＰＯと県の
連携・協働事
業数

「協創」を推進させていくにあた
り、県が率先してＮＰＯとの連
携・協働に取り組み、その範囲
を拡大させていくことが必要で
あることから選定しました。

「協創」への理解や実践を支援す
る仕組みを広げていくことで、
平成27年度の事業数を現状値
のおおむね1.5倍にすることを
目標と設定しました。

51事業
（平成22年度）

75 事業
　

221

県
民
指
標

学校に満足し
ている子ども
たちの割合

学力の向上を図るためには、子
どもたちの学習環境について把
握し、改善していくことが必要
であると考えられることから、
目標項目として選定しました。

学校に満足している子どもた
ちの割合については、平成 23
年度の現状値が 78.7％であり、
毎年 1.5％ずつ上昇させること
を目標として設定しました。

78.7％ 85.0％

22101

活
動
指
標

授業内容を理
解している子
どもたちの割
合

家庭や地域と連携し、子どもた
ちの学力の定着と向上を図る取
組を計画的・継続的に進めるこ
とにより、授業内容を理解して
いる子どもたちの割合が高まる
ことから選定しました。

平成23年度の現状値は81.2％
であり、過去５年間で年平均約
0.96％の増加がありました。今
後、これまで以上に子どもたち
一人ひとりの学習状況や学習環
境に応じた計画的・継続的なき
め細かな指導や学校と家庭・地
域が連携した取組が必要となり
ます。これらの取組を着実に進
めることにより、年間約１％ず
つの増加をめざし、４年後の目
標値を85％と設定しました。

81.2％ 85.0％

22102

活
動
指
標

新規高等学校
卒業者が、就
職した県内企
業に、１年後
定着している
割合

生徒の社会に参画する力を育成
することにより、児童生徒が勤
労観・職業観や主体的に進路を
選択する能力・態度を身につけ、
高卒就職者の早期離職率が下が
ると考えられることから、就職
先に定着している率を目標項目
として選定しました。

キャリア教育等の取組によって
高卒就職者の早期離職率を低下
させることにより、平成27年
度までに、就職先に定着してい
る率を92％まで増やしていく
ことを目標として設定しました。

84.4％
（平成22年度）

92.0％
（平成26年度）

22103

活
動
指
標

研修内容を
「自らの実践
に活用でき
る」とする教
職員の割合

教職員が研修講座を受講する中
で、自らの実践への研修内容の活
用を測定することは、研修効果を
高めるとともに、資質向上につな
がることから選定しました。

平成22年度に実施した一部講
座のアンケート結果が85％で
あったため、平成23年度の見
込値を88％とし、今後、年３％
ずつの増加をめざして取り組む
こととして平成27年度の目標
値を設定しました。

85.0％
（平成22年度）

100％
　

22104

活
動
指
標

1,000 人あた
りの暴力行為
発生件数

県内の学校における暴力行為等
の問題行動については、生徒間
暴力、対教師暴力などで依然と
して深刻な事案が発生しており、
憂慮すべき状況への対応が求め
られていることから、目標項目
として選定しました。

これまで一番少なかった平成
22年度の 3.5 件を基準とし、
そこから５年後の平成27年度
に3.0件以下に減少させること
を目標と設定しました。

3.5件
（平成22年度）

3.0 件以下
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【平成 23】
目標値

【平成 27】

22105

活
動
指
標

特色化教育実
施事例数

私立学校が建学の精神に基づく
個性豊かで多様な教育に取り組
んでいるかどうかの観点から選
定しました。

平成22年度実績を基点として
私立学校が提供する特色と魅力
ある教育が、年５件程度増えて
いくことを目標として設定しま
した。

80 件
（平成22年度）

100 件
　

222

県
民
指
標

学校関係者評
価やコミュニ
ティ・スクー
ルなどに取り
組んでいる学
校の割合

地域に開かれた学校づくりを進
めるためには、保護者や地域住
民等が学校運営や教育活動へ参
画する仕組みの導入が効果的で
あることから選定しました。

保護者や地域住民等の参画度合
いを高めていくにあたり、平成
27 年度に全ての公立学校が地
域に開かれた学校づくりの仕組
みを取り入れていることを目標
として設定しました。

78.1％
（平成 22 年度）

100％
　

22201

活
動
指
標

学校関係者評
価により学校
運営や教育活
動への保護者
や住民等の参
画を進めてい
る県立学校の
割合

学校関係者評価の最終的な目的
は、保護者や地域住民等との相
互理解や協力関係を築き、学校
運営や教育活動への参画につな
げることであることから選定し
ました。

４年間で全ての県立学校におい
て、保護者や地域住民等の学校
運営や教育活動への参画が進む
ことを目標として設定しました。 －　　 100％

22202

活
動
指
標

教材「三重の
文化」を活用
した中学校の
割合

「伝統や文化に関する教育の充
実」は学習指導要領改定の重要
な柱の一つで、全ての中学校で
取組を進める必要があり、地域
で支える教育活動の推進に効果
的であることから選定しました。

４年後に全ての公立中学校で活
用されていることを目標として
設定しました。 －　　 100％

223

県
民
指
標

県立特別支援
学校高等部卒
業生の進学お
よび就労率

障がいのある子どもたちの教育
的ニーズを的確に把握し、早期
からの一貫した指導と支援の充
実を図ることで、特別支援学校
高等部卒業生の進学や就労の希
望を実現する必要があることか
ら選定しました。

平 成 22 年 度 末 の 進 学 率 は
3.2％、就労率は 22.2％となっ
ています。一方、全国におけ
る県別の特別支援学校就労率

（国・私立含む）において、本
県は全国中位にあり、上位（３
分の１以内）に入るためには現
状より５ポイント向上させた
27％の就労率が必要です。そ
こで進学者の割合を３％、就
労率を 27％と考え、特別支援
学校における進学および就労
率を 30％と設定しました。

25.4％
（平成 22 年度）

30.0％
　

22301

活
動
指
標

個別の教育支
援計画を作成
している県立
高等学校の割
合

支援を必要とする生徒の教育的
ニーズに対応するため、個別の
教育支援計画等中学校からの支
援に関する情報を円滑に引継ぎ、
相談支援体制の充実を図る必要
があることから選定しました。

新学習指導要領により支援の必
要な生徒には、個別の教育支援
計画を作成することが求められ
ていることから、平成27年度
には全ての県立高等学校におい
て作成されることを目標と設定
しました。

39.7％
（平成22年度）

100％
　

22302

活
動
指
標

県立特別支援
学校で職業に
係るコース制
を導入してい
る学校数

特別支援学校の教育課程の改編
を進め、職業に関するコース制
を導入し、職場体験や職場実習
を組織的･系統的に進めること
は、就労率の向上に結びつくと
考えられることから目標項目と
して選定しました。

就労希望者が多く在籍する知的
障がい教育部門を設置している
特別支援学校および盲学校、聾
学校全８校において、平成27
年度までに職業に係るコース制
を導入することを目標として設
定しました。

２校 ８校
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【平成 23】
目標値

【平成 27】

22303

活
動
指
標

暫定校舎の教
室数

暫定校舎の教室数は、学校の整
備を進めることで減少させるこ
とにつながり、安全・安心な学
習環境を整備できると考えられ
ることから、目標項目として選
定しました。

県立特別支援学校の施設・設備
の整備を進め、平成27年度ま
でに全ての暫定校舎の教室をな
くすことを目標として設定しま
した。

18 教室 ０教室

224

県
民
指
標

地域と連携し
た避難訓練等
を実施してい
る学校の割合

災害発生時に、児童生徒の命を
守るためには、地域で連携した
取組が重要であることから選定
しました。

平成 27 年度までに、全ての学
校において、地域と連携した避
難訓練等を実施していることを
目標に設定しました。

－　　 100％

22401

活
動
指
標

防災ノート等
を活用した防
災教育を実施
している学校
の割合

災害に備え、学校での学習や家
庭での防災対策に、防災ノート
等の学習教材を活用することに
より、防災教育の推進に貢献で
きることから選定しました。

毎年度、全ての公立学校におい
て、防災ノート等の学習教材を
活用した防災教育を実施するこ
とを目標として設定しました。

－　　 100％

活
動
指
標

学 校防災の
リーダーが中
核となり防災
に取り組んで
いる学 校の
割合

災害に備え、児童生徒の命を守
るために、学校の防災を推進す
るリーダーが必要であることか
ら選定しました。

平成27年度までに、全ての公
立学校において、防災リーダー
が中核となり学校防災に取り組
んでいることを目標として設定
しました。

－　　 100％

22402

活
動
指
標

県立学校の非
構造部材の耐
震対策実施率

子どもたちにとって安全で安心
な学校施設とするためには、非
構造部材の耐震対策を実施する
ことが必要であることから選定
しました。

平成27年度までに、全ての県
立学校の非構造部材の耐震対策
を実施することを目標に、順次
対策を実施することとして設定
しました。

－　　 100％

231

県
民
指
標

「三 重 県子ど
も条例」の認
知度

子どもの育ちや子育てを支える
地域社会の実現をめざしていく
ためには、県民の皆さんに「三重
県子ども条例」やその主旨を理解
していただく必要があることか
ら、目標項目を選定しました。

できる限り多くの県民の皆さ
んの理解を進める必要がある
ことから、挑戦的な数値である
100％を目標値として設定しま
した。

35.0％ 100％

23101

活
動
指
標

キッズ・モニ
ター活用事業
数

「三重県子ども条例」では、県の
施策の基本となる事項として、
子どもが意見を表明する機会を
設けることなどを規定している
ことから、目標項目を選定しま
した。

各部局において、子どもの意見
を施策に取り入れるために、お
おむね毎月キッズ・モニターを
活用することをめざし、目標値
として設定しました。

６事業
（平成22年度）

10 事業
　

23102

活
動
指
標

「みえ次世代
育成応援ネッ
トワーク」会
員数（累計）

子どもの育ちや子育てを地域で
支えるためには、企業や団体等
で構成する「みえ次世代育成応援
ネットワーク」の会員数を増やし
ていくことが重要であることか
ら、目標項目を選定しました。

平成23年度末での会員数を
1,040会員と見込んでおり、計
画期間中、毎年度115会員程
度の加入を図ることをめざし、
目標値を設定しました。

776会員
（平成22年度）

1,500会員
　

23103

活
動
指
標

子どもの利用
の多い店舗の
うち青少年健
全育成協力店
の割合

青少年の健全な育成のためには、
関係業界の主体的な取組を促す
ことが重要であることから、目
標項目を選定しました。

立入対象店舗数のうち、子ども
の利用の多い店舗全てが、青少
年健全育成協力店として登録す
ることをめざし、目標値として
設定しました。

90.0％ 100％
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【平成 23】
目標値

【平成 27】

232

県
民
指
標

低 年 齢 児（０
～２歳 ）保 育
所利用児童数

保育所に対するニーズは０歳か
ら２歳児までの低年齢児が増加
しており、子育て環境の整備に
は低年齢児への対応が重要であ
ることから、目標項目を選定し
ました。

近年のニーズの増加傾向から、
毎年度 250 人程度の増加に対
する環境整備が必要であると見
込み、目標値を設定しました。 11,962 人 12,950 人

23201

活
動
指
標

病児・病後児
保育所の実施
地域数（広域
利用含む）

児童の急な発熱等への対応は、
全ての地域でニーズが高いた
め、より多くの地域で適切に
対応することが求められてい
ることから、目標項目を選定
しました。

平成23年度の実施地域を広域
利用を含め、県内の1/2の地域
（15地域）をカバーしていると
見込んでおり、人材確保や市町
の検討状況等を勘案し、毎年度
おおむね１地域ずつ増やし、計
画期間中に2/3（20地域）をカ
バーすることを目標値として設
定しました。

15地域
（平成22年度）

20 地域
　

23202

活
動
指
標

三重県不妊専門
相談センターへ
の相談件数

不妊に悩む夫婦に対する専門相
談が治療者等の精神的、身体的
苦痛を軽減することとなります。
この専門相談を広く普及啓発し
相談件数を増やすことが、安心
して妊娠出産できることへとつ
ながると考えることから、目標
項目を選定しました。

平成23年度は相談時間の延長
により180件の見込みであり、
計画期間中に、毎年度10件ず
つ増やすことをめざし、目標値
を設定しました。

158件
（平成22年度）

220 件
　

23203

活
動
指
標

ひとり親家庭
情報交換会参
加者数（累計）

母子家庭の母親は、地域におい
て孤立しがちであり、悩みなど
を抱えながらも相談する機会が
ないため、情報交換会等におい
て相互に情報を交換することで、
母子家庭の母親同士のつながり
が強化され、自立のきっかけを
つかむことが期待できることか
ら、目標項目を選定しました。

情報交換会等の開催地域を増や
すことで、平成24年度から毎
年度100人ずつ増加させ、平
成27年度までに母子世帯の母
親の10％の参加をめざし、目
標値として設定しました。

36人 1,000人

233

県
民
指
標

児童虐待通告
に対する48時
間以内の安全
確認の実施率

児童相談所運営指針に基づき、
児童の安全確認のためには、48
時間以内とする時間設定が望ま
しいとされていることから、目
標項目を選定しました。

児童の命を守るためには、安全
確認を確実に実施すべきもので
あることから、毎年度 100％達
成を維持することを目標値とし
て設定しました。

100％
（平成 22 年度）

100％
　

23301

活
動
指
標

市町の児童相
談対応力向上
のために共に
取り組んだ件
数

平成23年度に実施した市町支
援のあり方検討結果に基づき、
各市町における児童相談対応力
の向上のためには、市町と共に
取り組むことが必要であること
から、目標項目を選定しました。

児童虐待の防止には、一義的に
窓口となる市町の対応力向上が
求められており、児童虐待の防
止に向け、市町と共に取り組み、
県域全体で対応力を向上させる
ことが必要であることから、市
町ごとに最低年１件の取組を行
うことをめざし、目標値を設定
しました。

－　　 29 件

23302

活
動
指
標

思春期ピアサ
ポーター養成
者数(累計)

思春期特有の悩みや相談を共有
し互いに支え合える仲間である
ピアサポーターを養成すること
が、望まない妊娠を予防し、若
年層の虐待防止につながると考
えることから、目標項目を選定
しました。

看護系大学および高校生をピア
サポーターとして養成する人数
を、毎年度30人ずつ増やすこ
とをめざし、目標値を設定しま
した。

－　　 120人
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分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

23303

活
動
指
標

要保護児童に
対する家庭的
ケアの実施率

子どもの健やかな育ちのために
は、家庭的ケアを実施している
環境で養育することが重要であ
ることから、目標項目を選定し
ました。

家庭的ケアの平成23年度の実
施率を34.0％と見込んでおり、
計画期間のうち前半の２年間は、
施設における小規模グループ
ケア等の新設（１か所、６人）と
里親委託（２人）で合計８人（年
1.5％の割合）を増やし、後半の
２年間はそれぞれ倍増させるこ
とをめざし、目標値を設定しま
した。

34.0％
（平成22年度）

43.0％
　

241

県
民
指
標

成人の週１回
以上の運動・
スポーツ実施率

県民のスポーツ実施率によって、
スポーツの推進に係る県の取組
の成果を評価できると考え、ま
た、国や他県との比較もできる
ことから目標項目として選定し
ました。

平成 27 年度には、県民の６割
が週に１回以上、運動やスポー
ツに取り組むようになることを
めざして目標値を設定しました。 53.7％ 60.0％

24101

活
動
指
標

新体力テスト
の総合評価が
「Ａ」・「Ｂ」・
「Ｃ」の子ども
たちの割合

三重県の児童生徒のうち、新体
力テストの総合評価が「Ｄ」「Ｅ」
の子どもたちが、体を動かす楽
しさや喜びを味わうことで、体
力が向上し、結果として「Ａ」
「Ｂ」「Ｃ」評価へ上昇を図りたい
ことから、目標項目として選定
しました。

新体力テストの総合成績が「Ｄ」
「Ｅ」と判定される子どもたちを
減らし、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」と判定さ
れる子どもたちを毎年２％ずつ
増やすことを見込んで、目標値
を設定しました。

71.9％ 80.0％

24102

活
動
指
標

総合型地域ス
ポーツクラブ
の会員数

総合型地域スポーツクラブは、
生涯にわたってスポーツに親し
み楽しむことができる環境づく
りにつながるものと考えられる
ことから、目標項目として選定
しました。

この数年間に創設された総合型
地域スポーツクラブの、１クラ
ブあたりの平均会員数は約250
人です。現在の会員数を確保す
ることに加え、毎年新たに１ク
ラブが創設されることを想定し
て、毎年250人ずつの会員数
増を見込んで目標値を設定しま
した。

24,216人
（平成22年度）

25,500人
　

242

県
民
指
標

国民体育大会
の男女総合成
績

本県スポーツの競技水準が高ま
ることで、本県出身の選手が国
内外の大会で活躍し、県民の皆
さんのスポーツに対する関心・
意欲が高まることから、国民体
育大会の総合成績を目標項目と
して選定しました。

国民体育大会の過去 10 年間に
おける本県の総合成績で、30
位台を確保できたのは数回にと
どまっているため、まずは 30
位台を安定して確保し、その後、
平成 27 年度からは 20 位台に
なることをめざして目標値を設
定しました。

32 位 20 位台

24201

活
動
指
標

全国大会の入
賞数

ジュニアから幅広い年齢層にお
ける本県の競技力向上に取り組
んだ成果があらわれる数値であ
ると考えられることから、目標
項目として選定しました。

選手強化、およびジュニア選手
の育成等の効果を見込み、年間
５件ずつ増加させ（国体２、イ
ンターハイ２、全中１）、年間
120件を超えることを目標に設
定しました。

101件 121件
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【平成 23】
目標値

【平成 27】

24202

活
動
指
標

県営スポーツ
施設年間利用
者数

県民の皆さんが利用しやすい県
営スポーツ施設の環境づくりに
県が取り組んだことの効果を示
すことができると考えられるこ
とから、目標項目として選定し
ました。

平成22年度の実績値は、「日本
スポーツマスターズ2010三重
大会」の開催による大幅な利用
者増が含まれているため、平成
21年度の実績値（758,434人）
を基準として、毎年２％ずつの
利用者増を見込んで目標値を設
定しました。

815,103人
（平成22年度）

854,000人
　

251

県
民
指
標

南部地域の市
町における生
産年齢人口の
減少率

南部地域は、若者の人口流出を
はじめとする生産年齢人口の減
少が著しいことから、県と市町
が連携して取り組むことにより、
減少に歯止めをかけるため適切
な指標であることから選定しま
した。

南部地域の市町における生産
年齢人口（15 歳から 64 歳）の
平成 12 年から平成 22 年まで
の減少率を現状値として、平成
17 年から平成 27 年までの減
少率を同程度に維持することを
目標に設定しました。

15.6％
（平成 22 年度）

15.6％
　

25101

活
動
指
標

南部地域にお
いて市町の連
携した取組数
（累計）

地域内外の市町が連携した主体
的な取組に対して、県が支援し
ている件数は、県の活動の成果
をあらわすのに適当な指標であ
ることから選定しました。

計画期間中に10取組を支援する
ことを目標として設定しました。

－　　 10取組

25102

活
動
指
標

集落を維持す
るモデル的な
取組を行っ
ている地域数
（累計）

課題解決に向けた県の取組のう
ち、市町と連携して取組を進め
る代表的な指標であることから
選定しました。

計画期間中に県と市町が連携し
て10地域で取り組むことを目
標として設定しました。 －　　 10地域

252

県
民
指
標

東紀州地域に
係る１人あたり
の観光消費額

地域特性を生かした集客交流の
実績と地域経済への影響をあら
わした指標であることから選定
しました。

滞在型・体験型観光を進めるこ
とで宿泊日数の増加を図ること
などにより、平成 27 年度に現
状値（平成 22 年度）の５％増を
めざすこととして目標を設定し
ました。

27,559 円
（平成 22 年度）

28,936 円
　

25201

活
動
指
標

公社がまちづ
くり等に対し
参画した件数
（累計）

東紀州観光まちづくり公社が、
まちづくりなどの取組に積極的
に参画し、推進していく取組数
をあらわした指標であることか
ら選定しました。

平成27年度に、現状値（平成
22年度）の５件増をめざすこと
として目標を設定しました。 ６件

（平成22年度）
11 件
　

25202

活
動
指
標

熊野古道の来
訪者数

集客交流の実績をあらわした指
標であることから選定しました。

平成27年に、現状値（平成22
年）の105千人増をめざすこと
として目標を設定しました。

285千人
（平成22年）

390 千人
　

25203

活
動
指
標

地域内で開発
された新商品
数（累計）

東紀州地域の産業振興に係る事
業者の成果をあらわした指標で
あることから選定しました。

平成27年度に、現状値（平成
22年度）の15件増をめざすこ
ととして目標を設定しました。

44件
（平成22年度）

59 件
　

253

県
民
指
標

地域の活動な
どに参加して
いる住民の割
合

地域の活動へ参加している住民
の割合が増えていくことは、地
域づくりへ関心を持ち、地域を
よりよくしようと考えている人
が増えていくことであり、「美し
国おこし・三重」の取組が進ん
でいることの指標になるものと
考えられることから、選定しま
した。

今後３年間（平成 26 年度まで）
のパートナーグループ増加をも
とに、住民への活動の広がりを
３％増と見込み、さらに「美し国
おこし・三重」の取組は、取組
の最終年に向けて、さらなる広
がりが見込まれることから、よ
り高い目標設定を行うこととし、
平成 27 年度の目標値を 6.4％
増の 40.0％と設定しました。

33.6％ 40.0％
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【平成 23】
目標値

【平成 27】

25301

活
動
指
標

パートナーグ
ループ登録数
(累計)

パートナーグループの活動がこ
の取組の基本であることから指
標として選定しました。

６年間で取組の基本となる座談
会を2,000回以上開催し、そ
のうちパートナーグループの登
録につながる座談会を1,000
回と想定し、１座談会で１パー
トナーグループの登録につなが
るものとして設定しました。

263グループ
（平成22年度）

1,000グループ
　

25302

活
動
指
標

パートナーグ
ループネット
ワーク構築数
(累計)

イベント手法を活用した、情報
発信力のある取組を進めること
で、地域内外や分野を問わず
パートナーグループの交流・連
携の輪が広がり、さまざまな主
体間のネットワーク化が図られ
ることから、指標として選定し
ました。

１パートナーグループにつき、
３つのネットワークが構築され
るとして設定しました。

276
（平成 22年度）

3,000
　

254

県
民
指
標

農山漁村地域
の交流人口

農山漁村地域へ興味や目的を持
ち訪れる利用者数を把握するこ
とで、本県の農山漁村地域の魅
力を推し測ることが可能と考え
られることから選定しました。

農山漁村を振興していくために
は地域に関わる人を増やしてい
く必要があることから、農山漁
村地域の交流人口を現状値を起
点として過去４年間の実績（約
１％／年の増）の５割増しにな
る毎年度 1.5％ずつ伸ばしてい
くことをめざして設定しました。

5,086千人
（平成 22 年度）

5,370 千人
（平成 26 年度）

25401

活
動
指
標

生活環境を整
備する農山漁
村集落数（累
計）

生活環境基盤整備が立ち遅れて
いる農山漁村地域において、暮ら
しの安全・安心を確保するための
集落内道路の整備や防火水槽の
設置等の防災対策が重要と考え
られることから選定しました。

集落道路、防火水槽等集落内の
生活環境の整備を進めていく上
で総合整備事業の活用が効果的
であることから、今後の実施想
定地区（集落）をふまえて設定し
ました。

２集落 18集落

25402

活
動
指
標

野生鳥獣によ
る農林水産被
害金額

鳥獣被害防止対策の総合的な成
果を測る指標として適当と考え
られることから選定しました。

農林水産業者等が鳥獣被害の
防止対策の効果を実感できる
ためには、県全体の被害金額を
20％以上減らしていく必要が
あると考えられることから設定
しました。

751百万円

（平成22年度）

600百万円
以下

（平成26年度）

25403

活
動
指
標

「いなかビジネ
ス」の取組数

中山間地域の活性化のためには、
就業機会や収入の安定確保、高
齢者や女性等の地域人材の知恵
や能力を生かした新しい経済活
動の創出が重要と考えられるこ
とから選定しました。

中山間地域の人や産業等の活動
を活発にしていくためには、中
山間地域内856集落の20％以
上で「いなかビジネス」の起業に
取り組まれる必要があると考え
られることから設定しました。

101件
（平成22年度）

170 件

25404

活
動
指
標

農村の資源保
全活動対象集
落数

多面的機能の保全や発揮に向け
ては、多面的機能を評価し、そ
の保全や活動に参画する農業者
や地域住民等の取組が活性化し
ていくことが重要と考えられる
ことから選定しました。

県民の皆さんが農業および農村
の多面的機能を実感できるため
には県内農地の一定割合で資源
保全活動が実践される必要があ
ることから、４年後の対象集落
を県内農業集落の1/4に相当
する500集落まで拡大してい
くことをめざして設定しました。

424集落 500 集落
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【平成 23】
目標値

【平成 27】

25405

活
動
指
標

藻場・干潟等
の保全活動対
象面積

多面的機能の保全や発揮に向け
ては、多面的機能を評価し、そ
の保全や活動に参画する漁業者
や地域住民等の取組を拡大・深
化させていくことが重要と考え
られることから選定しました。

藻場・干潟等が持つ水産資源の
保護・育成や水質浄化機能等の
多面的機能を将来にわたって維
持・回復していくためには、漁
業者をはじめさまざまな主体が
参画した保全活動組織による藻
場・干潟等の保全活動対象面積
を４年間で約10％増大させる
必要があると考えられることか
ら設定しました。

268ha 290ha

255

県
民
指
標

県と市町の連
携により地域
づくりに成果
があった取組
数（累計）

県と市町が特定の地域づくりの
課題解決に向けて取り組み、成
果があった取組数を目標とする
ことで、当事業に取り組んだ効
果をあらわすことができること
から、目標として選定しました。

平成 23 年度からの５年間にお
いて、各県民センター（９か所）
が検討会議において毎年２項目
の成果を得ることを目標として
設定しました。

18 取組
（平成 22 年度）

90 取組
　

25501

活
動
指
標

県と市町が連
携して地域課
題の解決に取
り組んだ件数
（累計）

地域課題の解決に資する事業に
対して、県が地域づくりの補助
金で支援した件数を目標とする
ことで、連携して取り組んだ活
動度合いをあらわすことができ
ることから目標として選定しま
した。

平成23年度から５年間で地域
づくりの補助金を毎年９件採択
することを目標として設定しま
した。 ９件 45件

25502

活
動
指
標

三重県過疎地
域自立促進計
画の進捗率

三重県過疎地域自立促進計画は、
全部局横断的に過疎地域の自立
のために一定期間取り組むため
の計画です。この計画がどの程
度実行されているかをあらわす
ことで、県が当事業に取り組ん
だことの効果をあらわすことが
できると考えたことから選定し
ました。

平成27年度末で100％達成す
ることをめざし、毎年、16％
ずつ事業の進捗を図ることを目
標として設定しました。 19.8％

（平成22年度）
84.0％

（平成26年度）

25503

活
動
指
標

特定地域の利
用率

特定の地域の面積に対してその
利活用される面積を割合であら
わすことで県が当事業に取り組
んだことの効果をあらわすこと
ができると考えられることから、
選定しました。

過去からの実績および今後の事
業計画を勘案して目標を設定し
ました。 31.5％ 42.3％

25504

活
動
指
標

宮川流 域ル
ネッサンス事
業の取組に関
わる団体の数

地域の資源を生かした主体的な
取組の進捗状況を示す指標にな
ると考えられることから、選定
しました。

毎年、４団体ずつ取組に関わる
団体を増やすことを目標として
設定しました。 61団体 77団体

261

県
民
指
標

参加した文化
活動に対する
満足度

県民の皆さんが主体的に文化活
動に参加し幅広い交流を進める
ためには、文化活動に参加した
皆さんの満足度を高めることが
必要であると考えられることか
ら選定しました。

魅力ある文化にふれる機会を提
供することなどにより、４年間
で満足度を現状値から約 5.0％
増やすことを見込み、目標値と
して設定しました。

60.7％
( 平成 22 年度 )

66.0％
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現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

26101

活
動
指
標

文化交流ゾー
ンを構成する
施設の利用者
数

文化交流ゾーンの形成に向け、
三重県総合文化センター周辺の
各施設が取り組んだ成果を評価
するため、各施設の充実度や文
化にふれ親しむ県民の数を反映
できると考えられることから選
定しました。

平成26年に新県立博物館が開
館した場合の利用者数の増加や
文化交流ゾーンを構成する各施
設が連携・協働し、多様で魅
力ある文化にふれる機会を提
供することにより、各施設の利
用者数の合計を現状値から約
187,000人増やすことを見込
み、目標を設定しました。

1,173,221人
（平成 22年度）

1,360,000人
　

活
動
指
標

文化芸術情報
アクセス件数

県が提供する文化芸術情報に対
するアクセス件数は、県民の皆
さんが自発的に情報収集、活用を
行っている状況をあらわすと考
えられることから選定しました。

平成26年の新県立博物館の開
館に向けた取組や式年遷宮に
合わせた斎宮歴史博物館の広
報活動、さらに統合型デジタ
ルアーカイブの構築などによ
り、魅力的な情報発信を行うこ
とで、アクセス数を現状値から
約40,000件増やすことを見込
み、目標を設定しました。

60,210
件 /月

（平成22年度）

100,000
件 /月

　

26102

活
動
指
標

文化財情報ア
クセス件数

文化財情報へのアクセス件数は、
県が発信している文化財につい
ての情報を、県民の皆さんが入
手し活用している状況をあらわ
すと考えられることから選定し
ました。

三重の文化財の魅力をわかりや
すく、また活用しやすいかたち
で情報発信し、アクセス数を現
状値から約3,000件増やすこ
とを見込み、目標として設定し
ました。

14,208
件 /月

（平成22年度）

17,000
件 /月

　

262

県
民
指
標

参加した学習
活動に対する
満足度

県民の皆さんが楽しく学習活動
に参加し、積極的に活動するた
めには、学習活動に参加した皆
さんの満足度を高めることが必
要であると考えられることから
選定しました。

魅力ある学習機会を提供するこ
となどにより、満足度を現状値
から約 5.0％増やすことを見込
み、目標値として設定しました。

72.0％
（平成 22 年度）

77.0％
　

26201

活
動
指
標

県立生涯学習
施設の利用者
数

県立生涯学習施設の利用者数は、
県民の皆さんが利用しやすい施
設運営に県が取り組んだ効果を
示すことができると考えられる
ことから選定しました。

各館の新しい取組などにより、
毎年5,000人ずつ増加するこ
と、および平成26年に新県立
博物館が開館した場合の利用者
数やその影響などによる各施設
の利用者数の増加を見込み、目
標を設定しました。

627,350人
（平成22年度）

855,000人

活
動
指
標

「協創」による
博物館づくり
への参画者数

「協創」による博物館づくりと
は、新県立博物館のめざす県民・
利用者の皆さんと「ともに考え、
活動し、成長する博物館」づく
りを進めることです。これによ
り、学びや調査研究など博物館
活動の成果をより大きなものと
して共有し、さらに広げること
ができると考えられることから
選定しました。

開館準備期間には、あまり増加
は見込めませんが、新県立博物
館の開館１年後には、県民・利
用者の皆さんの活動の場が広が
り、活発に博物館活動などが展
開されていると考えられること
から、現状値の約２倍を目標値
として設定しました。

231人
（平成22年度）

550人
　

26202

活
動
指
標

社会教育関係
者ネットワー
ク会議への参
加者数

ネットワーク会議の参加者数の
増加により、参加者間の連携が
広がり、地域での社会教育が一
層推進されると考えられること
から選定しました。

ネットワーク会議への参加を呼
びかけ、今後４年間でその拡大
を図ることにより、各市町から
210人（各市町行政職員２人・
その他の社会教育関係者５人）
の参加を見込み、目標値として
設定しました。

－　　 210人
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区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

Ⅲ．「拓
ひら
く」

311

県
民
指
標

県産品に対す
る消費者満足
度

県産農林水産物等に対する消費
者の満足度は、高付加価値化を
めざす県内農林漁業者および事
業者の取組に対する評価を測る
指標として適当であることから
選定しました。

「もうかる農林水産業」の実現に
向けては、多くの消費者が県産
農林水産物等に対して満足して
いる状態となることが求められ
ることから、10 年後に６割程
度の消費者満足度をめざす中で
平成 27 年度に 40％とするこ
ととして設定しました。

25.2％ 40.0％

31101

活
動
指
標

農林水産資源
を高付加価値
化するプロ
ジェクトの創
出数（累計）

県内農林水産資源を活用した新
たな商品を革新的に生み出す仕
組みづくりが重要であることか
ら選定しました。

県内農林水産資源を活用した新
たな商品等が継続的に生み出さ
れていくためには、農商工や産
学官の連携による開発プロジェ
クトが立ち上がっていくことが
効果的であることから、初年度
に10件、その後は５件／年の
新プロジェクトの立ち上げをめ
ざして設定しました。

－　　 25件

31102

活
動
指
標

農畜産技術の
開発成果が活
用された商品
等の数（累計）

農業研究所および畜産研究所に
おいて新しく開発した品種や技
術等については、農業者が消費
者に向けて提供する商品やサー
ビスなどに活用されることで価
値があることから選定しました。

農畜産業のイノベーションを促
進していく上で研究開発の成果
から多くの新商品等を創出する
視点が求められることから、農
業研究所および畜産研究所にお
けるこれまでの研究成果や現
在の研究課題件数などをもとに、
向こう４年間の普及・実用化を
積極的に見通して設定しました。

－　　 100 件

31103

活
動
指
標

林業の研究成
果が活用され
た商品および
技術の数（累計）

林業研究所の森林・林業に関す
る研究成果については、事業者
等に活用されることで価値があ
ることから選定しました。

林業・木材産業のイノベーショ
ンを促進していく上で研究成果
から技術の革新や新たな商品の
開発などにつなげる視点が求め
られることから、林業研究所に
おけるこれまでの研究成果や現
在の研究課題件数などをもとに、
向こう４年間の普及・実用化を
積極的に見通して設定しました。

－　　 20 件

31104

活
動
指
標

水産技術の開
発成果が活用
された商品等
の数（累計）

水産研究所において新しく開発
した品種や技術等については、
漁業者等が消費者に向けて提供
する商品やサービスなどに活用
されることで価値があることか
ら選定しました。

水産業のイノベーションを促進
していく上で研究開発の成果か
ら多くの新商品等を創出する視
点が求められることから、水産
研究所におけるこれまでの研究
成果や現在の研究課題件数など
をもとに、向こう４年間の普及・
実用化を積極的に見通して設定
しました。

－　　 35件

～強みを生かした経済の躍動を実感できるために～
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施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

31105

活
動
指
標

企業との連携
による食育等
のＰＲ回数

県民生活に近い場面でＰＲを実
施することが、県民の皆さんと
農林水産業の支え合う関係づく
りを進める上で重要であること
から選定しました。

県民の皆さんと本県農林水産業
との支え合う関係づくりを効果
的に進める上で県内全域での取
組が重要であることから、県内８
圏域ごとに年間１回以上のＰＲ
を行うこととして設定しました。

－　　 ８回

312

県
民
指
標

食料自給率
（カロリーベース）

国が食料自給率の向上を目的と
して平成 32 年度に 50％を達
成することを目標に設定したこ
とをふまえるとともに、県段階
の食料自給率には地域の農産物
等生産の状況が反映されること
から選定しました。

本県の食料自給力の向上に向け
て食料自給率51％（平成33年度）
をめざしていることから、その達
成に向けた農産物等の作付見通
しに基づいて設定しました。

42％
（平成 21 年度）

46％
（平成 26 年度）

31201

活
動
指
標

水田利用率

県民の皆さん、生産者の双方か
ら見て、需要に応じた水田農業
の推進状況を総合的に評価する
上で適当な指標と考えられるこ
とから選定しました。

本県の食料自給力の向上のため
には水田における生産力の向上
が重要な地位を担うことから、
４年後の水田面積の見通しと食
料自給率目標46％に基づいて
設定しました。

93.4％ 96.0％

31202

活
動
指
標

新たな視点の
産地展開に挑
戦する園芸等
産地増加数
（累計）

流通チャンネルが多様化する中、
市場流通を基本とした生産、販
売にとらわれない農業の展開
（農商工連携や６次産業化）を図
ることで、ブランド力の向上や
産地の活性化等が期待できるこ
とから選定しました。

園芸等産地の活性化を図る上で
県内産地の一定割合で積極的な
挑戦が行われる必要があること
から、産地改革計画等を策定し
ている産地（野菜56、果樹18）
の1/4程度で新たな視点の産
地展開に取り組まれることをめ
ざして設定しました。

－　　 20産地

31203

活
動
指
標

近隣府県の畜
産産出額に占
める割合

三重県と地理的条件や農畜産物
の流通区域が似通っている近接
県域内の本県を含む９府県で
のシェア（割合）向上は、消費者
ニーズに応えた畜産物の生産・
供給を評価する上で適当な指標
と考えられることから選定しま
した。

本県畜産業の活性化を図る上で
ターゲットとする市場や戦略が
似通っている近隣府県における
シェア拡大への挑戦が有効と
考えられることから、近隣府県
における本県の割合を10年後
に１％増加することをめざして、
４年間分を設定しました。

13.7％
（平成22年度）

14.1％
（平成26年度）

31204

活
動
指
標

農業経営体数
（認定農業者、
集落営農組織
等）

認定農業者および集落営農組織
等の数は、本県農業が持続的に
発展していくための農業生産構
造を測る指標として適当である
ことから選定しました。

本県農業の持続的な発展を図る
上で担い手となる農業経営体が
農地の相当部分を担う農業生産
構造を実現することが必要であ
ることから、農業経営基盤強化
促進法に係る県基本方針の10
年後（平成33年度）の農業経営
体確保目標の3,000経営体に
基づき、現状値との差の４年間
分を設定しました。

2,346経営体 2,610 経営体
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分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

31205

活
動
指
標

基盤整備済み
農地における
担い手への集
積率

良好な生産基盤の確保・整備状
況と、基盤整備の事業効果を測
る指標として適当であることか
ら選定しました。

担い手となる農業経営体が農地
の相当部分を担う農業生産構造
を実現するためには良好な農業
生産基盤を整備・保全すること
が必要であることから、高度な
基盤整備を実施した面積の過半
を認定農業者等が担っている姿
を４年間で実現することをめざ
して設定しました。

33.4％ 50.0％

313

県
民
指
標

県産材（スギ・
ヒノキ）素材
生産量

林産物の多くを占める県産材
（スギ・ヒノキ）の生産量を、目
標項目として選定しました。

「三重の森林づくり基本計画
2012」における平成 27 年度の
素材生産量を目標値として設定
しました。

239 千㎥
（平成 22 年度）

402 千㎥
　

31301

活
動
指
標

「三重の木」認
証材等出荷量

消費者の信頼を高めて県産材の
利用を進めるためには、品質や
規格の明確な県産材の提供が必
要なことから、目標項目として
選定しました。

現状（平成22年度）の県産丸太を
使用した認証材等の出荷量を平
成27年度までに倍増することと
し、目標値を設定しました。

24,629㎥
（平成22年度）

50,000㎥
　

31302

活
動
指
標

施業集約化団
地面積（累計）

県産材の低コスト安定供給体制
の基礎となる施業集約化団地の
面積を目標項目として選定しま
した。

施策目標である平成27年度の
素材生産量402千㎥を計画的
に生産するために必要となる森
林経営計画面積を目標値として
設定しました。

5,192ha
（平成 22年度）

50,000ha
　

31303

活
動
指
標

新規林業就業
者数

木材の生産や森林整備を実施す
るためには、必要な林業従事者
を新たに確保する必要があるこ
とから、目標項目として選定し
ました。

施策目標の素材生産や間伐実施
等を実現するための林業従事者
を確保するにあたり必要な新規
就業者数を目標値として設定し
ました。

38人
（平成22年度）

40人
　

31304

活
動
指
標

間伐実施面積
（累計）

森林の多面的機能を発揮させる
ためには、森林を適正に管理す
ることが重要であることから、
目標項目として選定しました。

「三重の森林づくり基本計画
2012」の今後４年間の間伐目標
面積36,000haにあわせ、目標
値を設定しました。

－　　 36,000ha

31305

活
動
指
標

森林づくり参
加者数

県民の皆さんと「協創」した社会
全体で支える森林づくりに向け
て、身近な森林づくりへの参加
を進めていくことが重要なこと
から、目標項目として選定しま
した。

「三重の森林づくり基本計画
2012」における平成27年度の
森林づくりへの参加者数を目標
値として設定しました。

24,241人
（平成22年度）

30,000人

31306

活
動
指
標

森林文化・森
林環境教育の
活動回数

森林文化および森林環境教育の
振興には、学習機会を多くする
ことが重要なことから、指導者
の活動回数を目標項目として選
定しました。

「三重の森林づくり基本計画
2012」における平成27年度の
森林文化・森林環境教育の活
動回数を目標値として設定し
ました。

1,489 回
（平成22年度）

2,000 回

314

県
民
指
標

主要魚種生産
額の全国シェ
ア

高い付加価値を生み出す水産業
の確立をめざしていることから
選定しました。

本県水産業の活性化を図る上で
シェア拡大への挑戦が有効と考
えられることから、主要魚種生
産額の全国シェアを現状より
0.2％増加することをめざして
設定しました。

7.1％
（平成 21 年）

7.3％
（平成 26 年）

31401

活
動
指
標

県内の沿海地
区漁協数

県内全ての沿海地区漁協の合併
による県１漁協の実現を促進し
ていくことから選定しました。

平成27年度に県内全ての沿海地
区漁協が合併し、１漁協となる
ことを目標として設定しました。

21漁協 １漁協
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目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

31402

活
動
指
標

資源管理に参
加する漁業者
数

持続的な水産資源の活用を図っ
ていくためには、漁業者が主体と
なって資源管理を進めていく必
要があることから選定しました。

４年後に沿岸漁業において
1,500人の漁業者が資源管理に
取り組んでいることをめざして
設定しました。

313人 1,500人

31403

活
動
指
標

沿岸の浅海域
再生面積（累
計）

海域においては、陸域からの流
入負荷、海岸線の開発等により、
海域環境が悪化し海域の持つ生
産力ならびにその水質浄化機能
が低下しており、また、藻場・
干潟等が減少し、再生が必要で
あることから選定しました。

生物の生息環境と、藻場・干潟
を再生する適地を考慮して、効
率的に再生可能な地区を優先的
に整備することとして設定しま
した。

63ha 74ha

321

県
民
指
標

県内への設備
投資額（累計）

県内への企業立地等設備投資が
行われることにより、企業活動
が活発になり、県民の皆さんの
生活や地域の活力につながるこ
とを示す最もわかりやすい指標
として選定しました。

過去４年間（平成 19 ～ 22 年
度）の実績（年平均設備投資額約
300 億円）を毎年１割以上上回
る投資額を目標値として設定し
ました。

－　　 1,320 億円

32101

活
動
指
標

企業誘致件数
（累計）

県内への企業立地等設備投資が
行われることにより、企業活動
が活発になり、県民の皆さんの
生活や地域の活力につながるこ
とから、県の誘致活動の成果を
示す指標として選定しました。

過去４年間（平成 19 ～ 22 年
度）の実績（年平均36件）を１
割以上上回る誘致件数を設定
しました。 －　　 160 件

32102

活
動
指
標

クリーンエネ
ルギーバレー
構想で取り組
むプロジェク
ト数（累計）

世界規模の課題解決を図りつつ、
今後最も成長が期待されるク
リーンエネルギー（環境・エネ
ルギー関連）分野において、プ
ロジェクトを創出していくこと
が、県内企業の成長や国際競争
力の強化につながることから、
指標として選定しました。

成長産業である環境・エネル
ギー産業をけん引していくた
めには、毎年５プロジェクト
程度の創出が目標の目安にな
ると考え、初年度（平成 24年
度）の３件をはじめに４年後に
18件の創出を目標値として設
定しました。

－　　 18件

32103

活
動
指
標

医療・健康・
福祉分野の製
品開発取組数
（累計）

県内事業者等が、医療・健康・
福祉分野の新たな製品やサービ
スの開発に取り組むことが、本
分野の産業の成長につながるこ
とから、目標項目として選定し
ました。

県内事業者等が医療・健康・福
祉分野で活用される製品やサー
ビスの開発に取り組む数を、平
成23年度実績見込みをもとに、
毎年度８件ずつ取り組むことを
めざし、目標値として設定しま
した。

－　　 40 件

32104

活
動
指
標

新たに構築し
た産学官等の
ネットワーク
数（累計）

国内外のネットワークを構築す
ることが、新たな事業連携や研
究開発のみならず、企業誘致等
にも大いにつながることから、
指標として選定しました。

県内中心のネットワーク、全国
的なネットワーク、海外ネット
ワークを毎年、新たに１ずつ構
築していくことを目標に、４年
後に12のネットワーク構築を
目標値として設定しました。

－　　 12

322

県
民
指
標

製造業に係る
中小企業の付
加価値額の伸
び率

県内中小製造業の付加価値額を
伸ばすことが、ものづくり三重
が実感（認知）されることにつな
がると考えられることから、指
標として選定しました。

近年の経済情勢から減少傾向に
ある中（平成 18 年から 21 年の
４年間で 22.5％減。毎年減少
している。）、ものづくり三重を
強力に推し進めていくことによ
り、年平均３％の伸びを目標値
として設定しました。

100
（平成 22 年）

112
（平成 26 年）
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32201

活
動
指
標

海外事業展開
に取り組む企
業数（累計）

県内企業が成長するアジア市場
等を取り込むことで、企業の成
長や国際競争力の強化につなが
ることから、海外展開に挑戦す
る企業数を指標として選定しま
した。

ＡＳＥＡＮ６と中国に進出して
いる県内企業が約80社あるこ
とから、４年間で５割増加する
ことを目標に新たに40社が海
外事業展開をすることを目標値
として設定しました。

－　　 40社

32202

活
動
指
標

経営戦略に基
づく事業化へ
の取組企業数
（累計）

中小企業自らの経営戦略の策定
から販路開拓まで一連の取組を
支援することで、ものづくり中
小企業の業態や規模等にあった
付加価値化を高めることにつな
がることから、指標として選定
しました。

４年間で「みえのものづくり百
選」を創出することを目標に、
毎年25社が国や県の制度を活
用してチャレンジすることを目
標値として設定しました。

－　　 100 社

32203

活
動
指
標

販路開拓支援に
より新たな取引
につながった数
（累計）

経営資源が限られているものづ
くり中小企業の成長のためには、
販路開拓・市場開拓を促すこと
が重要なことから、これを支援
する制度の活用により商談に結
びつく件数を指標として選定し
ました。

効果の高い商談の機会をつくっ
ていくことをめざし、その中で
より多くの取引開始に結びつけ
ることを目標に、毎年50件と
いう高い目標値を設定しました。

－　　 200 件

32204

活
動
指
標

企業の成長を
支える産業技
術人材の育成
数（累計）

ものづくり中小企業の成長のた
めには、付加価値の高い商品の
実用化開発を担う技術者などの
確保・育成が必要なことから、
人材育成プログラムに多くの参
加を得ることを目標とすること
が適当であるとの考えから指標
として選定しました。

効果の高い人材育成の機会をつ
くっていくことをめざし、その
中でより多くの参加に結びつけ
ることを目標に、毎年100人と
いう高い目標値を設定しました。 －　　 400人

323

県
民
指
標

地域資源活用
関連産業の製
造品出荷額等
の伸び率

地域の経済活力を高めていくた
めには、各地域の資源を活用し
た産業の活発化を図っていく必
要があることから、その度合い
を示す指標として、関連する産
業分野の製造品出荷額等の伸び
率を選定しました。

近年の経済情勢から減少傾向に
ある中（平成 18 年から 21 年の
４年間で 9.5％減。）、県内の事
業者等が地域の資源など価値や
魅力を活用して産業の活性化に
取り組むことを推進していくこ
とにより、年平均３％の伸びを
目標値として設定しました。

100
（平成 22 年）

112
（平成 26 年）

32301

活
動
指
標

地域資源を活
用した新商品
を開発し、売
り上げにつな
がった企業数
（累計）

地域産業の活性化のためには、地
域資源を活用した新商品開発を
促進していくことが重要なこと
から、指標として選定しました。

事業者にとっての成果として、
新商品を開発し売上増につな
がった事業者を毎年10社創出す
ることを目標値に設定しました。

－　　 40社

32302

活
動
指
標

新しい商品・
サービス等の
創出件数（累
計）

新商品開発や新サービスの創出
が産業創出や雇用の場の創出に
つながることから、指標として
選定しました。

事業者にとっての成果として、
新たな商品やサービスの開発に
つながった件数を毎年10件創出
することを目標に設定しました。

－　　 40 件

32303

活
動
指
標

商業活性化の
取組により集
客増や収益向
上に結びつい
た事業者等の
数（累計）

集客増や収益向上に結びつくこ
とで真に商業の活性化が図られ
ることから、指標として選定し
ました。

事業者にとっての成果として、
集客増や収益向上に結びついた
事業者を毎年３事業者創出する
ことを目標に設定しました。

－　　 12者
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【平成 23】
目標値

【平成 27】

32304

活
動
指
標

商工団体等の
支援により新
たな事業展開
に至った件数
（累計）

地域の総合経済団体である商工
会等は、地域の特性をふまえた
新たな産業や雇用の創出を図っ
ていく役割を担い、事業者への
支援により新たな事業展開につ
なげていくことが重要なことか
ら、指標として選定しました。

中小企業への支援を行い事業化
に結びつけていくことを目標に、
平成22年度実績数値（158件）
をもとに毎年３％増加させるこ
ととして、４年間で650件を
設定しました。

－　　 650 件

324

県
民
指
標

中小企業等と
の共同研究件
数（累計）

中小企業の技術力向上のために
は、県研究機関が役割を果たし
ながら産学官連携による研究開
発を推し進めていくことが重要
なことから、共同研究件数を指
標として選定しました。

県研究機関を含む産学官（産官）
による製品化に近い共同研究を
進めていくことを目標に、平成
22 年度実績（28 件）をもとに、
年間 30 件、４年間で 120 件
を設定しました。

－　　 120 件

32401

活
動
指
標

企業の課題解
決数（累計）

県研究機関が企業の課題解決を
図る研究開発プロジェクトを進
めることにより、企業の技術力向
上につながることから、その成果
を示す課題解決につながった件
数を指標として選定しました。

県内中小企業が抱える技術課題
の解決を県研究機関がより多く
担うことを目標に、毎年20件
を設定しました。 －　　 80 件

32402

活
動
指
標

県研究機関に
おける新分野
関連技術開発
件数（累計）

中小企業にとって研究投資が困
難な新分野の先行的な研究開発
を県研究機関主導で開発を進め
ることが、県内企業にとっての
技術力向上支援につながること
から、その研究開発件数を指標
として選定しました。

中長期的に中小企業の技術力向
上につながる県研究機関の先行
的な新分野の研究開発をより多
く実施することを目標に、４年
間で40件を設定しました。

－　　 40 件

32403

活
動
指
標

県民等の科学
技術に対する
理解度

次代を担う研究人材の育成に資
するためには、科学技術への理
解を深める啓発的な取組が必要
なことから、その機会を提供し
理解を深めることを目標に、指
標として選定しました。

科学技術に対する理解の深まり
を高めるために効果の高い機会
をつくっていくことで、４年後
には９割の方が理解が深まった
と回答されることを目標値とし
て設定しました。

67.3％ 90.0％

325

県
民
指
標

新エネルギー
の 導 入 量（世
帯数換算）

新エネルギー（太陽光発電、風
力発電など）の導入の進捗をあ
らわすため、導入量の成果であ
ることから選定しました。

三重県新エネルギービジョン
で掲げた平成 32 年度の目標値

（461 千世帯）に向けて設定しま
した。

204千世帯
（平成 22 年度）

307千世帯
（平成 26 年度）

32501

活
動
指
標

エネルギー政
策を総合的に
推進するため
の取組件数

エネルギー対策の推進について
は、部局横断的かつ総合的な取
組が必要であるため、電力需給
への対応、新エネルギービジョ
ンの進行管理、エネルギー政策
に係る国への提言などへの取組
が重要であることから選定しま
した。

電力需給がひっ迫する夏季・冬
季の対策以外にも取り組むこと
とし、毎年１件ずつ取組を増加
させることを目標として設定し
ました。 ４件 ８件

32502

活
動
指
標

大規模な新エ
ネルギー施設
数（累計）

地域における新エネルギーを確
保するためには、確実に大型プ
ロジェクトを年１件導入するこ
とが重要であることから選定し
ました。

メガソーラー等の大型プロジェ
クトを年１件達成させることか
ら設定しました。 ４件 ８件
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32503

活
動
指
標

企業の省エネ
取組の件数（累
計）

企業における省エネルギー活動
の推進を図ることが重要である
ことから選定しました。

企業の省エネ推進活動を拡大す
ることが重要であり、年５件の
取組を支援することから設定し
ました。

－　　 20 件

32504

活
動
指
標

次世代エネル
ギー等に関連
する調査研究
のテーマ数（累
計）

将来実用化が期待されているエ
ネルギー資源等に関連する地域
活性化策等の調査研究を行うこ
とが重要であることから選定し
ました。

次世代エネルギーとして期待さ
れるメタンハイドレート、洋上
風力、スマートコミュニティの
３つを調査研究のテーマとして
想定し設定しました。

－　　 ３件

32505

活
動
指
標

水力発電の年
間供給電力目
標の達成率

水力発電の電力を安定的に使用
することができるためには、適
正な維持管理を行い安定供給を
行うことが重要であることから
選定しました。

企業庁の水力発電による電力を
安定的に供給するためには、１
年間に供給する電力量の設定目
標値に対して100％の達成率と
なることが望ましいことから設
定しました。

98.5％
（平成22年度）

100％
（平成26年度）

331

県
民
指
標

雇用対策事業
による就職者
数

地域の実情に応じた多様な雇用
支援や職業能力開発の成果の一
つとして、県が実施する雇用対
策事業により就職した人数が増
加することが見込まれることか
ら選定しました。

県が実施する雇用対策事業によ
り就職した人数を、１割増加さ
せることを目標と設定しました。 1,375 人

（平成 22 年度）
1,520 人

　

33101

活
動
指
標

県が就職に向
けて支援した
延べ若年者数

若年求職者のニーズに合った効
果的な就職支援セミナー等を実
施することで、若年者の参加等
が増加することが就労支援につ
ながることから選定しました。

支援対象となる若年者の総数は
減少してきていますが、若年求
職者のニーズに合った効果的な
支援サービスを提供することで、
参加者等が増加し、より多くの
就労につながることが事業の目
的です。このため、提供するサー
ビスにより、毎年250人 (２％
程度 )、参加者数を増加させる
ことを目標と設定しました。

12,470人
（平成22年度）

13,250人
　

33102

活
動
指
標

民間企業にお
ける障がい者
の実雇用率

障がい者の雇用支援が充実すれ
ば、その成果の一つとして民間
企業における障がい者の実雇用
率が改善されることから選定し
ました。

民間企業における障がい者実雇
用率として国が掲げる目標（平
成32年までに1.8％）を鑑み、
本計画期間中に全国平均レベル�
1.65％（平成23年度現在）ま
で引き上げることを目標と設定
しました。

1.51％ 1.65％

33103

活
動
指
標

地域のさまざ
まな主体と連
携して実施す
る就職面接会
の参加企業数

就職面接会の参加企業数の増加
は、就労機会の確保のため関係
機関や各種団体等と連携して取
り組むきめ細やかな雇用支援の
成果を図る一つの重要な指標で
あることから選定しました。

きめ細やかな雇用支援の結果、
就労機会が確保されることをめ
ざして、就職面接会の参加企業
を１割増加させることを目標と
設定しました。

702社
（平成22年度）

780 社
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33104

活
動
指
標

県が実施また
は支援する職
業訓練への参
加者数

求職者や労働者のニーズに合致
した職業訓練が多数実施される
とともに、技能尊重の機運が醸
成されれば、職業訓練への参加
者数が増加することから選定し
ました。

離職者関係の職業訓練について
は、高い定員充足率を持続させ
ることで受講者数を維持する一
方、在職者関係の訓練につい
ては、技能向上に取り組む機運
の醸成により、平成27年度に
はリーマンショック以前の受講
者数にすることを目標とし、あ
わせて受講者数を約300人（約
10％）増加させることを目標と
設定しました。

2,941人
（平成22年度）

3,250人
　

332

県
民
指
標

ワーク・ライ
フ・バランス
の推進に取り
組んでいる事
業所の割合

企業（事業所）において、ワーク・
ライフ・バランスの取組が実際に
行われていることが、ワーク・ラ
イフ・バランス推進の重要な成果
であることから選定しました。

国が策定したワーク・ライフ・
バランス憲章で、企業でのワー
ク・ライフ・バランスの取組に
関する数値を平成 32 年におお
むね２倍とする目標を設定して
おり、そのこととの整合性を考
慮して目標を設定しました。

27.1％ 37.0％

33201

活
動
指
標

ワーク・ライ
フ・バランス
のセミナー等
が役立つと回
答した参加者
の割合

ワーク・ライフ・バランス推進
のためには、まず意識啓発を行
い、労使が共に、ワーク・ライ
フ・バランスの意義を理解する
ことが必要であることから選定
しました。

セミナー等が役立つと回答して
いる参加者は既に高い割合と
なっていますが、経済団体、労
働団体、国等との連携でセミ
ナー等の内容を充実することで、
約５％アップさせることを目標
に設定しました。

85.6％
（平成22年度）

90.0％
　

33202

活
動
指
標

「男女がいき
いきと働いて
いる企業」の
認証件数（累
計）

男女がいきいきと働いている企
業が増えることは、職場におけ
る男女共同参画の推進やワー
ク・ライフ・バランスの推進の
寄与度を測る上で重要な指標で
あることから選定しました。

企業等への周知・啓発活動など
を充実することにより、認証制
度への申請を増加させるととも
に、既登録企業等での継続した
取組を促進させることで、認証
登録企業を2.5倍超増加させる
ことを目標として設定しました。

73件 200 件

33203

活
動
指
標

「働くルール」出
前講座が役立
つと回答した
受講者の割合

早い段階で「働くルール」を理解
した者が増えることは、若年層
の早期離職防止や、離職を余儀
なくされた場合のセーフティ
ネット確保の寄与度を測る上で
重要な指標であることから選定
しました。

「働くルール」出前講座が役立つ
と回答している受講者は既に高
い割合となっていますが、講座
が受講者にとってより理解しや
すく、役立つ内容となるよう工
夫することで、さらに約４％
アップさせることを目標に設定
しました。

89.4％
（平成22年度）

93.5％
　

341

県
民
指
標

三重が魅力あ
る地域である
と感じる人の
割合

県内産業や地域経済の活性化
を推進していくためには、三
重が魅力ある地域として理解さ
れ、共感を呼ぶことが必要であ
り、三重県営業本部による活動
の成果が三重の認知度や知名度
の向上につながると考えられる
ことから選定しました。

民間調査会社によるブランド力
調査を参考に、４年後に都道府
県別ランキングトップ 10 入り
をめざすためには、認知度の現
状値を 20％以上高めることが
必要なことから、営業本部によ
る営業活動等により毎年５％ず
つ拡大することを目標として設
定しました。

40.0％ 60.0％

34101

活
動
指
標

営業本部活動
回数（累計）

営業活動を活発に進めていくこ
とが、三重のポテンシャルや魅
力の情報発信力の強化・向上に
つながることから選定しました。

営業本部による活動回数を毎年
新たに100回ずつ拡大してい
くことを目標に設定しました。 －　　 400 回

341
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施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

34102

活
動
指
標

三重の応援団
など三重県を
応援する三重
県ファン数（累
計）

情報発信を効果的に進めていく
ためには三重県への思い等を持
つ人の獲得やネットワークの構
築が重要であることから選定し
ました。

三重県を愛し、応援してくれる
新たな力を開拓し、営業展開を
効果的に進めることができるよ
う、４年後に三重県ファンを
1,000人獲得することをめざし、
毎年新たに250人ずつ獲得して
いくことを目標に設定しました。

－　　 1,000人

342

県
民
指
標

観光消費額の
伸び率

観光消費額は、観光のもたらす
経済的効果を把握する基本的な
指標の一つであり、伸び率で示
すことで、より県民の皆さんに
わかりやすい指標になることか
ら選定しました。

平成 22 年の観光消費額を基準
に、各年の観光レクリエーショ
ン入込客数の伸び率に加え、観
光旅行者１人あたりの観光消費
額を５％増加させることを目標
に、観光消費額を算出し、伸び
率を設定しました。

100 127

34201

活
動
指
標

観光レクリ
エーション入
込客数

観光旅行者の集客・交流の量的
な把握を行うための、基本とな
る観光統計指標であることから
選定しました。

平成23年の推計値 (33,000千
人 )に、遷宮効果や震災からの
復興を見込んで、過去５年間の
平均伸び率である2.6％を上回
る年5.2％という挑戦的な数値
を用いて、４年後には40,000
千人の入込客数をめざし設定し
ました。

3,562万人
（平成22年）

4,000万人
　

34202

活
動
指
標

県内の外国人
延べ宿泊者数

本県に来訪した外国人観光旅行者
数を把握するための基本的な指標
であることから選定しました。

平成23年の推計値(80,000人)
に、遷宮効果や震災からの回復
を見込んで、過去３年間の平均
伸び率2.0％を上回る年22.0％
という挑戦的な数値を用いて、
４年後には150,000人の宿泊
者数をめざし設定しました。（国
の目標は、年15％）

106,000人
（平成22年）

150,000人
　

34203

活
動
指
標

リピート意向率

観光旅行者が必要と感じるサー
ビスが継続的に提供され、満足
度の向上につながっているかど
うかを評価する指標として適当
であることから選定しました。

平成25年の式年遷宮に向け、
おもてなしの向上や観光人材の
育成に取り組む結果、４年後に
は本県を訪れる全ての人が再び
訪れたいと感じていただくこと
をめざし、挑戦的な数値を設定
しました。

75.7％
（平成22年度）

100％
　

343

県
民
指
標

海外自治体等
との連携によ
り新たに創出
された事業数

（累計）

県が海外の自治体や在日大使館
等との連携を強化することによ
り、経済、文化面での交流が促
進されることから選定しました。

海外とのネットワークを強化す
るため、海外自治体等との連携
事業を年間５件程度実施し、４
年間で 20 件の連携事業を実施
することを目標と設定しました。

－　　 20 件

34301

活
動
指
標

みえ国際協力
大使数（累計）

みえ国際協力大使が途上国へ赴
任し、現地で国際協力活動を行
うとともに、活動の報告に加え、
経済情勢や治安等の情報の収集
や三重の情報発信を行ってもら
うことから目標項目として選定
しました。

みえ国際協力大使への委嘱が増
えることにより、県民の皆さん
への意識啓発、海外との情報受
発信につながることから、年
間20名程度の増とし、全体で
200名とすることを目標と設定
しました。

112人
（平成22年度）

200人
　

342
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施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

34302

活
動
指
標

新たに連携構
築を行った国
際的なネット
ワークの数（累
計）

企業誘致や県内中小企業の海外
展開を促進する上で、海外の自
治体や研究機関等との連携や
ネットワークの構築が大きな促
進要因となることから、目標項
目として選定しました。

年間最低１件は新たなネット
ワークを構築することを目標に
し、４年間でさらに２件の上積
みを目標に設定しました。 －　　 ６件

34303

活
動
指
標

観光における
海外自治体等
との連携事業
数（累計）

海外の自治体をはじめさまざま
な主体等と連携し実施した事業
数は、観光における新たな展開
をあらわす一つの指標になるこ
とから選定しました。

年間２件程度を連携して行うこ
とにより、累計での目標値を設
定しました。 －　　 10 件

351

県
民
指
標

県民生活の利
便性の向上や
地域の経済活
動等を支援す
る道路の新規
供用延長

道半ばにある道路網の現状に対
し、大規模地震発生への備えや
柔軟な対応など、地域の新たな
課題や県民の皆さんの多様な
ニーズにも的確に対応し、県民
生活の利便性の向上や地域の経
済活動を支援する道路整備を推
進する必要があることから選定
しました。

公表された高規格幹線道路お
よび直轄国道の供用予定年度
を含め、今後の事業の見通し
を勘案し、平成 27 年度までに
94.9km を新規供用することを
目標値として設定しました。

－　　 94.9km

35101

活
動
指
標

県内の幹線道
路の新規供用
延長

三重県の道路整備状況は道半ば
にあり、北・中部地域では東名阪
自動車道などで交通渋滞が発生
し、南部地域では大雨等により交
通が遮断されるなど、県民生活に
大きな影響を与えており、これら
を解消するために、県内幹線道路
の早期の整備が課題となってい
ることから選定しました。

公表された高規格幹線道路およ
び直轄国道の供用予定年度から、
平成27年度までに59.9kmを
新規供用することを目標値とし
て設定しました。 －　　 59.9km

35102

活
動
指
標

舗装の維持管
理指数

路面の維持管理指数を一定以上
に保つことは道路の安全性・快
適性確保のために欠かすことが
できないことから選定しました。

安全性・快適性が確保される望
ましい管理指数が5.0以上であ
ることから、目標値として設定
しました。

5.2
（平成 22年度）

5.0 以上
　

35103

活
動
指
標

四日市港にお
ける外貿コン
テナ貨物の取
扱量

四日市港の背後圏に立地する荷
主企業等が、四日市港を利用し
ていることを明確に示す目標で
あることから選定しました。

四日市港における外貿コンテナ
貨物の将来貨物推計値をもとに
目標値を設定しました。 17万TEU 26万TEU

35104

活
動
指
標

県管理港湾の
入港船舶総ト
ン数

港湾事業には、船舶による人流・
物流機能を充実させるという目
的があることから、港湾におけ
る船舶の利用状況を示す指標と
して選定しました。

過去10年間（平成13年～平成
22年）の実績より、入港船舶総
トン数が横ばいになると予測さ
れることから、現状維持を目標
値として設定しました。

1,503万ﾄﾝ
（平成 22年度）

1,503万ﾄﾝ
（平成 26年度）

352

県
民
指
標

県内の公共交
通機関の利便
性に関する満
足度

公共交通機関の第一次利用者で
ある県民の皆さんから見て、そ
の利便性（使い勝手等）に関する
満足度が高いことが重要である
ため、目標として選定しました。

現状値が 40.0％であることか
ら、年１ポイントずつ増加させ
ることを目標に、平成 27 年度
値を４ポイント増の 44.0％と
設定しました。

40.0％ 44.0％

35201

活
動
指
標

地域間幹線系
統数

県の協議会が支援する地域間幹
線を増加させることにより、地域
間幹線の維持・確保につながるた
め、目標として選定しました。

現状では37系統補助していま
すが、国の新しい基準の中で、
今後想定できる地域間幹線に認
定可能な系統は43系統である
ことから、43系統を目標値と
して設定しました。

37系統 43系統

343
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施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

35202

活
動
指
標

中部国際空港
および関西国
際空港の就航
便数

空路が代表的な広域の高速交通
網であることから、中部国際空
港および関西国際空港の就航
（旅客）便数を目標として選定し
ました。

過去３年間の最多値が1,784
便であることから、1,784便（平
成23年度現状値の5.5％増）を
目標値として設定しました。

1,691便 1,784便

353

県
民
指
標

コンパクトな
まちづくりが
進められてい
る都市計画区
域の数

人口減少、超高齢社会の中、県民
の皆さんが快適に生活するため
には、集約型都市構造の構築をし
ていくことが基本になると考え
られることから選定しました。

改定した三重県都市マスタープ
ランの見直し方針や、都市計画
基礎調査の結果により、土地利
用を促進する取組が想定される
９区域を目標値として設定しま
した。

－　　 ９区域

35301

活
動
指
標

鉄道と道路と
の立体交差化
を行う事業の
進捗率

踏切渋滞・事故を解消し、周辺
地域の交通円滑化や鉄道により
分断された市街地の一体化を図
るため都市基盤の整備として重
点的に取り組む事業であること
から選定しました。

対象とする松阪公園大口線と近
鉄名古屋線川原町駅付近の立体
交差化事業の事業計画において、
それぞれ、平成26年度末、平
成27年度末で完成する予定で
あるため、目標値を100％と設
定しました。

56.1％
（平成22年度）

100％
　

35302

活
動
指
標

商業施設等で
バリアフリー
化された施設
数（累計）

法律や条例に基づき整備され、
適合証を交付された公共的施設
の数であり、だれもが暮らしや
すいまちづくり（環境づくり）が
展開されているかどうかを把握
する上で、わかりやすい指標と
考えることから選定しました。

条例に基づく事前協議において
適合率の向上を図ることなどに
より、平成22年度までの実績
2,002件から、毎年度170件
程度の適合件数を見込み、目標
値を設定しました。

2,002施設
（平成22年度）

2,845施設
　

35303

活
動
指
標

新築住宅にお
ける認定長期
優良住宅の割
合

長期にわたり、良好な状態で使
用できる措置が講じられた住宅
の普及を促進することで、環境
負荷の低減を図りつつ、良質な
住宅ストックを将来世代に承継
することができ、より豊かでや
さしい暮らしへの転換が図られ
ることから選定しました。

三重県住生活基本計画の目標値
である平成32年度 31.0％に
ついて、過去の実績等から毎
年0.6％増加すると想定し設定
していることから、目標値を
28.0％と設定しました。

24.9％
（平成22年度）

28.0％
　

35304

活
動
指
標

特殊建築物等
の維持保全適
合率

安全安心な建築物を確保するた
めには、不特定多数が利用する
既存建築物への建築基準法の適
合性を確保するとともに、維持
保全も徹底する必要があること
から選定しました。

平成23年３月に、県と特定行
政庁により策定した三重県建築
行政マネジメント計画において、
毎年1.5％の増加をめざして目
標値を設定しているため、目標
値を59.5％と設定しました。

52.3％
（平成22年度）

59.5％
　

35305

活
動
指
標

市町、県が制
定した景観に
関する条例等
の件数（累計）

景観条例や景観計画には、良好
な景観の形成のために必要とな
る、具体的な地域の将来像や景観
形成の手法などを定めており、景
観まちづくりの指針となるもの
であることから、選定しました。

現状値に今後の見込みを加味し
て目標値を設定しました。

29 件
（平成22年度）

34件

354

県
民
指
標

地籍調査の実
施面積（累計）

土地の基礎情報となる地籍調査
が計画どおり円滑に行われてい
ることが、土地の計画的な利用
促進につながることから目標項
目として選定しました。

各市町における過去の実績に、
「国土調査第６次十箇年計画」で
掲げる数値および大規模公共事
業の用地測量成果面積を活用し
た上で、目標値を設定しました。

438k㎡
（平成 22 年度）

534k㎡
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35401

活
動
指
標

飲料水の供給
に対する満足
度

生活に欠くことができない飲料
水が、安定的に確保され、安全
に供給されている県民の皆さん
の満足度を示すことから選定し
ました。

これまでの一万人アンケートで
例年満足度１位と高い水準であ
るものの、さらなる満足度の向
上をめざし、平成23年度に不
満と回答された約４％の底上げ
を図るものとして設定しました。

86.2％ 90.0％

35402

活
動
指
標

浄水場等にお
ける主要施設
の耐震化率

安全で安心な水を安定的に供給
することが事業の目的であり、
主要施設の耐震化状況は、安定
供給の指標として適しているた
め選定しました。

計画的に耐震化を進めており、
その計画を目標として設定しま
した。 90.2％

（平成22年度）
97.9％

　

35403

活
動
指
標

地籍調査の実
施市町数

地籍調査実施の市町を増やすこ
とが、事業の進捗率向上につな
がることから目標として選定し
ました。

全市町が、地籍調査に取り組ん
でいることを目標値として設定
しました。

21市町
（平成22年度）

29市町
　

施策
番号

区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】
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番号 目標項目 選定理由 平成 27 年度
目標値の設定理由

現状値
【平成 23】

目標値
【平成 27】

　各プロジェクト等に設定した、県民の皆さんにとっての成果をあらわす指標である「プロジェクトの数値目標」の一覧です。

(2 ) 選択・集中プログラムの数値目標

Ⅰ．緊急課題解決プロジェクト

緊急課題
解決１

緊急減災に向
けた行動項目
（アクション）
の進捗率

災害から県民の皆さんの命を守
るため、減災に係る総合的な対
策を緊急かつ的確に実施するこ
とを目標として選定しました。

期間内に対策を着実に実施して
いくため、目標として設定しま
した。 －　　 100％

緊急課題
解決２

命と地域を支
える道の供用
延長

大規模地震や異常気象による集
中豪雨等の自然災害の脅威に対
して地域の安全・安心を支える
とともに、北・中部地域の産業、
南部地域の観光など地域の今あ
る力を生かした新しい三重づく
りを進めるため、命と地域を支
える道の整備を推進する必要が
あることから選定しました。

公表された高規格幹線道路およ
び直轄国道の供用予定年度を含
め、今後の事業の見通しを勘案
し、現状63.1kmの供用延長を
平成27年度までに84.7km延
伸することを目標値として設定
しました。　

63.1km
（平成22年度）

147.8km
　

緊急課題
解決３

二次救急病院
における勤務
医師数

プロジェクトの目標である医
師確保と救急医療体制の整備
に取り組んだ結果を直接的に
あらわすことができると考え
ることから、目標項目として
選定しました。

平成22年度国の必要医師数実
態調査において、県内の必要求
人医師数312人のうち、二次
救急病院の必要求人医師数が
213人（全体の68％）であるこ
とから、施策121の目標に掲
げる病院勤務医師の増加数100
人（10万人あたり5.4人）のう
ち、その割合に応じた68人を
現状値に加え、1,373人を目標
値として設定しました。

1,305 人
（平成22年度）

1,373人
（平成26年度）

がん検診受診
率（乳がん、子
宮頸がん、大
腸がん）

乳がん、子宮頸がんおよび大腸
がんは、がんの中でも高い検診
効果が期待できると言われてい
ます。がん検診受診率の向上が
県民の皆さんの生命、健康を守
る上で有効であることから、目
標項目として選定しました。

平成27年度の目標として、乳
がん検診、子宮頸がん検診およ
び大腸がん検診の受診率が平成
21年度調査における日本一の
水準（乳がん35.5％、子宮頸が
ん34.3％、大腸がん33.4％）
に到達することをめざし、目標
値を設定しました。

乳がん
14.0％

子宮頸がん
19.0％
大腸がん
18.2％

（平成21年度）

乳がん
35.0％

子宮頸がん
35.0％
大腸がん
35.0％

（平成26年度）

緊急課題
解決４

県内労働力人
口に占める就
業者の割合

景気等の外部要因の影響を強く
受ける懸念はありますが、県民
の皆さんにとってわかりやすく、
雇用支援の成果を直接的に示す
指標として、本指標を選定しま
した。

金融危機前（平成19年度）の水
準に回復させることを目標に目
標値を設定しました。 96.0％

（平成22年度）
97.5％
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番号 目標項目 選定理由 平成 27 年度
目標値の設定理由

現状値
【平成 23】

目標値
【平成 27】

緊急課題
解決４

本プロジェク
トにより支援
した人の数

より多くの求職者に対し、ニー
ズに沿った多様な就労支援を行
うことが就労に効果的と考えら
れることから、選定しました。

新規事業を立ち上げ重点的な支
援を開始する初年度を除き、毎
年700人程度、支援する人を
増やすことを目標に目標値を設
定しました。

22,644 人
（平成22年度）

27,100人
　

緊急課題
解決５

「みえの子育ち
サポーター」認
証者数（累計）

「子どもの育ちを支える」ことの
できる環境づくりの最大の要
素は、「子どもの育ち」を理解し、
地域で子どもを見守り、子ども
の活動を支える人材の拡大であ
ると考えることから、目標項目
として選定しました。

多くのサポーターによって地域
で子どもを見守り、子どもの活
動を支えるため、計画期間内に
10,000人の認証をめざし、目
標値を設定しました。

593人
（平成22年度）

10,000人
　

緊急課題
解決６

県の就労支援
事業により一
般就労した障
がい者数

障がい者が地域で自立した生活
を送るためには、就労の実現を
図ることが重要であることから
目標項目として選定しました。

平成23年度の実績見込252人
から、計画期間内に10％増や
すことをめざし、目標値を設定
しました。　

242人
（平成22年度）

278人
　

緊急課題
解決７

「みえフードイ
ノベーション」
から生まれる
新商品等の数
（累計）

農林水産業が素材生産に加えて
付加価値の創出にどの程度取り
組んでいるのかを測る指標とし
て適当と考えられることから選
定しました。

もうかる農林水産業の実現に向
けてはプロジェクトの取組成果
から多くの新商品等を創出する
視点が求められることから、各
実践取組における成果見通しな
どをもとに向こう４年間の新商
品創出を積極的に設定しました。
　

－　　 200 件

緊急課題
解決８

操業しやすい
と感じる企業
の割合の伸び
率

県内産業の空洞化懸念を払拭し、
県内に投資を呼び込む環境づく
りが大切であることから、企業
の実感をアンケートにより把握
する当目標項目を選定しました。

平成23年度のアンケート結果
の数値を100として、４年間
でその割合を５割増加させるこ
とをめざし目標値として設定し
ました。

100 150

緊急課題
解決９

野生鳥獣によ
る農林水産被
害金額

鳥獣被害防止対策の総合的な成
果を測る指標として適当と考え
られることから選定しました。

農林水産業者等が鳥獣被害の
防止対策の効果を実感できる
ためには、県全体の被害金額を
20％以上減らしていく必要が
あると考えられることから設定
しました。

751百万円

（平成22年度）

600百万円
以下

（平成26年度）

緊急課題
解決10

不適正処理事
案における支
障除去の着手
件数

生活環境保全上の支障等（人の
健康または生活環境に係る被害
が生じている、またはそのおそ
れがある状態）の状況から早期
に支障除去に着手して安全・安
心を確保する必要があることか
ら、４事案の取組状況が把握で
きるよう支障除去の着手件数を
目標項目として選定しました。

事案ごとの現在の支障の状況や
地元との協議・調整等、対策工
法に係る技術検討専門委員会で
の検討状況をふまえ、４事案全
てについて、行政代執行による
環境修復に着手することとし、
目標値を設定しました。

１件 ４件

347



参
考
資
料

番号 目標項目 選定理由 平成 27 年度
目標値の設定理由

現状値
【平成 23】

目標値
【平成 27】

Ⅱ．新しい豊かさ協創プロジェクト

新しい
豊かさ
協創１

授業内容を理
解している子
どもたちの割
合

家庭や地域と連携し、子どもた
ちの学力の定着と向上を図る取
組を計画的・継続的に進めるこ
とにより、授業内容を理解して
いる子どもたちの割合が高まる
ことから選定しました。

平成23年度の現状値は81.2％
であり、過去５年間で年平均約
0.96％の増加がありました。今
後、これまで以上に子どもたち
一人ひとりの学習状況や学習環
境に応じた計画的・継続的なき
め細かな指導や学校と家庭・地
域が連携した取組が必要となり
ます。これらの取組を着実に進
めることにより、年間約１％ず
つの増加をめざし、４年後の目
標値を85％と設定しました。

81.2％ 85.0％

新しい
豊かさ
協創２

県内スポーツ
大会・イベン
トの参加者数

地域のスポーツ活動が活性化し、
県民の皆さんのスポーツへの関
心が高まることによって、スポー
ツ大会やスポーツイベントへの
参加者数が増加することが期待
できることから、目標項目とし
て選定しました。

既存のスポーツ大会・スポーツ
イベントへの参加者が、毎年２％
ずつ増加することに加え、新た
なスポーツ大会・イベントが毎
年一つ開催されるようになるこ
とをめざして目標値を設定しま
した。

161,914 人
（平成22年度）

184,000人
　

新しい
豊かさ
協創３

県民の皆さん
や企業をはじ
めとしたさま
ざまな主体が
連携して取り
組むプロジェ
クト数（累計）

県民の皆さんが豊かさを実感で
きるスマートライフへの転換を
一層進めるためには、さまざま
な主体が連携して取り組むプロ
ジェクトを誘発することが重要
であることから、目標項目とし
て選定しました。

「クリーンエネルギーバレー構
想」「新エネルギービジョン」
の取組の方向性や内容をもとに、
毎年６件程度の新たなプロジェ
クトを創出することをめざして
いくという目標値を設定しまし
た。

－　　 25件

新しい
豊かさ
協創４

観光レクリ
エーション入
込客数

観光旅行者の集客・交流の量
的な把握を行うための、基本と
なる観光統計指標であることか
ら選定しました。

平成 23 年の推計値 (33,000
千人 )に、遷宮効果や震災か
らの復興を見込んで、過去５
年間の平均伸び率である2.6％
を上回る年 5.2％という挑戦
的な数値を用いて、４年後には
40,000 千人の入込客数をめざ
し設定しました。

3,562万人
（平成22年）

4,000万人
　

新しい
豊かさ
協創５

地域活動に参
画している学
生の割合

県民力養成の視点から、若者
の県民力を高める取組の成果と
して、県内高等教育機関の学生
の地域活動への参画率を選定
しました。

地域活動に参画する学生の割
合を４年間で倍増することをめ
ざし目標値を設定しました。 13.4％ 27.0％

パートナーグ
ループネット
ワーク構築数
（累計）

県民力拡大の視点から、人と
人との絆づくりに係る取組の成
果として、パートナーグループの
ネットワーク構築数を選定しま
した。

平成27年度のパートナーグルー
プの目標が1,000 グループで
あることから、１パートナーグ
ループにつき、３つのネットワー
クが構築されるとして設定しま
した。

276
（平成 22年度）

3,000
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番号 目標項目 選定理由 平成 27 年度
目標値の設定理由

現状値
【平成 23】

目標値
【平成 27】

新しい
豊かさ
協創５

認定ＮＰＯ法
人数

県民力発揮の視点から、ＮＰＯ
の自立した活動を支える基盤づ
くりの成果として、認定ＮＰＯ
法人数を選定しました。

国の試算では、現状のＮＰＯ
法人の５％程度が、認定ＮＰ
Ｏ法人の要件を満たしている
とされています。そのため、
県でも、４年間で県内のＮＰ
Ｏ法人（570 法人）の５％程度
が認定ＮＰＯ法人となること
を目標と設定しました。

１法人 30法人

Ⅲ．南部地域活性化プログラム

番号 目標項目 選定理由 平成 27 年度
目標値の設定理由

現状値
【平成 23】

目標値
【平成 27】

南部地域
活性化１ 若者の定住率

南部地域においては、若者の人
口流出が大きな課題であること
から、若者の定住状況をあらわ
す指標として選定しました。

南部地域における若者の定住
率を試算すると、年々減少して
いる傾向にあることから、４年
後に現状を維持することを目標
値として設定しました。

62.4％ 62.4％
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　各行政運営の取組に設定した、県民の皆さんにとっての成果をあらわす指標である「県民指標」と、県が取り組んだこと
の効果がわかる指標である「県の活動指標」の一覧です。

(3 ) 行政運営の取組の数値目標

Ⅰ．行政運営 ～施策の推進を支えるために～

番号 区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

行政
運営
１

県
民
指
標

各 施 策 の「県
民指標」の達
成割合

施策は、「みえ県民力ビジョン」
において県民の皆さんを直接の
対象としてサービスを提供する
政策体系の全てをカバーしてお
り、「みえ県民力ビジョン」の推
進の進行管理を行う上で適当で
あることから選定しました。

「県民しあわせプラン・第二次
戦略計画」の達成割合（53.3％）
を参考にしつつ、県民の皆さん
に成果を届けることを県政運営
の基本姿勢に掲げていることか
ら、70％が妥当であると考え
設定しました。

－　　 70.0％

40101

活
動
指
標

各施策の「県
の活動指標」
の達成割合

「みえ県民力ビジョン」の推進を
図る上で、県行政の取組を着実
に進め、成果を出していくこと
が必要であることから、県が取
り組んだことの効果がわかる指
標である「県の活動指標」の達成
割合を選定しました。

「県民しあわせプラン・第二次
戦略計画」の達成割合（57.1％）
を参考にしつつ、「県民指標」の
達成割合に寄与することと、県
が取り組んだことの効果をあら
わす指標であることから、80％
と設定しました。

－　　 80.0％

活
動
指
標

「選択・集中
プログラム」
の数値目標の
達成割合

厳しい財政状況の中で、行政経
営資源を効率的かつ効果的に投
入する「選択・集中プログラム」
は、計画期間中に特に注力して
取り組む政策課題であることか
ら選定しました。

「県民しあわせプラン・第二次
戦略計画」の達成割合（50.0％）
を参考にしつつ、計画期間中に
行政経営資源を優先的に投入し
て取り組むものであることから、
80％と設定しました。

－　　 80.0％

40102

活
動
指
標

新たに実施す
る広域連携事
業の数（累計）

県境を越えて取り組むことが効
果的な課題への対応を図る上で、
新たな広域連携事業への取組が
必要であることから、これらにつ
いての県の取組状況を的確にあ
らわす指標として選定しました。

新たな広域連携事業への取組が
必要であることから、過去の実
績（平成19年度から22年度ま
でで22件）をふまえ、４年間で
20件の取組と設定しました。

－　　 20 件

40103

活
動
指
標

学生と地域の
さまざまな主
体との交流
フォーラムの
開催回数

県内の高等教育機関と共に地域
の課題解決に向けた取組を進め
る上で、高等教育機関の教員や
学生が地域のさまざまな主体と
交流し、相互の理解と連携を深
めることが不可欠であることか
ら、そのための基本的な県の取
組の状況をあらわす指標を選定
しました。

特定の地域に偏ることなく、で
きるだけ多くの地域の皆さんと
高等教育機関が広く交流してい
ただきたいと考えており、年間
に５地域で交流フォーラムを開
催することをめざしていること
から、４年後の目標値を20回
と設定しました。

－　　 20回

行政
運営
２

県
民
指
標

行財政改革取
組の達成割合

「三重県行財政改革取組」では、
具体的取組ごとに工程を設定し
ており、全ての具体的取組のう
ち達成した取組の割合を目標と
することが、全体としての進行
管理を行う上で適当であると判
断し、選定しました。

「三重県行財政改革取組」は平成
24 年度～ 27 年度を取組期間
としており、この期間内に全て
の具体的取組を達成すべきであ
ると考え、設定しました。

－　　 100％
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番号 区
分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

40201

活
動
指
標

事務改善取組
の実践（「率先
実行大賞」へ
の応募）

職員の自主的・創造的な改善・
改革の取組等を讃える表彰制
度である「率先実行大賞」に応募
する所属の割合が高まることは、
より質の高い行政サービスの提
供事例が幅広く行われているこ
とをあらわすことでもあること
から選定しました。

現状での応募した所属の割合は、
全所属の約41％ですが、平成
27年度には70％に高めること
をめざし、設定しました。 41.4％ 70.0％

40202

活
動
指
標

人材育成に関
する達成度

「協創」の取組を進めることがで
きる、高い意欲と能力を持った
人材を育成することが求められ
ていることから選定しました。

人材育成に関する職員の満足度
と研修の達成度の平均値を毎
年0.4％程度増やすこととして、
目標値を設定しました。

78.1％
（平成22年度）

80.0％
　

行政
運営
３

県
民
指
標

県債残高

県債残高の増大は、将来の公債費
負担の増加を通じて財政の硬直
化を招き、持続可能な財政運営を
阻害することから、指標として選
定しました。なお、国の地方財政
対策により決定される臨時財政
対策債や災害に対応するための
災害復旧事業債等は、発行につい
て県の裁量の余地がないことか
ら除くこととしました。

「中期財政見通し」をふまえ、平
成 26 年度末に県債残高が減少
に転じるよう目標値を設定しま
した。

8,190億円
（平成 23 年度末）

8,185億円
（平成 26 年度末）

40301

活
動
指
標

県債残高（再掲）
同上 同上 同上 同上

40302

活
動
指
標

県税の徴収率

行政サービス提供のもととなる
県税収入の確保の度合いを示す
代表的な指標であることから選
定しました。

徴収率について、さらなる滞納
対策に取り組むなど、今後は毎
年0.1ポイント上昇させること
をめざし、目標値を設定しまし
た。

96.5％
（平成22年度）

96.9％
（平成26年度）

40303

活
動
指
標

庁舎（本館棟・
附属棟等）の
耐震化率

庁舎（本館棟・附属棟等）の耐震化
を進めることは、庁舎を利用する
全ての人が、安全・安心な環境で
庁舎が利用できることにつなが
ることから選定しました。

平成23年度末現在で、要耐震
改修建物（解体予定を含む）は、
５棟あり、平成27年度末まで
に全ての棟の耐震改修を完了さ
せ、耐震化率100％を達成する
ことで、全ての庁舎での安全・
安心な環境を提供するために設
定しました。

88.9％ 100％

行政
運営
４

県
民
指
標

県の会計事務
に是正・改善
を求める監査
意見数（実施１
か所あたり）

財務事務の執行に関しての是
正・改善を求める意見数が減少
することが、適正な会計事務の
確保につながると考えられるこ
とから選定しました。

現状値（平成 22 年度）から毎年
0.1 件ずつ減少させることを目
標として設定しました。 3.2 件

（平成 22 年度）
2.8 件以下
（平成 26 年度）

40401

活
動
指
標

出納局が行う
会計支援の満
足度

出納局の会計支援に対する満足
度を見ることで、各所属の会計
事務遂行への寄与を測ることが
できると考えられることから選
定しました。

４段階評価の満点である４点か
ら見て、その９割に到達するこ
とを目標値として設定しました。 3.02

（平成 22年度）
3.60�
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分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

40402

活
動
指
標

資金保全率

公金の運用については、元本の
安全確保を最優先とし、歳計現
金および基金等それぞれの元本
の保全が必要であることから選
定しました。

公金の管理運用においては常に
資金全体の元本の保全の必要が
あることから、目標値を100％
と設定しました。

100％
（平成22年度）

100％
　

行政
運営
５

県
民
指
標

市町への権限
移 譲 事 務 数

（累計）

県から市町への権限移譲を進め
ることは、市町の自主性・自立
性を高めることにつながること
から選定しました。

平成 23 年度の権限移譲事務数
を 465 と見込み、平成 24 年
度以降は、毎年度５ずつ移譲し
ていくことを目標として設定し
ました。

310 事務
（平成 22 年度）

485 事務
　

40501

活
動
指
標

県と市町によ
る全県的な課
題の解決に向
けた取組数
（累計）

全県的な課題の解決に取り組む
ことは、市町の効率的・効果的
な行政運営に寄与できると考え
られることから選定しました。

平成24年度以降は、毎年度一
つずつ取り組むことを目標とし
て設定しました。 ２取組 ６取組

40502

活
動
指
標

財政健全化計
画策定団体数

県内全市町が健全で安定的な財
政運営を行っており、財政健全
化法に基づく財政健全化計画の
策定団体になっていないことを
目標に選定しました。

県内市町が財政健全化法に基づ
く財政健全化計画の策定団体に
ならないことを目標に、策定団体
数を「０」として設定しました。

０市町 ０市町

行政
運営
６

県
民
指
標

得たいと思う
県情報が得ら
れている県民
の割合

県民の皆さんの求めている情報
が届いているかを測るために適
切な指標と考え、選定しました。

県民の皆さんが求める情報は多
岐にわたる上、説明責任の観点
から発信すべき情報もあること
から、現状値を１割向上させる
ことを目標に 60.0％に設定し
ました。

54.2％ 60.0％

40601

活
動
指
標

県のホーム
ページ（トッ
プページ）へ
のアクセス件
数

インターネットを活用した県か
らの情報提供について、皆さん
がどれくらいの関心を示して閲
覧をしているかをあらわす代表
的な指標であると考え、選定し
ました。

総務省「平成22年通信利用動
向調査」によると、過去５年間
（平成18～22年）のインター
ネット人口普及率は、5.6%増
加しています。（年平均1.12%）
この増加率を22年度の実績に
乗じた値を５年後の目標値とし
て設定しました。

168万件
（平成22年度）

178万件
　

40602

活
動
指
標

統計情報利
用件数（みえ�
DataBox ア
クセス件数）

統計情報の利用件数が的確に把
握できる指標であると考え、選
定しました。

平成23年度に見込まれるアク
セス数68万件をベースとし、
過去５年間 (平成18～ 22年
度 )の増減平均が１万件増なの
で、各年度１万件増で設定しま
した。

471,312件
（平成22年度）

720,000 件
　

40603

活
動
指
標

公文書や個人
情報の開示決
定等における
開示・非開示
判断の適正度

行政機関の開示・非開示等の判
断が、情報公開条例および個人
情報保護条例に基づき適正に運
用されていることを検証する指
標であると考え、選定しました。

平成19から22年度に出され
た答申のうち、行政機関の決
定が適正であると判断した割合
76.3％と平成22年度の同割合
78.8％を上回る80.0％を目標
値として設定しました。

78.8％
（平成22年度）

80.0％
　

行政
運営
７

県
民
指
標

行政手続等の
オンライン利
用率

ＩＴを利活用した行政サービス
の利用状況を見る際に使われる
代表的な指標であることから選
定しました。

対象手続が変わらない中で普及
を図っていくことから、年１ポ
イントの利用増を目標として設
定しました。

52.9％
（平成 22 年度）

58.0％
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目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

40701

活
動
指
標

電子申請・届
出システム利
活用件数

ＩＴを活用したサービスの代表
的なシステムの利用状況である
ことから、指標として選定しま
した。

平成 23年度の利活用件数は
180,000件に達すると推計され
ますが、増加率は減少する傾向
にあり、今後の利活用見込みを
勘案した結果、年１千件ずつの
増加を目標として設定しました。

173,549
件

（平成22年度）

184,000
件
　

40702

活
動
指
標

県情報ネット
ワーク停止時
間

行政サービスの向上等のために
は各種情報システム基盤となる
情報ネットワークの安定運用が
不可欠であることから指標とし
て選定しました。

年間稼働率99.99％以上とな
る年間20分以内の停止を継続
して維持することを最終目標と
しているため、平成27年度の
目標値については、その最終目
標へ向け、直近４か年（平成19
～22年度）の移動平均42分か
ら毎年１割ずつ削減することと
し、24分に設定しました。

42分
（平成22年度）

24分
　

40703

活
動
指
標

携帯電話不通
話地域整備数
（累計）

携帯電話の格差是正に取り組ん
だ成果をあらわすには、基地局
の整備数がふさわしいと判断し、
指標として選定しました。

過去の整備実績と今後の整備見
込み等を勘案し、年２基の整備
を目標として設定しました。

61基
（平成22年度）

71基
　

40704

活
動
指
標

新たな手法（シ
ステム評価等）
による支援を
実施した大規
模システム数
（累計）

ＩＴガバナンスの主目標である
ＩＴ調達の適正化に向けての取
組の浸透度を測る最もわかりや
すい指標であるため、選定しま
した。

平成24年度から平成27年度
までに再構築を行う見込みであ
る大規模システム数（28システ
ム）を対象として目標値を設定
しました。

－　　 28件

行政
運営
８

県
民
指
標

公共事業への
信頼度

効率的・効果的に公共事業が実
施されるとともに、企業の地域・
社会貢献の取組が進むことによ
り、公共事業の適正な運営と円
滑な推進が図られ、県民の皆さ
んの信頼感向上に資することか
ら目標項目として選定しました。

これまでの実績と今後の審査・
取組の見通しを勘案し、「県の活
動指標」である「公共事業再評
価・事後評価達成度」と「受注者
の地域・社会貢献度」の平成 27
年度の平均値を 96.3％として
目標に設定しました。

92.8％
（平成 22 年度）

96.3％
　

40801

活
動
指
標

公共事業再評
価・事後評価
達成度

再評価および事後評価において、
効率的・効果的な公共事業の実施
に取り組んだ状況が端的に評価
できる指標として選定しました。

４年間審査を受け、全て妥当と
されることを目標として、こ
れまでの実績件数をベースに
97.5％に設定しました。

97.1％
（平成22年度）

97.5％
　

40802

活
動
指
標

受注者の地域・
社会貢献度

総合評価方式における入札（発
注事務所管内の業者を対象とし
た発注）において、「公共施設美
化活動実績」や「障がい者雇用実
績」などを評価項目としており、
地域・社会貢献の取組実績を端
的に評価できる指標として選定
しました。

近年の厳しい経営環境を勘案し、
おおむね全ての受注者が地域・
社会貢献の取組を行っている状
況として、95％を目標値とし
て設定しました。

88.4％
（平成22年度）

95.0％
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現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

Ⅱ．行政委員会

行政
委員会
１

活
動
指
標

全県を対象と
した選挙の投
票率

投票率は選挙の情勢などによっ
て大きく変動し、投票率のみに
よって選挙の公明性や適正性を
評価することは難しいですが、
最も重要な指標の一つです。こ
のため、全県を対象とする選挙
（衆議院議員総選挙、参議院議
員通常選挙、知事選挙、県議会
議員一般選挙）の投票率を目標
項目と選定しました。

全県を対象とする選挙（衆議院
議員総選挙、参議院議員通常選
挙、知事選挙、県議会議員一般
選挙）の過去５年間の平均投票
率を現状値とし、投票率の長期
的な低落傾向の中で、現状値以
上を維持することを目標と設定
しました。

63.0％ 63.0％

行政
委員会
２
　

活
動
指
標

勤務条件に関
する職員の満
足度

勤務条件に関する職員の満足度
を意識した勤務条件の整備に関
する取組が、適正な勤務条件の
確保につながると考えたことか
ら選定しました。

公務員制度改革など職員を取り
巻く急速な情勢の変化が想定さ
れる中、現状の満足度の水準を
計画期間中維持していくことを
めざして目標値を設定しました。

69.8％
（平成22年度）

70.0％
　

活
動
指
標

新規採用職員
に対する所属
長等満足度

新規採用職員に対する所属長等
満足度を意識した職員採用の取
組が、有為な人材確保につながる
と考えたことから選定しました。

新規採用職員全員が県にとって
有為な人材であることをめざし
て、所属長等の満足度を100％
と設定しました。

89.2％
（平成22年度）

100％
　

行政
委員会
３

活
動
指
標

監査結果に対
する改善率

監査で指摘した意見について執
行部局が講じた措置は、地方自
治法の規定により監査委員に通
知することとなっており、その
内容を分析し改善状況を把握す
ることが、県の行財政運営が適
正になされているかの判断指標
となることから選定しました。

監査で指摘した意見の中には、対
応に時間を要するものも含まれ
ることを考慮して設定しました。

87.9％
（平成22年度）

90.0％
　

活
動
指
標

実地による予
備監査実施率

適正な行財政運営の執行を確保
するためには、実地での事務局
による予備監査の量的水準を維
持する必要があることから選定
しました。

過去の実地による予備監査実施
率と、量的水準を今後も維持し
ていく観点から設定しました。 71.9％ 73.0％

活
動
指
標

実地による委
員監査実施率

適正な行財政運営の執行を確保
するためには、実地での委員監
査の量的水準を維持する必要が
あることから選定しました。

過去の実地による委員監査実施
率と、量的水準を今後も維持し
ていく観点から設定しました。 59.3％ 63.0％

行政
委員会
４

活
動
指
標

不当労働行為
事件の審査期
間の目標達成
率

労働組合法で、迅速な審査を行う
ため審査期間の目標を定め、その
達成状況を公表するものとされ
ていることから選定しました。

目標審査期間内に審査を終結させ
ることを目標とし設定しました。 80.8％

（平成22年度）
100％

　

活
動
指
標

労働争議調整
事件の円満解
決率

労使間の紛争は、労使双方の合
意により円満に解決することが
望まれることから選定しました。

近年の解決率の全国平均は６割
前後であることから、それを上
回るものとして設定しました。

55.6％
（平成22年度）

70.0％
　

行政
委員会
５

活
動
指
標

６か月以内終
結率

審理の促進を図り、裁決が遅延
することのないよう努めること
から選定しました。

全ての事件を６か月以内に終結
させることをめざすこととして
目標値を設定しました。

100％
（平成22年度）

100％
　

～民主的かつ公正中立な行政運営～
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分 目標項目 選定理由 平成 27 年度

目標値の設定理由
現状値

【平成 23】
目標値

【平成 27】

行政
委員会
６

活
動
指
標

操業協定の締
結件数

県内の漁業者が他県と隣接する
漁場を安全に利用できるように
するため、操業協定の締結件数
を目標項目として選定しました。

操業協定の締結までに相当の期
間を要することが予想されます
が、１件の操業協定締結を目標
値として設定しました。

１件
（平成22年度）

２件
　

行政
委員会
７

活
動
指
標

目標増殖量の
達成率

内水面漁場における資源確保の
ためには、漁業権魚種の目標増
殖量の遵守が不可欠であること
から目標増殖量の達成率を目標
項目として選定しました。

目標増殖量の完全実施を推進す
るため100％を目標値として設
定しました。 89.3％

（平成22年度）
100％
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